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ま え が き

昭和2 年10月31日， 土木学会の本部で， 大阪市に関西支部をおくことが決議され， 同日， 中

央電気倶楽部に支部の事務所を正式に開設いたしましたので， 当支部は本年めでた＜創立五十

周年を迎えることになりました。

ついては， 記念式典をはじめとして， 種々の記念事業を実施するため， 実行委員会をつく

り， 計画を進めてまいりましたが， そのうちの最大の事業がこの記念誌の出版であります。 し

かし10年前， 明治100年と支部創立40周年を迎えたとき，「関西の土木100年」と題して， 300頁

を越える豪華本を出版しておりますので， この記念詰では， その後の10年の歩みを末長く記録

にとどめることにいたしました。

しかし， この10年は， 列島改造・万国博にわく建設プームの時代から， オイルシ ョ ックを経

て， 低成長・安定成長といわれる今日まで， まことに激動の時期であり， また， 公害・喋境の

問題などが世上をにぎわし， 土木事業をとりまく社会の情勢が激変してまいりました。

したがって今回の記念事業では， 過去をふり返るのみでなく， 10年先・20年先がどうなるの

か， 将来の見通しを立てることにも重点をおくことにいたしました。 ついては， この記念詰の

11章にご注目願いたいと思います。

おわりに， 公務多端の折柄， 本誌の企画・編集・執筆に当たって下さった別記の編集委員と

執増者の各位， とりわけ実行委員長伊藤冨雄氏ならびに幹事長天野光三氏に対して， 衷心より

感謝の意を表したいと存じます。

昭和52年5月1日

社団法人 土木学会関西支部

支部長 近 藤 和 夫
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1.鉄

1.1.はじめに

戦後の復興も成った昭和30年代後半より昭和40年代半ばに邦いて,わが国では,経済の高度成長の下,大規模

宅地の開発,市街地の再開発,工業団地の造成など各種の大型施策が推進され,全国高速鉄道網の一環として,

東海道新幹線についで山陽新幹線の開業,北陸新幹線あるいは本四連絡鉄道の建設などの計画策定が行なわれ

オこ。

かかる状況に邦いて,関西地区に邦いても,鉄道は,その本来の使命達成のため新線建設,都心乗入れ,ター

ミナル整備,輸送力増強,運転保安度向上などの工事を実施して,交通需要の質,量両面にわたる社会要請に応

えてきた。しかしながら,鉄道沿線に邦ける異常なまでの開発ブームは,その結果としてさらに,輸送需要への

対応を迫り,また,道路交通の混雑は都市間あるいは都市内の高速鉄道網の整備を促すに至った。

都市交通審議会に充いては,昭和33年,38年相ついで大阪を中心とする交通体系について,運輸大臣に答申を

行なったが,さらに昭和46年,鉄道網の整備拡充についての新しい提案(後述)が行なわれた。各鉄道に邦いて

は,これらの答申を受けて積極的に施設の改善整備に努めたが,昭和48年に至り,インフレの影響もあって総需

要抑制政策が打ち出され,かてて加えて,いわゆる石油シ,ツクにより設備投資のテン求が急激に低下した。

また,新しい問題として,住民運動などによる環境あるいはサービスに対する意識の変化などが派生し,とく

に,ここ数年の輸送需要の伸びの停滞は,昭和46年に策定された計画を見直すべきとの機運も生じさせている実

情にある。

こうした経紳のなかで,モータリゼーシ.ンの波によって,大阪,神戸,京都の各市営路面電車が地下鉄建設

を前提として逐次廃止され,また,民営鉄道部門に邦いても,歴史の長い阪神電鉄国道線,北大阪線,南海電鉄

和歌山軌道線,京福電鉄丸岡線などが相ついで廃止されたことは,最近の特色として記憶に新しい。

道

近 10年のあゆみ

1.2.都市鉄道網の整備計画

昭和46年,都市交通審議会は「大阪圏に北ける高速鉄道網の整備増強計画」をまとめ,答申13号として運輸大

臣に答申を行なった。これは,前回(昭和38年,第7 表1.1 昭和60年推定人口

号)と異なり,大阪,京都,神戸の中核3都市の中心

から各半径50km で,かつ各都市へオンレール 1時問

の広圏域を対象地域として,昭和60年の需要予測を行

なったものである。これによると,昭和60年に充ける

圏域人口を 1,930万人(昭和40年の1.5倍)とし,中

核各都市の人口は表1.1のと充りとした。

鉄道整備計画の基本方針はつぎのようである。①既

設線を最大限に増強し,な北不足の場合新線を建設す

る。②最混雑区問の乗車効率を]50%以下とする。③

都心へは概ね1回以下ののりかえで到着できる。④鉄

道相互間の直通運転を考慮する。⑤路面軌道は道路混

項

常住人口

目

従業者数

大阪市

流入従業者数

万人
300
(0.97)

330
( 1.4)

182
( 2.2)

鉄道利用
流入従業者数

京都市

注;(

万人
170
( 1.2)

98
(].4)

)内数字は,昭和40年に対する割合を

木す。

神戸市

万人
165
( 1.4)

85
( 1.4)

173

18

( 2.4)

16

21

( 2.6)

20



雑の緩和を図るため廃止もやむをえないが,輸送需要を勘案の上決定する。

なオδ,神戸市中心のものとしては答申H号(昭和44年)があり,これを含めると,提案された路線は,大阪市

周辺;新設16路線,既設線々増9路線,京都市周辺;新設3路線,既設線々増3路線,神戸市周辺;新設5路線,

既設線々増2路線となる。

1.3.連続立体交差化業の発足

大都市近郊のドーナツ化現象は沿線人口の増加,都市規模の拡大発展をもたらし,各種交通トリ"プの増加,

殊に自動車交通の激増は道路事情の急速な悪化をひき戈こすに至った。このため,鉄道側としては踏切保安の向

上,一方,都市側に邦いては,道路交通の緩和と鉄道により分断された地域の有機的な再開発を図ることが当面

の急務となったのである。

このため,鉄道と道路との立体交差が最善の解決方法と考えられ,各地で立体交差化事業が推進されたが,何

分にも,個々の道路についてその都度協議し処理の方法を定める形であったので,更に強力な都市対策の必要が

求められた。これら都市問題の解決を一元的に処理するため,「都市に邦ける道路と鉄道との連続立体交差化に

関する協定」が昭和"年運輸省,建設省の間において締結され,一定の条件をみたせぱ都市計画事業として鉄道

の立体化を施行できるものとし,その費用負担のルールが確立された。これを契機として,この協定にもとづく

連続立体化が計画され,今日その多くが施行されるに至り,部ではすでに完成をみている。この結果,新しく

駅前整備や高架下利用などの問題をかかえながらも,都市の再開発に寄与し,道路交通のみならず鉄道側の保安

も著しく向上されたとい

えよう。

一般に,鉄道の高架

化が主体となっている

が,地形あるいは都市

の条件により地下化を

必要とするところもあ

り,神戸高速長田~1.11

陽電鉄東須磨間(2.7k

m),阪神電鉄野田~

梅田間 a.4km),京

阪電鉄東福寺~三条間

(3.2km)など地下

化工事の準備が進めら

れている

鉄 軌道

注D
本国有鉄道

注2)
畿日木鉄

急電

海電気鉄

阪電気鉄

阪神電気鉄

山陽電気鉄

神戸高速鉄

北大阪急

大阪府都市開

神戸電気鉄

福電気鉄京

近江鉄

能勢電気軌

間鉄

上電気鉄電

大阪市交通

都市交通京

表1.2

名 1 開業時期

鉄

2.路線の現況

軌

関西地区における主

要鉄軌道の営業状況を

みると,表1.2のと

充りとなる。また,路

線の概要は図 1.1,図

1.2,図1.3のよう

である。
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(昭5].3.31現在,関西鉄道協会調べ)
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3.工事の概要

3.1.国鉄関係

3.1.1.線路増設
至

山大阪環状線天王 ゞ希長
尾

寺・今宮間2線増設

略勢争天王寺・今宮間約2 細
'

km は,当時複線で大 Z

月論゛阪環状線と関西本線と 系永西宮 '見赴、
北口 、

.尼崎の併用区問となってい .
N

騎南趣南趣着 ゞたが,昭和36年4月環
条販神本線

状線の新線開業(完全 '''゛.゛

ム大 尿

橋環状運転は昭和39年3 田野田
阪神

月)以来急速に輸送量 片,

淀屋橋
西九条 NO.4

が増加し,また,地下 町

深江橋
鉄・近鉄の湊町乗入れ NO.5

新深江、
奈良線

で交通上の地位が飛躍 -0 HIH

的に向上したため,天
゛
下王寺打切りの列車を全 風
゛

面的に湊町へ乘り入れ

屑命斐
、

る必要があった。この "コ

ゞため,当区問を2線増 切
放

設して両線を完全分航 、

することになった。 州1"

凡例

。11
工事は天王寺駅より

国有鉄道
我孫子

今宮駅まで現在線の両 弓シノ 市営地下鉄
営線

開に各1線ずつ腹付線 "i"゛ 企上""

建.設中増し,両外側線を大阪 国
民営鉄道

環状線に,両内側線は 営業線

全上
至和歌山関西木線に使用する方 建設中池明

向別運転となってい
大阪市周辺鉄道路線概要図図1

る。昭和39年10月着

上,昭和46年3月しゅん功,総工費83億円であった。

②東海道本線草津・京都問2線増設

東海道木線苧津・京都問約23km には,東海道・北陸ならびに草津線列車が運転され,さらに湖西線を含む将

来の増発を営えると,早急、に複々線化する必要性があった。

工事は現在線に平行した腹付線増で,線路の使用方法は方向別運転となっている。昭和40年6月に着手,万博

開催にあわせるために工期を短縮して,昭和45年3月,総額]38億円をもってしゅん功した。

ーカ,湖西線が鉄道建設公団で計画され,東海道本線山科駅付近で乗り入れるため大津・山科間新逢坂山トン

ネル付近で立体交差のうえ, U.1科駅まで6線併列の配線となった。昭和46年,この連絡設備工事に着手し,湖西

上り線は昭和49年7月に閉通したか,湖西下り線は昭和52年3月完成予定である( 1.1)。

⑧福知山線塚口・宝塚間1線増設

福知山線沿線は,阪神圏のべツドタウンとして近年宅地造成が急激に進められつつあり,沿線通勤旅客も急増

の一途をたどっている。この輸送需要に対処するため,塚口・宝塚間約15km を複線化することになった。
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工事は現在線に併設し

て 1線増設するととも 至新大阪卿
有馬温泉

に,宝塚駅は13両運転,
有馬口粟坐架

その他の各駅は10両運転

ψC 至可能な設備に改良するこ 風愉毒 阪

膨名山陽新醜線とになっている。なオ6,
至 宮^
岡^線増計画にあわせて,塚 小゛゛'而保山

颪"
妙庄寺ロ・伊丹・川西池HI・宝 開

高速南北線地西神恕 つ〔

塚各駅の貨物扱いの廃 西

遵重画高轟重 神板宿
止,都市計画街路との立 凡例

体交差等の検討を進めて 国有鉄道土^

闘急田
市営地下鉄山陽電散いる。 誉業繰゛.MH卜HH肝 ー,ー

^^^^
昭和43年用地買収に着 州"什民営歎道

手,現在,用地買収約60

%,路盤約30夕づが完了し 村1戸市周辺鉄道路線概喪図図1.2

てオ6り,都市線増の代表

的な線区になっている。

④片町線長尾・四条畷間]線増設

片町線沿線は,近年人口の増加が著しく,沿線通効旅客も急増の傾向にある。このため,長尾・四条畷問約

玲km を 1線増設して輸送改善をはかることになり,1偶和47年2月工事に着手した。
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凡例1線増設するとともに,停車場設備は, 至敦賀

国有鉄道6 両運転(将来10両編成)ならぴに快速 ^

今津市営 鞍馬
運転可能なものに改良することになうて ^0^

いる。 民営鉄道冊"什

また,冬駅八機械化等省力化設備を採 瀬賑

用したり,踏吻除却のため鉄道高架によ
北野

る立体交差化〔事を施行中である。高架 白梅町
ヨ遡咏

化区問は長尾・津田間90om ・星田駅付 _:出町柳

条 0気近1,80om ・忍ケ丘駅付近1,20omの3 ケ
0線な'^_

東海道本線所で,いずれも複線高架橋を新設し,踏 """冊^三魯邸,

切]3ケ所が除却される。その他,地元ilj 呂0 原
桂 町

の要雫.により長、尾・津田問に仮称枚方
京都

駅,尾仟1・忍ケ佐問に仮称寝屋川駅を設
0
0

東福寺0
0

置し,円条畷駅を橋」二化する計画であ 0

00
00

る。 竹
,゛""H,

⑤紀勢本線白浜・海南問1線増設 弼

悲紀勢木線沿線には白浜温泉をはじめと
^

傘
チゐ惚 ,",H什叶,1

して著名な観光地が点在し,地域開発と .命、 字}台線中

あいまって客貨の輸送量は急激に増力1,1 郡

イ煉
し,季節的には需要に追いつけない状態

至奈
となり,線路増設によって輸送改善をは

かることになった。
京都市周辺鉄道路線概要図図1.3

r事は,昭和40圷・1門に着1されて以

至
姫
路

近
鉄
州
京
都
線

田三至

戸煥新

坂
本q

惚
9

北
山
大
橋

、ノ

嵐
山嵐

山
線

他戸"

至
名
古
屋

孝
A
゛
、

鉄
果
下
1
地
設

石
山
寺

至
三
木

戸煥

奈
良
線

須
母
浦
公
園

一

名
谷

争
.

總

箆
琶
瑚

湖
西
髞

至
福
知
山

阪
急
京
都
線

石
山

浜
大
津
ち
倶
嶽
山
科

0
0



来今日まで,継続施工されてオδり,白浜

町河上り湿・海南間全延長95.1kmのうち,部分的
、

に63.5km (6フタづ)がすでに複線使用を

してぃる。現在施工中の21.5km (22

%)が完成すれば,紀伊田辺・海南間は、

完全に複線化される。残る白浜・紀伊田
,

辺間 10.]km (1リおは未着工である 1

が,早期着工が望まれている。

3.1.2.新幹線

①新大阪・岡山間2線増設

山陽本線大阪・岡山間は,昭和如年当
^

時まで1こ 1日274~286回(上下合計)の

列車回数に達し,輸送力の限界近い輸送

を行なっていた。これを打開するため, 11.1科付近線増工事写真1

第3次長期計画の一環として山陽新幹線

をとりあげ,昭和40年9月建設に着手することになった。

束海道新幹線の延長として建設された山陽新幹線ではあるガ,東海迦新韓線保守7年の経験にてらし,また,

その後の技術の進歩,社会環境の変せんにあわせて樅造物に改良が加えうれた。

邦もな構造上の相違点、として,以下のものが挙げられる。

・盛上築堤のかわりに高架橋の採剛.250km/h 運転を考慮した線形改善

・騒音防止.対策.用地買収難などのためトンネル区間の増加

・印kgレール採川・スラプ軌道

特に,「スラプ軌道は,210km/h走行という高速逕転から兆佳.する近球の細柚化や噴泥など道床破壊による軌
道狂いの進行を防ぎ,良好な乗心地を維持するための軌道構造として研究開発され,種々のテストを経たのち,

はじめてトンネル内と高架橋上に約16km にわたり敷設されたもので,まさに画期的工法といえよう0

岡山開業までには,六甲トンネルをはじめとして技術上の問題,大阪・阪神3 市に典型的にあらわれた市街地
の用地買収難,走行車両による騒音.振動,埋蔵交化財の保護等々幾多の問題に直血したが,総額杓2,300億円
を投じて昭和47年3月15日開業のはこぴとなった。

②環境保令

国鉄に邦ける環境問題の最大の課題である既設新幹線(來海道・111陽新幹線)の騒音.振動問題にっいては,

昭和50年7月騒音に係る環境基凖が告示され,さらに環境庁から勧告が出るなど,騒音.振動対策に関する業務
は著しく増大かつ複雑化の様相を呈してきた。

このような情勢のもとにオδいて,騒音・振動対策を積極的,効率的に推逸するための施行体制が整伽され,具

休的な実施方法としては,つぎのような対策を進めている。

音源対策:騒音対策を進めるうぇで最も基本的な施策で,防音壁,防音工等の上事を精力的に推進して騒百の

軽減に努める。また,工事中の新幹線に対しても,技術的に可能な限り騒音の軽減に努める。

障害防止対策:音源対策を総合的に講じても,達成目標期問で環境基準に達することが困難と考えられる区城

に所在する住宅.学校.病院等の防音工事に対して,助成したりあるいは特殊な条件のある家屋にっいては移転

等を考慮する。

3.1.3.新線建設

①智頭線

智頭線は,山陽本線上郡より北上して姫新線佐用に至り,さらに北上して因美線智頭にいたる延長約56kmの

新線である。開通のあかつきには,阪神地区より鳥取方面への最短迎絡線を形成する地方幹線として,輸送し重

要な使命を有する路線である。



この路線は,昭和U年6月単線・乙線規格で佐用・智頭間の路盤工事から着手され,智頭まで橋けた架設を除

き概ねしゅん功している。一方,上郡・佐用間は昭和46年6月上郡方より着手し,現在では,上郡・佐用両駅の

連絡設備を除いて路盤の約40彫が完成している。

線内は全線高架で踏切道はなく,曲線も大きくとって保安度の向上をはかり,高速運転が可能な線路になって

いる。

その他,建設中の路線として,宮守線,坂本線があるが,宮守線は昭和41年3月着工以来全長の約90彫を,坂

本線は五条・城戸間の完成にひきつづいて昭和42年1月城戸・坂本間に着手して,全長の約60彫が完成している。

②湖西線

湖西線は,東海道本線山科駅から分岐し,琵晉湖の西岸沿いに北陸本線塩津に至る延長約 75km の新線であ

り,北陸と近畿圏を短絡する新しい幹線ルートを形成する路線である。

湖西線は,昭和39年9月複線・電化・甲線規格で建設されることになり,τ事は江若鉄道の営業区間を除く山

科・西大津間と近江今津・杏掛問が昭和42年3月から着手された。ひきつづき,昭和45年4月,西大津・近江今

津間も江若鉄道の営業廃止後着手し,昭和49年7月,全線開通のはこびとなった。

この路線の計画設計にあたって,特に災害防止と安全に注意を払い,道路との交差はすべて立体交差とし,運

転方式も安全なATS (自動列車停止装置)ならぴにCTC方式(列車集中制御)を採用して大阪から集中制御

している。

軌道は,全線にわたって P. C マクラギ・ロングレールを使用し,直結軌道・スラプ軌道を大巾に採用した近

代的な線区である。

3.1.4.高架化

①東海道本線住吉・東灘間高架化

本工事は,踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)により,住吉・東澁問の合計12ケ所の平面交差を除却

するため計画されたものである。

工事は昭和41年7月着手され,まず,海側に仮線を敷設したのち,下り外側,両内側,上り外側線の順序で切

り換え,上り線跡に2線2柱式高架橋を新設した。市街地のため,日照権・騒音・振動・工事用卓両の通行規制

等で難航したが,上り線は昭和48年Π

月,下り線は昭和51年]0月高架上の新線

に切換が完了した。高架橋の延長は約

3.3km で,取付部を除きスラブ軌道を

採用している。

なオ6,総工事費は 109億円で,うち31

億円が神戸巾の施行額である。

②山陰本線京都・二条間高架化

山陰本線の開通した当時に比して京都

市西部地域の発展はめざましく,鉄道が

市街地を分断するかたちとなった。この

ため,早急な対策が望まれ,単純連続立

体交差化事業(事業主体;京都市)とし

て高架化することとなうた。協定は昭和

47年3月締結,同年5月より工事に着手 高架上をゆく祝賀列小写真 1.2

したが,家屋密集の市街化区域で営業線

に接近した狭艦な場所のため,騒音・振動の公害問題には特に注意をはらいながら 1'.郭を進め,昭和51年3j1尚

架上の新線に切換を完了した(写真1.2はその祝賀列車.)。

なオ6,従来京福電鉄線が国鉄線を乗りこしていたが,切換山1夜に京福屯鉄を約2 m低下して交弟の変更も同"!f

に完了した。



3.1.5.その他

①大阪駅改良

大阪万国博覧会開催を契期として,混雑の著しい環状線と遠距雜列車との分離を図るため1線増設するととも

に,環状線専用島式ホームを新設したものである。また,これにあわせてコンコースの拡大,待合室の整備,出

改札口の整理など旅客サービスの改善を実施した。

②東海道本線上神崎川橋りよう改築

大阪府神崎川改修事業(計画洪水量690m3/seCを 1,30om3/seCに変更)による河床低下 a.2m)のため,橋

脚の根入不足を生じることとなったので,東海道本線,北方貨物線の合計8線の橋脚を更新するものである。

工事は,仮受台で鉄けたを仮受後在来橋脚を撤去し,そのあとにべノト杭(gl.2m,ι=Ⅱ~17m)を基礎

とした新しいRC造の橋脚を建設する。昭和聡年しゅん功予定である。

3.2.公営交通関係

3.2.1.大阪市の地下鉄

戦後いちはやく再開された地下鉄建設は,昭和33年,38年の都市交通審議会の答申をうけて本格的に推進され

たが,昭和45年,大阪千里丘陵での万国博開催が決定されるに及んで,その建設のビッチは急上昇した。

昭和43年から万国博開催までに開業した路線は,1,2,4,5,オ6よび6号線の5路線28km に及び,それ

までの営業路線が 36km であったことと較べるとその飛躍ぶりがわかる。これらの建設により,営業路線は

挙に64km となり,オδ充むね国鉄環状線に囲まれた都心部の路線網が完成した。この中で,第1・号線は江坂駅で

北大阪急行と,第6号線は天神橋筋六丁目で阪急電鉄とそれぞれ接続し,相互直通運転が行われたことは特筆す

べきことであろう。一方,明治36年以来都市交通の主役であった路面電車は,モータリーゼーシ,ンの発達に伴

い輸送効率が極端に低下し,地下鉄建設が進むにつれて順次姿を消し,昭和"年3月未に全廃された。

その後も,都交審13号答申にもとづき,市周辺部の需要に対応すべく建設を進め,第3号線玉出~住之江公園

間,第2号線東梅田~都島間がすでに開業し,現在,営業路線は 70km になっている。ひきつづき,第2号線都

島~守口間,天王寺~八尾南間,オδよぴ第5号線新深江~南巽間が工事中であるが,今後も,第2号線守口~大

日問,第4号線深江橋~長田間邦よび第6号線動物園前~天下茶屋間の建設を進める計画である。これらの計画

と併行して,質的,量的多様性を有する都市交通の需要に対応して,中量輸送機関としての新種交通機関の研究

を進め,さしあたり南港ポートタウンに採用する予定で,将来は,地下鉄・新種交通機関とパスの特性を生かし

て組合せ,総合的な交通体系を完成させる計画である。

以下に,昭和43年以降の開業または工事中路線の工事概要を述べる。また,その一覧を表1.3 に示す。

①第1号線の工事(新大阪~江坂)

都市計画街路御堂筋線の中央に,高さ7m,幅約10mの高架構造で建設された。一般線路部の上部榊造は, P

・ C桁(スパン;19~20m),合成桁(スパン;30m)を使用し,橋脚はT型,π型の鉄筋コンクリート構造を

標準とした。駅部は二層の鉄筋コンクリートラーメン構造で,3階面をプラットホーム,21砦面を駅施設のある

コンコースとし,これより,横断陸橋で地上に連絡した。神崎川には,上路開床式の4径問連続鋼箱桁 a91m)

を架設し,鋼材には耐候性鋼板(SM4])を全主桁部材に使用した。

②第2号線の工事(谷町四丁目~天王寺;東梅田~守口;天王寺~八尾南)

谷四~天王寺間は,大部分開さく工法で施工し,士留杭打ちにオーガーによる鋼伉建込みを初めて採用し,公

害防止に努めた。また,谷町六丁目付近では地質にも恵まれ,延長30omにわたって密集した家屋下をシールド

工法により貫通した。東梅田~守口間のうち,都島~守口間の工事は幹線道路国道1号線への影響を少なくし,

工事公害もできるかぎり少なくするために,駅のみを開さく工法で施工し,駅間はすべてシールドエ法が採用さ

れた。これらのシールドでは,土質に応じ,機械,半機械型,あるいはセミプラインド型などのいろいろな機械

が使用された。また,シールドエ法で最も困難とされている滞水砂礫層を通過した今市シールド(大宮~太子橋

間)では,粘土モルタル杭による遮水壁工,揚水井戸工,注入工などのあらゆる補助工法を用い,最高の技術を

駆使して無事完工している。天王寺~八尾南間は,天王寺~阿倍野間でシールドエ法が採用されるほかは,すべ

7



号線

表1.3

オープンカット
大

区

森の宮~深江橋

谷町四丁目~天王寺

野田阪神~桜川

谷町九丁目~新深江

谷町四丁目本町 i■、^

天神橋筋六丁目~動物園前

江坂新大阪 i^

谷町九丁目桜川 ノー^

住之江公園玉出 "'^

東梅田~都島

都島 守口゛■、』ノ

天王寺~八尾南

新深江~南災

名谷 長田^

北 1山 田ノー、^

昭和43年以降開業または工事中路線一覧表(大阪市・神戸市・京都市)

間

阪

建設
キロ

(キロ)
2.3

3.8

3.フ

3.5

1.フ

フ.0

2.9

2.4

2.8

3.]

6.4

10.4

3.0

5.9

12.0

高 架

オープンカット

オープンカット,シーノレド

工

41.1.~43.フ

40.6.~43.12.

40.11.~44.4

40.フ.~44.9.

42.6.~44.12

41.4.~44.]2

41.1.~45.2

42.6.~45.3

44.5.~47.11

44.12.~49.5

46.11 .'^

48.3 "'、、J

5].1] ●'、』J

47.1].~52.3

49.12 ノー、』J

オープンカッ

ケーソン

期

カット

総建設費

(億円)
70

155

183

149

127

440

50

160

234

274

704

1,243

312

575

1,442

オープンカット,シーノレド

シーノレドオープンカット,

オープンカット

オープンカット,シールド,山岳ト
ン才、ノレ

オープンカット,ケーソン

て開さく工法で施工してぃる。阿倍野シールドは,鉄適シールドとしては日本で初めての半径150mの急曲線施

工をするほか,並列したシールド間を水平かんざし桁でつなぎ中間を掘さくする切り拡げ工法でプラツトホーム

をっくり,大阪で初めてのシールド駅(メガネ駅)となる(図 1.4)。開さく工法では,この路線に並行して走

る南海平野線を移設,仮妥けするなどの方法により述行しながら工事を行っているほか,阪神高速道路大阪.松

原線と並行する阿倍野~平野間では,高架の高速道路と地下鉄が上下一体構造となり同時に施工される0 また,

巾央環状線沿いの長原付近では,遺跡が発見され,,珎小.中期から奈良時代までの遺構,遺物が発掘されている0

恰}第5号線の工事(野田阪神~南典)

5号線は,野田阪柳~桜川剛,桜川~谷町九丁目間,オ6

よび谷町九丁日~新深江問と大きく「区間に分けて施[さ

れた。新深π~南兇間は,着千きれたばかりである。野Ⅱ1

阪神~桜川問で工法として興味のあるのは,川U忙二6ける
4,0Ⅸ)15,7卯4,0Ⅸ〕

複線河底シールドエ事(写真1.3)で,日本で初めての

複線則大断而シールドにより,堂島川オ6よび上佐堀川の両

河川下を施工したものである。河底横断部は,i中敬眉の軟
かんざし桁 H 300×305×15

弱地盤であり,土被りが7~9 mと少なく,1kg/cm2以 セグメント
プラットホーム

1二の圧気をかけると噴発の危険があるので,揚水井戸(揚 鋼管柱(60anmφ)

水量:48m3/min)を設けく第2滞水層の被圧水を下げた
9,6伽ほか,河床のへドロをしゅノしせつし厚さ 3 mのクレイプラ +

ンケジトをするなどして熊事貫通させた。谷町九丁目~新

深江間では,城東迎河に架る今里大橋下で凍結1法が採用 10,880

さ九た。城東述河は,幅員20mにも足らないが,東大阪一

阿倍野シールド駅図1.4化Uオ非水河川であるため,河川を締功うてケーソンを下げ

8

工
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ることもできず,シールドエ法も検討し

たが,シールド掘削に必要な士被りをと

ると,直ぐ東側の新深江駅に影響するた

め,結局,凍結工法が採用された。凍結

管の配置は,たて杭を垂直方式,河底部

は水平方式とした。凍結方式はプライン

循環式を採用した。河底部では,断面を

縦5分割のトレンチ掘さくで行い,凍士

壁を士留として掘さくを進め,構築を完

成させた。

④第6号線の工事(天神橋筋六丁目

~動物園前)

工事は,路面交通に対する支陣を少な

くし,騒音,振動などの工事公害の発生

を最小にするため,杭打作業K移動式門

形杭打機(ゴライブス)が採用された。
複線河底シールド写真 1.3

また,堂島川,土佐堀川の横断には沈埋

工法(70m)邦よびケーソンエ法(170

m),道頓堀川では沈埋工法,京阪電鉄

との立体交差部では圧気トレンチエ法な

どの特殊工法が多く用いられ允が,ここ

では,堂島川,道頓堀川で採用された沈

埋工法について述べる。

沈埋工法は,河底または海底を構造底

面まで掘り,前もって造って北いた沈埋

函を現場に曳航沈設し,周囲を埋め戻し

てトンネルを完成する方法で,流水や舟

運を長期にわたってさまたげることので

きないところでは,最適な工法である。
/

堂島川沈埋函工事では,日本で初めて,
谷名 駅写 1.4

2基の沈埋函をつなぐ迎接方式が採用さ

れ,継手部構造はフレキシプル結合とし

た。連接部の 1炊止水は,舌片のある台形のゴムガスケットによる止水圧着方式を採jHした。道頓堀川沈埋函j.

事では,川幅が狭いため沈埋函を1基とし,両側のケーソンで支持された鍋製ポツクスガーターとして設副され

た。現場条件から曳航方式がとれず,沈設河川上に作業台をつくり,ここで組立てたのち,沈設用門形クレーン

でつりあげ,台を撤去し河底に沈設を行った0

3.2.1.神戸市の地下鉄

神戸市の高速鉄道は,金計画路線36キロである。このうち第一次線として,昭和"郁]0月,朴ナコ11iが聞窕一,の

須磨ニュータウン(計画人口約]2万人)の中心である名谷駅から板宿,新長田,湊川,三宮をへて布引(新幹線

新神戸駅)に至る約13kmにつぃて,地方鉄道法による免許を受けた。第一次線のうち第一期工事(西神線)と

して,名谷駅(写 1.4)と西の副都心である板宿,新長田を結ぶ5.7kmの区間を昭和47年H月着上,昭和52年

3月営業を開始した。さらに,新長田~布引間(山手線)は,52年度着工,57年度完成をめざし,施行認可申請

準備中である。新交通システムについては,神戸港の宗ートアイランドから三宮まで計画され,海岸線約9km

じつぃても,将来同システムの採用を検討中である。



西神線の工事

神戸市は市域の中央部を走る六甲山系により南北に分断されて充り,この地形的特徴から西神線5.7kmのう

ち,山岳トンネルは3.3kmに及ぶ。そのうち,落合トンネルは名谷駅と妙法寺駅間にまたがり,延長1,273m,

勾配24%。,地質は第三紀中新世(神戸層群)で,特に妙法寺側は士被りが平均5m程度で,しかも,断層が横切

り破砕帯となって焔り,崖錐層,沖積層の軟弱な地層も含み,湧水もあることから,延長70mのパイプルーフエ

法を採用した。妙法寺~板宿間には,横尾トンネル247mと 1,803mの2本の山岳トンネルがある。山麓付近から

板宿駅にかけては,開さく工法235mとシールドエ法362mで施工した。シールドは板宿の密集した商店街邦よび

山陽電鉄の下を通過するため,防護注入等を実施したほか,地下水が豊富でしかも砂礫が主であるため,地下水

低下のための補助工法として,パオロ"トシールドを採用した。なオδ,工事概要を表1.3 に示す。

3.2.3.京都市の地下鉄

京都市に邦ける高速鉄這の建設計画は,昭和43年Ⅱ月の「京都市交通対策審議会」の答申により,昭和4年4

月に策定された京都市の「まちづくり構想」のなかで,その計画が打ち出された。以後,昭和46年12月の「都市

交通審議会大阪圏部会」の答申に邦いて,昭和60年を目標に新設すべき路線として,北山大橋~竹田~三栖(鳥

丸線約15km),六地蔵~長岡(御池線約30km),三条~出町(鴨東線)を掲げてオδり,このうち,緊急に実

施すべき区間として鳥丸線の北山~竹田間12km と鴨東線が報告された。この答申にもとづき,京都市は,まず

緊急整備区間として取り上げられた鳥丸線北山大橋~竹田問を第一次線として,昭和49年Ⅱ月に工事着手した。

この路線は,市北部の住宅地域から,業務,商業の中心地,四条鳥丸の都心を経て,業務地域として都市整備が

進められている竹田に至る。この間,御池通りで将来の御池線と,四条で阪急京都線と,国鉄京都駅で東海道

線,新幹線と連絡し,終点の竹田では,近鉄京都線と相亙直通運転をする。

鳥丸線の工事

地盤が全般的に砂礫質であり,地下水も豊富なため,開さく工法(一部ケーソンエ法)により施工する計画で

ある。北山~竹田間のうち北大路~京都駅間の6.9km を重点整備区間として現在建設工事を進めている。

国鉄京都駅工区について,工事施工上,中央コンコース,駅塔屋をさけ,東寄りルートを通ることとし,十字

クロス形の駅直下駅で島式ホーム2層式としている。工事は,東海道線は線路を工事桁で仮受けし,新幹線の高

架構造物はコンクリート杭による仮受けにより,開さく工法で施工する。なお,工事概要を表1.3 に示す。

3.3.民営鉄道関係

主要工事概要3.3.1

完成もしくは施工中の主要工事の概要は表1

新線建設工事

会

南

社 名

近

海

工事件名,工事期間,工事費 1
泉北高速鉄道接続工事

S 44.11~46.4,8.6億円

表1.4

鉄

4 のと邦りである。

主

難波線建設工事

S 41.10~45.2,141.7億円

要

泉北高速鉄道建設工事

S 44.9 ~,217億円

τ 事

事 要概工

泉北高速鉄道線新設に伴う高野線中百舌鳥駅付近の改

良。

都市開発

上本町六丁目から難波に至る地下線建設工事。駅部は

開削工法を,また一般部はわが国最初の複線機械化シ

ールドエ法を用いた。営業キロ:2km

詳細後記,

営業キロ:12.5km

覧



神戸高速

神戸高速

東西線建設工事

S 37.8 ~43.4,146億円

能

南北線建設工事

S 41.10~43.4,12億円,

日生線建設工事

S 48.12~,81.6億円

南北線及び会場線建設工事

S 43.フ~45.2,116.5億円

(写 1.5 )

北大阪急行

勢

神戸市内に散在する阪神,阪急,山陽各電鉄線のター

ミナルを地下鉄線で直結し,各電鉄間の相互直通運転

を行ない,市電にかえて神戸市内交通の便を図ったも

の。営業キロ:フ.2km

Ⅱ

線 増

神戸電鉄湊川駅より新開地までの地下鉄延長工事。

営業キロ:40om

詳細後記。なオδ,この線の起点となる山下駅は曲線改

良を含めた駅の改築を実施。工事延長:2.791m

昭和45年開催された万国博入場者の足として,国家的

要請により阪急電鉄が主体となって,大阪府,大阪市

等の援助,協力のもとに実現したもの。路線は,都市

計画道路御堂筋線の中央を走る南北線(5.9km)と会

場線(4km)とよりなり,起点江坂に邦いて大阪市地

下鉄1号線と接続し,万国博入場者の輸送に当った。

なオ6,万国博終了後南北線は新しいぺッドタウンの千

里地帯の通勤輸送に任じ,会場線は撤去された。

南

工 事

海

神戸電鉄

河内長野~橋本間複線化工事

S47.3 ~,260億円

地

見津信号所~押部谷間複線化工

事

勢

S 50.12~,22.3億円

平野~山下間複線化工事

I S 47.1 ~49.5 ,

②S 51.3 ~52.3,21.2億円

阪

高野線沿線の大規模宅地開発に備えて,複線化並ぴに

大幅な線形改良を実施するもの。踏切除却:40ケ所,

工事延長:16.7km

栗生線沿線の宅地開発に対応するための増強。工事延

長:4.3km

天満橋~野江間高架複々線工事

S43.2~45.11,91.0億円

阪 交野線複線化工事

S 45.9 ~49.11,8.3億円

阪急、日生.ニュータウン等の奥地人口の急増に対処する

ため,輸送力の大巾な強化を目的とするもの。踏切除

却:4 ケ所,工事延長:3.3km

阪 士居~寝屋川信丹所問線増高架

化工事

S 47.11~,410億円,

連続立体化事業:大阪府

(写 1.6)

高架複々線化によって,輸送力の増強をはかると共

に,大阪市の区画整理事業にもとずき,京橋駅付近の

地域開発を図ったもの。踏切除却:フケ所,工事延長

:2.5km

交野線の宅地開発にそなえて,交野~宮の坂間を複線

化すると共に,府道枚方水口線との立体交差を実施。

立体化工事一工事延長:510 m,駅:宮の坂,複線化

τ事工事延長:3.8km

沿線の輸送需要に応えるため複々線化するもので,本

τ事により,都心の天満橋から寝屋川車庫まで 12.5k

mが高架複々線となる。踏切除却:20ケ所,工事延長

:5.814km

京

京



立体化工事

南

南

海 高師浜支線高架化工事

S 43.11~45.3,4.9億円

玉出~諏訪の森間高架化工事

S47.10~,424億円,連続立

体化事業:①大阪市,②大阪

府

海

八戸ノ里付近線路高架化並びに

車庫移設工事

S 41.9 ~45.3,22億円

京都~東寺間線路高架化工事

S 42.11~".12,4.7億円

久宝寺口駅付近線路高架化工事

S 43.フ~45.5,]0.2億円

恩智駅付近線路高架化工事

S 43.6 ~45.10,8.5億円

国道25号線との立体交差化工事。踏切除却

工事延長:1.0釘km

近

国道26号線との立体交差化工事。踏切除却:フケ所,

工事延長:1.olkm

南海本線大和川橋梁の前後'9km に及ぶ立体化工事。

①区間:玉出~大和川,工事延長:3.4km,踏切除却

13ケ所,②区間:大和川~諏訪の森,工事延長:5.4

km,踏切除却:19ケ所,なオ6,住の江車庫 a50両収

容)の高架化。また,堺駅の移設をあわせ行なう。

都計道路大阪中央環状線との立体交差。また,花園~

瓢箪山問に東花園駅を新設,八戸ノ里車庫を東花園へ

移設した。踏切除却:2 ケ所,工事延長:1.744km

京都市都計道路1号線(8条通り)との立体交差化工

事。踏切除却:3 ケ所,工事延長:7鉛m

大阪中央環状線道路との立体交差化工事。踏切除却

2 ケ所,工事延長:9諦m

都計道路外環状線ならびに府道恩智東大阪線との立体

交差化工事。踏切除却:3 ケ所,工事延長:950m

鉄

近

鉄

近

鉄

奈良付近の軌道を地下化し,道路との立体化を図った

もの。なオδ,新大宮駅を新設し,油阪駅を廃止。踏切

除却:3 ケ所,工事延長:1.513km

都計道路越尼宝線との立体交差化工事。工事延長:820

鉄

近

布施駅付近線路高架化ならびに

方向別化工事

S47.3 ~,177億円,連続立

体化事業:大阪府

鉄

近

矢田駅付近線路高架化工事

S 47.10~,72.6億円

111

鉄

近

大阪高汐対策事業関連の神崎川,左門殿川橋梁杠上工

事ならぴに都計道路淀川北岸線との立体交差化工事。

踏切除却:9 ケ所,工事延長:2.5km

八尾駅付近線路高架化工事

S 49.6 ~,78.8億円,連続

立体化事業:大阪府

鉄

近

詳細後記

踏切除却

橿原線筒井駅付近線路高架化τ

事

6 ケ所,

鉄

阪

都計道路田辺出戸線戈よび敷津長吉線との立体交差化

工事,な北工事は両端取付部を除いて直上高架方式を

採用。踏切除却:9 ケ所,工事延長:2.578km

大阪線久宝寺口~山本問の立体化工事。八尾駅は約

250m移設。踏切除却:6 ケ所,工事延長:2.188km

S 50.2 ~,2].9億円

19ケ所,工事延長:5.238km

奈良線油阪~奈良問線路地下化

工事

S 43.2 ~45.3,47.3億円

本線武庫川~尼崎センター前間

高架化工事

S 42.1~45.8,8 億円

本線杭瀬~姫島間高架化工事

S 47.2 ~,117億円

神

阪 神

12



阪 神 本線尼崎~杭瀬間ならぴに西大

阪線尼崎~左門殿川間高架化工

事

S48.12~,83億円,連続立,

体化事業:兵庫県

(写 1.1)

山

阪

陽 飾磨~西飾磨間一部高架化工事

S 50.3 ~52.3,9.6億円

伊丹駅高架化工事

S42.フ~43.Ⅱ,7 億円

宝塚南口駅付近高架化工事

S 44.6 ~46.3,9.4億円

阪

急

大和川橋梁架替工事

S 49.11~,]2.4億円

上本町地上駅のホームを延伸し,地下駅との連絡用工

スカレーターを増設。な邦地上駅の上部に駐車場を合

せ建設。

在来の梅田駅では狭少で拡張が望めないので,駅を国

鉄線の北側に移設し,駅ビル(立体的多目的使用)を

含めて高架9線10面ホーム a0連用)のターミナルを

完成。

阪

急

上記杭瀬~姫島間高架化工事に隣接した尼崎市内に戈

ける本線邦よび西大阪線の高架化工事。踏切除却:6

ケ所,工事延長:本線1.5km,西大阪線 lkm

急

阪

石橋~池田間高架化工事

S 43.9 ~45.3,13.6億円,

連続立体化事業:大阪府

上新庄駅付近高架化工事

S 47.4 ~50.]1,25億円

園田駅付近高架化工事

S 49.3 ~,45億円

阪

姫路市都計道路岡田線との1立体交差化工事。踏切除却

6 ケ所,工事延長:1.14km

土地区画整理事業の一環として伊丹駅を約20om移設

して高架化した。踏切除却:2 ケ所,工事延長:668m

宝塚南口駅前地区市街地再開発事業の一環として同駅

を高架化。踏切除却:1ケ所,工事延長:960m

急

急

阪

3

寝屋川車庫出入庫線立体交差化

工事

S 45.2 ~47.5,8.6億円

寝屋川市駅上手高架化工事

S 47.1 ~49.10,8.3億円

ターミナル整備改良工事

日本万国博開催に関連する国道171号線池田パイパス

ほか4本の都計道路との立体交差化工事。踏切除却

6 ケ所,工事延長:2km

都計道路新庄大和川線との立体交差化工事。踏切除却

:3 ケ所,工事延長:1.096km

都計道路尼崎豊中線,西川園田線との立体交差化工

事。踏切除却:2 ケ所,工事延長:1.333km

阪

南

近

海 難波駅改造整備建設工事

S 47.5 ~,600億円

南海本線大和川橋梁を前後の連続立体化工事にあわせ

路鋼板桁(有道床)とした。

鉄

阪

寝屋川車庫(3如両収容)出入庫線と京阪本線との立

体交差化工事。工事延長:1.04km

上本町駅改良及ぴ駐車場建設工

事

S 46.2 ~48.6,15億円,

梅田駅拡張工事

S 41.2 ~48.11,330億円

(写真 1.8 )

急

その他工事

海南

都計道路池田秦線との立体交差化工事。踏切除却

ケ所,工事延長:750m

詳細後記

京

京



近

近

鶴橋駅改良工事

S 42.10~45.3,4 億円

近

鉄 高の原駅新設工事

S 47.5 ~47.10,3.6億円

鉄

阪

難波駅引上線延伸工事

S 47.12~51.3,34億円

神

阪

本線淀川橋梁改築工事

S39.12~44.3,26億円

国鉄環状線との連絡を円滑にするため,

改造。

地

急 千里線淀川橋梁改築工事

S 50.9 ~,85.2億円

住宅公団平城ニュータウンの開発に伴ない,京都線山

田川~平城駅間に高の原駅を新設。

勢 笹部~ときわ台間線路改良工事

S 51.2 ~,14億円

難波線建設工事の第2期工事として,難波駅のホーム

の一部施工,あわせて地下引上線(延長240m)を施

エ。

,

3.3.2.新線建設

通勤通学など輸送需要の増加に対処するためには,既設線の輸送力増強に限皮があり,これを補うものとして

新線建設の必要性が強調された。

昭和40年代前半に邦いては,社会経済情勢の好況に裏づけられて,鉄道側にも投資意欲は強かったが,新線建

設は,その投資額が莫大なこと,所要の輸送量が確保できるには相当の時間がかかることなどから,その経営主

体あるいは建設手法にっいて各種の議論が行なわれ,実際,工事に踏切るには問題が山積していたといえよう0

こうしたなかで,新しい形態で新線建設が行なわれた代表的なものとして,泉北鉄道と能勢電の例を説明する

こととする。

①泉北高速鉄道建設工事

大阪府では,住宅問題の解決と都市整備の
太 塔

一環として,北大阪での「千里ニュータウ 会場中央ート
ン」 a.160ha)の建設と並行して,南大阪 上

の泉北丘陵地に人口約18万人の「泉北ニュー

タウン」(],520ha)を建設中である。泉北高

速鉄道は,この地域と大阪の都心部を結ぶ通

勤通学の足として建設されたもので,南海高

野線との共同使用駅である中百舌鳥駅を起点

とし,ニュータウン内光明池駅まで延長12.5

km,また,南海高野線とは相互直通運転を

行ない,光明池から大阪の都心難波まで約25

kmを約30分で直結する。

万博会場線(当時)写 1.5この新線建設については,①通勤鉄道であ

樟葉駅改良工事

S 45.10~46.12,15.7億円

淀川改修事業の一環として,本線淀川橋梁の杠上工事

と取付部の姫島,淀川両駅を高架化。踏切除却:5ケ

所,工事延長:1.91km

国鉄と共同で

淀川改修事業による千里線淀川橋梁の杠上工事。工事

延長:1.566km

ずぃ道東口~ときわ台間に造成中の住宅団地の要請に

より光風台駅を新設するもの。一部曲線改良を含む。

工事延長:1km

くずは口ーズタウン造成に伴ない,樟葉駅を大阪方へ

約30om 移設,合せて駅前広場を造成。

鉄

阪京



ること,②ニュータウン建設にあわせる必要のあること,③先行投資の負担が大きいこと,などの理由から,経

営主体をど5するか検討'が重ねられたが,大阪府と民間の共同出資によって設立され,流通施設,運輸業務など

大阪の都市開発促進を月的としていた大阪府都市開発吠がこれに当り,鉄道の運営については南海電鉄に委託す

ることとなうた。

工事は3期にわけて進められ,現在,第2期工事が完了して,中百舌鳥~栂・美木多間の営業を開始してい

る(図1.5)。

線路は全線立体交差であり,ニュータウン地城外は連続高架構造邦よぴずい道,地域内は原則として都市計画

幹線道路の中央部を利用した盛士あるいは堀割り方式である。

軌間:1.067m,電車線電圧:1,50OV (いづれも南海電鉄に統一),最小曲線半径:30om,最急勾配:34%。

である。

高架下りホーム(工事中)現在線(地上)②能勢電日生線建設工事

能勢電気軌道鯛は大阪の都心から1時間以
ホーム内に残置された

内の通勤圏にあるため,近年沿線各地に住宅
ーー楠の大木

団地が相ついで開発され,特に,日本生命に!

邦いて開発中の阪急日生ニニータウン(363
盆,汽"'

ha,8,300戸,入居予定昭和50年~昭和62 、

J

年)の完成時には輸送需要の大幅な増加が予
,

^.

想される。従って,団地計画の当初から,こ

の地域への新線建設につき能勢電に文1して意

向打診があったが,協議検討の結果,新線

は,単に一団地の旅客輸送にとどまらず,沿

線の社会資本充実と地域発展に寄勾・するもの

として,建設に踏切ることになった。鉄道経

営、がきびしい情勢下にオ6かれている今日,民

間企業との協定によって新線を建設すること

は,関西では始めてのことであり,今後の新

線建設の一方式として注lar価するものであ
京阪瞥島付近線増高架化工事写真1

る。

昭和47年,建設質は夙設線の複線化・,1Uホ

増強等関迎質を含めた全費用を互いに折'rす
阪息梅田駅

るなどの基本恊定を締結,昭和51年杵_[,昭新御堂筋

新阪急ホテル

国鉄大阪駅

杭瀬付近高架化T.車写真 1.1

一
.
、
'
●
、
ι
↓

.

1
鼻
冒



和53年完成予定である。

新線部分総工事費腿.7億円,延長2.791kmの複線

軌道で,軌間:1.435m,電車線電圧:60OV,最小

曲線半径:188m,最急勾配:25%0,主要線路構造

物その他は図 1.6に示すと邦りである0

3.3.3.連続立体交差化事業

代表的な一例として,近鉄布施駅付近高架化工事

の概要を述べることとする。

この工事は,大阪府邦よび東大阪市の都市計画事

業であり,近鉄が工事を委託されて施、[するもの

で,大阪線約2.4km,奈良線約2.8kmを高架化,踏

切道19ケ所を除却し都市計画道路7本と立体交差す

る(図1.1)。

また,縦断形は,後述する布施駅の特殊事情に加

えて,俊徳道駅邦よぴ永和駅に邦ける国鉄城東貨物

線との立体交差のため,一部で高々架となり,工事

は,用地などの関係からトラベラー使用による直上

高架形式をとらざるをえない場所も生じた。

本工事により,布施,俊徳道,永和,小阪の各駅

が高架駅(有効長8~10両分)となるが,これにあ

わせて布施~鶴橋間の複々線に邦ける上下方向別運

転を可能にするため,大阪線と奈良線の分岐点であ

る布施駅は上下二層の高架駅となった。その構造

は,図 1.8 に示すようで,昭和60年の駅利用客約

24万人ノ日を想定して最大ホーム幅員 16m,待避設

備を有するものとしている。

3.3.4.ターミナル整備事業

近畿圏の大都市周辺では,異常な

勢いのスプロール化現象のため,既

設鉄道沿線人口が急増し,沿線各駅

と周辺の発展を促進し,駅の改良な

らびに輸送力増強対策の実施を強制

してきた。かくて,鉄道は都心と沿

線を直結するパイプとなり,中間拠

点駅に邦いては,オtス,タクシー,

自塚用車あるいは自転車などとの接

点となる施設が望まれ,昭和40年代 E

中頃以降,鉄道と道路の接点の場,

すなわち駅前広場などの整備が当面

の課題となった。とくに駅前広場に

ついては,用地・施設の帰属や管理

につぃて問題が多いが,昭和47年,

国鉄と都市側との間に基本協定が締

結されたので,民鉄関係も同様趣旨

也

日生線平而略図
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の取扱いを図る機運が生まれ,鉄道側も積極的に

これの検討や設置についての努力が払われるに至

つた(例;京阪一樟葉駅,阪急一茨木駅)。

方,都心は,就業,経済の中心としてますま

すその規模を高め,鉄道としては,この大都市集

中型の旅客需要に対処するために,列車本数の増

加,車両の増備など輸送力増強に努めたのである。

しかし,既設の都心ターミナルでは対応しきれな

いと判断されるに至り,抜本的な整備拡充が必要

となった。さらに,これらの改良計画は,輸送力

増強のみならず付近再開発の意味を持たせるよう

配慮されて邦り,都心の核として生れ変りつつあ

る。阪急梅田(写真1.8参照),近鉄上本町,

南海難波などの改造工事がこれで,以下その一例

して南海難波駅整備建設工事の概要を説明する

図1.g)。

大阪ミナミの繁華街の中心である難波駅を

起点する南海電鉄1^オδいては,既設の高架駅

をすべて撤去して,ターミナル

ピル邦よぴこれの接続高架橋を

新設する改造工事に昭和47年よ

り着手した。ここでは,噺新さ
趣

のなかに周辺の街との調和を図 ノι

ることに留意しつつ,プラット

ホームや駅務設備の鉄道施設,

娯楽シ,ツビング商業施設を

併設するものである。

工事は,列卓や旅客扱いに支障をきたさないよう,3期1

了,用海本線・高野線のすべてが新駅高架部に移設された

恨゛俣偶゛

_1^,、ご往にγ
「「「ノ'-1憩~

、"ー'1「、1-、「ト＼"時".,ξ一;゛゛礁卜手大阪諏
ぐ、_/六^ ^工事区閤

図1.1

北食抑上小阪捻、、

、・中川へ

高架化工事区間図

中^コン
コス画

1陪

、、、

'V"

わけて実施中であり,昭和51年秋第2期工事が完

兀成は昭和54年秋の予定図 1.10,写 1.9)。
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住}駅ビル

①用途;駅舎,百貨店,店舗,

銀行,駐車場等

②構造規模;鉄骨鉄筋コンクリート

造,地上3 F,地下3

F (一部2 F)

③敷地面積;北棟30,70om2,

南棟6,70om2

④延床面積;北棟96,398m2,

南棟34,060m2

⑤駐車台数;約670台(屋上充よび

地下3 F)

⑥鉄道施設;地上3 F (一部2 F)

に設置。軌道,ホーム

・・・-8 】泉 9 社五,ホーム

幅員・・・・・・最大 7.6m ,

ホーム長・・・・・・ 8 連用 3 線,

⑦ビル設備;エスカレーターー・・・48基,

御)

」.

、^
1.割.弔M、.

匡

ヰ1

一

②取付高架橋

①構造;鉄筋コンクリートラーメン(一部鉄骨)

②延長;356m

③架道橋;蔵前町架道橋合成けた, L 3』.5m~26.4m),66・号線架道橋(下路鋼床版5主けた, L

]6.8m)

邸
南;毎,線

"
'

W迎削5線

防災管理センクー(

以」ニ,最近10年にオ6ける関西の鉄道の歩みはまことに脚やかしいものがある。こうして工事の記録をまとめて

みると,各鉄道が,新しい時代要請の下,街づくりの中核として,また産業の基幹として,充実を図られている

様子を知ることができる。

質的な変換を行ってぃる現下の鉄道を述べる1、は,帆遭,川両,連動装置,信号保安,駅出改札業務などに邦

ける合理化,省力化の著しい進歩の内容に触れるべきであるが,紙数の制約もあり割愛せざるをえなかった0 本

文をまとめるに当り,資料の提供をはじめ数々のご協力を得た国鉄(大阪駐在理事室)邦よぴ関西鉄道恊会関係

各位に対し,深甚なる謝意をあらわすものである。
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写真 1.9 難波駅第2期工事状況
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?.道

1.1.はじめに

わが国の道路整備は昭和28年揮発油税の特定財源化に基き,昭和29年第1次道路整備5ケ年計画の策定により

大きく前進することになった。昭和30年代には国の経済計画の変遷と歩調を合せる形で,4次にわたる5ケ年計

画の改定があり,昭和29~41年の間に約4兆3千億円の投資がされ,飛躍的に整備が進んだ。昭和40年代に入っ

ても経済成長に伴なう交通需要は増加の一途をたどり,これに対する道路投資は,昭和42年からの第5次5ケ年

計画から現行第7次5ケ年計画の昭和50年までに,約]8兆円の巨費になっている。

近畿では特に,昭和卯年代前半に大阪千里丘陵で開催された万国博をーつの節として,道路建設は大きく進み,

交通事情の緩和に大いに働いた。

1.2.道路係指標の推移

自動車保有台数は昭和43年に近畿全体で186万台であったものが,昭和49年には2.1倍の約如0万台に増加し

た。その結果,これらの車にようて発生する交通量は昭和43年に 1日約400万トリップエンドであったものが,

昭和49年には1.45倍の約2,000万トリップエンドに増加した。

一方,この需要増に対する道路整備のために投じられた

道路街路事業費は,昭和43年に近畿全体で約1.730億円で

あったが,昭和49年には1.9倍の約3,300億円の巨額に達し 2.0

ている。

/道路整備の状況を数字で見ると,一般国道では昭和46年 ゛

/から昭和49年の変化が少なく,改良率で85彫,舗装率で94

彫の高水準に達している。都道府県道,市町村道では順調
゛

/に整備が進んで邦り,昭和49年で改良率はそれぞれ鶚%,

24夕6に,舗装率がそれぞれ74兜,35%になっている。全体
ノ

としても昭和49年時点で近畿管内約91,40okmの道路の約 ゛ノ

ノ

30影の改良,約450づの舗装が完了している。また,高速道 す

1.0
路の建設も大いに進められ,高速国道が名神高速他4路線

ノ

約356km,阪神高速道路が約90kmの供用延長をもも大星
/ ^向動車保有台数

の交通を処理している。 ゛

・ーーーーー発生・集中交通量
/このように近畿に邦ける道路整備の水準は全国νぺルを ^ーー道路・街路事業費

上廻る向上を示し,かつ現在も進められているが,その間 4940 43 46

(年度卯年代半ぱ以降芽生えた道路整備の質的方向転換の要求が

近畿地方に邦ける道路関係指標の推移図2大きく拡がり,各所で道路建設と沿道環境悪化を争点に,

計画中,施工中,供用中の色んな路線で紛争が生じ,違路

建設にとってーつの試練の時期を迎えた。この問題の解決は非常にむづかしく,単に道路のみで解決を図りうる

ものではないが,道路側として,防音壁の設置,環境施設帯の設凧,防音工事助成制度,日照補償制度といった

19

路

1.概 要

一
一
一
一
一

(
仲
び
率
)



施策の具体化を通して,前進を図ろうとする努力がなされて北り

対する明るい展望が生まれると考えられる。

100%

^'.

■

このような動き中力ら,今後の道路建設に

"

遵
、
太

経済の成長,生活水凖の向上じ伴い交通量が急増する中にあうて,地域間交通の担い手とての千道の需要増

は大きく,大都市及ぴその周辺の混雑,特に市街地内を貫通する区間の問題が顕著になっ六。これを解決するた

め,大規模ハイハス三画が数多く計画され,整備が進められ六。以下に, Y-10年間1、邦いて完成气れ,あるい

概要を紹介するは実施中の大規模国道 ノ、ス

2.1.国道 1号京滋バイパス(滋賀県草津市~京都府久御山町,28.2km)

示都南部及ぴ湖南地恢の土地利用の高度化による交通需要の増加及び京都市内を通過する国道けの交通状況

の改善に対処するため,広域幹線道路網の環として計画されたもので,名神高速道路と接続するほか,将来は

道24号のパイハス等とも接続する構想となっている全処長約28kmのうち,名神高速道路(瀬田東オンター)

から宇治市板島の国道24号までの約18kmについては,日本道路公団による一般有料道路として実施し,残りの剖

分については,直轄国道バイハスとして実施される昭和46年に路線発表を行なったが,その前後から宇治市及

ぴ大津市の1部で交通公害反対の住民運動ガ展聞され,まガ完全1、解決するところまで至って邦らす,現在滋賀

県内 1邦で事を行なっている程度である

2.2.国道1号寝屋川バイパス大阪府枚方市~守口市,1.1km)

京都市伏見区から枚方市に至る約20kmの国道1号は,昭和41年3月枚方パイハスとして開通したが,これより

大阪市に至る区間は巾員がHmで,交通容量が大巾に不足する状況にあっ六ため計画され六すなわち,淀川左
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岸水路に沿って南下し,守口市大日で阪神

高速守口線と直結する延長約8kmのパイパ

スであり,構造は中央分離帯のある4車線

道路とし,沿道閉発を考慮して極力低盛士

方式が採用された。また,この事業は万博

関連事業として採択され,昭和42年度に着

工し以来3ケ年で約64億円の事業費をもっ

て昭和45年3月に供用された。

2.3.国道2号加古川バイバス(兵庫県

明石市~高砂市,12.駄m)

^、^

国道2号の交通緩和を図るため,起点で
琴

日本道路公団の第二神明道路と,終点で姫

路パイパスと接続することによって,播磨
写真2.1 寝屋川バイパス

工業地帯と京阪神を結ぶ幹線道路として計

画された。その構造は中央部に自動車専用道路4車線を有し,両側に2車線ずつの平面側道を有している。万博

関連事業として昭和35年より用地買収に,昭和39年より餅n段階として,専用部北側2車線と北側側道の工事に

着手し,昭和45年3月に完成し供用した。引きつづき,残る専用部2車線と南側側道工事を実施し,昭和49年3

月全断面の完成を見るに至った。

2.4.国道2号姫路バイパス(兵庫県高砂市~太子町, 18.4km)

加古川パイパスの終点から現国道の南側を西進し,姫路市の南部を通り,太子町山田を終点とする延長18.*m

の自動車専用道路で,山陽道の遠距離交通,姫路市及び播磨臨海工業地帯から発生する地域間交通の増大等に対

処するものである。事業は,第]期工事区
ー、

問として姫路東ランプ(姫路市四郷町継)

から中地ランプ(姫路市中地)間め5.6km

に着手,昭和48年7月暫定断面(2~4車

線)で供用開始した。また,この区間の東

側7.7kmの区問は,事業の緊急性も老'服し,

1ヨ本道路公団の一般有料道路事業で実施す

ることとなった。

これにようて,姫路パ芥パス建設事業費

の約4割が財投資金で充当され,バイパス

の早期完成が達成された。また,西側の5.]

＼＼kmの区間は,直轄事業として実施された。 '遷
、、、両区間とも,昭和46年12月に工事着手し,

昭和50年12月全線にわたって暫定断面によ 姫路ノぐイパス写真2.2

り供用された。

2.5.国道8号福井バイパス(福井県金津町~武生市,38."m)

福井市から武生市に至る都市部の交通混雑緩和と,地城開発の促進を図る施設として計画された延長38kmに及

ぶ大バイパス道路である。福井市街部は,交通混雑と昭和43年秋の国体開催のため最も優先度が高かったため,

福井市丸山町~大町問5.13kmを昭和41年度に着工し,昭和48年10月に供用した。その後,事業は全体的には丸岡

町側から武生市に向うて進められ,昭和51年現在,福井市大土呂まで延長20.7kmが供用されている。現在建設中
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の北陸縦貫自動車道とは,丸岡インター,福井インター,武生インターの3 ケ所で接続され,また,国道158号

とも結ばれることにより,福井嶺北地方の交通条件は非常に良くなる。このため,士地利用の高度化が進みつつ

ある段階である。

2.6.国道24号奈良バイパス(京都府木津町~奈良県大和郡山市,13.駄m)

奈良公園等奈良市街地の中心部を貫通している道路の交通混雑を解決し,都市機能を確保すべく計画された道

路である。木津町から国鉄奈良線に沿って南下し,奈良市街地の西側を通って,大和郡山市に至る延長13.6kmの

4車線道路である。奈良盆地北部は

平城京のあった場所であり,十分な

調整と協議のうえ,昭和41年10月に

都市計画決定を行なった。しかし,

建設途上で平城宮跡の範囲が国道予

定線にかかることが判明し,女化財

の保存について種々の検討を行なっ
"

た結果,路線を変更することとなっ

た。平城宮跡の近くで道路が大きく

曲線を描いているのはこのためであ

る。万博関連道路事業として実施さ

れたが前述のような経過もあり,昭

和46年秋,木津町から三条通間約6

kmが供用開始された。残区間につい

ても,昭和52年3月には完了し,全

線にわたって供用開始する計画であ
平城と奈良パイパス写真2.3

る。

2.フ.国道26号第二阪和国道(大阪府堺市~阪南町,32.91m)

大阪と和歌山を結ぶ唯一の幹線道路である国道26号は,交通需要の増大に対応できず機能の低下を示したた

め,これに代るものとして計画された。起点を大阪中央環状線とし,ここで阪神高速大阪堺線と直結し,現国道

の山側を南下し,阪南町で大阪府道東鳥取南海線に接続する延長32.9kmのパイパスである。事業の実施にあた

うては,計画的な市街化ができるよう,堺市~岸和田市の区問では,原則として土地区画整理方式を採用した。

この方式は面的整備ができる反面,用地確保に時間がかかる欠点あるので,昭和38年に着手したが事業の進抄が

思うようにならず,昭和47年3月に初めて,堺市2.7km,貝塚市~泉佐野市4.8kmが完成し,昭和51年度末で,

計19.8kmが完成している段階である。

.9.国道165号大和高田バイパス(奈良県原市~香芝町,14km)

国道165号及ぴ当面の国道24号の交通状況に対処するため計画された道路であり,樞原市から大和高田市,新

2.8.国道161号西大津バイパス(滋賀県大津市~坂本町,11km)

琵琶湖西岸を縦断し,北睦地方と京阪神を最短距航で連結する重要幹線道路であり,現道の交通状況を打開す

ると同時に,国道1号の難所である逢坂山の交通渋滞の緩和を目的として計画された。大津市藤尾上横木地先の

国道1号より分岐し,大津市坂本本町で日本道路公団で計画中の湖西道路に連結する延長Hkmの4車線道路であ

る。このうち,第1期工事区間として昭和44年股より,県道下鴨大津線以南で国道1号までの約5.9kmの事業に

着手したが,園城寺々領を長等山トンネルが通過することについて話合いがついてオ6らず,その区間の工事がお

くれて邦り,解決に努めている。
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庄町,当麻町を経て,香芝町穴虫に至る延長N.okmの4車線道路である。西名阪道路,阪奈道路等と同様に,大

阪と奈良を結ぶ東西幹線道路網のうも,南端に位置するものである。昭和43年度に第1期工事に着手し,県道橿

原御所線~国道24号間の工事を進めて邦り,これによって,大和高田市内の交通混雑緩和が図れるほか,24号バ

イパスとしても部分的に機能することとなる。

道路をとりまく環境の変化があり,ーつのバイパスを完成させるために,かるく10年をこすことがごくあたり

前となってきてぃる。一方,道路環境問題をはじめ非常に多くの面で,通過交通を排除するバ芥パスや環状道路

の建設はきわめて有効であり,その建設が要請されている。他方,ゆったりとして緑の多いといった質的な要請

も強いものとなってぃる。こうした種々の条件をよく考慮し,今後のバイパス建設を進めていく必要がある。

3.1.中国縱貫自動車道

瀬戸内海沿岸を走る国道2号,日本海沿岸を走る国道9・号は,近畿,中国を東西に結ぶ中心的な役割を果して

きたが,瀬戸内海べルト地帯の発展により交通量の著しい増加をきたした。中国道は,こうした背景の下に,現

状の交通緩和と国士開発の目的を持って,山陽,山陰地方を阪神,九州と効率的に結ぴつける大動脈として登場

した。路線は,吹田市を起点とし下関市に至る延長約541kmの高速自動車国道である。起点の吹田市では,名神

高速道路及ぴ近畿自動車道天理吹田線と連結し,将来,神戸市の北部で山陽自動車道,近畿自動車道舞鶴線と,

岡山県落合~北房間で中国横断自動車道岡山米子線と,広島県千代田附近で中国横断自動車道広島浜田線と連結

し,終点の下関では,関門自動車道を介して九州縦貫自動車道につながる。

大阪建設局では,このうち,吹田市から岡山県作東町までの約131kmの建設を進めているが,昭和妬年3月吹

田 1.C.~中国豊中 1.C .間8.3kmを供用したのを始めとして,順次延長を伸ばし,昭和50年10月宝塚1.C .~

西宮北問及び福崎1.C.~美作1.C.間の完成により全区間を開通した。なオδ,広島建設局管内と合せると,現

在,吹田~北房間193.4km,山口~下関間73.2kmが供用中である

大阪府吹田市~岡山県英田郡作東町約130.6km

3 高速自動車国道の整備
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3.1.1.工事の特色

中国道は中国山脈の南側に沿うて走って粘り,ルートは平坦部の田畑を極力避け,山間部あるいは丘陵部を通

るため,長大法面や橋梁の区間が多くなった。地質も

断層破砕帯や地ミニリ地帯を有し複雑に変化している。

このため,法面保護工には, PCアンカーエ,プロッ

ク積工,コンクリート枠工,鉄線蛇カゴエ,コンクリ

ート吹付工,アースオーガーによるH鋼の抑止杭工,

石灰杭による土質改良など特殊法面工を駆使し,法勾

配や小段に工夫をこらすなど腐心の跡を残している。

一例としては,福崎町から山崎町にかけての山崎断層

帯のうち通称切窓峠では,地形が厳しいこともあっ

て,切士直高約Ⅱom,法長約20omという法面を施工

した。西宮市北部から吉川町一帯は,地§二り地帯のた

め施工に苦労があった。

宝塚 1.C.の西側1こある米谷トンネル 380m,宝塚

トンネル294 mの2つのトンネルは,国内の高速道路

では他に例のない3車線の大断面山岳トンネルで,掘

削断面積は約150m2である。断面形状は,延長が短く

換気断面に余裕があるため,内空断面を減じ偏平断面

にした。また,土被り高さが10mから50m程度と浅く,

周辺は宅地造成が進み住宅化しつつぁるため,施工に 12,500

^あたうては,夜間発破の禁止,1発破の火薬使用量等
^

の作業上の制約,坑外騒音防止対策,地盤沈下対策等
^
^に十分な配慮を行なうた。

3,500 3,500,'

3.1.2.建設の効果

中国道の完成は,横断自動車道や一般国道等の整備 図2.5 米谷宝塚トンネルの断面図

と相まって,地域間の時間的距離の短縮をもたらし,

物資の流通市場拡大,工業立地の拡大,観光事業の振興などに寄与するものと思われる。

農水産物に例をとると,今まで以上に鮮度の高い商品が都市消費地に供給可能となる。さらに,遠方の内陸部

まで都市近郊型農業が可能となり,農業経営に新風を吹き込むであろう。

工業につぃても,輸送条件の改善は,木材など現地材料を利用する従来型の産業を振興するだけではなく,エ

業立地の拡大をもたらし,地域開発の核となる都市造りを可能ならしめる。

さらに,観光面でも,豊かな自然,温泉,名所旧跡といった資源を多くの人々の手に触れさせることが可能に

なる。未だ全延長の約半分しか供用していない現段階では,その全機能の一部を発揮しているにすぎないと思わ

れるが,すでに,山陰地方の工業出荷額,鳥取砂丘・大山・出雲大社等の観光地,湯郷・奥津・皆生等の温泉地

への客数,美作・津山等内陸部の人口が増加していること,また,ハイゥエイバスが好評で非常に活況を呈して

いることなどからも,この道路と地域との密接なつながりが芽生えつつあることが窺える。

3.2.北陸自動車道

新潟市を起点に,日本海沿岸を富山,石川,福井の各県を経て滋賀県に入り,米原で名神高速道路に連結する

総延長475kmの道路である。福井県金津町から滋賀県米原町に至る約12心mを大阪建設局で建設している。この

うも,金津~武生間約"kmは,昭和41年7月施行命令を受け,昭和51年Ⅱ月全線供用開始した。残る武生~米原

間約80kmは,昭和43年4月施工命令を受け工事中である。この間の供用開始予定については,武生~今庄問約34

kmは一部暫定2車線を含み昭和52年度中,敦賀~米原間約46kmは昭和54年度中となっている。
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3.3.近畿自動車道天理吹田線

中京と阪神を結ぶ近畿自動車道名古屋大阪線の一部で,吹田市で名神高速道路,中国自動車道と,松原で将来

近畿自動車道和歌山線とに連結する。このうち,天理~松原間約27kmは一般有料道路「西名阪道路」として建設

され,昭和44年3月供用開始したが,昭和48年8月に近畿自動車道天理吹田線に切り替えられた。吹田~松原間

約27kmは中央環状線上に建設され,現在,吹田~東大阪北間約15kmは供用中であるが,東大阪~松原間約13km

には,瓜生堂遺跡を始め,大小13,莚べ6km余りの遺跡が埋蔵されて邦り,発掘調査完了まで道路建設工事には

着手できない状況である。

3.4.近畿自動車道和歌山線

近畿自動車道天理吹田線の松原1.C.から海南市までの総延長約71kmの高速自動車国道であり,泉南~海南間

は昭和43年4月に,松原~泉南問は昭和48年10月に施行命令が出た。このうち,昭和43年施行命令区間の大半に

あたる阪南~海南間約27kmは供用中であり,松原~阪南間については路線選定のための調査を進めている0

4.1.大阪中央環状線

4.1.1.経緯

大阪経済は昭和30年代に入るとめざましい復興をみたが,産業構造としては繊維,雑貨等の軽工業的性格が強

く,京浜,中京の重化学工業地帯に較べて伸ぴ悩みを呈し,いわゆる大阪経済の地盤沈下が問題になるに至っ

た。また,人口や産業の集中に伴い都市機能の低下がみられ,特に,増大する自動車交通需要に対応する道路施

設の不足が顕著となり,抜本的対策の必要性が痛感されるようになった。このような社会的背景の下に,大阪府

は,将来の幹線道路網のビジ,ンとして,昭和35年新10大放射3環状線の構想を発表した。計画は,単に拠点間

の交通処理を目的とするにとどまらず,将来の土地利用の適正化,すなわも都市の発展を交通施設によって誘導

して行くことをも狙いとし,極めて都市計画色の濃い発想から生れたものであった。

中央環状線はこの構想の根幹となる路線であり,①交通の分散導入を図る,②空港,千里ニュータウン,堺臨

海工業地帯等拠点施設を連絡し,あわせて沿道の開発を図る,③衛星都市を環状方向に結び,有機的発展を図

る,④服部,鶴見,久宝寺,大泉の各緑地を結び,大阪を囲む緑のべルトを形成する,などの狙いをもって計画

されたものである。この計画はボストンの外郭環状線に匹敵するものであり,また,大ロンドン計画を参考とし

て 120mの巾員部で50光以上を緑地帯とするなど,プランナーの夢を盛り込みつつ,大阪地方計画の中で位置づ

けられた。しかし,都市計画決定邦よび建設段階に邦いて,交通需要の増大に対処するという要素が強められ,

中央部に有料の高速道路を建設する現在の姿に変うた。すなわち,昭和40年Ⅱ月中国縦貫自動車道,昭和41年Ⅱ

月近畿自動車道吹田松原線,昭和45年6月同じく和歌山線の一部区間が,中央部に人ることが基本計画として決

り,交通の大動脈としての形態が形づくられるに至った。

4.1.2.概要

大阪中央環状線は,池田市を起点とし堺市に至る延長55.8km,巾員37m~120mの大阪巾'をコの字型にとりま

く幹線道路である。昭和36年大阪府によって事業着手され,中央高速部を除き昭和45年3月全線の完成をみた。

高速部を除く事業贊は約580億円で,このような短期間にかかる広巾員大規模な幹線道路の完成をみたのは,

般道路事業としては極めて異例のことであった。これは,当時の高度成長期という社会情勢と,万国博開催が事

業促進に寄与した結果である。また,全国に先駆け大阪府開発協会を設立し,用地の先行取得を行なうたのも事

業の円滑化に大いに役立った。

中央環状線が万国博の交通動脈として果した役割はいまだ記憶に新しいが,今日,その役割はますます大きく

なり,将来中央部高速道路の全線完成によって,他に比肩するものなき大動脈としてさらに成長していくことで

あろう。

4 大都市周辺道路の整備



4.1.3.インターチェンジ

中央環状線の交通分散機能を達成するため,インターチェンジが設置されているが,高速相互のものとして

は,吹田,荒本(計画中),松原の各1.C.があり,名神高速,近畿自動車道粘よぴ阪神高速と接続されている。

一般道路相亙としては池田,千里の各1.C.
闇d、

があり,御堂筋線と連結する千里1.C.は, ゛

゛一般道路相互のインターチェンジとして日本
^

有数の規模で,わが国最初の直結タービン型
、

玉

X'、ノハ 写

である。また,中央部の近畿自動車道は,都、 令 ."4瓢 1

市高速道路としての性格が強いため,主要交 .^

差道路の前後で,ハーブダイヤモンド型式に

より,中央環状線に連絡されている。

4.1.4.標準横断

宰中央環状線の最大の特徴である120mの巾
.

員が決定されるまでには,種々の経緯があっ f4
孕一

た。当時,札幌,名古屋で10omの道路があ

つたが,それを上廻る日本で最も広巾員の道 ,

路を大阪に作ろうという,左藤義詮大阪府知 ド 無〒,'

事を始めとするスタッフの努力と,建設省等 2.4 千里インターチェンジ

の関係者の援助により実現したものであっ

た。120m区間の高速部は,将来に連続した都市空間を確保するため,西側に片寄らせいる。

0.50

10.75

25.60 フ.95

6.50

1 1

120.00

10.75

フ.00 フ.00

4.1.5.関連都市施設

中央環状線の建設に伴い,その沿道には各種都市施設の整備が完了あるいは進行中である。

千里ニュータウンは中央環状線,御堂筋線の大動脈の整備もあわせて,昭和36年から造成が始められた。当時

としては,稀有の計画人口]5万人の大規模団地で,交通網の染備とあわせたニュータウン造りの先駆けとなっ

た。

流通業務団地としては,わが国最初の東大阪流通業団地が,昭和42年都市計画決定され,昭和49年全体の完成

をみた。引続き北大阪流通業務団地が,昭和53年の完成を目標に建設が進められている。その他,堺泉北臨海工

業地帯,各種工業団地等の整備が進んだ。

以上のように,大阪中央環状線は,大阪都市圏の再編成の骨格となる都市施設として建設され,今日の大阪の

発展のために大きな役割を果している。さらに,連続都市空間あるいは流域下水道敷などとして多目的に利用さ

れてはいるが,な北無限の可能性を残してぃる。環状モノレール構想もこの空間に着目したものであり,沿道開

発も含めて,その完成までには今後とも多くの人達の叡知と努力が注がれることであろう。

1 1

近畿自動車道

図2.6 中央環状線 120 m区問標准断面
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4.2.新神戸トンネル

4.2.2.概要

新神戸トンネルは,六甲山南麓の都心部と六甲山北部の新市街地や田園地帯を短絡する目的で建設された道路

であり,神戸市域のいずれの場所からも約30分で都心に到達できるように設定された道路網の一理を担うもので

ある。

このトンネルは延長6,910 mで世界の長大道路トンネルにあっては6指のうちに入るものであり,第3種第2

級の規格を有する道路で巾員は8mの対向2車線,縦断勾配は両坑口高低差180mのため平均2.6%の一方勾配と

なっている。

トンネル建設工事は昭和46年Ⅱ月に起工され昭和熨年5月に開通の運ぴとなった。現在,都市地域の生活幹線

道路として利用され,北坑口付近に設けられたパークァンドライドシステムと相まって,大きく利用効果の期待

されているトン才りレである。

4.2.3.安全対策について

①設備の方針

交通が対面通行であるため,トンネル内設備としては高級なものが要求される。このため,各界の学識経験者

に委嘱して「新神戸トンネ

ル技術委員会」を設立し,

この委員会の答申を骨子と

して,次のような安全・防

災施設を完備した。

②ドライバーへの情報

設備 ^
゛

延長が約7kmの長大トン 識

ネノレのため,ドライパーに

自己の位置を確認させるた

めにlkm毎にある非常駐車

帯を利用して「出口まで何

km」の表示を行うととも

に,電光表示式の情報板を

設置し,これと連動してト
新神戸トンネル(非常駐車帯附近)写真2.5

ンネルを4区間に分けた位

置に停止信号を設置している

トンネル内走行の際の単調さ,宛室さからくる

速座の出し過ぎを防ぐため,トン才ル内に中波再

也装置を設け,ラジオ放送を聞きながらの落付い

た運転を求めることとし,これは非常の際に緊急

放送に切り換えて中央管理事務所からの情帳伝

達,走行上の注意邦よび避難の方法を指示する同

的をも持ってぃる。カーラジオの無い車に対して

は,40o m毎に坑内スピーカーを設置している。

坑内の車の走行状態や事故車等の監視のため,

坑内テレビカメラを 20omオ6きに設け,中央管理 ^

事務所のモニターテレビを通じて安令監視を滞Wナ

ている。

中央管理事務所写真2.6③走行性

で

、
.



トンネル内の走行性は,舗装面の平滑性,見透しの良さ,空気の良さが絶対条件である。従って,このトンネ

ルでは,舗装,照明,換気について次のように施工されている。

コンクリート舗装の目地によるシ"ツクを少なくするため,1打設長が10om~ 130mとなるPCコンクリート

舗装を採用した。この方式では目地間隔が大きくなるほか,機械化施工が容易となって,舗装面の平坦性も向上

している。なオ6,中央線は,道交法上は白線で可であるが,ドライパーの注意をさらに喚起するため,黄色ビー

ズと濃い黄桃色の材料を用いた線をひくことによって,ナトリウム灯の下でありながら,視覚的には黄色の中央

線となっている。

照明は,車の走行と同時に坑内監視用のテ

レビカメラに必要な明るさから,基準照度を

50IXとした。灯具はNX55Wを使用し,演色

性よりも透視度に重点を置いている。点灯時

間帯区分は,昼間は全照明,夜間は%照明,

深夜%照明とし,非常用無停電回路は%照明

である。非常駐車帯は,螢光灯を併設し照度

を60IXに上げ作業性を高めるとともに,側壁

を赤から紫の色に色分けしてレオポートンネ

ルとも称している。

換気については,許容透過率40影, C0許

容濃度巧Oppm を換気基準とし,これより換

気風量は,許容交通量1,640台パ1,大型車混

入率15%,縦断勾配2.6夕6を考慮して lkm当

り 140m3/seC とした。換気所は4 ケ所あっ
地下換気所写真2.1

て,そのうち2ケ所は地下の換気所である。

④防災設備

トンネル内での大事故は,心鞆の炎上による火災班放であるのは言をまたない。この事故による被害を最小限

度にするための設備と対策は次のようになってぃる。

まず,48m毎に設けられた火災通報ポタン,192mオ6きに股置された非常電話による火災通報や空気管式火災

感知器により火災をキーツチすると,自動的に監視用テンビが通蝦場所の状況を捕え,照明灯の下部に配管され

ている水噴霧装置に連動し,中央管理事務所からの指示で路面lm2の6V分の放水を如分間継続させて,初期

消火邦よび類焼防止にあたらせるとともに,煙の温度の低下にも役立たせるようなってぃる。ドラ河バーに対し

ては,ラジオ又は坑内スピーカーを通じてUターンもしくは避難坑(換気用斜坑を利用して地上へ脱出できる通

路)へ安全誘導する。また,煙の伝播を防ぐため,火点の換気区問は排風運転を,隣接の換気区間は送風運転を

行って,煙の拡散防止を図るようにコンビューターにプログラムされている。なオ6,トンネル内への車の流入禁

止のため,南坑口では避断機,北坑口ではゲートの閉鉛をもってあたることにしている。

4.2.4.今後の課題

今後,交通量も増加してくるであろうが,トンネル内の環境はある程度犠牲にしても,換気所周辺の環境監視

体制による測定と解析を基礎にして,それをフ'ードパックした換気方式の開発や,上木・設備を含めた維持管

理のあり方等検討する課題が山積している。
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5.1.概要

阪神地域1、オ6ける都市高速道路の建設は,

5 都市高速道路の整備

これを目的として昭和37年に設立された阪神高速道路公団の手によ



つて進められ,当初建設大臣より基本計画の指示のあった大阪市道高速1号線(現在の大阪池田線)他4路線52

km (建設費約1千億円)の建設が開始されて以来,交通需要の増加,万国博開催等の状況に応じ,新規に建設路

線が追加されるなど,数次にわたる基本計画の変更がなされ,昭和51年現在では14路線約163km,建設費約7,300

億円の大プロジェクトとなっている。そのうち約90kmはすでに建設が完了している。すなわち,昭和39年に大阪

池田線湊町~土佐堀間2.詠mが供用開始されたのを皮切りに,逐次供用延長が増え,特に,昭和45年の万国博時
点には,一拠に74.1kmに延ぱされ,阪神都市圏の基幹道路としての機能を発揮するに至った。その後,40年代後

半には,大阪西宮線の建設差止め訴訟に代表されるように,道路に対する厳しい環境対策の要求等により,建設

ペースの鈍化傾向が著しく,16.8kmが追加されたに止まったが,昭和51年現在,全供用延長は90.6km (大阪

65.6km,兵庫25.3km)に達している。

路

大阪府道

兵庫県道

大阪府道

大阪府道

大阪府道

大阪府道

大阪府道

大阪府道

大阪市道

大阪市道

兵庫県道

兵庫県道

神戸市道

神戸市道

神戸市道

線

高速大阪池田線

高速大阪守口線

高速大阪東大阪線

高速大阪松原線

高速大阪堺線

高速大阪西宮線

高速大阪湾岸線

高速道路森小路線

高速道路西大阪線

高速神戸西宮線

高速大阪西宮線

高速道路2号線

高速道路2・号分岐線

高速道路北神戸線

名

表2.1

大阪市西成区山王~池

阪神高速道路の基本計画

大阪市北区中之島~守口市大日町

大阪市西区本田町~東大阪市長田

大阪市西成区山王~松原市大堀町

大阪市南区高津町~堺市翁橋町

大阪市西区阿波座~大阪市西淀川区佃

大阪市港区港晴~堺市出島西町

大阪市旭区中宮町~大阪市旭区古市大通

大阪市西成区南開~大阪市港区八雲町

神戸市須磨区月見山町~西宮市今津水波町

尼崎市束本町~西宮市今津水波町

神戸市長田区蓮池町~神戸市須磨区東奥西111

神戸市須磨区妙法寺禿山~神戸市須磨区東須磨青111

神戸市垂水区伊川谷町~神戸市北区菊野町

区

道路の利用状況は,当初総利用台数が1

日平均3千台にも満たない状態であったが,

万博時点、には23万台を記録し,現在では大

阪地区で30万台,兵庫地区で10万台の合計

40万台もの多量の卓両が利用している。こ

の数字は,大阪市内に限ってみると,市内

にある全道路延長を1日に動き廻る総走行

量約1,70okm万台のうち,道路延長わずか

40kmの阪神高速道路が170づに当る290万台

kmもの交通需要を消化していることを示

している。

問

田

(昭和51年3月]6日指示)

升

港 25.4

供用延長
(km)

10.8

10.4

11.2

]3.4

フ.0

]2.0

1.3

3.8

25.3

フ.3

4.9

2.3

27.5

25.4

5.2.高速道路と再開発ピルの一体計画

大阪東大阪線は,大阪市の中心を東西に

]0.8

9.0

B.4

1.9

1.3

3.8

25.3

船場再開発ビル"高速道路

162.6

J

90.9

゛

写真2.8
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貫通する幹線街路の築港深江線巾員80mに計画され,建設されることになったが,その中央部にあたる東横堀川

から西横堀川に至る1.5kmのいわゆる船場地区は,古くから多くの繊維問屋がひしめき合う商都大阪の中心地と

なっていた。このような地域に広巾員の街路を新設するには巨額の用地費を要すること,船場という特定地域内

で移転店舗のための代替地がないこと等の理由から,士地の高度利用を図り,80mの計画巾員の中央部42mに延

長930mにわたり,地上4階,地下2階の再開発ビル10棟を建設し,その屋上に交叉点の連続立体化を兼ねた高

架街路と,高速道路を各6車線2方向を建設する一体的,有機的計画になった。このような大規模な道路と建物

の一体計画は過去にも例がなく,現行道路法からの種々の問題を乗越えて実施された本計画は,各方面から注目

を集めた。

5.3.港大橋

大阪市が昭和33年より造成を進めてきた南港埋立地(920ha)と,既成市街地との連絡道路として計画された

南港連絡道路は,将来の大阪湾岸道路の計画もあわせた形で技術的検討の結果,橋梁で建設することが結論づけ

られた。主橋梁は大阪港の主航路を横架し,内港側にはコンテナー専用バースがあることから,中央径間510m,

桁下高50.7mでダプルデッキの大規模橋梁となうた。この程度の規模の橋梁形式としては,アーチ,吊橋,余阿長

橋,ゲルパートラスが老えられたが,軟弱地帯に対して有利であること,架設時に航路に対する影響が少なく,

安定性が高いこと等を総合判断して,ゲルバートラス形式が採用された。同形式の橋梁としては,中央径間の長

さでは,ケべ、、ク橋,フォース橋につぎ3番回にあたるが,全体規模から判断して世界最大級のものである。

架設地域は地盤の軟弱な大阪地区の中でも特に悪い地盤で,支持層としては地表面下30mの砂礫層に決まった

が,下層の洪積粘士層の圧密沈下量の関係から,40X卯X35mの世界一巨大なものとなうた。施工に当っては,

初期沈下時の支持力不足に対して,大口径パイプロコン飛ーザーによる地継改良,約5万m3に及ぶ掘削作業の省

力化を図るため,電気ブルドーザー等による機械掘削等が採用された。

鋼材についても,わが国で初めて超高張力鋼(ハイテンフ0,80kg鋼)の極厚板(最高75mm,部分的には]oomm)

を大量(5,270t)に使用して,できる限り自重を軽くし,断面をコンパクトにするように努めた。採用に当う

ては,溶按性と脆性破壊に対する安全性を立証するため,化学成分,衝撃性等忙対し厳しい条件をつけ,定めら

れた規格のもとにわが国の代表的な製鋼〆ーカー6社に依頼し,各種の確1生試験を行なうて,使用するに十分な

写真2.9 港大橋(巾央径問の括吊り)
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性能を有する高張力鋼の製造が可能となった。

架設法は定着桁部は張出し工法,吊桁部は一括吊り上げ工法が採用された。呉市の工場で製作された吊桁一長

さ186m,重量4,50ot 一は,瀬戸内海を合計8隻からなる船団により大阪港に曳航された後,昭和49年2月26日

早朝,ウィンチによるワイヤー巻取り方式により滑車の原理を応用して,径54mmワイヤー44条掛けで,機材と

も約5.ooot の重量を50mの高さまで,3時間半という短時間で見事吊り上げを完了した。

今日の道路を取り巻く深刻な環境問題は,これまでのわが国の道路整備が著しい立遅れの解決を図るため,改

良の延長を伸ばすことを急務として進められてきたこと,これに加えて社会活動の高密度なわが国の特異性が相

まって提起されたものである。

道路を巡る環境のうち,騒音,排ガス,振動など日常生活に直接係る居住環境が特に大きな問題となうて焔

り,早期解決が望まれているところである。問題解

決には,単に道路構造の改善のみならず,自動車構

造改善,交通規制の実施,都市再開発の推進等の施

策が総合的に進められる必要のあることは論をまた

ない。

道路構造からの対策としては,構造本体による対

応,道路と沿道の雜隔距籬の確保が考えられる。脱
.、゛

在,この方向に沿って一部制度化もなされ,対策が

進められつつある段階である。

6 道路境対策について

6.1.中国自動車道青葉台地区の環境対策

青葉台住宅地は兵庫県宝塚市の北西約3kmに位置

し,まわり三方を武庫川邦よび国道176号によって

囲まれ,土地区画整理事業により造成された宅地で,

第1種住居専用地域に指定されてぃる。高速道路は

この中央を約450mにわたり東西に横切ってオ6り,

沿道の住宅数は約300戸である。

高速道路の環境対策として,公団は高さ

5抗の遮音壁を設置し,将来交通騒音が環

境基準を上廻ることがあれは'トンネルカパ

ーをすることを提案したが,住民には受け

入れられなかった。

その後,兵.庫県,西宮市,西宮市議会の

仲介で自治会と協議を重ね,本線と交差す

る市道部分のトンネル構造と庇型遮音壁を

含む対策を行なうことで合意に達した。

対策は,青葉台地区の地形条件も考建、し

て,ポックス型式約 135m,シエルター型

式約136m,庇型遮音壁約758m,遮音壁

(高さ 4 m)約460m,遮音壁(高さ 3 m)

約920 mを設置するもので,昭和50年10月 シコルター型式避音揣造

昌

~、、、、、

写真2.10 青葉地区の全景

31

写真2."



完成している。

6.2.阪神高速道路の環境施設帯

阪神高速道路は大阪市の高密度な市街地の中で建設されてきたため,幹線街路と一体的に計画されなかった路

線では,道路に極く接近して家屋が建っている個所が多い。その結果,供用延長が伸ぴ交通量が増加するにっれ

て,沿道地域からの騒音,振動等に対する苦情が多発するようになった。公団では,これの解決策として,沿道

家屋を買収し道路の側方に空問を確保し植樹等を行
代.玉

なえる施設帯を設置する方針を打出し,関係機関と
^.

・"弌'、气 、

協議の上,昭和48年度に全国に先がけて約5億円の
、

事業費で,大阪堺線,大阪池田線の環境施設帯の設
咲;鴫置に着手した。

昭和49年4月には,建設省に邦いて「道路環境保
皐ブ

全のための道路用地の取得充よび管理に関する基準」

が定められ,必要に応じて車道端より10mあるいは

20mの施設帯が確保できることが正式に制度化され

た。公団では,この基凖に基づき,現在までに約70

億円を投じて設置を進め,約3.詠mの全計画延長の

うち約440mの完成を見ている。 ゛無

写真2.12 阪神高速道路の環境施設帯
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人間が生活し活動すれば,それに伴うて交通が発生する。この交通現録も,人が住むから交通が必要という時

代から,交通が人の住み方を支配すると考えられる時代となってきた。この交通をいかにスムーズに,快適に,

効率よく行えるようにするかが非常に重要な問題であって,世界の大都市では,交通機関の混雑,道路交通の渋

滞と交通環境の悪化によって,都市生活全体の機能が著しく悪化の傾向をたどっている。「都市と自動車の均衡

調和をはかることは,20世紀最大の課題のーつである」といわれているが,自動車交通だけがうまくいっても,

そのために都市生活全体の価値が低下することがあってはならない。人が生きるに値する都市をつくることが,

最終的に必要とされる最も重要なことであろう。

このような目的のために,複雑な都市交通の実態を把握して,将来の交通需要を正しく推計し,総合的な交通

施設の計画を立てるために,これまでいろいろな調査研究が行われてきたが,従来のような交通機関別の調査・

計画では,交通施設相互の関連が不十分であったため,交通発生の源泉である人の動きに着目した調査,いわゆ

るパーソントリップ調査が必要となってきた。すなわち,従来道路交通については,路側交通量観測,交通量常

時観測あるいは自動車の起終点交通調査(0.D.調査)などが行われ,鉄道輸送については,大都市交通センサ

ス,陸運統計,鉄道輸送統計などに関する統計調査が実施されてきた。しかし,これらの調査は各輸送機関ごとの

調査であるため,今日の大都市交通のように交通機関が多様化し,一種類の交通機関だけでーつの行動が完結す

ることが少なくなると,従来のような交通機関個別の調査では交通の総量を把握することが困難となってきた。

このため,交通計画の立案に際して,交通機関相互の分担関係を考慮、した最適交通機関分担による計画が必要

となるとともに,交通の発生需要に関する安定した原単位の必要性からも,人の動きが注目されることとなった。

以上のような理由から,交通発生の最小単位である人の行動を調査するパーソントリップ調査が,わが国に邦

いても,東京,大阪,宅.古屋の3大都市圏を始めとして,地方中心都市に粘いても実施きれるよう1こなった。

1.まえがき

通

2.1.パーソントリップ調査

京阪神都市圏では,昭和45年,大阪・京都・神戸の3 市に対する5彫通勤圏を基本に,

表3.1 職業別を中心に半径邦よそ 50km圏で調査が実施きれた。こ

の調査では,平旧調査と今後重要性が増すと考えられ

る休日調査が実施され,調査圏城は図3.1に示す通り

で,昭和45年現在,人口 1,400万人,面積6,740km2,

平日については30五抽出,休日については50五抽出に

よる調査であった。

調査は各市町村の住民基本台帳をもとに,昭和妬年

10~Ⅱ月に家庭訪問して行ったもので,調査票は,世

帯票と,抽出した世帯に属する全家族のうち5歳以上

を調査対録者とした個人用調査票とからなうていて,

2 京阪神都市圏の交通の現況

平日

都市圏 91.2%

大阪府下 93.8

近畿2府4県で大阪市

外出率

休

大阪市

職

日

就学者その他合

98.1%

98.4

87.4

大阪市

72.5

71.フ

72.0彫1 釘.2弼
75.9 89.4

97.8

70.フ
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調査日に行き来した 1日の動

きを,目的が変わるごとに順

序に従って,記入するように

なっている。

2.2.調査結果

2.2.1.外出率

外出率とは,調査日にイン

タビューを受けた人のうち何

らかの目的で戸外に出た人の

割合を示す値である。表3.1

に示すように,平日は,就学

者,就業者,その他.(主婦,

無職)の順に外出率が高いが,

休日では,就業者が最もよく

外出している。総じて,大阪

府下の外出率が大阪市を上ま

わってぃて,とくに,平日の

就業者の外出率の差が大き

い。これは,自家営業の比率

の差によるものと思われる。

この他,ー,=の特徴的な

ことを記すと,休日は,2 人

家族を例外として,家族人数

が増えるほど外出率は減少し

てぃる。また,住宅の部屋数

が増加する捻ど外出〆イqぱ低く

なってぃる。一般に,20~40

歳代の外出率が高く,とくに,

女性の外出が男性を上まわっ

ていることが注同される。

2.2.2.乍成原単位

パーソントリップの生成原

単位というのは,胴査圏域に

侘む人が n e ]人当たり,

どういう月的で,平・均何回li

動するか」を示す数値で, 、^

の調査によると,表3.2 に示

すように,平日 3.153,休日

1.部5 トリップとなることが

明らかになった。府県市別に

みると,変動は比較的小さ

く,かなり安定した値となっ

くぃると考えられる。多少D

3.606

3.824

3.796

3.536

3.579

3.630

3.643

3.670

3.693

3.615

プ

茅

岬

田

図3.1 京阪神都市圏パーソントリップ調査対象地域

表3.2 府県(市)別交通目的別パーソントリップ生成原単位

単位:トリップ/人(a)平日(全職業)

目的

府県
(市)名

^

合計 1 0.0701 0.015 0.801 0.0131 0.8301 0.1031 0.005 1.835

滋賀県 0.352 0.231

京都府下 0.340 0.232

京都市 0.328 0.218

大阪府下 0.380 0.218

大阪市 0.331 0.224

兵庫県下 0.3幻 0.224

神戸市 0.370 0.219

奈良県 0.298 0.233

和歌山県 0.343 0.209

合計 1 0.3561 0.221

川

土

出勤登校

1^'

2

0 5 】0

4

1.259 0.137

1.424 0.124

1.311 0.141

1.306 0.125

1.273 0.119

1.313 0.130

1.310 0.131

].299 0.102

1.343 0.131

].303 0.126

帰社
帰校

知

5

自由
目的

0.651

0.731

0.843

0.780

0.756

0.797

0.827

0.686

0.763

0.フ78

Mk師

(b)休日(全職業)

3.076

3.370

3.235

3.152

3.016

3.199

3.197

3.100

3.176

3.153

0.441

0.5]2

0.388

0.345

0.335

0.350

0.333

0.473

0.382

0.361

滋賀レ,.0.0部 0.018 0.837 0.022 0.フ72 0.190 0.007 1.930 2.781

京都府下 0.079 0.012 0.907 0.021 0.フ75 0.246 0.003 2.043 2.802

都市 0.066 0.013 0.829 0.014 0.941 0.090 0.008 1.960 2.804jR

大阪府下 0.063 0.014 0.787 U.011 0.822 0.093 0.005 1.796 2.592

大阪市 0.065 0.017 0.フ70 0.012 0.816 0.068 0.005 1.754 2.5釘

兵庫県下 0.083 0.017 0.845 0.016 0.847 0.122 0.003 1.934 2.721

神戸市 0.084 0.013 0.789 0.015 0.842 0.081 0.005 1.828 2.660

、良県 0.057 0.012 0.804 0.011 0.722 0.203 0.006 1.816 2.704

歌山県 0.0釘 0.007 0.フ71 0.015 0.767 0.103 0.003 1.753 2.664

2.656
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ばらつきがみられるのは,職業や産

業構成の違いによるものと思われ

る。この生成原単位は,交通施設整

備計画にあたって考えるべき基本と

なる値で,交通目的別に見ると,安

定していると考えられる。

2.2.3.圏域の発生・集中交

通量

表3.3 は,京阪神都市圏,大阪

府下,大阪市内に邦ける人の動きに

ついて,発生量と集中量を交通目的

別に示したもので,都市圏全域に対

する割合も示されている。それによ

ると,出勤目的では,圏域の37.6夕づ

が大阪市に集中していることがわか

る。圏域との人口比率に比べて,大

阪市の集中割合は観光・りクリ ;こ^

シ,ン以外で総じて高く,大阪市の

吸引力の強さを示している。逆に大

阪府下では,出勤の発生以外は人口

比率と比べて総じて低く,衛星都市

独特のべッドタウン的性格を示して

いる。

2.2.4.圏域の利用交通手段

の分担

圏域全体の平日 1日のトリ"プ数

は4,064.8万回となっている。これ

を目的別手段別に,どのような交通

手段が利用されているか(モーグル

スプリット)を示したのが表3.4 で

表3.3
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ある。手段卸Ⅱこみると,合計して最も多いのが徒歩の 46.3彫であり,乘用車,バス,タクシー,その他路面交通

が約33影,鉄道20.5夕づとなっている。一般に,出勤には鉄道,登校・自由には徒歩,業務には自動車が,それぞ

れ多く利用されていることがわかる。

2.2.5.トリップの分布形態

利用交通手段によって分類すると次のようになる。

住)鉄道利用トリップの分布

出勤目的の鉄道利用は大阪市への集中が圧倒的に多く,業務目的では大阪市内部でかなりの利用がある0 大阪

市への鉄道利用者は137万人で,そのうち77万人が出勤で占められている。

②自家用自動車利用トリップの分布

自動車利用トリップは,各地域の内々トリップが多く,比較的短いトリップに多く利用されている0 大阪市内

相互で128万人の利用があり,その大部分が業務目的によるものとなっている0

侶)パーソントリップ全交通子段の分布
(万人)怡時刻別滞留人口と流出入人口(平日)
380全交通手段を合計した人の動きでは,大阪市へ
370

は95万人が出勤目的で流入し,そのうち 77万人 360
350 滞
340 留(8リ命が鉄道を利用している。
330 人
32002.2.6.大阪市への流入交通量
310

①大阪市への方面別出勤トリップ状況 300

290万
大阪市内へ車で出勤する人は市内相互を含める 6

5
と約27万人で,そのうち市内から約12万人,府下 5

5 入流から約12万人,他府県から約3万人となってい 0入4
1§

る。通勤者は,遠距離になるほど鉄道利用率が高 流
出'、出 5

くなる傾向がみられる。また,自動車利用は大阪
、.

人 0 1

01
、

5
府下東部からの流入が最も多く,ついで北部,南 i

0 、ー.、 、

5・
部となり,いずれも市内相互の出勤目的の自動車

、

23(時)4 5 6 7 8 9101112131415161718192021訟23241
利用率より高い率となっている。 (万人)

1ヨ}時刻別滞留人口と流出入人口(休日) 310

②Ⅲ内滞留人口の分布
300

大阪市内へ流出入する人口の時刻別変化とその

卵'
290

結果市内に滞留する人口を示したのが図3.2で 万人
280

1"門ある。すなわち,平日では,流入人口について
ノ

入
は,午前8~9時の間に集中し,流出については, J

一

i

午前・午後に2 回ビークがあるが夕方5~6時の
、 i

由
J

方がやや高くなっている。その結果,大阪市内に

は人口が滞留し,昼間人口は約380万人にふくれ 1
、

、

、、、ー上がっている。 i

休日については,流出入とも午前と午後の2 回 7 8 9 101112131415161718192021222324 1 2 3(時)4 5 6

ビークを示しているが,その絶対量は小さい。そ 図3.2 滞留人Π

の結果,市内の昼問人口は夜間人口とほぽ同程度

となうている。午前は,市外へ出かける人のため一時人口が減ずる。

2.2.1.まとめ

以上の交通実態調査に基づく現況分析と将来交通量の予測邦よび将来の交通施設計画とを対比検討することに

よって,総合的交通体系確立のための方針が示されることになる。したがうて上記の調査結果は,都市交通問題

を考える重要な資料を提供してくれるものである。すなわち,

第1に,通勤通学に邦ける鉄道の役割の大きい点である。しかし,交通需要が短時間に集中して戈こるため,

通勤時の混雑度がひどいところでは300%にもなっているので,緩和対策として路線輸送力の増強をはかるのは
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もちろん,職住近接をはかる必要が感じられる。

第2には,業務交通に邦ける自動車利用の高さである。路面交通の混雑渋滞,排気ガスによる大気汚染,交通

公害による生活環境の破壊が大きな問題となり,自動車の都心乗り入れ禁止,交通量の抑制などの対策が論議さ

れてぃる。その対象としてまず第一に,マオカーが取り上げられているが,実際の都心での車の利用は,業務目

的のものが大半であって,都心機能の維持,都市活動の現状から考えると,この種の車の利用を規制する方策
は,よほど慎重な配慮をしなくては実効があがらないこととなろう0

第3に,通学や買物に焔ける徒歩交通の重要性である。このような徒歩交通は,日常の主婦の買物など,われ

われの日常生活に密接に関連をもっている。この種の交通が最近のモータリゼーシ,ンの進展により浦びやかさ

れ,裏道での交通事故の多発を招いているので,歩行者交通を車から分雌し,その安全をはからなくてはならな

し、。

2.3.物資流動調査

物の動きに関する調査には,従来から,港湾管理者による港湾統計,運輸省による自動車輸送統計,国鉄によ
る貨物統計などがあるが,ーつにまとまった体系的な調査はなかった0 そこで,昭和50年に交通計画や物流施設
計画や再開発計画に資するため,建設省を中心とし

て,物資流動調査が行われた。調査対象圏域は,近印

畿2府4県のうち大阪市を中心とする半径約60km '5
40

の圏域で,圏域面積約9.70okm2,圏域内市町村数

166,圏域内夜間人口約1,700万人,圏域内事業所数
3

約80万,圏城内貨物車数約150万台である。調査の

内容は,事業所に発着する物資に着目し,都市圏全

体の物資の流動状況を把握するための事業所系調巧

査,物資を運ぶ代表的な手段である貨物車の積載品円

同やその動きを把握するための貨物市系調査,物資
0

の輸送手段の転換の場であるターミナルや物資の発

生集中拠点としての物流拠点、に邦ける物資の動きゃ

施設の実態を把握するためのターミナル兆よぱ物流

拠点系調査から成うている。 0

この調査によると,京阪神都市に邦ける1日の物 5

資の総流動量は約232万トンであり,そのうち,圏

域内移動が約140万トン,圏域外からの流入が約65

万トン,圏域内からの流出が約28万トンである。代

表輸送手段は,圏域内移動では自家用貸物車が59.0

%で圧倒的に多く,圏域外からの流入では船舶が
35

フフ.6%と多いが,圏域内からの流出では営業用貸物 4

寸功ミ40.2夕づ,船舶が41.406となうている。品目別発 4

ι1二.集中量については,発生量では化学工業品が関

30.8夕6,金属機械工業品が24.8光であり,集中量で

は化学工業品が34.6%,鉱産品が20.4%となってい

3
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3.1.はじめに

大阪市に邦いては,万国博までは,鉄道・道路の整備や駐車場・地下街の建設が精力的に行われてきたが,

方,自動車交通をいかに効率的K通すかというために,昭和45年から一方通行規制が市内幹線道路に実施され,

46年から広域交通制御が実施された。さらに,大量輸送の優位性からパス優先策がとられ,また,交通の貧困地

域をなくし公共交通機関の利便度を増すために,新交通機関の導入も検討され始めている。

盲盲＼麺墾1鉄

3

大

大阪の都市交通

表3.5

入

94.666

(59.4)

大阪市の交通手段別パーソントリップ数(平日,出勤)

内

フ70,958

(80.9)

道 ノ、

10,621
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ス 乗用車貨物車

110,156

al.田

26,329
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大
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( 9.6)
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表3.6

入

39,090
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(フ.8)

73,528

( 9.5)

210,013

(Ⅱ.D

大阪市の交通手段別パーソントリップ数(平日,全目的)

1,374,804 1 妬,193 316,346
^^^^^

1,325,254 48,806 316,047出

内

1,266 17,428

(0.D ( 1.8)

1 (63.8)
11,252,717

内

38,873 6,498 80,520

( 5.の( 0.8) ao.4)

90,341 8,308 107,611

( 4.8)( 0.4)( 5.フ)

3.2.交通の現況

10,056

9,752

9,366

Ⅱ,Ⅱ6

12,656

15,465

17,523

19,148

17,872

19,068

21,588

(15.2)

(31.8)

昭和45年10月に実施された京阪神都市周のパー

ソントリップ調査によると,大阪市の平日の人の

動きは概略つぎのようであった。

表3.5 は,大阪市の交通手段別パーソントリ

ツプ数のうち平日の出勤目的のものであり,これ

によると,大阪市へ出勤目的で流入する人のうち

80.9%は鉄道を利用して充り,乗用車で流入する

人はU.6兜で,大阪市は鉄道網がよく整備されて

いることがわかる。

表3.6 は交通手段別のパーソントリップ数の

平日の全数を示したもので,大阪市の1日のパー

ソントリップ数は1.245万トリップとなってぃ

る。

上:人トリップ
下:利用率
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3.2.2.自動車保有台数

大阪市に充ける自動車保有台数は,表3.1に示すと邦りである。大阪府に邦ける自動車保有台数は,昭和50年

3月で約180万台で,昭和40年に比べ約3倍となり,貨物車,2 輪車を含めて約4.6人に 1台の割で,また約1.4

世帯に1台の割で,乗用車だけで見ると約Ⅱ人に1台の割で所有している。大阪市だけについて見ると,昭和50

年で約65万台で,昭和40年に比べ約2倍となり,大阪市内では人口が減少していることもあって,大阪府の台数

のうち大阪市内の保有台数の占める割合は年々低下している。乗用車と貸物車の割合は,昭和如年では4:6で

あったものが,昭和50年では6:4 と逆転して充り,乗用車の伸び率の方が大きいことを示している。

3.2.3.自動車交通量
表3 大阪市の自動車交通指数の比較

自動車交通起終点調査(0.D.調査)は,大阪
次

周辺に邦いて昭和33年より昭和49年までに7 回行

われた。この調査は2輪自動車を除く全自動車を

対象とし,地域内に登録されている自動車をラン

ダム抽出し,秋季の平日について1日の運行状況

を調査表の郵送・訪問回収する訪問調査と域外の

車については,調査対象地域を囲むコードンライ

ンを横切る道路上に邦ける路側面接調査を行っ

た。

表3.8 は,この0.D.調査より大阪市に邦ける

自動車登録台数,発生集中交通量,トリップ数,

走行台キロを昭和37,43,49年について比較した

ものである。大阪市に起点または終点を有するト

リップの数は,昭和49年には 1日当り 270万トリ

ツプで,昭和37年に対して82夕づの伸びであるのに

対して,登録台数の伸びは 188彫であり,トリッ

プ数の伸びは登録台数の伸ぴほどではなく,1 "A園

あたりの稼動率が著しく低下していることがわか

る。さらに,走行台キロの伸ぴは 12フタづで,トリ

ツプ数の伸ぴより大きい。これは,1台あたりの

平均走行距離が伸びたことを示している。

図3.4 は車種別トリップ数の推移を示して邦

り,貨物車の伸ぴは44づであるのに対して,乗用

表3.9

67フ

自動車登録台数
(2 輪を除く)(台)
〔37年比〕

発生集中交通量
(トリップエンド/日)
〔37年比)

トリップ数
(トリップ/日)
〔37年比〕

走行 台 キロ
(台km /日)
〔37年比〕

433

40,98952,337

1"秘咋"秘笄1"秘笄

車の伸ぴは

130%に才6

よぴ,保有

台数に邦け

る乗用車の

伸びと貨物

車の伸びの

傾向がよく

似ている。

地区間の

トリップ数

の推移を見

ると,大阪

211,564
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〔 100〕
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1卯
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交通事故の推移

131

49年

.',・ト0,*
278 305

",0-,"

全車

M4

29,604

699

資料

37年

車種別トリップ数の年次別の推移

大阪府警調べ,昭和45年以後の大阪市域内の事故数には,高速道路の事故数は
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市内間のトリップ数の伸びは,大阪市内と市外のトリ

ツプ数の伸びより著しく小さく,さらに,昭和43年か

ら49年にかけては,1大阪市内間や大阪市と阪神間のト

リップがほぽ横ばい傾向か減少傾向のものもあり,特

に貨物車に邦いてこの傾向が顕著である。

交通事故と交通渋滞3.2.4

交通事故の推移は表3.9 に示すと邦りであり,大阪

府は死亡事故日本一の汚名を着せられたこともあり,

とくに老人,子供の事故が過半数を占めていたが,交

通安全対策について関係団体の努力の結果,交通事故

は減少傾向を示している。

交通渋滞の推移は表3.10に示すと邦りであり,万

国博開催時には道路整備が進んだため,急激に減少し

た交通渋滞もその後増加し,昭和49年には石油シ,ツ

ク後の不景気のためまた減少したが,50年には急激に

渋滞が増加している。

回数

3.3.総合交通体系の確立をめざして

3.3.1.一方通行規制

大阪市に邦いては,昭和45年1月Ⅱ日より,都心部南北方向4幹線道路の一方通行規制が実施された0 大阪で

は,すでに幹線道路の右折禁止や細街路の一方通行などの交通規制は行われていたが,幹線道路の一方通行を実
施するのは始めてであり,全国的にもめずらしいことであった。

実施に先立ち,年々悪化する道路事情に対して,昭和43年Ⅱ月大阪府知亊より大阪府交通安全対策審議会に,
交通規制による当面の交通緩和対策として,都心部に邦ける主要幹線道路の一方通行とこれに関連する諸対策に
つぃて諮問された。審議会は20人の学識経験者により構成され,7 回にわたる審議の結果,昭和"年7月に「大
阪に北ける交通円滑化の基本的対策にっいて」という答申があり,これに基いて関係行政機関が協議の上,4幹
線遒路の一方通行規制を実施することに決定した。箸申の中の実施上の留意事項としては,バス利用者の便益措
置ならびにバス運行の優先確保や沿道商業活動に対する配慮が織込まれている0

この規制の効果にっいては,表3.11に示すように,距籬ず"こは走行距籬が長くなっても走行時間は短縮され,
令般的に走行速度も所要時間も改善された。ただ問題点としては,パスの運行が隣接道路とぺアとなるため,幹
線道路間の徒歩連絡を強いられ,とりわけ地下鉄を持たない道路にっいては,地下鉄への転換ができないため,

乗客の不利益が著しく大きくなった。

表3.10 交通渋滞の推移

4km/hアップ

]6分21秒短縮

3,733

5,755

フ,376

8,360

12,381

6,フ71

8,710

9,724

11,134

11.759

15,943

100

154

]98

224
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4,031

6,371
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220
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6.フ72
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11.424

16,602

9,訟5

13,192
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16.905

15,733

20,057

23310,079

資料:大阪府警調べ,註:渋滞とは50om以上,30分

以上にわたって自動車が渋滞している状況をいう0
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表3.U

規制前

規制後

規制前

規制後

規制前

規制後

規制前

規制後

走行時間

14時48分~15時07分

14時59分~15時]4分

走

規制前は昭和4年Ⅱ貝25日,規制後は45年1月16日調査
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3.3.2.広域交通管制システム 交通管制センター

ー〆 、、
急増する自動車交通の情報を迅速かつ適確に収集し適正な処 、、

＼
＼

理を行うため,大阪府警察本部では昭和46年度から,コンビュ 、
、

、

ーターによる広域交通管制システムを導入し,年々その規模を (璽玉亙亙)
、

＼
、

拡大し,51年度末には大阪市内全域と東大阪市の一部に,さら 、碍青笠式庫両屡知慢
、

.
、

に,55年度末までには大阪府の主な路線のほとんどに実施する 、

、

、

予定である。 、馴
、

、痩

このシステムの機能は,各交差点に設置された車両感知器や
0

g

主要交差点に設置してあるテレビカメラなどで,自動卓の速度

や台数などの交通データを収集し,電々公社線を利用して交通 ー^'
、 テレヒカ"ラ

〕＼、管制センターへ送られ,そこでこれらの情報をコンビューター
＼ ーーーーー'^

で処理して中央表示盤に示すとともに,地域内の交通実態の最
^、

ンン
ーーーーーー^

適の交通パターンを自動的に計算し,その結果をコンビュータ
司宝悼塩

ーから直接各信号機に指令する。また,警察官や交通巡視員に

無線電話などで車の誘導や交通規制などの指令を行い,ドライ
制御地域内

パーなど道路利用者に対しては,交通誘導表示装置やラジオを

通じて交通情報を知らせる。さらに,収集されたデータはコン
図3.5 交通管制システム

ビューターで自動的に記録され,将来の交通規制や交通計画に

活用される。交通管制センターは,大阪市北区の曽根崎警察署に昭和48年10月に開設され,端末装置は,昭和50

年度末までに車両感知器2,273個,交通監視用TVカメラ23台,交通渋滞広報板23個,集中制御用交通信号機

1,002個などが設置されている。

3.3.3.駐車場

昭和32年5月に駐車場法が制定され,同法第20条の規定に基づき,大阪市に北いては36年9月r 「建築物じ邦

4.02

計画決定はやっていないが,

収容台数 130台

900

台

計画決定

0.29

41

450

大阪

副
'、

個所
744 26,986

S .35.8.8
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(昭和51年3月末現在)
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画駐,1i
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ける駐車施設の附置等に関する条例」を定めた。ここで,大阪市の駐車場整備地区としては,四っ橋筋,松屋町

筋,大阪駅,ナンパ地区で囲まれた都心部商業地域の約640haを指定して邦り,周辺地区とは,国鉄大阪環状線

の内側およぴ北区,大淀区,福島区ならぴに港区の一部で駐車場整備地区,商業地域,近隣商業地域を除いた地

区である。特定用途とは,劇場,映画館,店舗,事務所など自動車の駐車需要を生じさせる比較的大きい容積の

建物で,非特定用途とは,共同住宅,小中学校など駐車需要の小さい特定用途以外のものを指す0

大阪市内の駐車場の現況は表3.12に示すと邦りであり,そのうち都市計画決定されたものを表3.13に示す0

都市計画で定められた公営の駐車場は,昭和卯年ごろまでは都心部で大規模なものが建設されてきたが,その後

は周辺部の高架下とか小規模なものが作られただけで,駐車場政策の変換を表わしている0

また,路上駐車のためのパーキングメーターは大阪市内で現在1,120基あり,これも今後の増廃にっいて論議

のあるところである。

3.3.4.地下街

地下街とは,地下街中央連絡協議会により定められた「地下街に関する基本方針」の中の定義によると,公共の

用に供される地下歩道(地下駅の改札口外の通路,コンコース等を含む)と当該地下歩道に面して設けられる店

舗,事務所その他これらに類する施設とが一体となうた地下施設(地下駐車場が併設されている場合には,当該

地下駐車場を含む)であって,公共の用に供されている道路又は駅前広場の区域に係るものとするとなっている0

大阪市に邦いては,戦前に旧ウメダ地下街が作られ,昭和30年代にナンパ地下街,ウメダ地下センター(第1

期)が建設され,40年代になって中之島地下街,堂島地下街,アベノ地下街,ミナミ地下街,ウメダ地下センタ

(第2期,第3期)が建設された。これらのうち旧ウメダ地下街は大阪市が建設し管理しているが,その他は

大阪地下街株式会社など第三セクターによって建設,管理がなされている(表3.14)。

これらの地下街の建設された当初の目的は,ターミナル地区や繁華街など歩行者の通行の極めて多い地区に邦

北区梅田町

日本国有鉄道

昭和46年6月

6241.4m2

2574.1(41.3弼)

2275.0(36.4兜)

項目

所

名称

所有
者,占

在

竣

表3.14 大阪市内地下街一覧表(50.12末現在)

地
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店
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舗

2036.70(21夕五)

221
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76]3.40(78.5夕の

(株)朝日ビルデ
'ンク'

昭和49年Ⅱ月
(前32.12)

数

ウメダ地下セン
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50(0.5劣)48

昭和40年10月

3279.3m2
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58(50.9夕の 8874.33(463114

20".40(33.5%) 6727.62(35

6109.39m2

フフ

33(50.6夕づ) 3884.12(48.6彬)1659

大阪地下街(株)

昭和38年Ⅱ月

堂島地下街(株)

大阪市消防局

95(25.フ%)63(41.4兜) 20531357

ウメダ地下セン
ター(第2期)

950.4](15.形の 3565.06(18.6%)

昭和41年7月

7992.02m2

アペノ橋
地下センター

天王寺区茶臼山
町Ⅱ5

262.34(8%) 2053.95(25.7影)

19167.olm2

同

56

同

大阪地下街(株)

プチシ々ンセ'リ
ゼ(ウメダ地下
第3期)

9

左

昭和45年3月

3夕6)

196)

昭和43年Ⅱ月

虹のまち
(第 1期)

南区難波新地5

左

8863.47m2

同

75(3W脚 13訟.61(37.8影)3456

211

9203.36m2

3561.フ(38.7彫)

3323.8(37.5彬) 1906.14(51.8兜)

71

同

大阪地下街(株)

3488.07(37.9兜)

左

昭和49年8月

3676.14m2

2082.92(23.5光)

昭和45年3月昭和46年12月昭和48年Ⅱ月

2153.59(23.4影)

左

13,001.15mユ

心

4706

79.680皿224,8那.5m2

42(36.2%) 10741.0(43.2弼) 28885.0(36.3影)

同左

82

ち

42(36.3弼)4784

同

39ao.4彬)381

5(16.8兜) 38120.0(47.8先) 1392.3(22.3剣)3510.31(27彫) 4205

(地下街に類するもの)

左

急三番街
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いて,歩行者の安全を保も,快適に歩行できるよ

うに地下道を建設し,それに店舗を附随させたも
6m

ので,また,道路の有効,多目的利用をはかる目

的もあった。

畢しかるに,その後,地下街の防災,衛生浦よび ダ
.吉、'

J

発生する交通処理などに関して改善の必要性が指
J

^"
摘され,48年10月に地下街中央連絡協議会が設置

r "ー

ノ、、
、、

、ー
され,大阪市に北いても大阪市地下街連絡協議会 _ノ

/
が設置され,地下街の新設又は増設は厳に抑制

'『
」ー

、ニ
し,原則として認めない方針が打出された。

、゛ー、

3.3.5.新交通システム
^、

.ノ

自動車交通の激増は,排気ガスや騒音など自動 、

ノ

車公害や交通事故を引き起すだけでなく,慢性的 ^

峠 1
.、、、 J.鼻一

な交通マヒや交通渋滞は自動車そのもののもつ利
、.,

便性や迅速性の機能を低下させ,さらに,路面電 _、 r・ _ι

,',., 、" 1ーヤ、'車を廃止させ,バス事業を赤字に追込むなど公共

j l'4、、i 、
交通機関を衰退させ,市民生活に重大な影響を与 、...

.ーー、、、

えるようになった。 ..、

1 ,ー」叱二^

ニノ

これらの問題を解決するために,向動車のよう

高速道路の谷問な公害を発生せず,公共交通機関のような迅速 図3.6

性,快適性,定時性をそなえ,さらに,建設コス

トや運行コストの低廉な輸送手段の開発が検討され始めたが,これらの輸送手段を総称して新交通システムと称

している。

大阪市に邦いては,地下鉄網の整備につとめ,さらに,昭和46自、・d)都1打交通箸議会の13号答申の高速鉄道網が

整備されても,図3.6 に示すような交通の谷間が生じる。これらの谷問をうめるのに,従来はバス網にようて

補ってきたが,パスでは容量的に不足する地域について対策を講ずる必要がある。このため,輸送容量が1方向

1車線 1時間あたり5,000から 20,000人程度の中量級の新交通システム導入の必喪があり,昭和49年度にまず南

港地区に新交通システム導入の調査がなされた。その結果によると,南港寸tートクウン完成のころには,中量新

交通システムの導入が必要とされて兆り,現在さらに詳細な検討が行われている。

京都の都市交通4

4.1.はじめに

京都市の交通は,昭和30年代前半までは,自動車が主に物資輸送に使われ,人の交通はほとんど電車やパスな

どの大量公共輸送機関にたよってきた。しかし,昭和30年代後半に入うて自動市が爆発的に増加し,そのため,

交通施設を持たない周辺部へ無制限,無秩序な人口移動を生じ,通勤,通学などの新たな交通需要を生み出し

た。また,自動車交通量の激増は,交通渋滞や交通事故をひき起こし,公共路面交通の圧迫や牛活環境の悪化を

招き,都市機能をもマヒさせることとなった。

とくに京都市では,その都市構造の古さから他の大都市に比べて交通問題がより深刻化し,都市構造の抜本的

な改造など根本的な解決策に迫られている。しかし,望ましい交通体系も,人口の動向や生活様式・価値観の変

化にようて大きく左右され,刻々と変化するものと考えなけ力,ばならなし、したがって,当面の交通対策も,こ

れらの変化に対応できる交通計画に基づいて,効果的な交通施設の染備と交通規制や士地利用規制などを総合的

に実施すべきであるとし,具休的な諸施策を講じている。
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4.2.交通の現況

昭和45年に実施した調査結果によれぱ,京都市の1日の交通量は

全目的で457万トリッフあり,1人当りに換算すると平均3.24トリ

ツプとなっている。これを目的別に分類したのが表3.15である。

この目的別のうち,最も交通量の多いのは家事的交通で全目的の

27.3%,ついで,業務交通26.8%,出勤交通17%,娯楽的交通16.フ

形,そして,登校交通が12.2彰となっている。

次に,交通手段別に見ると,図3.1に示すと北り,徒歩が全交

通の半分以上を占め,残り半分が何らかの交通機関を利用してぃ

る。その内訳は鉄道・バス・市電などの公共輸送機関が全交通の20

弓,自家用車約20劣,さらに,10彫強がタクシー・一輪

卓などとなっている。とくに,旧動車利用について見る

と,業務交通では5フタづとずばぬけて高く,出勤・娯楽交

通についても22~23劣と高い利用率を示している。

また方,京都市外との結ぴつきについては,京都dj

へ入って来る人は 1日17万人で,逆に,京都市から出て
出勤

行く市民は10万人あり,眉間人口は7万人ほど多くなっ

いる

魁校
4.2.2.自動車保有台数

京都市に北ける自動車保有台数は表3.16に示すと邦

りである。昭和50年では約31万台で,如年との此較では

約2.5倍となり,約4.7人こ1台の割で,また 1.5世帯に

1台の割で所有していることとなっている。乗用車だけ

で見ると約8.3人に1台の割で所有している。

また,乗用車と貨物車の割合では,昭和40年じ5:5

であったものが,50年では7:3 となり,乗用市伸び

表3.15 京都市の目的別交通量

45年 65年

家事的交通

娯楽的交通

456,106

302,763

820,851

37フ,723

724,207

1.886,662

4,568.312

率が高いこを尓している

4.2.3.自動車交通量

自動車交通起終点調査の結果rつ

いては,表 3.11に不すよう1^,京

都市に起点または終点を有するトリ

ツプ数は,昭和49年には 1日当り

107万トリップで,37年に対して 3

倍の伸びであるのに対し,自動卓保

有台数は約4倍となり,その伸び率

の高いことを示している。

4.2.4.交通渋滞と交通事故

京都市の道路網は,平安京の昔す

でに碁盤の目のごとく整然と整備さ

れているが,今日では,疎開跡地の

堀川通,御池通,五条通が骨格とな

つて都市交通を支えている。道路幅

員は8車線の広幅員道路が京都市の

670,271

452,708

764,816

542,765

1,025,091

2,366,356

5,822,007

合計之_

ド町
1.47

1.50

0.93

1.44

1.42

1.25

1.27

徒歩・2輪

、'

'^

^、

2ラ.4'、'>

鉄道.ハス.
市電・タクシー

ノ

ι4.31県:?.

ノ

.

ノ

ノ

'.:.、:.248.8易):.:÷:.:.:.:.:

自家用車

(68 0

表3.16 交通事

即.8乳

'

年別
人口
10万人当
り死傷者

人
8部.6

1,005.フ

].158.9

].472.フ

1,フ75.4

1,701.8

1,552.6

1,405.6

],176.0

1,000.フ

973.2

交通事故発生状況

昭和
40

U

42

43

44

45

46

47

48

49

50

件数死者1負傷者

{23.8易

::.::'・.・.・.・.・.・.・:...:

、

件
10,011

H,0脇

12,270

15,372

18,422

17,579

]6,165

14,851

12,585

10,804

]0,814

人
166

17フ

165

159

17フ

182

]57

183

158

111

Ⅱ4

白動車

数

11,895

13,694

16,009

20,603

25,06]

23,970

21.959

]9,933

16,721

14,286

14,105

127,064

140,287

166,004

184,722

211,107

240,9Ⅱ

280,069

304,149

334,908

302,226

314,527

人

'、

(注)

人
1,365,007

1,379,300

1,395.600

1,409,793

1,421,508

1,419,165

1,424.471

1,431.131

1,435,254

1,438,714

1,461,050

口

人
949.2

988.8

974.3

1,]24.0

1,195.5

1,002.5

799.フ

661.4

504.0

476.3

452.1

資料は京都府警察本部,京都市統計書による。

48年以前は府下の一部を含む。
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中心を貫通してぃる反面,全幅員5.5m末満の道路がその半数

を占め,幅員に整一性を欠いている。このような道路形態のな

かで,交通量が飛躍的に増加したことに伴い,朝夕のラッシュ

時には京都周辺部6路線(国道1号線,国道9号線,国道24号

線,河原町通,東大路通,堀川通)の橋梁,踏切等がネックと

なって,最大5kmに充よぶ渋滞充よぴ低速走行区間が発生

し,バスの表定速度は昭和30年17.3km小であったものが 14

km/hに低下(市電は14.1km/hから12.6km/hに低下)してい

る。また,道路交通のひずみは,交通渋滞ばかりではなく交通

事故の多発となってあらわれ,表3.16 に示すと邦り,昭和40

年から45年まで増え続け,その後,交通安全施設の整備などの

対策が進むにつれ減少に向っているものの,な北年間H4人の

死者を数えている。表3.18 は交通渋滞の推移を示したもので

ある。

4.3.総合交通体系の確立をめざして

市民の足の確保4.3.1

昭和35年ごろより,路面電車をかかえる公営企業は経営が悪

化し,昭和40年に財政再建団体に指定された。そのため,京都

市に北いては,43年に京都市交通対策審議会を設置し,「将来

の本市交通体系の基本構想戈よびこれに伴う近代的輸送機関の建設計画にっいて①電車軌道の撤去を含む将

来の交通体系の基本的構想について②高速交通網について③高速交通機関の路線・機種について」を諮

問し,「市内交通を処理する根幹輸送機関として高速鉄道を建設し,これを補完するため,原則としてパスを有

機的に配すべきである。また,このような交通体系の変化に見合って逐次路面電車を撤去していくのが適当であ

る。」との答申を得た。この方針に基づき,高速鉄道計画にっいて検討を加え,昭和45年には都市交通審議会の

答申により,高速鉄道鳥丸線,御池線,鴨東線の整備の必要性が認められ,とくに,鳥丸線(北山大橋~竹田),

鴨東線(三条~出町柳)については緊急に整備すべき区問とされた。

これを受けて,鳥丸線にっいては,京都市公営企業が事業主体となって昭和49年建設工事に着手し,55年度内

完成を目途に建設が進められて邦り,鴨東線についても,鴨川電気鉄道の手によって事業が進められることとな

つている。

一方,路面電車の存続にっいても,京都市交通事業審議会にオ6いて検討が行なわれたが,昭和53年度をもって

路面電車は姿を消すこととなり,高速鉄道とパスにより,市民の足を確保することとなうた。

4.3.2.バス専用レーン

今後の都市交通の主役としてのパスは,朝夕のラッシュ時の交通渋滞が深刻化するにっれ,その運行刻"与が低

下し定時性の確保ができなくなるなど,大量公共輸送機関としての機能が十分に果せなくなってきた。このよう

な現状に対処するため,昭和47年四条通にはじめて優先レーンが設けられ,逐次拡大されてきた。今後は,京都

市周辺邦よび郊外地域の住宅団地等と最寄の鉄軌道駅を結ぶ路線や,バス以外の火量翰送機関の利用が不便な京
都市周辺地域と都心を結ぶ路線に,バス専用レーンが拡大されることとなうている。

4.3.3.駐車場

昭和32年に制定された駐車場法に基づき,京都市にオ6いては,昭和35年に駐車場条例を定め,駐卓場整備地区

305.4haオδよび周辺区域526.8haを指定して,この地区内で延ぺ面積3,ooom2 以上の建築物を新築または増築し

ようとする者に対して,当該建築物に自動車が駐車できる施設を附置しなけれぱならないよう義務づけた。

その後,自動車保有台数の急激な伸ぴと相まって,駐車需要は年々増加の一途をたどり,これに対応して駐印

場の整備が進められた。京都市内の駐車場の整備状況は表3.19のと邦りであり,そのうち,都市計画決定され

自動車トリッ
プ数(内一内)

表3.11 自動車交通量

"岡"梯咋怜秘判"秘咋

り(内一外)

324,886 792,931

升

29,432 143,396

表3.18 交通渋滞の推移(京都市域内)

年別1 渋滞時間
15,029時間昭和47年

48年 18,052

49年 20,274

50年 27,339

51年 38,248

354,31

846,554

936,327

220,744

1,067,298

資料 京都府警調べ,注:渋滞とは,30om

以上,5分以上にわたって自動卓が渋

滞している状況をいう。

渋滞箇所

19地点

37

49

49

49

45



たものを表3.20に示す。また,路上駐車のためのパ

ーキングメーターは昭和35年に御池通などに設置され

たが,40年以後逐次撤去されていった。このほかに,

駐車場法によらない駐車施設,すなわち,小規模の駐

車場や,会社等の専用駐車場,月極ガレージ等が急激

に増加し,表3.21に示すと充り,その数は約23万台

にも達し,駐車場の不足を補ってぃる。

4.3.4.交通安全施設

激化する交通事故に対処するた

め,昭和U年に「交通安全施設等整

備に関する緊急措置法」が制定さ

れ,この年から交通事故対策のため

の本格的施策が講ぜられた。すなわ

ち, U年度から発足した第1次交通

安全施設等整備3か年計画,4年度

から第2 次3 か年計画,さらに,46

年からの第1次5か年計画へと受け

継がれ,現在,第2 次5か年計画を

昭和51年度を初与度として発足さ

せ,交通安全施設のより一層の整備

拡充をはかろうとしている。

また,昭和48年には国より「自転

車安全利用モデル都市」や「身体障

害者福祉モデル都市」の指定をう

け,とくに自転車対策や盲人,車椅

子使用者などの歩行陣害者の交通安

令施設の整備に力を注いでいる陣

1次5か年計画の達成率は,歩道部

分

表3.19 法的分類1こよる駐車場現況

都市計画
駐車

出届
駐車

附置義務
駐車施設

升

類
個所矧収容台数(台)個所教敞容台数(台)

駐車場名

先斗
駐車場

四条鳥丸
駐車場

表3.20 都市

面積収容台数
(ha)(台)

3

108

0.12

60

467

13,840

駐車場整備地区

]71

1.37

計画駐車場(昭和51年3月末現在)

計画決定供用開始備 考

1,608

15,915

0.49

40

自転車道87%となってオ6り,そ0万,

の他の施設では200彬以上の高い達成*1むってぃる。

4.3.5.観光公害1-:

京都市1、劼れる観光客は俸問約3,200万ノこおよぴ,余暇時間の拡大や所得の向上に伴なって今後ますます

増加するものと予測されるとくに,近郁の傾向としてマイカー観光の比重が高く,休日の観光地域は騒音,排

気ガス,交通事故などの観光公害に悩まされている。そのため,京都市に充いては,昭和48年Ⅱ月に「マオカー

観光拒否盲再を行い,京都市民と京都を劼ねる全国のみなさんに「マイカー観光はご遠慮下さい」と訴えた。

このなかで,マ'カー来劼・片に対しては快適で便利な観光は保障できないことを冑言し,他の交通機関による人

々にはできる限りの便宜をはかり,真の襖光の楽しさと京都のよさを味ってぃただくために,具体的な対策と

して,①自動車乗入れ規制を含む散策地域の設定②「京の散策みち」と「自転車道」の整備

③観光に便利な交通機関の整備 ④子どもや老人が安心して歩けるまちづくり

を打出し,ただちに実施の可能な対策として,円山公園内の絢動車の乗入れ規制や市営観光駐車場をバス専用駐

車場に変えるなど,また,観光に便利なボ電,市パスが何回でも乗れる 1日乗車券の発行などを行った。

4.3.6.ターミナル計画

京都駅は,京都市の玄関として,国鉄,近鉄,バス等の大量輸送機関が集中し,その利用客は1日平均約30万

人に達している。また,現在,京都市高速鉄道地下鉄)の建設が昭和55年度完成力目途に進められてオ6り, 、^

18,8郭

79,714

50.688

149,257

2

294

0.12
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この外計画決定は行っていないが,

場:収容台数166台,寺町駐車場
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S .45.1.16

表3.21 供用形態分類による駐車場現況
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の完成によってさらに利用客の増加が見込まれている。

京都駅北口広場(約2.血a)は,増大する利用客と自動車が広場邦よぴ周辺道路上で交錯し,このために,広

場機能が低下し,とくに休日に邦いては著しいものがる。その対応策として,駅前で交錯する人車を立体的に分

雌するため,施工中の地下鉄工事にあわせて広場下に公共歩道とこれに
表3.22 地下街計画の概要

面した店舗を建設し,ターミナルとしての整備をはかることとし,京都

市,国鉄等が出資する会社によって,その建設,管理,運営を行うこと

としている。

4.3.1.地下街計画

この計画については,昭和51年末に中央地下街連絡協議会に邦いて概

略協議の承認を得,52年度より事業に着千する予定で,その概要は表3

22のと粘りである。

5.1.はじめに

都市の交通問題については,総合的な対策の必

要性が指摘されているが,神戸市でも,都市構造

・環境・福祉・文化等の幅広い視野から交通問題

を把握するとともに,交通施設・交通機関のもつ

諸機能を再認識し,個々の特徴を生かした有機的

な連察によって,総合的な交通体系の確立を図ろ

うと努めている。

5 神戸の都市交通

5.2.交通の現況

5.2.1.人の動き

昭和45年の京阪神都市圏ハーソントリップ調査

結果によれば,神戸市では平日242万トリップ発

生集中して北り,そのうち80夕づが神戸市内のみで

動いている(図3.8)。目的別代表交通手段をみ

ると,出勤では,鉄道が45.8彫と最も多く,登校

や自由目的では,やはり徒歩が多くそれぞれ68.2

タづと 71.6兜である。業務目的では自動卓が多く

49.5夕6を占めている(図 3.9 )。

神戸市への方面別出勤トリップでは,神戸市内

相互が80夕五を占め,神戸市外からでは,明石・姫

路間,阪神間からが多く,Ⅲ外からの通動手段は

80%が鉄道を利用している。

5.5.2.車の動き

自動車の保有台数は年々増加1の一途をたどり,

しかも乗用車の比率が高まっているぐ図3.10)。

乗用車の保有は,43年度の約7世帯に1台から,

49年度は約3世帯に 1台となう九。向動車の流動

状況をみると,約72彰が内部交通で,通過交通は

(71.6)

地下街総面積

公共通路面積

店舗面積

その他施設

総事業費

平日

4,271,695 ドノップ

休日
2.508,512トリノプ

約20,ooom2

約]0,ooom2

約 8,ooom2

約 2,ooom2

約 100億円

図3.8
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指数 台数
(千ム)

180

250

160

140

200

120

100

150 133

43 44 45 46 47 48 49(年度)
乗用車の占
める割合% 40.3 44.7 47.8 50.2 52.4 53.8 M.8

資料:兵庫県陸運事務所,兵庫県総務部,神戸市理財局

図3.10 保有台数の年別推移

00の

約4 %である。

(指数)5.2.3.交通の諸問題

①交通事故近年,事故によ

る死傷者は減少傾向にあるが(図 200

3.11),マオカーによる事故や

歩行者・老人・子供の事故が占め

る割合の増加しているのが目立っ

てきている。地区別の推移では,

垂水区や西・北神地区で事故が増 100

飢ルてオ6り,交通事攸にもドーナ

ツ化現象が起こうている。

②交通渋滞原因別では,車

両集中によるものカミ最も多く,全 年別昭40区分

体の9割近くを占めている。発生 17,乃5件数
n0の

地点別では,都心部よりもむしろ 161
死者

{10の
11i街地周辺で顕著となって邦り

8,489
傷者 (100)(表3.23),これは,'i街地への

流入交通の増加や都心部に比して

周辺部の道路整備が遅れているこ

とが主な原因であると考えられる。

侶}冑動車騒音自動車騒音は,都市騒音の大¥を占め

て邦り(図3.12,3.13),自動車交通量の増加,自動耶

の大型化にともなって,ますます広域化している。昭和49

~50年座の騒音調査では,環境基準の適合率はきわめて低

く深刻化している(表 3.24)。

④自動車排出ガス神戸巾では,昭和"年よりテレメ

ータシステムによる自動車監視同を設け,自動車排出ガス

による大気汚染の常'時監視を行っている。その結果による

と,一酸化炭素の環境濃度は環境基準以下であるが,窒素

順位交差点名

表3.23

48

商大筋

交差点別渋滞発生状況

関連道路 1
国道2号線

トアロード

加納町 3

柳原IC

須磨駅

須磨 1

神戸三田線

神戸明石線

阪神高速

中央幹線

山手幹線

阪神高速

持続時間回数

時間分
2,84:35 2,052

2,380:卯 1,818

].379:50 1,295

1,254:20 1,427

750:35 458

卵5:25 660

291:20 416

220:10 112

205:05 328

128172:05

リ

表3.24 環境基準の適合状況

資料:兵庫県警察本部調べ
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的

( 55)

Ⅱ,9伽
041)

地域

地域 377 17245.6 64 1828.1
地域 123 7258.6 31 1858.]
乢域 500 24448.8 95 3637.9

資料:神戸市環境騒音調査報告審, S.5].3

(注) A地域:主として住居の用に供されてV

る地域 B地域:相当数の住居とあわせて

商業・工業の用に供されている地域

時間帯

資料:兵庫県察本部調べ
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図3.11 過去10年指数による年別推移
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工場・事業所
38

(フ.9易)

自然音
乃

{15.2易}

その他14(2.9%)

昼間
481地点

図3.12 環境騒音の種類(地点比)

酸化物による汚染が進行しており,さらに,光化

学スモッグの発生にみられるように,複雑化して

いる(図 3.14)

生活
127

(26.4易)

自動車
229

(47.6易)

5.3.総合交通体系の確立をめざして

5.3.1.交通体系の変遷

神戸市では,主要幹線道路の建設を中心に,道

路網の整備改良や立体交差の促進とともに,市電

廃止後は,パス網の整備拡充,高速鉄道の建設な

どを行い,市街地交通の円滑化を図ると同時に,

国際港都の役割を果たす交通体系の確立,さら

に,牛活環境の改善を目的とした計画を進めてき

た。

5.3.2.高速鉄道

工場・事業所
21

(8.4易)

自然
39

a5.7易)

その他5(2易)

生活
如

(16.1易)

昼問

249地点

従来,東からの阪急電鉄,阪神電鉄はそれぞれ三宮,元町まで,西からの山陽電鉄は兵庫まで,北からの神戸

電鉄は湊川までで,相互の連絡がなく国鉄やパスなどに乗り換えを余儀なくさせられていた。この不便を解消す

るため,昭和33年10月,神戸市は4私鉄とともに神戸高速鉄道(株)を設立し,37年8月高速鉄道の建設に着工,

43年4月に完成させた。東西線により,阪急電鉄,阪神電鉄と山陽電鉄を結合するとともに,相互乗り入れによ

り乗り換えをなくし,神戸電鉄を南北線によって新開地で東西線と接続させた(表3.25)。この4私鉄の有機

的な結合により,市内束西交通は大きく改善された。神戸高速鉄道(株)は,軌道,駅舎邦よび駅務員だけを有

し,求両は4私鉄から借りるという特異な形態をとっている。

図3.13

10

自動車
144

(57.8易)

環境基準を上回る地点に於ける

環境騒音の種類(地点比)

三宮自動軍垂捜局

5.5 0.^】

.舶5

5

一方,須磨ニュータウンや西神地域と都心部と

を結ぴ,市街地の路面交通の緩和,国・私鉄充よ

び山陽新幹線などとの連絡のため,市営高速鉄道

(地下鉄)の建設を進めている。このうち,第1

次計画線(名谷~新長田~布ぢD については昭和

46年免許が邦り,第一期事業として名谷~新長田

問(約5.6km)が47年Ⅱ月に着工以来,工事も順

調に進み,52年3月に開通した。

5.3.3.地下街
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表3.25 高速鉄道

東西線

元町線

三宮線

板宿線
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神戸市では,昭和42年Ⅱ月三宮駅南側の「さんちかタウン」を建設し,43年には神戸高速鉄道の建設事業とあ

わせて,高速神戸駅~新開地駅間に「メトロこうべ」を完成させ
表3.26 主な地下街(昭50.9)

た。また,最近では,神戸駅周辺の再開発の一環として,国鉄神戸

駅と高速神戸駅の連絡施設としての地下道,北よぴ国鉄神戸駅北側名 称総面積店舗面積商店数

広場のバスターミナルの整備などとともに,49年10月太陽のある地

下街「サンこうべ」が完成した(表3.26)。

さらに,神戸駅とその北側にある文化施設とを結ぶ動線整備とし

て,昭和48年9月「緑と彫刻の道」と呼ばれるシンポル道路が完成

した。

5.3.4.自動車公害防止条例

神戸市では,自動車公害の激しい地区を対象に,昭和47年より

「自動車公害防止設備資金融資制度」を発足

させた。これは,自動車騒音を防止するため

市民自らが行なう住宅二重窓化,クーラーの

の設置等の費用について,その資金を融資し

利息を補助するものである。さらに,48年度

は「光化学スモッグ健康被害者救済要綱」を

制定し,光化学スモッグ発生による被害者の

治療費の全額を市が負担することとした。ま

た,自動車公害の実態を把握するために調査

を行うとともに,"年からは自動車排出ガス

監視局(51年現在5局)を設け常時測定体制

を整備してきた。

51年4月には,自動車公害を防止し市民の

健康の保護北よび良好な環境を守り育てるた

め,「神戸市自動車公害防止条例」を制定公布し

た。この条例は表3.21のように,自動車対策,

道路対策,交通対策,被害者対策の4本の柱から

成っている。

5.3.5.箕谷パーク・アンド・ライド方式

神戸は六甲山を境に東西に細長く伸びた市街地

と西北神地区に分かれるが,六甲山北側の北神地

区は,近年大規模な団地閉発により人口増加が激

しい。この北神地区と市街地を結ぶ交通網とし

て,神戸電鉄と県道神戸三田線邦よび六甲山トン

ネルがあったが,いずれも相当の混雑を呈してぃ

た。これらの交通緩和ため,六甲山の南北を直結

する「新神戸トンネル」(図3.15)が51年5月に

完成された。さらに,トンネル完成と同時に路線

バスを運行し,北神地城からのマイカー通勤をバ

スに転換させ,都心流入交通の抑制をねらったパ

ーク・アンド・ラオド方式を実施した(表 3.28)。

このバスを利用することにより,従来箕谷から三

宮まで,神戸電鉄・神戸高速鉄道を利用して,約

んちか
ウン

トロ

うべ

低公害車の指定一点検調整基凖(勧告基凖)

の遵守

2.道路対策道路環境管理権という新しい考えに基づき,
道路周辺環境の保全を図るため,道路構造の
改善,緩衝帯の設置に加え環境保全道路の指
定

3.交通対策 公共交通機関の整備,自動車の総量規制の方

策の研究,緊急時の措置や駐車対策等

1112

18,210

9,167

5,268

1,072

33,717

自動車対策

国鉄三宮駅
前秀味
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表3.21 自動車公害防止条例の概要
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40分かかっていたのが約25分に短縮された。パーク・

アンド・ライド方式の利用者は,表3.29 のように,

徐々にではあるが増加して邦り,51年9月現在,駐車

場利用台数80台ノ日,パス利用者数900人/日往復とな

つている。

5.3.6.新交通システム

神戸市では,昭和46年度より"ートアイランド線に

ついて,国と共同調査をして新交通システムの適応性

について検討し,49~50年度には,既成市街地(海岸

線),新開発地(須磨ニュータウン線)に邦ける導入

計画について検討した。このうち,最も緊急性の高い

求ートアイランド線については,51年度から実施計

画,測量,ポーリング等着々事業化を進めている。な

粘,求ートアイランドの概要並びに導入する新交通、シ

ステムの概要は表3.30に示すと邦りである。

衷3.28 箕谷パーク アン.

5.4.おわりに

今後,さらに総合的な交通体系を確立するため,道

路体系としては,環状放射型の体系を組み,西北神地

域と既成市街地とを連絡する南北道路,新市街地内か

箕谷ノぐーキンク'・ エリア

駐車可能台数

金料

ら市街地への分散機能を受け持つ道路等,道路の性

格,機能別段階構成を明確化し,地域に見合った道路利用

の秩序だてを行い,自動車交通のための道路ネットワーク

と人のための緑道ネットワークとを調和させ,市民の日儲

生活に結ぴつき潤いを与える道,広域的な役割と機能を持

つ道等,地域開発に併せつつ建設し,将来の都市活動,都

市生活の基盤づくりをめざしている。その一例として,交

通安全施設整備を取り上げると,自転車道整備のため,昭

和48年から3か年で自転車安全利用モデル地域整備事業を

行ったのを始め,できる限り自転車道の整備に努めてい

る。また,歩行者のための緑道整備については,神戸駅前

西線の整備を始め,順次各区1本ずつシンポル道路として

表3.30

2

ド・ライド方式の概要

自動車

200ム

100円ノ回

ス

間
箕谷駅~新神戸駅~三宮
(新神戸トンネル)

大人 240円(子供]20円)

箕谷~三宮問:約25分

平均28往復

(平日)ピーク時:20分,オプビーク
時:60分

(平日)箕谷発6:25,三宮発7:05

(平日)箕谷発20:47,三官発21:04

始発

終兆

自転車

]20ム

無料

3

時刻

Π゛刻

新神戸トン才りレ

藥備する方針になっている。

交通機関の体系邦よび整備としては,鉄

道を大動脈,新しい交通システムを中動脈,

バスを毛細管として位置づけ,利便性の高い

体系とする一方,'国際情報割打打にふさわしい

多様な交通機関の整備を図り,地域交通から

住区サービスに至るきめ細かな面的サービス

に努める。具体的施策として,高速鉄道西神

線の開通を始め,山手線の建設,パス網の再

編成,乗換え施設の整備,新しい交通システ

6,910m

S .46.10~S .51.5

200億円

普通車400円,路線パス600円等

表3.29 JJ t ^;1,

ムの導入整備など積極的に進め,サービスの強化を図る計画である。
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あとがき

都市の総合交通体系の確立は,既存の交通施設の拡充整備,新交通システムの具体化等によって交通需要の変

化に対応できるようにすべきであって,あわせてこれらのシステムを利用する最良の方法にっいても研究がなさ

れなければならない。このような新交通システムについては,各国で研究が進められているが,実用化について

は,今後の試験研究の結果と既存の交通施設との比較検討,ならびに地域住民の噌好によって決定されよう0

人類は,人や物の輸送に機械力を利用することによって,生活の形態に非常な変化をもたらし,移動の範囲や

大きさはその速度に応じて拡大してきた。これが今日の大都市の存在を可能ならしめた一大要因である。われわ

れは,今日な邦輸送のパターンの変化の中で生活しているのであって,大都市の成長は,いろいろの問題をはら

みながら,今後も続くものと考えられる交通公害のない快適な生活環境の街づくりに今後も一層の努力が払わ

れなければならない。
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4.橋

昭和30年代の後*から最近にいたる,ここ10数年間の我が国の橋梁建設事業の進展は,目覚しいものがある0

いうまでもなく,これは,社会的,経済的な要請に対応して,都市内ないしは地域間の幹線道路や高速道路網の

整備,あるいは新幹線の建設に代表される鉄道整備の一環として,推進が図られたものであるが,一方,橋梁技

術の発展に注目する場合,つぎのようにみることができると思われる0

戦後から,昭和30年代の中頃にかけて,橋梁工学の全分野にわたり,使用材料や工法の改良をはじめとし,構

造法.設計法の合理化に関する研究が強力に進められ,その結果,多くのいわゆる新形式橋梁がもたらされた。

これらの構造的な最大の特徴は,構成部材の合理的な配置と結合により,各部材が一体となって,外力に対して

迄体的に機能するという点である。床版と主桁の協働作用をはかる合成けた橋や鋼床版けた橋,薄板部材を合理

的に配置した箱けた橋,荷重の分配作用を重視した格子けた橋,材料強度の特性を生かし,部材応力の改善を意

図したPCけた橋などは,その代表的な例と言える。これらの構造上の変革はまた,それに期を同じくした,使

用材料の向上,連結技術の改良,構造解析法の進歩に裏打ちされたものであった0

さて,上述のような戦後から昭和30年代の後半にいたる間を,かりに,技術革新に伴なう,新しい形式,新し

い構造に関する研究開発及びその適用の時期と位置づけることができるとすれば,その後,今日にいたる間は,

それらが実用され普及し,また,その標準化と応用が試みられ,さらに,30年代に培われた技術を基礎として,

より高度な技術レペルへと発展しつっある時期とみなすことができよう。このことは,つぎのような最近の情勢

の中にうかがうことができる。

そのーつは,従来,試験的に実施されて来た構造や工法について,各種の示方書や指針,あるいは規格の整備

があいつぃで実施され,技術基準の確立が精力的に推進されたことである。昭和如年代の中頃までには,上,下

部構造共に,材料・工法・設計法上の多くの懸案問題に対して,統一的な見解が示された。また,同時に,合成

けた橋やPCけた橋などの利用度の高い構造形式について,あるいはまた,汎用性のある下部構造の一部に対し

て,標準設計図集が整備され,広く活用されるようになったことが指摘される。

つぎに,職後新しく登場した各形式の橋梁に北いて,スパンの長大化,施工上の省力化や工期短縮の要請に基

づく工法の開発が注目される。鋼床版箱けた橋やPC箱けた橋に戈いては,いずれも従前のスパンの約2倍に相

当する 20om級のものが実現して邦り,一方,合成けた橋では,特に連続けた橋に浦いて,施工の簡易化を画し

てプレストレスしない連続合成けた橋が開発され,スパンに邦いても適用限界に近いものが実施されている。ま

た,施工面に邦いては,すでに部分的に製作を完了した大型プロックによる架設工法の開発が進み,工期の短縮

と省力化ぱかりでなく,施工の安全管理の上でも大きな成果が得られている。このプロック施工は,プロックの

大きさ,その取り扱いに差異はあるが,鋼橋・ PC橋のいずれに邦いても適用され,また,主けた本体は'かりで

なく床版等の楢成部材に邦いてもみられるものである。

さらに,この時期に北いて,各種の橋梁建設事業の中で特筆すぺき最大の事項は,従来架橋されることがなか

つた海峡や臨港地帯に北ける長大橋梁の建設,ないしはその実現を目標とした調査・検討である。このような長

大橋梁に適合する構造形式は,いうまでもなく,トラス橋,アーチ橋,斜張橋,吊橋などであるが,これらの実

現には総合的な架橋技術が必要とされ,そのためには,材料,構造,解析,工法等のあらゆる分野にわたり根本

的な検討が要求される。本四架橋に代表される長大橋の建設に関する各種の調査と理論的,実験的な研究は,全
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般的な技術水準の向上に大きな役割りを果していると考えられる。より強度の高い安定した各種材料の開発やそ

の結合手段の向上はもとより,施工各種機械・工法に邦いても改善が急速に進められ,一方,設計面に邦いて

は,風.地震,その他の基本的な荷重の実態とそれに対する設計法に関する問題や,全体構造ないしは構成各部

材の耐荷性状と安全性に関する問題が,著しく明確にされたと言える。この設計各分野の発展に関しては,その

背景に電子計算機の全面的な活用があり,それに対応したマトリックス構造解析に代表される理論面での大きな

進歩を見過すことはできない。これらの応用により,従来,困難とされていた高次の不静定構造物の静的ないし

は動的挙動の解析が可能となり,また,複雑を極める局部問題が比較的容易に解明されるようになった0 また,

電子計算機の利用が,単に応力・変形問題にとどまらず,自動設計や最適設計,その他の分野に幅広く取り入れ

られてぃることは周知のところである0

以上は,最近の橋梁技術の概要であるが,多様化する時代の要請に応え,広範な分野に邦いて,必要な整理と

新たな研究,開発が展開されて邦り,格段の進歩が達成されっつぁると言える0

ところで,当関西地方に邦いては,昭和40年代の当初の頃から今日まで,万国博覧会の開催を契機とする各種

の道路網整備,大阪.神戸港等の臨港地域の拡張整備,あるいは中国縦貫道路や山陽新幹線等の建設を中心とし

て,飛躍的な発展を遂げてきた。この間に,我が国の代表的な種々の特色ある橋梁が,当地方に邦いて完成して

いる。オイルシ"ツクに端を発する経済情勢悪化の影響は見逃せないが,今日では,本四架橋などの大型プロジ

エクトが実現に向けて動き出すと共に,その他の事業計画についても着実な推進がはかられている。ぞして,今

後も橋梁規模は増々大型化,長スパン化する傾向にあり,次々と世界に誇れる橋梁が実現されようとしている。

以下に,最近]0年間に関西地方にオ6いて実施された橋梁の概要を紹介する0

2.1.けた橋

RC床版けた橋2.1.1

けた橋は,広く中小スパンの橋梁に用いられる一般的構造形式である。小スパン橋梁では, RC床版のプレー

トガーグーにするのが通常であり,しかも省力化をねらいとして,主けたにはH形鋼を用いた小スパンの簡易組

立式橋梁も数多く建設されている。スパンが20m以上になると,合成けた構造が適用され,最近では,高架道路

などで50mを超す単純合成けたも架けられている。

合成構造の連続けた形式へのアプローチは,昭和30年代前半に適用が試みられて以来,連続あるいはゲルパー

合成けた橋としてかなり実現した。しかし,この種の形式では,負の曲げモーメントに対処するため,プレスト

νスの導入が必要となり,設創'・施工に粘いて,複雑さや煩雑さが指摘されてきた。この欠点を補なうため,当

地方を中心に,プレストレス作業を省略した場合の構造に対して,種々の調査研究からその設計法が確立され,

昭和42年頃から実用化された。いわゆる「プレストレスしない連続合成けた」として,現在では,示方書でこの

形式に関する設計法が基準化されている。

表4.1に,当地方に充けるRC床版橋の建設数をまとめた。スパンあるいは橋長が25m程度以上のものを抽出

したので,一概には言えないが,やはり単純合成けたが圧倒的に多く80彰以上を占めている。表では,プレスト

レスの有無にかかわらず連続合成けたとしてまとめているが,全数120橋余りある中で,手元の資料で明らかに

なってぃるだけでも,プレストレスしない連続合成けたは50橋を超える実績を示している。実施例としては,神

洲橋(3径間連続箱けた,支間割53.38+62.9+53.38m,昭和48年,大阪市)の他,昭和"年には,大阪市の御

堂筋線高架橋で数多く架けられた。

PS連続合成けたの例としては,相生橋(3径間連続板けた,支間割56.5+72.0+48.7m,昭和"年,兵庫県),

毛斯倫大橋(3径間連続箱けた,支間割60.6+76.5+60.6m,昭和妬年,大阪市)があり,いずれも,支点移動と

PC鋼線を併用してプレストレスを与えている。参考として,図4.1に,後者の施工各段階に邦ける曲げモーメ

ントの計算値を示す。これに対して,施工時には,たわみや応力測定を実施して,推定値との確認が行なわれた0

道 路 橋
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この他,切断合成けたやプレビーム形式が数橋施工されている。

2.1.2.鋼床版けた橋

鋼床版構造は,戦後の溶接技術と構造法の発達によって,採用されるようになったが,我国の橋梁界に邦いて

は,種々の調査研究のもとに,昭和30年前後にはじめてけた橋として実現した。

この鋼床版の適用は,橋梁構造に画期的な変革をもたらした。この構造形式では,床版自体の死荷重が非常に

軽量となるばかりでなく,鋼床版が主けたの一部として協力し,このため鋼材が有効に利用できる。この利点は,

箱げたとの併用と相まって,けた橋としての適用支間を大幅に拡大させえたと同時に,斜張橋や吊橋その他に用

いられることによって,さらに長大支間の橋梁の実現を可能にした。鋼床版けた橋は,通常,80mから 20om程

度の支間で,連続げたとして適用するのが有効とされる。また一方で, RC床版橋に比べて構造高を小さくでき

ることから,架橋条件によっては,小スパンの橋梁にも適用されている。昭和42年以前に完成した関西地方にオ6

けるこの形式の代表的なものとしては,琵琶湖大橋(3径間連続箱けた,支間割95+140+95m,昭和39年,滋

賀県),新淀川大橋(3径間連続箱けた,支間割57.5十Ⅱ5+57.5m, 76駄刃60600

昭和39年,大阪市),新十三大橋(3径間連続2主げた,支間割3@90
鋼桁架設第1段階m,昭和41年,大阪市)などが広く知られている。

琵琶湖大橋は,昭和39年完成以来長年の間,けた橋分野に邦ける日本

'、ーの座を維持してきたが,ここ数年の間に次々と記録が塗りかえられ,
^

現在では,神戸市の第2摩耶大橋によって中央支問210mまで飛躍的に
鋼桁上昇0.om)第2段階

伸ばされた。当地方に邦いて,昭和43年以降に架橋された鋼床版けた橋

表4.1 関西に邦けるRC床版けた橋の実績
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構造形式

単純非合成板けた

合成板けた

非合成箱けた

合成箱けた

連続非合成板けた

合成板けた

非合成箱けた

合成箱けた

ゲルバー非合成箱けた

合成板けた

企業体 建設省,
県指定

170

907

24

95

如

85

33

13

道路公団
阪神公団

16

1866

後死荷重赦荷

活荷皿敞荷

一團、、

55

表4

E

01

186

2773

24

273

1]9

104

75

25

構造形式

_^

2 関西にオ6ける鋼床版けた橋の実績

(昭和43~51年,橋長25m以上)

単

]63

純板

箱

続板

箱

ノレノ、

第3段階

連

]379

企業体

けた

けた

けた

けた

げた

床板打設

ゲ

建設省,
県指定

2212

第4段階

川

道路公団
阪神公団

3582

合成桁降下0.om)

'＼

第5段砥

図4.1

升

T=Φ竺

E

69

PC鋼線緊張
E

第6段階

施工各段階の曲げ
モーメント

94

E
・
一
寸
N
N

E
.
一
の
殺
1

E
・
-
m
籍

E
.
一
の
段
1

E
・
一
小
一
Φ

E
・
一
拐
O
M
1

E
・
-
N
岳
N

E
・
一
円
9

E
・
-
m
m
寸
1

●
寸
一
10T

0T

E
・
-
N
入
如
N

、

計

伽=T需
寸

、

E
・
三
N

E
・
-
M
R
1

府
市

E
.
一
殺
狸

E
・
一
の
へ
N

E
・
-
8
角
N

E
・
-
0
一
曽

山
需
一

E
・
一
呂
サ

府
市

計合

ト
圭
一
口

8
9
9
2
2

フ
フ
1
4
1

部
8
玲
Ⅱ
2

幻
如
4
訟
7

4
朝
卯
胎
9



は,表4.2 のように,150橋を上回るほどの多くの実績を示している。このうち,10om 以上のスパンを有する

ものが6橋,また,単純げたでは80m程度の支間が最大で,いずれも箱げた構造となっている。

以下に,近年架けられたものをいくつか紹介する。

南港大橋は,大阪南港のほぽ中央にある水路を渡るもので,中央の高速道路予定地をはさんでその両側に2橋

架けられた。このうち,昭和"年に完成した第1橋について述べる。地盤が非常に軟弱なため,本橋では,中央

径間に70mの吊けたをもつ3径間ゲルバー形式の鋼床版箱けた橋が採用された(図4.2)。この橋では,鋼床版

のデッキプレートだけでなく,縦りプにも現場溶接を適用しているが,事前に種々の溶接性試験を実施して,溶

接部の性能の確認と施工要領の検討が行なわれた。また,縦りプの現場溶接部については,疲労試験を実施して

安全性を確かめてぃる。さらに,主けたウエプに対しては,プレートガーグー全体の耐荷力に関する実験結果を

もとにして,これに着目した設計がなされた。ウエプの水平補剛材を作用断面力に応じて合理的な位置に設け,

橋軸方向に変化させて設計しているのが特徴である。第2阪神国道(国道43号線)では,万博を控えた昭和45年

23乃

OP+ 17.250

75
】フ

に,安治川,尻無川,木津川を跡ぐ支間10om前後の 4伽^150^13 400
4ω

↑・
鋼床版けた橋が架橋された。安治川大橋は,すでに

38年に半幅が供用されてオ6り,今回は残りの半幅が

完成したもので,3径問連続箱げた(支間割54卜100 ▼亀リ1゛',含マが型亀^11^1゛'^^_゛',脚型倉,^^1曝,

^Ii ,"!1^1'浮、
'燮

54m)となっている。尻無川橋,木津川橋も同

形式で,支問割はそれそれ60+91 60m,57 96

57mの並列箱桁構造である。これらのけた架設は,
35m2

いずれも河川の船舶航行をできるだけ阻害しないよ 12(" 60卯5003950 4050

う配慰し,水上部にあたる巾央径問では,カンチレ

橋港南図4.2 大バーエレクシ,ンτ法として,ケープルクレーンに

よる力法とエレクシ,ントラスを用いる方法を併川
ケーブルエレクション(下流側)

してぃる。それぞれの架設順序を図4.3 に示す。
^^

中央ゲタ:1架詮序 1ここで用いられた架設トラスは,我国では最大級の 序架

即飾"、':.畷L』_規模で,台'i支点(支間22m)上を上下流方向に移
驗.omm^缶.oom

動するトラベラー式となってオ6り,台車位置で40t 巳 月
お.oom 駒.oom 見

の吊上げ能ノJを有している。 河川幅 76.oom 内致字件架設願序壱示す

大阪市の西部臨海工業地帯の再開発と市内の交通 エレクシヨントラス(上流伯D

緩和をはかる目的で,無橋河川となっていた木津川
赤色灯 D. L.13m

の河口部に,昭和48年千本松大橋が完成した。こ

れは,全長約1.2kmの両側にらせん式高架坂路をも E・ 駝m24m 亀.巳。巳.

図4.3 架設工法と順序(木津川橋,尻無川橋)つ珍しい橋梁で,このうち,渡河部分が中央支間

150mの3径間連続鋼床版箱けたである(図4.4)。

人型船舶が河川を利用する関係で,市街地としてはまれに見るほどの高橋脚をもつ橋となり,また,水上部の鋼
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げたはフローチングクレーンによる大プロックエ法を適用して,急速施工がはかられた。本橋では,それよりも,

高架坂路の構造と河川に設置した橋脚の基礎形式に特色があろう。両岸の2階式高架坂路は,それそれ6基の橋

脚に支えられてぃるが,地震力を各橋脚に分散させる意図から,らせん形状の特性を利用して12径間の連続形式

とし,しかもプレストレスしない合成げたを採用している。また,河川を渡る主橋梁部の中間橋脚2基は,高橋

脚を利用して両者とも上部構造と固定され,基礎工には鋼管矢板式井筒工法が採用されている。施工時に粘いて

所定の航路幅を確保する必要性から,基礎断面の縮小がはかられ,当地では通常支持層として選ばれる第1砂ν

キ層(深さ25~30m)を打抜いて,全長50m余りの鋼管矢板が施工された。関西地方でのこの種の工法による深

層基礎は初めての試みと思われる。
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して,昭和50年に架けられた。支問

210m を有するこの橋は,現在,日木

ーの鋼床版けた橋で,2箱けた形式が

用いられている(図4.5)。また,

既設橋と榊造高をそろえようとの配慮

から,外観的にスレンダーな構造とな

つている。施工面では,製作プロック

重量を80t もの大型とし,現場継手数
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岳(0.5易直線こう配)

235.000

かられた。本橋の架設に戈いても,水面使用時間を短縮するため,火ブ

ロックエ法カミ用いられている。全長は3 ブロックに分割され,3,ooot

吊ウローチングクレーン(最大プロック重量,1,667t)が使用され

た。

固定

側面図
360000

210000

(0.25易放物線こう配)
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2.2.トラス橋

本形式の橋梁にあって,特筆すべきは阪神公団の港大橋である(図

4.6)0 中央支間 510mのこのゲルバートラスは,世界第3 位の規模を誇るもので,総鋼重35,ooot,工事費
175億円をかけて,昭和46年から昭和49年7月の聞通まで約3年の歳月のもとに完成された。材料を初め,構造
解析'設計'製作.架設.基礎工事に至る各分野において,最新の技術を開発.駆使したもので,本橋が我国橋
梁界に残した業績は大きい0 本橋の最大の特色である「巨大化」,「高張力化じ伴なって,牛じた種々の問題
と対策の屯なものを列記するとつぎのようである。
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①断面が巨大となるこ上による死荷重の増加,2次応力の増大,製作架設上の諸問題に対し,高張力鋼の極厚

板を使用して断面のコンパクト化と単材重量の軽減をはかり,また,鋭敏なHT70,80材を使用するため,細
部構造の単純化と溶接量の軽減がはかられた

②HT70,80材については,溶接割れや溶接継手の軟化・ぜい化によって実則上支障を牛.じないよう,機械的
性質と成分系などに新しい鋼材規格が決定された。

③上下部工を一体化した等価モデルに置換して動的解析を行ない,設計地震震度が決定された。

④横荷重による影響が大きいため,これに対し,全体を立体構造物として解析し照査された。

⑤トラス格点の2次応力については,その重要度を配慮して許容応力を10昭割増し,1次応力と同様な取扱い

とされた。

⑥M30HT宗ルトを使用することにより,ボルト本数を減らし,母材の増厚も軽減された。

②製作・架設

①施工試験としてラメラーティアー試験,拘束割れ試験,小型隅角部試験,パげ口、"トメンバー試験などを行
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ない,適性な熱管理,溶接方法などに関する基準を設定し,製作法の確立がはかられた。

②設計当初から架設工法の検討を行ない,橋梁本体の補強,各種架設機材の開発を先行させ,施工にあたって

大きな成果をあげた。

③現場施工は,最初に塔部2格間を 3,ooot クレーン船により架設,つぎに,定着部トラスを完成した塔部の

両側へトラベラーク Vーンにより張出し施工し,最後は,工場で一体組みした吊トラス部(重量約4,50ot)

を一括吊上げで架設するという画期的工法を用いた。

③下部工の設計・施工

①巨大ケーソンの設計では,吊けた・側壁・頂版部の計算に3次元有限要素法を取り入れ,また,地震時の安

定に対しては応答を考慮した修正震度法により動的解析が行なわれている。

②施工時には,軟弱地盤対策として,地盤 ^

改良とディープウエルによる減圧工法を併

用し,また,新鋭函内掘削機の採用により

掘削能率の向上がはかられた。その他,当

地方で近年架けられたトラス橋は,福井県

の小細渡橋(支間69m),兵庫県の加古川
埼 1ム陸梧(支間60m)など単純ワ-Vントラ

スが多く,連続トラスも 2,3見られるが

ほとんど同程度の規模である

2.3.アーチ橋

アーチ系橋梁の中では,ランガー形式が相

変らず多い。当地方でも,43年以降,近畿地
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を数える。

神戸大橋は,神戸港の求ートアイランドと市街を連絡する僑梁とし

て,妬年完成した。自定式の3径間連続アーチ橋(支間割51+ 217十

51m,(図4.1))で,アーチ橋としては我国最大の規模であり,しかも

グプルデッキタオプとなっている。本橋の構造上の特徴としては,上下

弦材が同一面内に配置され,部材の交差部が多いことである。この部材

結合部の複雑な応力状態は光弾性模型実験により調査され,最適な部材

形状の選定に留意されている。当時,耐候性鋼材が実用化されつつぁっ

たが,本橋では,特に60キロ級のものが大量に使用され,これに対し

て,加工ならぴに溶接性に関する綿密な調査研究が実施された。海洋構
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造物としての塗装仕様についても検討が加えられ,我国で初めて MI0 塗料が採用された。また,水上部の架設

は中間べントを3基設計,クレーン船による大プロックエ法が用いられたが,架設時の主構の変形により床組に

発生する2次応力に対しては,縦けた用ボルトの締付時期を配慮することによってその軽減をはかるなど,工夫

がこらされた。

最近,我国で人気のある補剛アーチ橋として,吊材を斜めに張った二ールセン形式がある。アーチ橋の鉛直材

の代りに斜材を用いた橋梁は,スウェーデンの 0.F.NielS印により提案され,古くからスカンジナビア地方の橋

梁に採用されていたが,1962年西ドイツに斜め吊材をもつ Fehmar船Und 橋が架設され,その独特な姿は注目

の的となった。この形式では,斜め吊材が引張力のみを受けるようにできるので,ケープルの使用が可能とな

り,美観的に軽快な構造にできること,吊材を斜めに配置することにより,荷重が分散されて全体的に曲げモー

メントが減少すること,剛性が大きくまた動的特性も良好となるなど多くの利点がある。日本に北いても,近

年,数橋架けられて邦り,関西地区では,この種の橋梁として,昭和5]年和歌山県に今津橋が完成した。この橋

は,支間 155.4mの口ーゼげた形式(図4.8)で斜材にはプレハプ平行線ケープルストランド(P.P.WS.)が用

いられている。架設には,ケープルクレーンによる斜吊τ法が採用されたが,その施工各段階で各部材の応力測

定を実施し,施工管理には十分

な注意が払われた。

泉大津大橋は,大阪府の堺泉

北港に昭和51年建設された世界

的にも珍しい単弦口ーゼげたで

ある。スパンは 175m で,総幅 ^←

0

^^"=」
員35mの中央分籬帯上に上弦材

'叱^NE^

が設置されている(図4.9)。 ゛.^馬熟
'『凱

補剛げたは,鋼床版のI BOX

構造で,上弦材との取合を老え

て 3 -ce11となってオ6り,タイ

材として鋼床版が有効に利用さ

れている。単弦口ーゼ形式の特

徴は,圧縮力を受けるアーチ部

材が令長にわたって,横方向に

支持のない単独部材となってぃ

ることである。このため,アー
写真4.3 村1 」「大橋

チ部材の横方向への安定性が,

この形式にオ6ける最大の問題となる。このアーチの心外安疋にっいては,初娚不整を加眛し,艸塑性解析法に

よる耐荷力の照査と模型実験による検証が併行して実施气れたその他,上下弦材取合部に充ける応力状態や

応力の流れ方,振動性状,耐風
圭

安全性など,解析や実験によっ 橋長巧元00

て詳細に確認された本橋の架 8008m 支問長 155400

98m格問長 14@97(ぬ=1358卯蛤伽
設に才6いては,3,ooot 吊クレ

釦

ーン船2隻の相吊りにようて,

総重量3,ooot 余りのアーチ橋

全体を一括架設する方法がとら

れている。
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橋が出現する中で,関西地方では,山岳橋梁として,小スパン,小幅員の吊橋が架けられている。近年完成した

ものとして,京都府の高山大橋(支間193.5m),奈良県の八幡橋(支間158m),福井県の若生子大橋(支間201.6

m)などがある。このうち,昭和"年架橋された八幡橋では,今後の長大吊橋の建設に対処するため,主ケー

ブルに P.P.WS.を採用したことが特徴といえよう。これに関連して,サドルの形状,ケープルの配列,ケープ

ルの引出し,マーキング法,サドルへのケープル移設法,サグ調整法,樹脂ラッビンク'法など,設計.施工の

細部にわたる検討と新しい試みがなされた。

斜張橋は,最近の橋梁界に邦いて最も注目されている形式であろう。すでに18世紀の後半から,類似の形式か

提案され,19世紀初期にイギリスなどで架橋例が見られる。しかしながら,材料.設計技術.構造などの知識が

不備なことからごく小規模なものに限られ,また,初期の段階では落橋することもあったようである。近代的な

斜張橋の発達は,その後の,この形式の生命である吊材の改良と開発,構造解析法の進歩,製作技術の向上など

に負うところが大きい。 1955年,西ドイツのライン河に本格的な斜張橋の幕明けとして, stδrmsund 橋が架け

られて以来,鋼床版構造の適用によって,ヨーロッバを中心に急激な進歩を遂げた。吊橋とけた橋の中問的性格

をもつ斜張橋は,200~40omの中径間に適した橋梁 24m
弦材

?8所{SM58}F1島 PI形式のひとつとして,近代的な感覚にマッチした美
Web pl 36仙(SM郭)

観を有し,その位置が確立したと言える。我国に邦

ける架橋例は,規模の面でまだまだ外国に劣るが, 吊材

9閉【SS41】Web pl
昭和42年完成の尾道大橋にようて初めて20om を超

14mm(SS4"F1三 PI

§
えるスパンに適用され,けた橋をしのぐ規模の斜張

2

橋が登場した。現在では,30om を超す規模の計画 34駄刃

500 歩近 4卯 車道 102聞 中央分埜帯 車道 lm釦 歩道 4α羚裂刃も各地で試みられているようで,世界的レペルへの
馴X玲

アスファルト舗装 アスフ,ルト舗装
到達も間近いと思われる。 3α'm 175"

b;1郎,0叶三1、、'__b;:!如, 12肌(SS41)関西地区では,昭和如年.代前半まで,神戸山の座

ー・!i^、1調^'勇男"耶大橋が唯一の存在であったが,昭和45年の豊里大
耳縦ゲタ

橋以後,大和橋,かもめ大橋,六甲大橋と相ついで 端縦ゲタ FIEP1 10~19酬(SM50YA旧)

それぞれに特徴を右する斜張橋の誕生をみた。 37助 補剛ゲタ14伽063(め 63伽 37即

豊里大橋は,大阪市東部の淀川上に架けられたも プラケノト部 張出部

ので,橋長561m のうち低水敷にあたる部クNこ,
泉六津大橋断師図図4.9

80.5+216+80.5m の支間割をもつ

3径間連続斜張橋形式が採用された

(図4.10)。斜張橋の基本構造形式

の選定にあたっては,種々の形式に

対して総合的な優劣が検討された。

この結果,ケープルは一面で扇形状

に2段張渡す形式を採り,塔は橋脚

とヒンジ結合,上段ケープルは塔に

固定,下段ケープルは可動とする方

法が適用された。主桁には,主とし
▲て耐風安定性や経済性により,鋼床
冥版の逆台形箱げたが用いられてい

'り＼る。風に対する安全性は,部分模型
、

による風洞実験で確認された。ケー

プルには P.P.WS.が採用されてい

るが,特に新しい試みとして,サド 橋大泉大津写真4.4

ルの曲率によって生じる素線間の長

§
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さの差による応力のバラツキをなくすために,あらかじめサドルの曲率

にあわせてストランドを製作するいわゆる「曲がりストランド」を採則

したことである。 P.P.WS.の使用にあたっては,その疲労強度,ソケ

ツト鋳込合金の性能と品質管理,桂甥旨ラッピングの耐候性など実験等に 20300

400,750015(川 75(抑 4伽
より種々の問題解決がはかられた。

1500 グースアスファルト厚 15(玲

大和橋は,大阪市南部の大和川に,昭和49年完成した3径間連続斜 直線1・5易,直線1.5易

張橋である。規模としては,橋長192m (支間割,54+83+54m) と
70伽

それほど大きなものでないが,主げたにプレストレスしない連続合成げ 256

＼/たが使用されている点が特徴で,世界的にも例がないであろう(図4

11)。鋼けたはU型の2本主けたで, RC単柱の塔が各主けたと独立に
余帳橋断面図

固定されている。塔と主けたの結合部は,支点付近の主けた内をRC構

造とし,鋼けたウエプに設けたジペルによって相互に力が伝達するよう

にしている。本橋の施工順序と各施工段階にオ6ける主けたの曲げモーメ

ントを図4.12 に示す。また,ケープルは P.P.WS.で,その樹脂ラッピングでは,現場でのハンドレアップエ

法に比べて品質的托すぐれたし吋っゆるプレハザセグメントτ法が採用された。これは,ケープルを覆う筒状の力

バリング材をあらかじめ〔場で製作しておき,現場ではこれをケープルにかぶせた後,継目部のみを施工する方

法である。

かもめ大橋は,大阪南港の南西
畢

端,大和川河口部に面して,昭和50

年架けられたもので,我国初の本格

的なマルチケープル形式が採用され

た。]00+240 +]oomの3 径間連続

斜張橋(図4.13)で,主けた形状

は豊里大橋とほぽ伺様であるが,中
^

央分籬帯上に設けた単柱式の塔は主i,

けたと剛結されている。ケープルは

10段から成り,各段とも 50cm隔て

て平行に2列配置され,各々が1

ストランド(P.P.WS.)で別個に塔

とけたとに固定されている。架橋地

点が海に面して粘り,特に耐風問題

豊写真4.5 橋 が軍視され,部分模型による風洞実大里
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験結果から,図4.13 に示すような

2枚の抑流板を組合せた新しい形状

のフラップを取付けている点、が特徴

のひとつとなっている。主けたの架

設は,ステージング併用の大プロッ

クエ法によっている。また,ケープ

ルの架設は,まず,最上段ケープル

をトラッククレーンにより張渡し,

2段目以下は順次最上段ケープルに

設けた吊上装置を利用して,ワイヤ

ロープにより吊上げる方法によって

いる。従来のキ¥ツトゥオークを利

用したケープル張渡し工法に対し,

マルチケープル構造の特性を活かし

た単純な施工法といえよう。

昭和51年完成した六甲大橋は,神

戸港で建設中の人工島・六甲アイラ

ンドと市内とを連絡するもので,主

けたにグプルデッキ形式のトラスを

用いた中央支間 220mの斜張橋であ

る(図4.14)。 H型の塔は,主構

とは独立して橋脚に固定され,これ

とトラス上弦材の格点、間に5段ケー

プル(P.P.WS.)を張渡した斜張橋

形式とすることによって,トラスの

構造高を支間の拓8と低く設計され

ている。トラスの上下弦材面を路面
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とし,弦材は鋼床版と合成され,鋼床版を弦材断面として恊力

させる構造となっている。塔と主構の架設には,すべてクレー

ン船が使用された。主構は5 ブロックに分割され,塔とあわせ

て合計7 回に分けて各々 3,ooot 吊フローチングクレーンによ

り架設されている。
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2.5.ラーメン橋

ラーメン橋の1形式として方杖ラーメン橋があり,その代表

例として神戸市の西神戸バイパスに架けられた丸山大橋(昭和

45年,図4.15)がある。この形式の橋は,けたと脚との取合

部の設計方法が光弾性試験や有限要素法による解析などから明

らかにされるようになり,山岳橋梁としてしばしぱ適用される

ようになった。

大阪市の天満橋(昭和45年,図4.16)は,既設の橋梁の上

に架かり「かさね橋」と呼ばれ,また,枇造形式としても珍し

い橋梁である。構造形式の選定にあたっては,両岸平面道路の

利用情況,地下擶造物・埋設物の位置など種々の制約条件の中
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_1,、゜'T-ー,に、

で,既設橋との景観の調和をはか

り,在来の下部工を利用することに

ようて経済性を配慮するなど種々の

工夫がなされた。 2階式となる主橋

梁部分は,図4.Πに示すようなモ

デルの3径問連続鋼床版箱げた構造

のラー〆ン橋で,上部構造の軽量化

がはかられ,隅角部の構造設計では

模型実験による検討も実施された。

また,高架剖は突げたラーメン式

で,プレストνスしないゲルバー合

成げた構造となっている。
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3.1. P C 橋

近年,孜国のPC橋は適用スパンの長大化,榊造の高度化に邦いて,ますます着実な発展を遂げている。

関西での長大PC橋の代衣的なものに,新大和川大橋(昭和"年,阪神公団)と近江大橋(昭和49年,滋賀県

道路公社)がある。前者は,6径開中央ヒンジ付の連続ラーメン橋(支問割84.5+114+110+88+120+83m,

図4.18)で,ディビググカ式のカンチレパーエ法で施工された。線形的に,河川を斜めに横断しまた曲線が入

るため,全幅を松造的に分蹴しく斜め戈持となることを解消し,曲線部については,ウエプにプレストνスを導
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,.'L部,北 60
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入してねじりモーメントに対応するなどの処置がと

られた。近江大橋は支間割60+90十印mの3径間

連続有ヒンジラーメン橋で,前者同様ディビダグエ

法によっている。また,取付部には,45mスパンの

単純T形けたが24連並び,これらはプンシネエ法で

施工された。琵琶湖南端で大津市と草津市を結ぶも

ので,景観を重視してそれとの調和をはかるよう配

慮された。

一方,最近のPC橋では,設計・施工の省力化に力

が注がれている。プレテンシ.ン方式のPCげたは5

~21mの支間,また, atストテンシ.ン道路橋では14

~40mまで標準化されて邦り,中規模程度以下の単純

PCげたの設計面における省力化はほぽ完全に実施で

きるようになった。また,施工面では,製作規模の火

量化.集中化・プレキ、スト化,移動支保工などによ

る能率化があげられる。これらの施工例をあげるとつ

ぎのようである。

2階橋

プレストレスし女いゲタラーメノ式含或ゲタ
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図4.Π天満重ね橋の構造モデル
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近自動車道(道路公団)の高架橋にオ6いては,プレテンシ,ンげたが大量に使用され,短期間に良好な施工

管理のもとで完成されてオ6り,プVハブ化による省力化,工期短縮の面で注目すべき典型的な例といえよう。

プレキーストプロックエ法は,長大PC橋の省力化のため有効な工法で,我国ではかなり実績がある。当地方

に邦ける釜屋橋(昭和46年,兵庫県)はスパン52.6mの単純箱げたではあるが,単純げたとしてこの工法で施工

されたものでは最大の規模となっている。本橋でのプロックげたの架設は,対岸より微調整台車にてステージン

グ上を運搬し,固定側から片押し式に順次23プロックを接合し
176m

て組立てられた。 PC工法にはフレシネエ法を用いている。プ 1^78(幻乳刃 78m

ロックエ法と並ぶ省力化の効果的な方法として,移動式の支保
罵 呉1.5易1.5易

工を用いる工法がある。これには,ディビダグエ法として用い
3^ 卯

られるフォルバウワーゲンと1径間を一拠に施工できる大型の
巧05m 38卯 ^

移動支保工とがあるが,後者の工法で地上から支持する形式が

阪神公団・東灘第5工区(昭和44年)で適用された。この高架

橋の構造は,すでにヨーロッバ各地で採用され最近我国でも注 19伽21m 21m48m19m 48伽

目され始めたピルツ形式である。この工区では,60om余りの
図4.18 新大和川大橋断面図

区問にオ6いて 1本橋脚をほぽ35~36mの等間隔に配置できたこ

とから,各橋脚に橋軸方向の長さ]3mの版げたを剛粘して「かさ」状に並べ,支問22~23mの吊げたをゲルバー

支承で連結した構造となっている(図4.犯)。この形式では,各榊造部分が同一形状となり,移動支保工によ

つて順次施工できることから,同ーサイクルの繰返し作業が可能で大いに工期短縮がはかられた。

堺高架橋は,第2阪和国道(26号線)の高速車道部として,昭和50年大阪府堺市に娃設された。この高架橋で

は,平面交通の上空で施工しなければならないことから,立地条件と経済性に応じて,主として2つの構造が採

られている。そのひとつは,而錆この東灘第5工区同様,ピルツ形式のPC橋であるが,ここでは吊げたにプレキ
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〒ストのPCげたが用いられた。ま

た,ゲルバーヒンジ部では,自動車

の走行性を良くし,騒音・振動を少

なくするため,目地としては2径間

に1個所だけに設け,他は受パリと

吊げた間に鉄筋を捜入してコンクリ

トを打設し,一体構造にする工夫

がなされた。構造形式のもうひとつ

は,3主版げたの5径間連続PCげ

たで(図4.20),移動式支保工に

よって施工された。連続げたの支点

には特殊なゴム支承が設けられ,地

震力のような急激な作用力だけは,

各橋脚に平均して分敬させるように

配慮されている。

高架柘

6500 価00

3.2. R C橋

RC橋はPC橋に比べて施工実績

は少ない。また,そのほとんどがス

ラプ橋で,連続高架橋などの短支間

橋梁に多く用いられている(表4

3)。その代表例としては,松原高

架橋(道路公団,連続中空床版橋,

橋長90om,支間割]6.8+2@17.0+

5@17.O×10)などがある。

^^

...

65伽 6500

図4.1g 束灘第 5

橋

横断歩道橋は,道路交通量の増大に伴い,道路を横断する歩行"への安令と交通の円治な流れをはかる阿的で,

昭和40年前後より,都市部に北いて急速に整 176Φ

備されてきた。これらの建設のための設副'指 4m10卯 79伽7900400

針や標準設計図集がまとめられ,昭和40年代

中期まではかなりの施工件数を数えたが,最
1.5易1.5易
■■■■■■^

近では一応の整備も終えたとみえて,その建
^

設される数は減少しつつある(図4.21)。

歩道橋は,大半が鋼橋であるが,コンク"
60(冷22m60伽

ト橋も約1割程度を占めて戈り,構造形式 ^^●、^^、、゛^^^
、、

Kーノ
35卯800035Φ 1 75Ⅸ)乃m

には,環境や美観を考慮して利用者に夢を勺・

えるような斬新でユニークな設計例も多い。 上三L1.5易̂

代表的なものに,大阪市の梅新東歩道橋,

交通科学館歩道橋,大坂橋,神戸市のビーナ

スプリッジ,舞子公園歩道橋,大倉山歩道橋

3ヨニ版けた橋断而図(堺高架橋)などがある。大坂橋や大倉山歩道橋,また大 図4.20
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阪府の堺泉北港泉北5区緑道橋など

では,橋面に植栽帯があり,利用者

にいこいの場を与えている。

構造的には,アーチ橋や方杖ラー

メン橋なども比較的建設されて邦

り,この他特殊な例として,万博東

ゲート橋(プロック求ステン方式の

2径問斜張ラーメン橋)や万博9号

歩道橋(吊床版橋)などがある。

表4.3

5.1.概説

最近の鉄道橋に北いても,スパンの拡大化傾向は道路橋と変らない。これにも増して,計画北よび構造の決定

には,列車走行による騒音公害の問題が欠かすことのできない大きな要素となったことが注目される。このた

め,構造的にも従来の開床式鋼げたが使用されず,コンクリート橋や合成けた橋が必然的に選ばれるようになっ

た。山陽新幹線に邦ける一般橋梁や高架橋などでは,構造選定時にオ6いてこれらに対する配慮に重点が置かれて

5.鉄道橋

構造形式

リート道路橋の実績(関西地区,昭和43~51年)コンク

PC橋

いるようである。

また,プレキャスト化,部材のプロック化によ

つて,工期短縮や工費節減をはかろうとする傾向

も道路橋と同じである。

近年の当地方に兆ける鉄道橋建設は,昭和47年

3月,新大阪~岡山間で開通をみた山陽新幹線に

代表されるが,以下ではこれを中心にして,主な

鉄道橋を紹介する。

5.2.山陽新幹線の橋架

山陽新幹線で建設された鋼橋の代表例として

は,大阪市内の高架橋として採用された合成げた

がある。新大阪駅から神崎川まで約 41【m にわた

り,急速施工と工事中の近隣に対する安全面を配

慮し,速続してこの形式の橋梁が架けられてい

る。そのスパンも,第1加島架道橋の57mをはじ

めとして,比較的長いものが採用されている。

河川を渡る一般の主要橋梁のうち,延長

10om以上の長大橋はⅡ橋を数えるが,この

うち, PC橋が10橋を占めている。これらに

は,河川の状態に応じて種々の工法が適用さ

れ,例えば主なものとして,プレキーストブ

ロックはね出し工法による加古川橋梨,移動

架設工法による武庫川橋梨,支保工上の場所

打工法による千種川橋梨,また,岡山県下に

入るが,レオンハルトエ法eよる吉井川橋

企業体 1 建設省,
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架,ディビダグエ法による旭川橋架などがあげられる。

また, RC橋として特殊なものに,斜角35度の3径間連続げたの別府川橋架がある。これは自重を減らすため

に,鋼製ワインディングパオプを上下2段に埋込んだ穴あきスラプ橋で,スラプ両端の鋭角部では,浮上り防止

対策としてPC鋼棒で橋台にアンカーされている。
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新神戸駅・生田川橋梨は,部分的に川の合流点上にホームが建設され,特異な構造形式となっている(図4

22)。乗降客に支陣を匂.えないようにするため,ホームげたとしてはフィーレンディール構造が採用され,コン

コースには垂直柱のみ現われるようにしている。また,列車通過による振動がホームやコンコースに伝達しない

よう,本線用橋梁(合成け'た)は,両側のフィーレンディールから吊るという特殊構造となっている。

5.3.在来線の橋架

在来線では,付替えなどによる施工例が多く,工事の性格上,急速施工が要求される場合がしばしばである。

昭和43年施工された福島仮設架道橋は,東海道本線の大阪~塚本間の福島第1架道橋の径間拡幅にあたり,これ

と前後のRC高架橋を改築するため,時的に線路を横に移設する必要が生じて施工されたものである。この振

替線路用仮設構造(図4.23)は,5m程度の小間隔でH形鋼を門形に組立てた橋脚を設け,この間を lm間陽で

大型H形鋼を張り渡して主けた,・し,その上に波型鋼板を敷きならべて床版を形成するように設計された。この

ように,形鋼を主体的に取入れ,鋼構造の特色を活用することによって,設置・撤去による工期・工費の節減が

はかられてぃる。また,城東貨物南線,放出~蛇草間の高井田付近の高架化工事では,万博関連による工期的制

約から,コンクリートぐいを柱に用いて高架橋を採用し,従来の方式に比べて工期を如%も短縮するという成果

をあげた。

なオ6,構造的に特異なものとして,昭和5]年大阪市内の北港運河第1橋架に,下路板けた形式の跳開橋が建設

されている。

本稿では,「関西の上木100年」の中の橋梁記事のあとをうけて,その後の当地方の橋梁事情といったものの

一端を紹介したが,この目的を十分達成するにはほど遠く,全体的にまとまりのない,片寄りがちな内容になっ

たことをオ6詫ぴしなければならない。ことに,橋梁下部構造の進展や,最近の公害・環境対策の問題についく

は,極く一部でふれたのみである。ここに若千の補足を加える。

橋梁上部椎造の著しい進歩と同様に,下部構造の分野にオ6いても,多くの技術的な発展がなされて邦り,橋梁

規模や架橋条件の多様化に対応して,従前にはみられなかった新しい形式の基礎も聞発されている。只体的に

は,昭和30年代には,多くの橋梁基礎にオ6いて, R C既製杭, RCのニューマチック・オープンケーソンの適用

が一般的であったの忙対し,昭和40年代に入り,これらに加えて,より耐力の大きな,また施工上の塾件にかな

うたPC杭,鋼製杭,場所打もRC杭の実用化が進み,また新しく鋼管矢板井筒基礎や多柱式基礎などが,キ乳こ

長大橋写Nこ適合する形式として登場している点である。

一方,高度経済成長のひずみとして指摘を受けるにいたった振動・騒音等の公害や環境破壊の問題は,橋梁姪

設事業にオ6いても関係するところが大で,今後共,検討が加えられるべき課題である。すでに,公暫の問題にっ

いくは,橋梁下部工事の施工やー・部の上部楢造に関して真剣に対策が講じられている。また,生活環境の重祝に

伴ない,建造物の自然や周辺景観への調和の問題も大きく提起されてきている。このような情勢の中で,橋梁に

つぃても,単に機能性や経済性ぱかりでなく,その窮する意義にっいての見直しがなされっつぁるように思、わ

れる。橋梁デザインの木質にかかわる問題として,今後の動向が注月されるところである。

終りに,変化する社会的な要請を克服しっつ,また同時に,より漸進な技術を駆使しながら,今後共当地力に

おいて,橋梁事業が増々発展することを蛎待しくやまない。なオ6,本文の作成に際して,資料の収集に御協力い

ただいた,建設省近畿地方建設局,国鉄・大阪鉄道:L事局,モ1本道路公団,阪神高速道路公団,近畿2府5県3

指定心の橋梁担当の各位に対し,感謝の意を表する次第である。

きあ と が



5.河

1.1.はじめに

昭和30年代以降は急激な人口,産業の都市集中によって,一部の河川流域に粘ける人口,資産の集積は著し

く,流域の都市化が促進された結果,都市河川と称されるほどに流域の利用の高度化が進行した0

特に,近畿地方では淀川流域に北いてその傾向は顕著であって,洪水に対する流域の安全性を向上させるため

の施策,流域の水利用の増大に対応するための施策,流域社会の秩序ある発展に寄与するための環境面での施策

が,ここ10年の間に系統的になされてきた。

すなわち,治水につぃては淀川流域の治水対策の基本である淀川水系工事実施基木計画の改訂を昭和46年3月

に実施し,治水日標を飛躍的に向上させたほか,大阪湾の高潮対策,寝屋川の治水対策の抜本的促進が図られた0

水利用に関しては,大規模プロジェクトとしてかねて懸案であった,琵琶湖総合開発事業が軌道にのったほ

か,域内の水資源聞発に精力が集中された。さらに,将来の水利用のひつ迫を予見したいっそうの広域的利用の

ための調整が進められてぃるし,水利用の合理化のための調査研究も幅広く実施されている0

環境面では,流域の現環境の把握と将来の創造的整備のための生態調査,水質調査等を実施するとともに河川

空間の良好な利用のための公園整備を国営で着手,実施してきた。

このように多面的な施策を流域の発展に対応しつつ実施にうつしてきたが,その決定に当っては,人口の増大

と域内での移動の激化等に起因すると思われる流域内居住者あるいは就業者の意識の変化と動向に留意して,大
D

規模なアンケート調査を実施する等,居住者等の意志の把握のための努力がなされてきた。

しかしそれでもなお,施策に対する意識の多様性とその幅の大きさもあって,務誓湖総合開発,大東水害等に

みられるように河川事業に関した訴訟が多発したのも特徴であろう。

今後は,経済社会の安定化にそって,これまでのいわぱ激動期から流域への人口の定着化が進むものと思われ

るから,しだいに流域の共同休化への動きがでてくるものと予測されよう0

琶琵湖総合開発で合意の得られた上下流問題についての協力関係等はもとより,今後,流域の合理的な,ま

た,均衡ある発展のために不可欠と思われる治水緑地,多目的遊水地,あるいは,遊水池事業に関する地域間協

力の問題,大規模宅造等に関する原因者対策の具体化,空間利用の広域化,水管理に関する流域住民の理解等い

ずれも流域の共同体意識の芽生えとともに実像化してくることとなろう。

1.2.淀川水系工事実施基本計画の改訂

淀川の治水工事は,明治時代より「改良工事増補工事修補工事」「改修基本計画」と変わり,昭和46年

3月に淀川水系工事実施基本計画が改訂された。

淀川水系工事実施基本計画改訂の背景には,

住)淀川流域は,京都市,大阪市という交化経済の中枢機能をもつ2つの大都市を中心とする都市群をかか

え,沿川の開発が急激になされ,流域内質産と人口が急増したため,治水の安全度の向上が叫ばれるようになっ

たことである。改修基本計画が策定された当時(昭和29年)の資産額は7兆3千億円であったが昭和45年には13兆
ユ)

円に達した。

②淀川水系改修計画の決定から淀川水系工事実施基本計画改訂までの16年間に,計画高水流量を超える出水

が2個,同規模のもの2個もあり,このたび重なる体験から,昭和13年の淀川修補工事以来改訂されていない計

川
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画高水流量を実情に合ったものに改訂する必要が生じた。

③水系内の部分的課題としてはすでに軌道にのりある程度事業の進展をみたが,水系全体の計画として位置

付けする必要のある課題が山積してし寸こ。すなわち,万博以前から進展していた淀川本川の低水路拡幅工事,野

洲川改修工事,山城盆地の内水等の問題等である。

この計画では,降雨量という量をもって計画の基本量として計画の安全度を評価している。すなわち,基本高

水は,枚方上流の200年確率2日雨量を 302mmとし,53B号,5907号,5915号,価24号など近年の主要8洪水型

による流出量を計算して,そのビーク流量の最大値を採用し,基準地点枚方にオ6いて 17,ooom3/seC としてい

る。このうち上流ダム群により調節される量北よび河

道への配分流量については,表5.1に示すと粘りで 表5.1

ある。

なオ6,上流グム群により行なう洪水調餐乱こついて,

現状のグム群で最も適切効果的な調節をはかるための
3)

研究もなされている。

1.3.淀川低水路工事

従来,淀川の低水路は舟運の確保を目的として水深

と勾配の維持確保をはかる必要から低水路幅を狭く固

定し河川敷内を蛇行させてし寸こ。このため,低水路内疎通能力が河道个体の疎通能力に比し少なく,流量が増火

するにつれて流れは低水路を横切うて高水敷を走るため高水敷の維持に困難をきたしてきた。また,工事実施基

本計画の改訂による計画高水流量の増分(6,950m3/seCと12.ooom3/seCとの差分)に対処するためには河積の拡

大を図らなければならない。すなわち,引堤か,堤防かさ上げか,河道掘削である。しかしながら人家の密集し

た淀川下流では,引堤は不可能であり,現堤防高が10mに達するため,堤防をかさ上げすることは,破堤時にオ6

ける治水上の悪影響の観点から

はもちろんのこと,堤内地の人

々の快適性と安全性を損う等環

境上の観点からも,低水路掘削

によるべきであるとの結論に達

した。

河道計画にあたうては,

①現計画高水位以下で計

画高水流量を流すこと

②維持が容易であること

③本川の河床低下が好影

響を邦よぽすこと

④事業費が低廉となるこ

泓陥陛洲'゛"耀陥ゞ熊隈驗☆

4,

淀川

猪名川

野洲川

基本高水のピーク流量(m3/sec)

Ⅱ二 1、1 、

17.000

3,500

4,500洲

と
新田'汁画高水流量配分図図5

を河道計画の基本とし次のと

邦りとした。

住)河床勾配は,河床の安定,将来の維持に関係するところ大である。今回の計画は,令般に河状を変更する

場合であり,現状の河道にとらわれず将来のバランスを考磁するこ上が大切である。現状の河道は長年の変化に

より形成されたものであり,これを尊重することが全川のパランスにつながるものと老え,平均河床と最深河床

の縦断形を参照して,
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と設定した。

②低水路幅は,川幅とのパランス,堤防法線がかなり屈曲しているため低水路法線により自由度をも九せる

ことを考慮し,現状平均幅 120m を30om に拡幅することとし,また,低水路深さについては都市化の著しい沿

川の状況をふまえ高水敷の高度利用をはかるよう2年に1度程度の洪水を低水路で流下さすべく約7mとした0

③淀川の堤防法線は,枚方,一津屋地区で屈曲が著しい。低水路掘削により河積の拡大をしようとしたため

河状の是正が行なえるのは低水路法線の設定のみである。このため,昭和40年9月24号台風のビーク附近での洪

水時の航空写真より流心線を描き,これと現状堤防法線を参考に低水路法線を定め,さらに,高水時の主流線が

低水路にほぽ沿うよう水理模型実験により検証し設計した(図5.2参照)。

,託'画横断面

現況横断面

なオ6,工事の実施にあたっては,一部民間の協力を得て行なうこととして昭和43年4月民間の砂利組合を統合

し,「淀川低水路整備事業協同組合」が組織され,既存の「大阪府淀川士砂採取協同組合」とともに砂利採取を許

可することとした。砂利採取許可の目的は,河道改修工事の早期施工,事業費の節減,万博関連事業そのほかの

工事用コンクリート用細骨材の供給と価格安定にある。また,この砂利採取は,河道計画にのっとり実施され,

湛水区間(長柄~鳥飼大橋付近)では計画河床まで,それより上流は維持用水と水利権を考慮した210m3/託C水

位を変えない範囲で掘削し,掘削残士による高水敷造成,高水敷を掘削した場合の護岸を条件工事として実施さ

0.P.土 0

せている(表5.2 参照)。

1.4.淀川大堰

新河道計画により,旧淀川,神崎川への分流,上工農水の取水,上流

水位維持オδよび塩水遡上防止などの目的のために設置されている長柄可

動堰の改築を行なうこととなうたが,同時に,大阪府に邦いて高潮時や

洪水時の寝屋川の水位低下をはかるために,毛馬の分流点で旧淀川から

淀川本川に 330m3/seC のポンプ排水を行なうことが計画されたため,

淀川大堰は現可動堰の上流550mに建設し,旧淀川への維持用水導入の

ための毛馬洗堰,舟運のための毛馬闡門は大堰の上流に改築することと

した。

新河道計画による低水路拡幅,河床掘削により現堰の背水区間より上

流では水位の低下を生じるため,新堰に邦いては維持水位の引上げが必

要となる。このため水位維持の目標を,在来の緊急利水水位である0.

P 、+3.30m とし,緊急利水容量相当分を差ヲ1いた 0. P .+3.]5mを常

^^^

30om

図5.2

210m/seC 水位(将剰
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計画河道標準横断図(淀川)

H.W.L

210m/seC 水位(現在)
^^^^

.、゛

時水位として水位維持を図るために2門の調節用ゲートを設ける。

毛馬水門は,旧洗堰の機能の維持を目的とするが,大堰による維持水位の変化(0.P.+2.5m~3'30m)兆

よび淀川と旧淀川の河床の低下を見込み十分余裕をもった構造とする。分流能力は,本川水位0.P.+2.5m に

対い30m3/sec,0.P.+3.30mに対して20om3/seCとし,本川洪水時の遮水用門扉邦よぴ大川側に流量調節用

の越流タオプの門扉を設ける。毛馬闡門は,旧闡門の機能維持を目的とし,ゲートタイプは従来のマイターゲー

トにかえて,引上式口ーラゲートとし,本川側に制水ゲートを設ける(図5.3 参照)。

淀川大堰築造工事は,右岸倶B門と毛馬水闡門を第1期工事として行ない,現低水路に位置する調節用ゲート

表5.2

午度掘削護

砂利採取量邦よび対策

工事の経年別一覧表
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1門を除く中央2門を第
そ 多一ー

2期工事として引続き行 "r--1
ー^..

ない,低水路の切替を行 北一' '＼炊.i

なったあ,第3期工事 .ーー.ーー
ノ'

として左端の1門を施工 、

し完成させる計画で,全
^゛^

体事業費230億円で,昭

和47年10月に第1期工事

に着手した。

第1期工事は,予定ど

邦り進捗し昭和49年10月

には毛馬水門を概成し通
、、

水式を,昭和51年1月に

は毛馬闡門を概成させ通

船式を行ない供用を開始
丁

し,旧洗堰,旧剛門を閉

鎖した。また,淀川大
、^

の右岸側3門についも

昭和50年3月には概成し 図5.3 淀川大
ノ

<

た。左岸側2 門は第2期

工事として昭和49年Ⅱ月ι着手す予 の1'ノ 、ーコ ,,

見通しがつかない状態メつ、第 'くメつ得
.,^

せ

このため,右岸側3門による暫定的な通水を昭和54月6 ,"エ,の〕 1ル1
^

_.^、

,

全精力を注いでいる。

なオ6,通水計画の変更による影恕については,土木研t所,'し, k
二

中、ある1

1.5.治水と公園事業

淀川の高水敷の利用計画は,治水,利水,環境而へ配慮キ、河道,'ト画
レー
〔ー 'ー,

なすものである。

近年に粘ける経済の高度成長は人口の都市集中,過密化力もたらした力, ,,

余暇時間をもたらした。一方,都市への人口の集中により,都"域ば拡大 S1 化,

スペースは減少し,従来までの都市公園の面積や整備水準の低力ったこ ーショ,

不足は著ししもなり,都市部、邦、て貴重六自然九間である河 11-, し、つてつ JL、ロ
..゛

、.

てきた。

ため,河11日常生活環境の場て,とよこ整備ればよいのか,地域住民の河川環境に対する怠、^

1)

アンケート調査(淀11を中心た河川環境関す社会胴査)を実施セ。調査対象地域識を凋査する

は,河 1 形態,地域特性と意識関係をむこめ,淀j1沿"はかに,大川,鴨川,武庫川ナ'と,河"

形態や周辺地域の特性に特徴のある地域を含め,流域内人口の約0.1弓強の18才以上の男女12,000人を対象

たものである。

高水敷の利用計画については,河道計画検討初期の段階(剛和39圷ごろ)から調査が進められてきたが,岫和

"年から都市河川の高水敷を整備し,河道の洪水疎通に資するも1^公共の空地を確保し,河川景観美化を

図り,都市住民の生活環境を改善し,さらに河川管理の改善を図る目的をもっく河道整備事業'、実施气れるにオ6

よんで高水敷を河川公園として淀川沿川住民に開放する計画が具体的に動き始めた。昭和47年/よそれをさらに

発展させて国営淀川河川公園事業として実施することが認可され昭和"年以来の河道整備事業じより口k散整地

が完了していた,太間,八雲,外島地区で国営淀川河川公園事業が実施された(表5.3参照)。
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表5.3このように国営淀川河川公園は昭和47年より事業を実施している

が,その基本計画は,治水・利水の整備計画との調和を図りつつ,
分"預恂畔1師

自然環境の保全とレクリニーシ,ン施設の整備を図り,淀川の河川 haha

然地 23.300敷という条件を活して,ほかの都市公園では実現できない新しいタ 153

オプの公園を創造することを目標とし:て,河川工学・自然生態学・ 野草地区 55.5兜 5.4364

都市計画学・造園学など広範囲な専門家による「淀川河川公園基本
施設地区 21.2彫 65.1139

計画策定委員会」により策定されたものである。
引 70.5656

なオ6,昭和51年には都市公園法の一部改正によって,国営公園の

管理に関する規定が明文化されることとなり,よりいっそう強力に

国営淀川河川公園の整備が行なわれるようになった。

国営淀川河川公園は,広く他府県にまで利用圏を

もって充り,近畿圏に邦ける広域緑地系統の骨格と

して位置づけられるもので,従来ややもすると点と

してしか扱われなかった公園緑地を有機的に結ぴつ

ける役割をもつものとなる。また,ゾーニングにあ

たっては,河川敷という条件を活かし,既存の良好

な自然を維持し得る地区,オ6よび自然環境に育成す 「て
ることが可能な地域を自然地区として設定するー

方,立地条件を老慮、し,スポーツ,遊戯などのため

の施設地区を設定する。このほか,両地区にはさま

れた地区を,極力施設整備を避け準自然地区ともい

うべき野草広場地区を設定することとした。

なオ6,淀川に邦ける低水路掘削,高水敷整備,公

園事業が生態系に与える影響という観点、から,淀川

に生息する動植物の実態の把握,生態系の保全のた
淀川河川公園写真5.1

めの高水敷整備のあり方,低水護斧のあり方につい

て検討すべく昭和47年から淀川の生態調査を継続している(写真5.1参照)0

1.6.久御山排フk機場

巨椋池地区は,山城盆地の最低部に位置し,宇治川,木津川にはさまれた流域而殖郭km2の古代1こは,淀川,

木津川,宇治川の遊水池であった地域である。

中世より桂川,木津川との分雛をはじめ幾多の事業が実施されたが,明治39年の淀川改良1事で名実ともに独

立した沼地となり,さらに昭和16年に農林省,京都府により千拓が実施された。現在では,巨椋池 U也改良区が

管理する巨椋池排水機場には13台のポンプが設置され,その能力は40m3/seC である。

しかしながら,昭和28年,昭和34年の出水などあいつぐ出水により大きな内水被害を蒙うた。また,近年の淀

川流域の発展は著しく,流域の開発は洪水時の流出を高め,将来の開発を見込んだ内水排除計画が必製となり昭

和41年から直轄調査を行なうこととなった。その結果,排水容量としては合副'1印m3/seC必要となり120m3/sec

の久御山排水機場を既存の求ンプ場に隣接して設けることとなった。

巨椋池地区の内水機構について特筆すべきことは,外水位が宇治川で,すぐ下流に三川合流点を控えているこ

とである。すなわも,宇治川は上流に琵琶湖を控えているため高水位の継続時間が長いことと,木津川の出水に

より宇治川に背水の影響が現われ,宇治川の流量が小さくとも高水位になることである。

工事は,全体120m3/seC のうち暫定計画 60m3/seC とし,昭和妬年から昭和駐年を目標に総、事業贊45億円で

着乎した。昭和48年7月には 30m3/seC 1台を完成し稼働しくいる。なオ6,排水樋門,飛ンプ場上屋について

は,全体計画により完成しているが,京都府の施工する古川の改修が遅延しているため,2台目の余ンプの設置

は見合わすこととし,今後古川の河道改修の進捗状況にあわせて設置することとした。

河川公園の実施状況

75



1.1.野洲川放水路業

野洲川は,琵音湖大橋のすぐ北で,南北2流に分れて琵笹湖に注ぐ流域面積387km2 の琵琶湖最大の流入河川

である。

野洲川の洪水の記録は,天正6年6月が最も古く,以来たぴたび災害を起し,特に,昭和28年9月台風13号出

水では堤防決壊,家屋流失があいつぎ未曽有の大洪水となり,これを契機として,野洲川の抜本的改修の要望が

高まった。建設省もこの要望に応え,昭和33年より直轄調査に着手することとなった。

105.Ⅸ刃

暫寔河床高

計画河床高

14.6ω

10.4ω Y

野洲川の主要課題は,天井川解消と南北流分派点(河口より7km地

点、)より下流の河道拡幅である。すなわち,これより上流は河道幅も

広く十分余裕のある河道であるが,下流は疎通能力が50om3/seCにも

満たず尻無川の状況を呈している。さらに,南北流は屈曲も多く,河

床も高い。そこで南北流分派点より下流について直轄改修を昭和如圷

より行なうこととなったのである。

河道計画の検討に①現河道拡幅案②南流案 3 北流案

④新河道案(中流案)の4案について具体的な計画を作り,その得

失を比較検討し,新河道案と決定した。

新河道案とは,分派点、より下流を,現南流北流のほほ'真中に延長約

5kmの新川を開削し,計画高水流量 4,50om3SeC を安个に流下さ

せようとするものである。

計画諸元

計画高水流量

河床勾配

長工

165.0(刃

.、

H.W.L

52.0(玲

図5.4 計画河道標準断面図鏗H脚Π)

20.0ι淘

8.0卯 6.0ω 6.0⑳ 5.om

3.0卯

、ノ

、

4,50om3/sec

Okm~2.5km ν800

2.5km~フ.2km ν600

フ.2km~ ν400

粗度係数低水路 0.035

高水敷 0.050

・河幅 330皿

工事の概要は,表5.4 に示すとわりであ

るが,新川部の用地買収がほぽ終り,漁業者

も陸地部の着工を了承した昭和46年9月に着

工し,まず,新川部への工事用進入路から着 野洲川放水路(昭和51年4月現在)写真5.2

手した。新川部の掘削については,土質が軟

弱であること,大量土工で捨土場所が湖中であることを考愈し,きつ水を維持するための注水を行ないながら可

搬式求ンプ船による浚深によることとし昭和48年に着手,上流部の掘削は"ンプ船の排泥距翫の関係もあり新ら

たに開発した湿地用連続掘削機によることとし昭和49年より着手した。
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また,河床切下げのための現河道との取付部には3.5mの落差工(河口より7.2km地点)を設けることとなっ

たが,これにつぃては模型実験等により検討を進め,直壁式の落差工とし昭和49年,昭和50年で低水路部を概成

した。

放水路工事は,不況下に邦ける公共事業費の停滞,遺跡の出現などあったが,順調に進捗し,昭和54年6月に

は新川部への通水を行なうべく,昭和51年より根固工忙着手した。(昭和40年~51年の事業費は約155億円,通水

までの残事業費約脇億円)

今後の課題は,新旧河道の取付工事 a非洪水期に70万m3の掘削)充よび大幅引堤箇所の現堤撤去(新堤は

現堤より約3.5m 低し→である。

4.4

6.9

過去10ケ年の動きの中で中小河川をめぐる問題は都市周辺の中小河川を中心にして展開されたといって過言で

なかろう。都市への人口産業の集中は都市河川の環境を著しく変化させ,流域開発,下水道,住民との対応,水

害の頻発などと関連していろいろな場で都市河川の問題点ないし課題が浮き彫りにされ社会問題の1つとしてそ

のあり方が議論されてきた。したがってこの編では都市河川に焦点をあて今日粘かれている環境,抱いている課

題にっいてまず総括的に触れ,ついで典型的な例として東大阪(寝屋川水系)の治水対策と西大阪の高潮対策に

つぃてその概要を述べることとする。

2.1.都市河川の環境変化と課題

都市地城にオ6ける河川環境の変化2.1.1

戦後のわが国にオ6ける設備投資主導型の高度経済成長は,都市オ6よび都市周辺へ急激な人口と産業の集中をも

たらし上地利見の形態,人口の密度と構成などを大きく変移させるところとなった。とくに3大都市圏市部への

人口集中は表5.5 に示すように著しいものがあり,昭和30年~50年の増加人口は全国の増加人口とほぼ等しく

献文考参

都市化流域に邦ける河川システムに関する研究

淀川の治水計画とそのシステムエ学的研究

貯水池群による淀川水系の最適洪水調節に関する研究
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なってぃる。都市への人口と産業の巨大な集積は高度経済成長の担い手であり, GN「上昇の原動力であった

が,反面都市は圏域を拡大し過密化していく過程で都市化現象と調和した適切な基盤整備が追従できなかったた

め,環境汚染,緑の減少消失,水不足,下水・廃棄物処理問題,住宅難,道路渋滞,教育医療等公共サービスの

低迷,士地価格の高騰一・・・・などの広範多岐にわたる深刻な問題に直面することとなった。河川をとりまく環境も

また都市化の進展に伴い急速に著しく変化したが,とくに整備水準の低い大都市周辺の中小河川に充いては治水

をはじめ利水,親水など河川のもつ機能に重大な影響を与えることとなった。

流域の開発による農山地の貯水能力の減少は河川流出量の増大,土砂の流出堆積など治水負担を増加させ,同

時に聞発による土地利用の高度化,人口資産の増大は治水施設の重要度を高めることとなり,両者あいまって洪

水の被害隶テンシ¥ルは飛
昭和30年以降の水害被害と治水投資(単位,人,億円)表5.6

躍的に大きくなってきた。

このため治水投資効果は被

害額的に顕著に現われず表

5.6に示すように被害は

むしろ増加する傾向がみら

れる。治水対策は流域内の

生命財産を擁衛し生活生産

活動の基盤を整備する根幹

的行政であり,流域開発の

進行,被害ガξテンシ¥ルの

上昇とともに治水需要は著

しく噌大しているが,反面

市街地の拡大による士地価

格の上昇,移転補償費の増

加,無公害工法の採用,関

連付帯事業の多様化,実加

死者
年

1955 30

飢

32

33

34

1960 35
36
37

38

39

1965 40

41

42

43
44

1970 45
46

47

48

賜

1,122
1,042
1,856
1,部9
5,768

1,015
752

236
169

255

320
505
538

170

139

能
317

556
64

17フ

上の各種規制の強化などの
沈「河川便覧」 1976による。

ため治水単価は膨張する傾

向にあり事業投資効率を低下させてぃる。また,都市化現象は治水機能への悪影響だけでなく,河水の水質惡
...

化,景観美の損傷,水域水辺生態の貧相化など河川が元来自然なものとして人間生活の場にいこいと安らぎを与

えてきた水と接し親しむ機能,流水が存在する連続した空間として果してきた種々の効用ないし作用,さらには

水資源などの利水機能をも劣悳化させ,地域住民と河川とを遊離させる一因ともなっくいる0

このようじ急激な都市化は治水,利水,親水など河川のもつ機能をはじめ流域の社分構造,地域住民の治水意

識,価値観にも著しい影響をぢ.えることとなり,都市河川の環境は行財政的,技術的,社会的托も難しい転換期

に才δかれているといえる。

2.1.2.治水行政のすすめ方

わが国の経済は高度成長経済から安定成長経済へ侈行したが,都市河川にあっては高度経済成長時代にうけて

きた極端なひずみが依然として残されている。従って残された諸問題を着実忙解決し同時に地域の生活産業の基

盤を先行的に整備するという河川行政の目標を達成するためには格段の努力が必要になってきている。すでにそ

れぞれの分野で直面する諸問題の解決手法が検剖され,只体的な成果もあげられているのでそのうち河川行政に

関連が深いいくつかについて紹介する。

①総合計画の立案

治水事業費の飛躍的な進展を安定経済下の財政運営の中で期待することは難しく,従って河川が本来の姿を取

り戻すためには単に事業贊を確保するというだけでなく際限ある事業費の中でどのように河川行政を実践してい

くかが重要な課題である。地域住民の二ーズが多様化し,行政の多面化と専門化が要請されているため,単元的
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な行政で解決される課題は非常に少なくなってきている。従って河川行政に充いても,流域の土地利用の状況,

社会的実態など流域固有の特徴を将来の動向も含めて把握し,新たな手法,技術の開発と併行して従来以上にほ

かの行政と連察した流域の運営が必要である。このためには,地域の具体的な総合計画の立案が不可欠の要素と

なってきている。

②事業費の確保

治水事業は道路事業などとともに代表的な公共事業であり,その投資規模は国の経済政策の動向に左右される

性格をもってぃる。従って治水水準あるいは目標の達成に必要な額が充足されるといえないのが実情である。政

策的制約が加味され投資規模に限度がある以上,これを補充する財源確保を別の観点からみつけることも大切で

ある。]つにはすでに実例のある原因者負担制度である。河川の上流域で一定規模以上の開発行為があり下流河

川の能力から判断して流量増が問題視されるとき開発行為者に河川改修費を負担させたり,工事を実施させたり

する制度であるが,まだ法的運営に問題があり制度として定着したものとなっていない。従って開発行為に伴う

流量増に対しては現在開発区域内に遊水池などを設置して処理される事例が多いが,流域あるいは河川の状況に

ようては有用であり制度上の整備がまたれる。 2つには起債等の活用による後年度継続負担制度の導入である。

治水施設は完成後長期間にわたり継続L,て効果を発揮するものであるため建設費用を建設世代の人だけが負担す

るのは必ずしも合理的でなく,恩恵を継続して享受する世代もその代価を負担するという考え方を積極的に導入

するのも治水事業を進展させる 1つの方法であろう。

③治水手法の選択

一般に河川の下流部は高度に市街化され重要な施設が存在し,士地利用が有効に行われている。とくに都市部

を貫流する河川はすでに都市と共存する都市施設の一部であり,大規模に改修修復することは経費がかさむだけ

でなくほかの都市施設,都市機能に致命的な影響を及ぽすことになってきている。反面上流域は市街化が進化し

てぃるとはいえ農用地等の空閑地が残っているのがみられる。従って河道改修に固執したハードな治水手法は流

域の長期的展望からみて不得策なこともあり,むしろ下流の洪水負担を軽減する手法が将来の都市機能に利便を

与える場合も多いと思われる。上流地域の都市施設の整備も不十分であり,また今後とも都市地域が拡大してい

くことが予想されるときにはほかの都市施設と共用できる治水施設の計画が土地の有効利用という観点からも地

域に受け入れられやすい手法であると考えられる。昭和48年,昭和52年(予定)に発足した都市河川治水緑地事

業,多目的遊水地制度はソフトな,ほかの都市施設と両立する考え方に立った治水手法の1例としてその成果が

注目されている。

④効果的な治水対策の推進

完全治水の早期達成が非常に難しいと考えられる中小河川の治水対策については治水投資規模に相応した適切

な箇所と額の検討はもちろんのこと技術開発も含めた効果的な手段手法を積極的に採り入れる必要がある。例え

ば河道改修事業に邦いて下流から順に完成断面で実施していく手法が必ずしも最善とはいえず,整備水準を暫定

的に定め段階的に整備する方が広域的に平等な行政を推進する立場からも効果的現実的な手法である場合が多

い。昭和51年10月から施行された河川管理施設等構造令にも段階的施工の思想が盛り込まれているのはこの間の

事情を示すものである。

⑤貴任ある目標の設定

治水事業は治山治水緊急措置法に基づき5ケ年単位の実施目標が決定されるが,具体的な実現過程と指標は不

明瞭なところが多い。このため地域住民と摩擦が生じたり行政間の調整に円滑さを欠いたりして治水事業の推進

に,あるいは地域の総合行政に支障をきたしている点、は否定できない。最近各地で提起されている水害訴訟,住

民との不協和音は地先の安全度と治水対策の展望について地域住民の認識が弱く行政への期待感が過大であるこ

とも原因の1つであろう。河川が地域住民との融和を回復し今後の恊調を得るためには行政ルールを含めて責任

ある行政の限界を地域住民に示すことが肝要であり,また明確な中期の画像が描ける行政的配恩が必要である。

⑥施設の管理強化

堤防に依存した治水対策は市街地に兆いて種々の困難を伴うため代皆機能をもつ別施設が建設技術の向上とあ

いまって数多く建設されてきた。この傾向は市街地の拡大とともにな羚増加してオδり,かつこれら施設の重要度
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は土地の高度利用,堤内地の人口資産の膨張,地盤沈下の進行などとともに増大している。しかしながら施設の

管理体制,管理費用への配慮は建設に対する配慮に比較して軽視される傾向が見受けられる。施設は常に善良な

管理下に邦かれて正常な機能を発揮することが絶対要件であり,管理軽視の悪弊は可及的速やかに改められるよ

うぃっそうの努力が必要である。また流域内の管理情報が的確に送受できる伝達収集体系を整備し,流域単位で

統制できる一元化した管理システムの施設の増加を重要度に即応して設置されなければならない。な邦施設の規

模,管理の内容によっては地域住民が行なって適当なものもあり流域総合運営の一環を荷担するものとしても今

後積極的にとり組む必要があろう。

2.1.3.結び

河川をとりまく環境は流域の自然的社会的背景の変貌とともに変化してきたが,戦後30年の変貌はまことに著

しいものがありとくに都市周辺の中小河川に邦いては歴史的にも特筆されるものとなるであろう。この時代にあ

つて河川技術者が行政的に技術的にとり組む課題は広範囲に拡がり短かい時間をもって解決をはかることは非常

に困難であるが,上に紹介したように着実な歩調で解決への道が拓かれたものもあり,また行政的技術的な研究

と試行が既になされつつぁるのも周知のと邦りである。すなわち,河川のもっている機能ないし効用は時代の背

景に左右されない普遍的なものとして評価されてきているが,今日ではな邦この評価に加えて対策的には河川の

戈かれてぃる背景に即応した,たとえば水害保険,はん濫危険区域の公示,建築物による貯留,二重堤の保存な

どの議論にみられるような,いわば自在性に近い対応姿勢など新しい研究あるいは試行がなされている。いずれ

にしても河川環境の変化に対応する河川行政の課題は重大な社会問題の1つとして常に広く認識され流域的視点

に立った総合運営と自在性ある対応姿勢により解決への道が拓かれるであろうことを痛感している。

2.2.東大阪の治水対策(寝屋川水系改修事業)

流域の特徴2.2.1

寝屋川水系が貫流する東大阪地域は東西を生駒山脈と上町台地,南北を大和川と淀川に囲まれた面積約30okm2

の平畑な低湿地域であり大阪市の都心部を形成する西大阪地域とは上町台地によって区分されている。地質調査

などによるとその昔生駒山麓の西方に広がっていた海面に上町台地の突端が沿岸流にようて砂嘴状に北伸し,や

がて河川はん濫の繰返しにより陸地化され当地域の母体が生成されたものと推定されている。

いくつかの古図をみても淀川,大和川から分かれた諸派川が網流し,多くの沼地が散在する軟弱な沖積平野で
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あうたことが窺われる。江戸末期以後に大和川,淀川の付替が行なわれ,この地域は大洪水から守られることに

なったが,反面周囲を丘陵と河川堤防で囲まれたきわめて排水機能の劣悪な低湿地帯としてとり残されることと

なうた。従って東大阪地域の土地利用も水田など農業生産を主体としたあり方で開発され近代に引き継がれてき

た。

東大阪地域の都市化現叡が激化したのは昭和30年代の後半からである。

これは,

①産業都市大阪市に近接していたこと

②国鉄,私鉄など都心と直結する交通機関に恵まれていたこと

③士地が平畑でしかも地価が比較的低廉であうたこと

④都市用水として地下水の利用ができたこと

などが主要な原因と考えられる。当地域に邦いても急激な都市化に伴って各種の都市問題が発生することにな

つたが,とくに前述のような流域特性に関連して水環境に関する諸問題が深刻になってきた。

例えば都市化の進行とともに工業廃水,生活廃水は増大し,これらの悪水は既存の農業用排水路などを通じて

全域に広がり,排水機能が悪く自己流量が少ないという流域特性とあいまって水環境を劣悪化させることとなっ

た。また各種の都市用水として地下水利用が増大するにつれ軟弱な沖積土砂を母体とした地盤は異常に沈下し,

この結果もたらされた低湿地の拡大は排水機能,治水機能の低下など都市生活基盤に重大な影粋を与えることと

なった。図5.5は寝屋川沿いの地盤沈下状況を縦断図として示したもので,寝屋川と恩智川が合流する中流部

付近の地盤沈下が著しく治水機能の低下状況を知ることができる。また,この図から最近の地盤沈下が鈍化して

いることもわかるが,これは昭和40年から実施した地下水揚水規制など一連の沈下防止対策が実効をあらわして

きた結果である。な邦,西大阪の高潮被害を助長していた地盤沈下は第2室戸台風後の強力な行財政措置によっ

てほとんど止まり防潮対策の実効をあげてきている。東大阪地域に邦いても,地盤沈下の停止が治水対策の確立

の絶対的条件であり,対策を強力に推進しているところである。

改修計画の変遷と段階施工2.2.2

①改修計画の変遷

東大阪地域の治水計画の根幹をなす寝屋川改修全体計画は,ここ20年ほどの間に3次にわたる改訂を余儀なく

されてきた。改修副画の指標となる基本計画高水量は,それぞれ536m3/sec,910m3/sec,1650m3/seCと規模

の拡大が計られてぃるが,いずれの場合も流域形態の変遷に見合ったより合理的な治水計画を意図して算定され

たものである。脇6m3/seCで代表される当初の計
ト火は.Ⅱ1゛1,栃水,"推〔1H住'ノ凱.'

画は田園都市を想定し,現行の 1650m3/seCは新
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'日・'・ を骨子とし,これら手法の組合せによって事業計

画が立案されている。

第3次計画の治水緑地や河水排水施設は上記の

基本方針に基づいて新らしく採用された治水手法図5.6 寝屋川水系基本流量配分図
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で,図5.6の基本流量邦よび計画高水流量の河道配分図に示したように下流部の洪水負担が軽減されている。

なコδ,治水緑地は洪水調節池としての機能のほかに平常時には都市のオープンスペースとして活用される予定で

現在,土地利用計画が検討されている。

②段階施工

河川事業とくに都市部に邦ける河川改修事業の早期完成は最近の諸事情からみて非常に難しく,治水レベルが

著しく低い都市河川などに邦いては中問目標を設定し,段階的に治水レベルを高めることが現実に則した効果的

な手法であると考えられる。

3次にわたる計画改訂が行われてきた寝屋川改修事業に邦いては事業を円滑にかつ効果的に推進するため段階

施工の手法,すなわち,計画改訂によって新計画に移行した場合でも旧計画による事業の積み重ねが最終的に新

計画に整合できるような事業計画,施工計画が積極的に採られている。例えぱ既述の治水緑地や河水排水施設の

事業計画も下流の河道改修の段階施工に有利であり,同時にそれぞれの事業が分割施工によって段階的に治水効

果があげられることが評価され採択されたのである。現在,大東市深野地先の治水緑地については全体の約%,

枚方市太間地先の河水排水施設については全体の約%の事業が第一期計画として施行されている0

恩智川中流部の河道改修は段階施[の典形的な事例である。図5.1に示すような改修断面の計画に従って第

一段階として高水護岸を完成させ,ついで低水護岸,河床掘削を実施し,段階的に疎通能力を高める手法が採ら

れている。

4,0卯

3(幻

゛-0,打

＼"

寝屋川改修事業では関連する橋梁工事Kついても段階施工の手法が採用されている。それは対象となる橋梁が

多く,また地盤沈下の影響もあってかさ上げ高が大きく取付坂路など解決が難しい問題を伴うからである。段階

施工の考え方としては,例えば止水線を確保する程度の暫定かさ上げにする,当面橋梁だけかさ上げし人道橋と

して使用するなどであり,それぞれの状況に応じた手法がとられている。なオ6,残工事については別途予定され

る道路,街路そのほかの都市計画事業などとあわせて実施することとされている。

2.2.3.面的整備と住民参加

住)面的整備

高密度の都市部に兆ける河川改修事業は単独で施行するよりはむしろ下水,道路,公園,鉄道など都市施設を

含む市街地の面的整備として総合的に位置づけられた都市計画的解決が望ましい。寝屋川中流部の大東市住道地

灰の河川改修事業はこの具体的な事例の1つであろう。

住道地区は国鉄片町線住道駅前を中心とした商店街や般住宅街が片町線と恩智川沿いの狭陛な場所に連続し

てぃる大東市のターミナルであり,一方,河川の合流点処理や地盤沈下などの要因から河道の拡幅,護岸のかさ

上げなどの河川改修が急がれている地区である。従うて,図5.8,表5.1に示すような住道駅を含めた駅前整

備と市街地再開発,片町線高架化による道路との連続立体交羌,邦よびこれらに関連する周辺整備など総合的な
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計画が立案され,そのなかで河川改修が進められることになってきた。
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②住民参加

住道地区にオ6ける河川改修事業の実施上の課題は,面的整備という意図する目的が若干異なる事業と同時着工

が必要であり,それぞれ利害得失,必要性など個人差のある住民の意識を地区全体の合意にまとめることであっ

た。とくに恩智川左岸の河川改修では商店街の敷地の一部を堤防用地として買収する必要があったため,さしづ

め商店街を中心とした住民の合意が最も急がれていた。

この間,昭和47年の梅雨前線,20号台風,昭和50年の6号台風などによる浸水被害が頻発し,用地買収に直接

関係のない住民から浸水被害の原因は難航する用地買収であり本格的な河川改修に先だってなんらかの水防手段

をとることが強く要望されてきた。昭和50年災害を契機として地元関係者を中心にした「恩智川改修事業推進委

員会」が結成され,高さlm前後の暫定止水壁をそれぞれの家屋内につくることについて話合いが行われた。こ

れは,i百接関係者に商業活動や日常生活をとるか,浸水対策をとるかの二者択一を迫るもので,応急工事中の損

給
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失や止水壁による不便さなど切実な問題をめぐる真剣な議論がかわされ,その結果,水防への認識と相互の立場

が理解され,延長印omに粘よぶ家屋内でのコンクリート止水壁が1ケ月間という短期間で概成されることとな

つた。応急工事以後,住民の連帯感は強まり,その後の河川改修は大きく促進されてきている。現在,駅前商店

街が仮店舗に移転し,近くビル2棟を含む市街地整備が具体化される予定である。

2.2.4.結び

寝屋川水系改修事業は第3次計画に予定される事業のうち,昭和51年現在約30%を実施したにすぎない。しか

も,この事業は幹川だけの改修であり,小河川,水路あるいは別途実施中の下水道事業など東部大阪地域の治水

対策に関連する諸事業を考えると残された事業は膨大な量になる。よりよい水環境の実現を意図する河川行政の

立場からすると今更ながらその責任と重圧を痛感するところである。しかしながら今日の結果が急激な都市化に

起因するひずみであるとすると「水環境からみた理想的な都市づくり」が論議され,具体的方策が提案されるこ

とを切望してやまない。

2.3.西大阪の高潮対策

2.3.1.防潮計画の背景

昭和36年9月第2室戸台風の来襲によって大阪は甚大な高潮被害を蒙うた。当時の大阪は戦後の産業復興に伴

う工業用水や大型ビルの出現による建築川水として地下水の大量の汲み上げが行なわれていたため地盤沈下をひ

き起してオ6り,防潮堤の止水機能が著しく低下していた。このためいっそう大きな浸水被害がもたらされること

となうた。第2室戸台風の後,緊急、的に防潮機能は復元され過去のどの高潮にも対処できることとなったが,そ

の後の大阪の怒済の発展にかんがみ,将来とも大阪に高潮被害を許さないという老えのもとに新たな計画が樹立

されることとなった。計画の基本となる高潮対策の方式も当然地域の特徴忙適合するよう検討されたのである

が,このうち主要事項のいくつかについて楓況説明する。

住)防潮堤と土地利用

海抜ゼロメートル地帯に立地する西大阪地域では市内河川,運河沿い延長約145κmに邦よぶ防潮堤と,防潮堤

で囲まれた地区ごとの排水施設とによって高潮を防いでいた。長い歴史をもつ防潮堤は岸壁,道路,駐卓場など

都市施設として共用され,防潮堤周辺には造船所,〔場・,倉庫,荷揚場,さらには住宅,ビル,公園などが立地

してぃた。従って1功潮堤のかさ上げは非常に難しく,丈た防潮堤かき上げに伴う数多くの橋梁τ事は過密化した

都市交通事恬から入て不可能に近い状況にオ6かれていた。

②市内河川の港湾機能

安治川,木津川,尻無川など大阪市内河川は大阪港の港湾区域であり沿伴は活発な港湾活動が続けられてV

た。船舶の大型化やコンテナー化など港湾の体質改善が進行するなかで港湾としての市内河川の将来のあり方が

大きな課題となっていたが,昭和卯年時点で 1,500万トンノ年の取扱い貨物量の実績をもつ港湾機能は少なくとも

引き続き維持する必要があると認められていた。

{鋤地盤沈下の状況

第2室戸台風の高潮被害を助長した西大阪の地盤沈下については,沈下原因である地下水の汲み上げに対して

工業用水道などの代替水の供給,法律に基づく揚水規制や地下水転換についての資金融資,利子補給など強力な

行財政措置が講じられ,昭和40年には沈下がほとんど停止し今後も沈下が持続しないことが確実となってし寸こ。

一方東大阪地城に邦いては地盤沈下が顕著となり,沈下の進行とともに感潮区域も拡大し高潮はもちろん常時の

浸水対策も必要になってきていた。

④東大阪の都市化の影響

東大阪地域の都市化に起因する襄屋川水系の水質汚濁が士佐堀川,東横堀川,道頓堀川などの市内河川に影響

し,淀川から導人されている維持用水の増加など水質を改善するための措置が期待されてし寸こ。また寝屋川水系

改修事業を緩和するため市内河川の河積の拡大,新川開削や,河水排水施設による他水系への放流など下流河川

の流下能力を高めることが望まれていた。

以上のような地城の実態の捻かに,防潮対策の計画基凖,達成目標,建設技術などを含めた総合的な検討の結

果,恒久的な防潮計画の方式"して過去の防潮堤方式を発展させた大プロック防潮方式が採用されることとなっ
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た。

具体的には海に通じる主要河川を横架して水門を建設して高潮の遡上を止め,あわせて内水排除用の末ンプ場

を設けることによって洪水時の内水の溢流を防ぎ,水門下流では防潮堤をかさ上げする計画が立案され,昭和如

年度から事業化され

この計画に沿って η

昭和45年には安治川,

木津川,尻無川の3

河川にアーチ型式の
゛、

水門が完成し,つい
移

で水門下流の防潮堤
.

もかさ上げされて防
正蓮寺発潮ラインが確保され
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区に邦いて排水機場 "
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点は地盤地質の状

況,河川の利用状況

(荷役,舟運),川
図5.9 防潮水門建設位置図

幅などを検討した結

果図5.9 に示す3河川の中下流部に決定气れた。方,排水機場については高潮時の内水ぢ"徐だけでなく,寝

屋川の洪水時に流量カットが可能であり,かつ,市内河川の浄化のための稼動も可能であるという条件から計画

され,図5.9 に示す毛馬地先に建設されることとなっ六

水門の設計上の要件は

①寝屋川の洪水の疎通が討られること
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②船舶の航行が可能なこと

③軟弱地盤に対処できる構造であること

④耐風安定が良いこと

⑤耐震安定が良いこと

⑥地盤沈下に対処できること

⑦維持,操作が容易であること

⑧都市景観をそこなわないこと

などであり図5.10に示した構造をもつ水門が建設された。このアーチ型式の水門はわが国最初のものであり,

世界でもオランダのレック河に水位調節用水門として例をみるだけで構造上の特徴としてはアーチの内側で高潮

を受け,コンクリートアーチダムとは荷重のうけ方で逆形態をとっている。

淀川側

"濡_水叩_t

^αめ

^1.5mコ1"

また排水機場の設計につぃては建設地点が上町台地の延長線上にあり地耐力が十分期待できたので通常の基礎

杭方式を採用して粘り,設計上の要点は前記のような複数の使用目的に合致するポンプの型式を工夫することで

あった。

主求ンプは高潮時330m3/sec,寝屋川洪水時20om3/sec,浄化時20om3/seCと使用目的ごとに排水量,排水揚

程が異なるため,飛ンプの設計点決定には最も効率的な排水ができるよう考慮されてきた。排水時と浄化時とで

は吐出し方向が反対になるため水路は図5.11に示すようにX型とし,上,下水路に設けられた4つの制水ゲート

の切換え操作にようて流れの方向が変えられる。この機場の前面には堤防はなく,ゲートと躯体に堤防としての

止水効果を持たせることとし,設計条件も淀川の高水位が与えられている。

一方,淀川改修事業として,この地区で淀川大堰,毛馬水闡門が建設中であるが,これらの工事と排水機場の

工事が密接に関連しているため,計画,施工の両面で調整が計られてきた0

大堰の下流に排水機場の吐口を,上流に水門(洗堰)と闌門を設置し,排水時の淀川本川の汚濁の問題を回避

してぃる。また,各施設に必要な動力施設,管理棟など共用可能なものは一元化を計り,さらに,施工中に充い

ても仮設物などで共用できるものは重複して施工しないよう調整が行なわれた,排水機場の導流路としての大川

は330m3/seCの疎通可能断面にするため河床掘削が必要であり,その前提として護岸整備工事が施工されてきて

いる。両岸は公園化が計画され,護岸と公園が体となって都市河川としていっそうの効果があげられることに

なる。

2.3.3 結び

新田開発と干拓堤防という土地利用の必要性からはじまった大阪の高潮対策はアーチ型水門と大ポンプ場を備
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えた巨大都市大阪を守る大規模な高潮対策にまで発展してきた。その間,昭和9年の室戸台風後の大阪港を重視

した防潮対策,第2次大戦直後からはじまった戦災ガラによる緊急防潮堤の築造や戦災復興とあわせた全面盛土

による港湾地帯の防潮対策,昭和25年のジェーン台風後の都市機能の向上を意図した本格的な防潮堤の建設,さ

らに昭和36年第2室戸台風後に実施された都市活動の規制も含めた地盤沈下対策などの経過にみられるように,

そのときどきの地域社会のあり方と共存しながら整備水準が高められてきた。アーチ型水門が建設され,毛馬末

ンプ場も近く完成されることによって大阪の高潮対策はいそう安全度を高めることになるが,これらの防潮施設

が大阪にとって絶対必要な施設であることが広く認識され,そしていつまでもその機能が十分に発揮されること

を期待してやまない。

考參

大阪府土木部「低湿地緩流河川の治水論」

大阪府,大阪市「西大阪高潮対策事業誌」

那智俊雄「防潮対策に関連する大阪市内河川の水工計画上の諸問題」

東大阪地域防災総合対策委員会・都市科学研究所・大阪府企画室

「東大阪地域防災総合対策のための計画調査報告書」
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6

1.1.近の港湾

近畿地方は,全国の18彫にあ九る人口を有し,工業出荷額でも全国の22夕6を占める地方であり,関東地方とな

らぴわが国の中核をなしている。これを港湾活動の面からみると,わが国で最も早くから開けた地域であり,瀬

戸内海という海の大動脈に連なっていることから,多くの歴史のある港湾を有し,港湾数は63港と比較的少ない

にもかかわらず,特定重要港湾は5港,重要港湾も6港を数え取扱貨物量では479百万トンと全国の19兜を占め

ている(昭和50年)。地域的には,西日本の経済・文化の中心たる京阪神地区を背後圏とする大阪湾地域,播磨

工業地帯を背後とした播磨灘沿岸地域,大阪湾の門戸に位置する和歌山地域,そして近畿日本海沿岸地域とそれ

ぞれ特色ある地域からなり,港湾もまた異なった特色を有している。港湾の整備は,昭和36年に始まり,今回

(昭和51年~55年)で第5次を数える港湾整備5ケ年計画により飛耀的な進展をみせているが,ここでは,わが

国を代表する港湾である神戸・大阪両港について昭和43年以降の歩みを中心に述べることとするが,これに先立

も近畿地方のその他の主要港湾について概説したい。

1.1.1.福井港

福井港は旧名三国港として,朝鮮,満州との交易に,越前加賀米の積出に栄えた港であるが,九頭竜川の河口

港という条件により,流下土砂の河口閉塞に悩まされ,船舶の大型化などに対処できず,その港勢は一時衰退の

道をたどった。しかし,昭和初期からの数次にわたる改修により取扱貨物量も漸増し,石油類・金属製品・林産

品などを中心とし,昭和50年には内貿Ⅱ2万トンに達している。その間,九頭竜川左岸に広がる三里浜に臨海工

業地帯の造成が計画され,昭和46年には福井港への港名変更,港湾計画の策定,重要港湾の指定がなされ,掘込

港湾の建設に着手した。その後,福井臨海工業地帯造成計画が改訂されアルミ精練・発電・住宅産業等の立地が

盛込まれることとなり,これに伴い港湾計画も改訂され,これらの企業立地に対応した整備等福井市をはじめと

する嶺北一帯を背後圏として地域の開発に対処しうる港湾の整備が計画されている。

1.1.2.敦賀港

敦賀港は天然の良港としてその修築の歴史は古く,昭和の初期にはほぽ現在の原型ができあがり,戦前は対伴

貿易の仲継港として発展してきた。戦後にはいり,昭和26年には重要港湾に指定され,昭和38年には港湾計画か

策定され,続いて金ケ崎1万トン岸壁が建設され大型船の入港も可能となうた。さらに昭和45年には敦賀一小樽

間のフェリーも就航し九。港湾取扱貨物は,原木・重油・金属鉱・非金属鉱・フ,エリー等を中心とし,昭和50河'

には外貿64万トン,内貿280万トンに達し,今後はチップ・金属鉱・綿花等の輸入が期待されている。敦賀港は

今後近畿圏・中部圏の日本海側を背後圈としてその発展が娚待されて充り,まナ、対岸貿易の再開・定期船の就飢

等も予想されている。

1.1.3.挺鶴港

揖鶴港は東西両港よりなり,天然の良港として旧幕時代より日本海に邦ける内外貿易港として栄えてきた。戦

前は,西港が京阪神の日本海側の玄関口として,東港は軍港として発展してきたが,戦後は東西両港とも商港と

して再出発を図り,昭和26年の重要港湾指定に続いて,昭和34年には港湾計画が策定された。昭和43年には計仙1

変更が行なわれたが,これらの計画に基づいて,西港第3・第4埠頭,大君,平水面貯木場,下福井工業団地,

下福井公共埠頭等の整備が推進された。この間,昭和40年には小樽と結ぶフェリーが就航し,昭和49年にはソ連

、の定期配船が実現し六取扱貨物は,原木・鉱産品・石油類・フェリー等を中心とし,昭和50作には,外貿

港湾・海岸

1.港 湾
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128万トン,内貿243万トンとなっている。昭和51年には,港湾計画の改訂がなされたが,今後の舞鶴港には,近

畿圏の日本海側の窓口として,また中丹地域の流通拠点、としての発展が期待され,西港には和田地区外貿埠頭等

外貿機能の充実化,東港にはフェリーを含めた内貿商港機能の中枢としての整備が計画されている。

1.1.4.和歌山下津港

和歌山下津港は和歌山県の北端に位置する特定重要港湾であり,紀伊水道を隔てて四国と相対している。港は

三港区に分かれ,このうち和歌山港区は,その歴史も古く徳川時代には四国諸藩の貢米船の寄港地となり,明治末

期には取扱貨物量が100万トンを突破したといわれてぃる。近年にはいり,昭和42年に貯木場木材団地が完成し,

昭和41年には待望の外貿1万トン岸壁に着手し,現在3パース目を整備中である。海南・和歌浦港区は石油精製

・電力・鉄鋼関連企業等が立地し,また木材・みかん等の集散地として栄えてきた下津有田港区にも,近年,石

油精製等が立地し,いずれも工業港区として発展している。取扱貨物は,原木・石油類・鉱産品その他を中心と

して,昭和50年には外貿296万トン,内貿345万トンに達してぃる。今後和歌山港は,和歌山市,有田市等阪神圏

外延の中核都市を背景とした物流拠点として,大阪湾地域の門戸という地理的条件を生かし流通工業複合港湾と

して発展が期待されている。

1.1.5.阪南港

阪南港は大阪湾東部沿岸のほぽ中央に位置し,昭和43年に忠岡,岸和田,貝塚の3港を統合し重要港湾となっ

たが古くから南大阪の物流邦よび地域開発の中核としての役割を果してきた。阪南港の本格的な整備は,昭和43

年に策定された港湾計画に基づき進められ,木材港地区,阪南1区・3区については,すでに一部の供用が開始

されてぃる。取扱貨物は,木材,砂・砂利,金属類を中心として,昭和50年には,外貿53万トン,内貿216万ト

ンとなってぃる。昭和50年には,阪南5区・6区を中心として,港湾施設の整備と背後の都市再開発等を目的と

した港湾計画が改訂されたが,今後の阪南港は,大阪府下・奈良地区を主たる背後圏とする港湾としての機能を

果すよう期待されている。

1.1.6.堺泉北港

堺泉北港は,古い歴史をもつ堺港と近年に新しく整備された泉北港とが昭和"年に統合した港である。神功皇

后の三韓征伐に始まるといわれる堺港は,かつて対明貿易の枢要港,御朱印船,南蛮貿易の拠点、港として「東洋

のべニスJ と呼ばれるほど繁栄していたが,江戸時代には衰退してしまった。しかし,昭和32年,鉄鋼・石油化

学.電カガス等の基幹産業の誘致を目的として,2,30ohaの埋立計画がたてられて以来飛躍的に発展し,現在1,300

haが完成,130社あまりが操業している。一方,泉北港では昭和37年に臨海工業用地の造成に着手し,石油化学

工業の立地が決定したため,堺港との一体的な関係が形成されることとなり,昭和"年,両港が統合されること

となった。こうした工業港としての基盤の上に昭和43年に泉北港を主体とした公共埠頭の整備計画が策定され,

すでに浜寺,松の浜,小松,汐見埠頭は一部の供用が開始され,昭和51年には世界的にも珍しい単弦アーチの泉

大津大橋も開通した。取扱貨物は,石油・石油類・鉱産品その他を中心として,昭和50年には外貿2,593万トン,

内貿3,563万トンに達している。今後の堺港は工業港としての基盤の上に,商港としての発展も期待されている。

1.1.1.尼崎・西宮・芦屋港

尼崎.西宮.芦屋港は,神戸港と大阪港の間にあり,尼崎,西宮,芦屋の3港区より成り,昭和44年にこれら

3港を統合して重要港湾に指定された。各港区の背後地は,尼崎市は臨海部に重化学工業地帯,西宮市には酒造

業が発達し,中央部は住宅地,芦屋市は住宅都市というようにそれぞれに発展している。港湾の整備は,昭和42

年,昭和46年の港湾計画に基づいて進められて焔り,尼崎港区は阪神工業地帯の原材料の搬出入港として,西宮

港区は流通加工,都市型工業が立地し流通港湾として,芦屋港はレクリェーシ,ンを主体にと,それぞれの特色

を生かした整備が進められている。また,背後地域からの要請に応えるため,都市再開発,廃棄物処理場,住宅

などの用地造成も進められている。取扱貨物は,石炭・鉄鉱・木材・石油等を中心として,昭和50年には外貿

227万トン,内貿2,252万トンに達している。今後は背後地域の物資流通の合理化を図るための商港機能の充実,

背後都市の生活環境の改善のための都市機能用地の整備等が進められることとなる。

1.1.8.東播磨港

東播磨港は播磨灘沿岸東部に位置する二見,別府,高砂の3港を統合したものであるが,臨海工業の立地も早
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く,地域開発の核として,播州平野の玄関としての役割を果してきた。 3港が統合された昭和38年に,工特地域

指定され,翌昭和39年には港湾計画が策定され,重要港湾となった。'港湾計画は昭和46年に改訂されたが,これ

らに基づいて整備が進められ,別府港区に,3万トン,1.5万トン,5千トン岸壁を計5バース,高砂港区に2千

トン岸壁4パース等の港湾施設が整備され,加古川,播磨,二見,高砂港区には工業用地が造成されるなど近代

工業港湾として整備されてきてぃる。取扱貨物は鉱産品・石油・鉄鋼等を中心に,昭和50年で外貿1,277万トン,

内貿1,235万トンとなってぃる。今後東播磨港には,急激な工業化,都市化に伴い発生した諸問題を考慮して地

域環境改善のための整備と播磨工業地域東部を背後圏とする流通港湾としての整備とが計画されている。

1.1.g.姫路港

姫路港は,播磨工業地帯のほぼ中央に位置する特定重要港湾である。昭和26年に重要港湾の指定を受け,飾

磨,広畑,網干の3港を統合して姫路港となり,昭和42年には特定重要港湾の指定を受けている。港湾計画は昭

和34年の策定を始めとして,その後数次の改訂を経て現在に至っている。東部工業港区は発電.石油,広畑港区

は鉄鋼,網千港区は鉄鋼.化学,飾磨港区は公共貨物取扱施設の中心,西部工業港区は木材取扱港等と,それぞ

れ整備され,播磨工業地帯の中核として一大工業港へと発展してきている。取扱貨物は,鉱産品・原油.鉄鉱.

砂.砂利等を中心に,昭和50年には外貿1,681万トン,内貿1,724万トンに達している。昭和50年に,播磨南部の

大気環境の保全と都市ガスの安定供給を目的としたLNG基地計画に関連し港湾計画が変更されたが,今後姫路

港では,急激な工業化,都市化の進展によりもたらされた諸問題に対処するための地域浦よぴ港湾環境の改善の

整備や播磨工業地帯中西部の流通拠点としての整備が計画されている。

1.2.大阪港

1.2.1.概要

大阪港は明治元年7月15日に開港したが,開港当時は安治川上流の川口町を中心とする河川港で,川筋.河口

の埋没により大型化する船の出入に.事欠き,時代の要請にこたえることができなかった。このため,大阪港の繁

栄は外国海運に対処すべき近代的港湾建設以外にはないとし,築港義社あるいは大阪港研究会などの団体が結成

され,市民による熱心な築港運動が展開された。こうして明治30年,大阪港は市民待望の築港工事が起工するは

こびとなり,市営港として近代港湾の建設に着手することとなった。以上の経過を経て,大阪港の修築は明治30

年の第1次修築工事(明治30年~昭和3年)に始まり,以来,港勢の伸長に伴う第2次修築第1期工事(昭和4

~12年),室戸台風による大風水害を契機とした復興修築工事(昭和9~21年),ならびに第2次修築第2期工

事(昭和14~21年)等の各事業を実施し,終戦に至るまでの48年問にわたり,技術上,財政上の苦難と戦いっつ

約]億2千万円(民間事業を除く)を投じて,近代港湾の建設に営々として努力してきた。

この問,明治36年8月,大桟橋(現在の中央突堤の前身)の完成を機に一般に供朋を開始するなど,その後の

港勢も修築工事の進捗に伴い漸次活況を呈し,第1次世界大戦後の経済不況を脱した昭和初期以来その伸長は著

しく,昭和14年には取扱貨物量3,126万トンと全国第1位を記録し,「トン量で入超,価額で出超」という典型的

加工貿易港として,名実ともにわが国3大港湾の]つとして成長発展した。

しかしその後,第2次世界大戦末期の空襲による戦災,オ6よぴ昭和9年ごろより活発化した地盤沈下に起因す

る浸水被害等により臨港地区は荒廃の極に達し,終戦直後の大阪港は港の存立さえもあやぶまれる状態となっ

た。このため終戦後直ちに掃海,焼跡整理,残存施設修理等をはじめとする応急、的戦災復旧工事を行い,港湾機

能の重点的回復を計るとともに港の復興を単なる戦災復旧に止めず,将来の発展を期して抜本的修築計画を樹て

ることとなった。すなわち,昭和22年,大阪の興廃をかけた画期的な大阪港復興計画である。この実施について

は,昭和32年に邦ける貨物取扱能力3,000万トンを目標とする修築10ケ年計画事業として施行することとなった。

これは,大阪の総合的復興都市計画とマッチした大阪港を築こうとするもので,その特色を一言でいえば,従来

の外港方式に対し内港方式であるといえる以来20年,大阪港はこの復興計画の基本構想を根幹として鋭意港湾

整備の充実に努力し,今日の繁栄をみるに至った

この問,昭和32年.には,わが国のめざましい経済成長による大阪の産業経済の繁栄促進のため,従来の復興剖

画では対象として取り上げなかった南港を再開発することとなり,ここに新たに臨海上業地域の造成事業と工業

原材料輸送のための航路の増深整備を行う事業を従来計画に加えて計画を改訂し六さらに,昭和36年には,高
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潮対策事業を樹立,これが第2室戸台風後,緊急3ケ年計画に発展し,高潮に対して一応の防護体制を整える状

況になった。かくして,戦後昭和42年ごろまでの大阪港は修築,埋立,オδよび高潮対策の3大事業によって,そ

の整備が着々と進められたのである。

1.2.2.最近の大阪港

昭和32年の改訂計画の後,わが国の社会経済状勢の変化は改訂当時の予想をはるかに超える激しいものがあっ

た。すなわち,わが国経済の高度成長と東京湾・大阪湾・伊勢湾などへの産業人口の集中を反映して,大阪港に

邦ける取扱貨物量の増大は著しく,昭和42年には4,565万トンに達し,施設不足による滞船現象や船舶の大型化,

航行量の増大による海上交通の幅襲は悪化する一方であった。このため,早急Kこの問題に対処するとともに,

コンテナリゼーシ,ンをはじめとする輸送荷役の近代化充よび過密の弊害を防止する都市再開発の要求に即応し

ていっそう強力な施設整備を行う必要が生じてきた。かくして,復興計画を基調とする港湾計画がほぽ完成の域

に達した昭和42年に,昭和50年を目標年次とし,南港商港の建設を根幹とした大阪港の基本計画の第2次改訂が

行われた。この計画の背景には,昭和38年の近畿圏整備法や,昭和42年の大阪市長期総合計画ならびに昭和42年

8月港湾審議会に邦いて承認された「大阪湾港湾計画の基本構想」などがあった。

実施にあたっては,昭和43年3月に閣議決定をみた第3次港湾整備5 ケ年計画(昭和43~47年度)に基づき,

昭和47年の大.阪港計画取扱貨物量を5,フフ7万トンとして,南港地区の整備を中心に,コンテナ・ラオナー埠頭な

ど港湾施設の充実に努めた。しかしその後も輸送需要の増加はとどまるところを知らず,港湾施設の不足は日増

しに激化し,また就航船の大型化邦よぴコンテナ・フェリー等の新しい輸送方式の急速な進展に対しても充分対

応できる港湾計画が再検討される必要にせまられ,昭和47年3月,第4次港湾整備5 ケ年計画(昭和46~50年度)

が閣議決定をみた。以後昭和50年度に至るまで,この計画に沿って大阪港整備が進められたが,この間,港湾審

議会に粘いて,フェリー埠頭計画,コンテナ埠頭計画,危険物埠頭等を含めた南港外港整備計画,ならびに都市

廃棄物の適正な処理を目的とした北港処分地計画,さらにはレクリェーシ,ン港湾の一環として北港常吉町マリ

ーナ計画等が承認され,時代の要請に対応した整備を進めてぃる。

(D 南港

南港埋立事業は,当初臨海工業用地造成を目的として昭和33年から本格的な上事に着手したが,昭和30年代の

後半,わが国の急激な経済成長を反映して港湾貨物が増大したため,大阪港に邦いても港湾施設の整備拡充が急

務となる一方,公害問題,特に重化学コンビナートに起因する大気汚染が大きな社会問題となり,埋立地の土地

利用計画を再検討する必要が生じた。このため,昭和42年8月の港湾審議会に北いて,長期的な展望に立った港

湾整備計画が策定され,埋立事業もこの方針に沿って進められることとなった。その後,昭和45年6月ならびに

昭和46年12月の港湾審議会に兆いて,内港フェリー埠頭計画,中埠頭コンデナー・ラーナー埠頭計画邦よぴ南港

外港整備計画が打ち出され,埋立事業についてもこの方針に基づき,変更あるいは追加され面積約920ha,総事

業費部0億円として,昭和52年を目標に埋立工事が行われることとなった。同時にこれら港湾施設のほかに,埋

辺地の土地利用計画の一環として,海陸一貫輸送を目指す南港複合ターミナル計画,職住近接を目指しての住宅

計画すなわち南港宗ートタウン計画等が具体化した。

この間の南港における主な士木工事としては,埋立地の大々的な地盤改良工事があげられる(図6.1参照)。た

とえば,3区住宅用地は周辺の航路泊地整備計画に伴う浚深土砂により埋立てたのであるが,あらかじめ井戸を

設置し,地下水くみ上げによる地盤改良をしながら上記の浚深土砂を受け入れ,さらにこの埋立層に袋詰砂杭を

打設して地盤改良を促進させた。また南港外港北埠頭でも伺様の工法を採用して邦り,昭和51年現在,浚深土砂

による埋立を行っている。

こうして,埋立工事をはじめ岸壁・防波堤建設,航路泊地の浚深が着々と進められ,現在埋立工事は920haの

うち約700づにあたる 645haが完成し,また係留施設の稼働状況としては,コンテナ埠頭フバースのうち4オt-

ス,ライナー埠頭フバースのうち6 バース,フェリー埠頭8パースのうち6 バース,外貿不定期船岸壁 10パース

のうち 1バース(食品埠頭,昭和51年7月供用),内貿岸壁40パースのうち35バースが供用されて北り,さらに

は複合ターミナルが昭和51年10月に稼働し,オtートタウンでは昭和52年秋に第1期入居が予定されるなど,日々

活況を呈している(表6.1,6.2,写真6.1,図 6.1 参照)
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表6.1

用

南港士地利用計画表

(昭和51年10月現在)

埠頭用地

埠頭関連用地

住宅用地

公園・緑地

業務商業用地

流通関連用地

都市性工業用地

151.8

280.1

61.5

フフ.3

43.9

54.6

94.0

]56.3

919.5

16.5

30.5

6.フ

8.4

4.8

5.9

10.2

17.0

100.0

表6.2 南港の主要岸壁粘よぴ防波堤

施設名

2区
コンテナ岸壁

ライナー岸壁

食品岸壁

構

内港
プエリー岸壁

桟橋式

造

鋼管矢板式

鋼管矢板式

5 ノぐース
1,350m

フノ{ース
1,560m

3 ノこ^二て
720m

外港
波堤

桟橋式

外港
波堤

ケーソン式
混成堤

深

ー]2m

参考〕

大阪港に粘ける防波

堤の天端高について

は,冬期季節風時に

港内を静穏に保つた

め,朔望平均満潮面

( D . L .+ 1.7m)上,

1.25H (H = 2.8m)

に余裕高0.5m を加

えた高さで, D . L

+5.70m としてい

る。

6 ノぐ^二て
"3m

写真6.1

-10m

(2)北港

近年,都市活動の拡大に伴って排出される各種の廃棄物は年々増加するとともに,質的にも多様化して戈り,

その適正な処理処分は都市環境保全の見地からも死活の問題となうてきている。大阪市で発生する一般廃棄物は

昭和49年度実績で劃ルフ0万m3に達してオ6り,これを焼却・プレス処理等により約5〕万m3 にまで減量化して埋ゞ/

処分してぃる。昭和60年皮に邦ける一般廃棄物排出量は,成長曲線と人口推計から予測すると年間442万m3にな

るものと推定され,焼却率の向上をみても昭和60年皮までの要埋立処分量は約563万m3に達するものと推定され

てぃる。同様に大阪市で発生する上下水汚泥,土木建築工事発生残士,ガレキ等の都市施設廃棄物北よび産業廃

棄物,河川港湾の維持浄化に伴う浚深士砂の処理処分は都市環境保全の見地から般廃棄物以上に重大な課題と

なってきている。

これら廃棄物の最終処分方法としては,海而埋立,内陸埋立などの方法が考えられるが,市域が令面的に市街

化してぃる大阪市にあっては処分地を臨海剖に求めざるを得ない状況になってきている。このような事態をいち

はやく予測し,既設陸上処分地の窮状を打開するため,大阪市では市域前面海城の大阪港北港北地区に海面埋立

処分地を設けるべく,昭和47年に着 Lし,昭和48年12月には一部区画の受入を開始した。北港北地区廃棄物埋立

処分地の概要はつぎに示すと邦りである。

埋立権者大阪市(昭和47年7月1日埋寸.権取得)

埋立場所大阪市此花区地先公有水面(第8区)

面積容量約209万m2,約2,500万m3

、〔期昭和47~52年度

ガ
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受入期間昭和48~58年度

総事業費約370億円(外周護岸,中仕切等)

さらに,長期的な市内発生廃棄物の処理処分の展望に立つて,北地区以降の新たな廃棄物埋立処分地(面積約

378万m2,埋立容量約5,400万m3)を大阪港北港南地区に設けるべく,昭和51年度中の着工を目指して諸手続き

を進めているほか,有価物の選別再利用,熱エネルギー回収を含めた総合処理システムの検討も進めている。ま

た,貴重な港湾区域内水面を埋立てたこれら処分地の跡地については,将来の都市充よび市民活動の動向を見き

わめ,その二ーズを先取りした形の土地利用を種々検討しているところである(図6.2,写真6.2参照)。

(参考) 1^
床掘土砂の発生を極力邦さえるため深層の基礎 20

改良には締固め砂杭を採用した。

現在水深DL・9

計画水深

H.W. L+1.フ
土0

ノ.'P

粘性土盾

DL-10 根固石

単位

(3)その他 ^

前述のと1δり,昭和43年以降の大阪港整備はコンテ

ナ埠頭,プエリー埠頭をはじめ南港を中心とした港湾

施設の整備が進められたが,これらに伴う道路網の整

備,さらには港湾の環境保全に資するため,緑化事業

や公害防止事業等をあわせて実施している。

(a)道路網整備

大阪港の陸上輸送体系は,築港深江線など既定都市

計画道路をはじめ国道 1・号,2号,25号,26号邦よび

43号線など主要幹線道路ならびに名神・阪神高速道路 ^

などの高速自動車道路等を根幹としているが,これら

に加えて南港地区に連絡する道路として柴谷平野線 写真6.2 北港北地区全景(昭和51仟・5月)

(昭和52年2月全面開通),敷津長吉線(昭和42年完

成),大和川北岸線(昭和49年半幅員完成),オ6よび港大橋(昭和49年.7月開通)を中心とする大阪湾岸線を整

備する。また北港地区に邦いては,都市計画道路である桜島守口線羚よび正蓮寺川北岸線の延伸により主要幹線

道路への短絡をはかる計画であるこの間,港大橋をはじめとする橋梁群の整備は技術的にもめざましいものが

あった(表 6.3 参照)。

(b)緑化事業

昭和48年,港湾法の改正により港湾施設として港湾環境整備施設(緑地・広場等)が追加された。これに基づ
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橋名

港大橋

かもめ大橋

南港大橋

平林大橋

橋梁型式

ゲルパー式トラス橋

3径間連続斜張橋

ゲルパー式箱桁橋

3径間連続箱桁橋

表6.3

き大阪港に邦いても市民の海洋性レクリェーシ"ン需要への対応,自然環境の保全,港湾就労者の憩いの場を提

供するなどを目的として市民に親しまれる緑ゆたかな港づくりをはかっている。事業実施は昭和48年度より港湾

環境整備事業として,在来埠頭地区,南港内港地区を中心に整備を進めて羚り,昭和51年度末までに在来埠頭地

区で16,90om2,南港内港地区で9.ooom2の臨港緑地が完成する。また将来は南港地区に野鳥園,魚つり公園,

橋長
(m)

大阪港の主要橋梁

中央径間
(m)

980

此花区常吉町にはマリーナ緑地などを計画している。

(C)公害防止対策事業

公害環境問題は港湾に邦いても重視されて邦り,大

阪港では昭和49年度に竣工したニューマポンプ船によ

る河川筋の汚泥浚深を行って蜘り,昭和51年度末まで

に安治川,尻無川について,上流区域より51万m3の

汚泥浚深を実施した。

1.2.3.今後の大阪港

前記のと北り,戦後の大阪港の港湾整備は「大阪港

復興計画」をはじめとして,以後わが国の急激な経済

成長を反映し貨物需要に追随した施設整備を行ってき

たが,近年の社会情勢の変化に顕著なごとく,今後の

経済発展の姿は静かな成長が続くと予想される。この

ため港湾整備の面に戈いてもその重点を量的拡大から

質的な充実に転換することが必要と考えられる。この

基本概念をふまえて,大阪港に邦いても次のような基

木構想をもって港湾整備を推進する計画である。

〔基本構想〕

大阪港の整備については,大都市圏を背後にもつ物

資流通基地としての機能拡充に努めるほか,山積する

都市問題の解決に資するため,都市再開発用地や公園

緑地,廃棄物処理用地等の計画を進め,大都市圏の二

ーズを反映した港づくりを目的とする。そしてその骨

子は次のと邦りである。

①国際貿易港として物資流通の合理化,近代化

をはかりつつ市民と直結する商港としての施設

整備を推進する。

②内港海運の近代化を促進し,海陸一貫輸送の

基地としてその機能拡充をはかる。

③安全な港として港内交通管理体制を強化する

442

510

401.2

桁下高
(m)

240

D . L .+51.0

686

125

D . L .+ 12.]

幅員
(m)

覧表

]00

D.1,.+12.1

19.25

D.L .+12.1

概算工費
(億円)

20.50

16.8×2橋

350
昭和四年7月完成
2層式8車線

昭和51年8月4車線完成
将来計画8車線

昭和49年7月完成
2橋並列8車線

昭和51年2月完成
4車線

21.5

備

24

20

考

26

表6.4 大阪港の第5次5ケ年計画事業費

(単位:百万円)

改修補助事業

第4次5力年第5次5力年

(46~50年度)(51~弱年度)

フェリー埠頭
整備事業

阪神外貿埠頭
公団事業

50,000

港湾機能施設
整備事業
(港湾施設提
供事業)

岸壁,防波

ド・,
堤,航路泊

22.650
新交通シス

2,630

環境整備
(廃棄物処理)
事 業

26,626

環境整
(緑化)事

4,]80

11,005

南港外港南
埠頭大型フ
エ.リ^ノ{^

ス

コンテナノ{
ース

上屋,荷役
機械,引船
等で南港埠
頭用地を含
む

北港処分地
オ芥ノレフェ

ンス等

公害防止対策
業事

27,000

14,フ79

油濁防止事業

10,395

臨海部士地
造成事業

141

45,119

、ー

813

5,000

217

95

2,761

計

39,995

河川汚泥浚
深

146,206

26

35,870

都市再開発
用地のみで
埠頭用地は

153,001

機能施設整
備事業に含
む

合

備
業



とともに危険物の荷役・保管場所の集約・安全化をはかる。

④在来埠頭については,防災体制の拡充にあわせて環境の整備,港湾施設の再編を検討する。

⑤取扱貨物の輸送路線として,大阪市の総合交通体系と調整をはかりつつ道路網の検討を進め,都市内交

通を圧迫することなく,主要幹線道路網と短絡する湾岸道路の早期完成を推進する。

⑥豊かな港湾環境を創出するため,公害防除・緑化事業に積極的に取組むとともに,海洋レクリェーシ,

ン施設等を整備し,市民に対し海洋の自然に接する機会を提供する。

表6.5

年公共・専用別

大阪港の昭和55年推計貨物量

(単位:千トン)

公共

専用

73,674 14,468

64' 817

8,857

八共

専用

貿内貿

H,475

2,993

7 港を背景とした住宅の建設を進めるととも

に,南港地区に新交通シスデムを導人し新しい

住宅地開発のモデルをめざす。

⑧港湾労働環境の改善と質的な向士をはかり,

働きゃすい港づくり

をめざす。

動各種都市廃乗物を

処理するため,埋立

処分地を提供し都市

問題の解決に資す

る。

実施にあたっては,昭和

51年10月]日に閣議決定を

みた第5次港湾整備5ケ圷
摩聖、助'堤

計画(昭和51~55年度)に

基づいて進めるが,その内
通シス

容を以下の図表に示す(表

6.4,6.5,6.6,図

110,627

釘,795 22,090

12,部21 3,170

35,632

96

25,260

23,574

表6.6 大阪港けい留施設の現状

(昭和51年]2月末現在)と55年計画数

(公共,公団,フェリーバース)

午

51.261

が但

現
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図6.3 第5次港湾整備5ケ年計画に基づく大阪港計画図
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1.3.神戸港

1.3.1.概要

毎日30隻前後の外航大型船が,いろとりどりの国旗をはためかせながら入港し,にぎわいをみせる神戸の港

(写 6.3参照),その中にあって広大なヤードでは整然とコンテナがならび,その間を縦横にストラドルキ

ーリアがゆきかい,ダイナミックな活動を見せている"求ートアイランド"。近代的な機能を合わせ持っ国際貿

易港"神戸港"も,明治のはじめは人口わずか2万人あまりの寒村にすぎなかった。それまで自然に恵まれた港

として,4世紀の昔より務古の水門,大輪田の泊,兵庫の津として大陸との往来に,にぎわいをみせてきたが,

明治元年の開港により今日の神戸港は始まる。

開港当初は,第 1,第2波止場,運上

所,倉庫3棟を数えるのみであったが,

その後,明治6年の税関の開設,名称も

"神戸港"となり,しだいに施設が拡充

していっ六現在の新港第1~第6突堤,
^

兵庫第 1,第2突堤,中突堤は,明治40

年に始まった第1期修築工事,続いて大

正8年の第2期修築工事,第2期修築追

加工事によって建設されたものである。

第2次世界大戦では,神戸港も被害を

受け,主要施設の米軍接収など港湾機能
国際貿易港"して沃躍する神戸港写真6.3

は一時麻瘻したが,来たるべき海運の復

興に備えて,他の港湾に先がけて積極的

に戦災復旧にあたっ九。昭和26年,朝鮮動乱を契機として,日本の経済か辺ち直りをみせるつれ,神戸港の入港

船舶は,年々著しく増加した。これに対処するべく,新港第7,第8突堤,長IH港,兵庫第3突堤,摩耶埠頭

と,次々に建設がすすみ,港勢が拡大してぃうた。

貿易量の増大とともに,海運も第2の黒船といわれたコンテナ船の時代に突人することになり,ここに本格的

なコンテナ埠頭を整備するため,大人工島"ポートアイランド"建設が昭和41年に始まった。

1.3.2.最近の神戸港(昭和43年以降)

コンテナ船がわが国に姿を現わしたのは昭和42年9月,日本で初めてのコンテナパースとして摩耶埠頭第4突

堤を暫定的に整備し,コンテナ船を受け人れることもに,本格的なコンテナターミナルの建設が急がれ,昭和41

年着工の末ートアオランドは早くも昭和45年7月にコンテナ第1バースが稼働し始めることになった。

コンテナ船の出現により,埠頭は線の時代から面の時代へと突人するとともに,その運営面では,在来の港は

「国の公物であるという哲学では律しきれなくなり,民問資金の導人,専胴貸等の新しい方式の採用をはから

ざるをえなくなった。

末ートアイランドは,昭和51年現在では,コンジナパース 9パース,ライナー〆ース 15バースが稼働して粘

り,神戸港の中枢を占めるようになってきている。

この期間,神戸港の取扱貨物量の増加は著しく, 1Ⅲ和如~50年の10年間で,外貿貨物に2.1倍,内貿貨物は2.6

倍になっている。なかでも,コンテナ貨物は飛躍的な伸びを示し,現在では年問取扱量は郵n,000万トンと世界

第1位を占めるようになった。このコンテナ貨物は,日本~欧米諸国間の貿易貨物だけでなく,近隣の韓国,香

港等と欧米諸国間の仲継貨物も含まれており,神戸港はコンテナ輸送の仲継基地として,まさに世界を結ぶ港と

なうている。

一方,内貿貨物輸送にオ6いても,外貿貨物と同様にユニ"トロードシステムが進展し,フェリー輸送の飛躍的

な伸長を示し,神戸港に充いても東部に公共埠頭として一火プエリーターミナルが昭和45年にオープンした。

さらに,今後の貨物量の伸びに対応して,隶ートアイランドの東に,ひどまわり大きい六甲プイランドを計画

して充り,工事が進んでいる



このように埠頭は整備されてきたが,港湾施設全体を機能させる臨港交通施設は十分ではなかった。

犬ートアイランド~新港突堤~摩耶埠頭~六甲アイランドを結ぶ港湾幹線道路を計画し,現在,ホートア

ド~摩耶埠頭問につぃては昭和53年春,部分開通をめざして工事が進められている(図6.4参照)

1 ランドホー'

"ートア芥ラ、ドは海運の量的拡大質的変革に対処うる近代的な港をつくる目的とともr,神戸市新

しい都市売間の創造をもねらい"して建設が進められている住み,働き,憩うの3機能をかねそなえたまも

で,けtートスクェア,インタナシ,ナルスクェア,コミュニティスクェアが軸になってあり,良好な都市環境形

参照)また,これら諸機能の活動を支えるものとして新交通成の核としての公園緑地地区がある(

ト,ゴミ処理貞空輸送システム等が考えられている。システム,中水道フ

建設規模は,而積436万m2,埋立士量は8,000万m3,総事業費1,400億円で,土地造成「ついてはドイツマレ

ク債を導入している。

昭和51年現在で埋立は9000完了港湾施設は南埠頭を除いて完成公園緑地は北公園がオープン都市施

、■^
^^
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は工事中の段階である。なオ6,昭和妬年に完成した神戸大橋により,求ートアイランドは背後地区と結ぱれたが,

今後,取付道路の延伸により阪神高速道路,港湾幹線道路ともつながり,交通がスムーズに処理される。

(a)防波護岸・岸壁築造工事

末ートアイランド造成区域の水深は,ほぽー]2m,土質は一12mから一24m~-30mにわたってシルト質の軟

弱地盤である。この軟弱地盤を改良するために,海底土の浚深,良質士砂の投入による置換を邦こなった。置換

士砂は須磨の高倉山の土砂,真砂土を使用している。

襲来する台風による高潮を防ぐ防波護

岸の設計波は,波高H%=4.5m,周期

はT拓片8.0秒を採用し,越波を防止す

るように考えられた。このため,ケーソ 岸

ン式防波堤としては天端高は十5m,埋
線3.m 16.m

立完了時にパラペットをのせて天端高は +4.00 1:2卯

+10mになっている。岸壁はケーソンに

よる重力式岸壁であり,水深は一10m~
裏込
割石

-12mである(図 6.6 参照)。 ノ

5.90 1.20 1.209.60

(b)埋立工事 ノ -12.00-12.00-12.m -12.50
12.00^1、..1埋立用土砂は,須磨の背後,高倉山の '基礎捨-15.50

区域から採取された。士取場からぺルト ノ
粘士眉 置換砂 粘土眉、.

て6 、

コンペアで運ばれた士砂は,海岸に設け
-24.00

土層られた船積桟橋で士運船に積み込まれ 7m 11.1玲

18.卯

る。これから余ートアイランドまでの15 単位' m

kmの海上の押船方式で運搬し,省エネル

ギー,低公害の要求にこたえることとし

図6.6 オtートアイランドコンテナ埠頭標準断面図た。士運船船のきっ水の制約上,水面下

2 m以上の埋立については,パケット

ホイールアンローダとべルトコンベアを組み合わせて大量の士砂を連続揚土し,広範囲の区域に連続運搬すると

いう画期的な揚士システムがとられた。作業手順は,岸壁にバージが接岸し,アンローグがバケットを回転させ

て揚士を戈こなう。陸揚げされた士砂はべルトコンペアで運ばれていく。作業範囲の延伸,移動はコンペブの移

動,継足し北よびアンロータ'基地の移設により邦こなわれる。

(C)神戸大橋の建設

余ートアオランドと新港第4突堤の間の20omの水路上に架かるため,種々の制約条件が付されたが,検討の

結果,橋梁の構造形式は3径間連続ダプルデッキアーチ橋(51m+217m+51m)が採用された。

中問支点の主橋脚には9,200トンの鉛直荷重が作用し,護岸を兼用しているため,背後の土圧の影響を受ける。

基礎は,断面15mX30m,深さ33mのニューマチックケーソンである。側橋脚基礎にはg],0]6mmXι30.5mの

鋼管杭28本を使用している。

海上部の中央径問の架設にあたっては3基のぺントを設け,上下弦部を4分割した大地組立ブロックを 1,600

トン吊クレーン船で架設,続いてアーチ部材,鉛直部材の単材を架設していった。この大ブロ"ク架設工法の採

用により海上部の架設は19日間に短縮され,水路内の小型船舶の航行に支障を与えなかった。

(2)六甲アイランド

コンテナ化の進展をはじめとする港湾取扱貨物量の増大に対処すべく,余ートア冗ランドにつづいて六甲アイ

ランドも,まず昭和42年8月港湾審議会で計画決定,昭和47年1月には,けtートアイランドを上まわる面積555ha

の規模に計画変更された。

計画変更に先だち,昭和45年10月,「神戸港六甲埠頭基本方針検討委員会」で,

①海睦空の国際複合輸送ターミナルとする

埋立地

-660.4mmX19.5M
C.1. C4.50

2.mD-'土2、00
ノ
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②大阪湾北よび瀬戸内海に戈ける国際輸送のための総合情報センクーとする

③自然の導入による緑の港湾都市とする

の3つの基本方針からなる答申があった。

昭和47年Ⅱ月の埋立免許を得て,ただちに_[事着丁・され九。現在,第5次5 ケ年計画に基づいく北半分を疹備

することになって邦り,工事が進抄している。背後地との迎絡橋である六甲大橋は,本橋部が昭和51年10月完

成,続いて取付部の工事が邦こなわれている。な,6,六甲アイランドを防護する第7防波堤は昭和U年r着下、

総延長5,330mのうち,昭和51年皮末で

4,151mが完成している。けい留施設の

建設,埋立については米ートアイランド

と同様な方法で進められて邦り,建設主

体は運輸省,神戸市が分担し,工事にあ

たっている。埋立士砂源は,高倉山の北

に位置する横尾,名谷地区の士砂で,士

砂運搬には地下式ぺルトコンベアが活躍

している。あと地は須磨ニュータウンの
゛

.'t^、'嘉イメξ云交智、1
一画として形づくられつつぁる(写真6

4 参照)。
建設が進む六甲アオランド写真6.4六甲アイランドの計画策定は昭和47町

であり,現在5年を経過しているが,こ

の期問,経済社会情勢,海運情勢等はめまぐるしく変化してさた。ここに,あらためて六甲アイランド計画を見

直す時期になっている。

(a)六甲大橋の建設

構造形式は,航路制限,経済性,美観,用地等の制約のもとで,橋長40om (90m+220m+90m)の世界で初

めての形式である 3径間連続トラス鋼床板グプルデッキ制張橋を採用した。昭和49年lj1着、〔以来,2年乎のτ

期で昭和51年10月にτ事が完了した(図6.7 参照)

主橋脚は9,300トンの鉛直荷重を支え,基礎はニューマチックケーソン,側橋脚は2,]00トンを支え, j●陛は鋼

管矢板ウエルとなっている。上都工の設副'にあたっては,耐風安定性,ケーブル断面の決定,ケーブルアンカー

点の構造,上下弦材と作刑し合う鏑床板の打交加高のとり方等,検討力り川えられた。

架設は,中央径間に2 本のべントを用いて,ニモ擶トラスを 5 ブロッタ,塔を 2 ブロプクに分け,3,000トンの

ブローティングクレーンで吊り込み,架設した。]ブロック,3 [1のビッチであった。

(3)港湾幹線道路

これは犬ートアイランドから新港突堤,摩1彬埠頸を絲て醐畜佳地区を通り,六甲プイラ1ンドにいたる延長7.2

km,4車線,グプルデッキ構造の高架道路である。これによって,埠頭間交通か処則でれ,港湾令体の機能ブ

ツプが図られる。とくに緊急の整備を要する末ートアイランドから摩耶埠頭の2.2kmについては,悦在1事中で

ある。新港突堤と摩耶埠頭を結ぶ第2座耶大橋は,既設の斜張橋である摩耶大橋に隣接して,昭和51年8刃光了
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した。橋長360mの3径問連続鋼床板箱ゲタ橋である。

(4)その他

神戸市西部の内貿埠頭の1つとして,また,ヨットハーパーとして,須磨港が昭和54年完成を目途に現在建設

中である。水深一5.5mの内貿埠頭3パースと,300艇を収容するヨットハーバー,隣接の既設の施設と合わせ,

500艇以上の収容能力をもつマリーナとなる。

東部第3 工区と第4工区の間には,東神戸フェリーターミナルがある。 2,000トンから 38.000トン級の大型プ

エリーポート4隻が同時着岸でき,西日本各地に大型フェリーが 1日30便あまり発着し,にぎわいを見せてい

る。また,東部第4工区には,四国,九州方面への高速大型フェリーが発着するバースがある。これらは,集約

的な公共ターミナル施設として効率的な利用が邦こなわれている。

1.3.3.今後の神戸港

神戸港に北いては,摩耶埠頭,ポートプイランドと近代的埠頭の建設,運営に努め,また,歴史と伝統に培わ

れた港湾,貿易機能のよりいっそうの充実により質,量ともに世界を代表する港湾になっている。昭和駒年現在

で,外貿パース数200あまり,総取扱貨物量,外貿雑貨量はロッテルグム港についで世界第2位,コンテナ貨物

量は世界第1位になってぃる。

今後とも日本の発展にとぅて貿易が不可欠である以士.,神戸港はわが国の産業,経済の発展に貢献する日本の

玄関港としての役割はますます重要になってくる。神戸港の港湾取扱貨物量は順調な増加を示してきたが,今後

とも神戸港はコンテナ輸送の進展による基地化が進み,さらに加速することが予想される。昭和60年の貨物量を

推計すれば,現在の約1.6倍である。これに対応してぃくためには,既設埠弧に加えく六甲ブオランドを建設す

ることが必要になってきている。

また,港湾の役割の1つに,港湾の立地する地域への寄与がある。港湾産業の発展による地域住民の就業機会

の増大,所得の向上があり,港の活動に市民経済と密接なっながりがある。昭和48年の調査では,神戸市で港湾

関連の就業者の占める割合は21%,所得では48劣となってぃる市民経済に占める神戸港のウェi卜は高い0 ま

た,市民の港に対する意識として,8000の人が港は市民ql.活に好ましい影糾を句・えると怨、つてオ6り,"市民に親

しまれる港"を望んでいる。

さらに,昭和51年策定のマスタープランでは,5本の柱の1つである「国際・情報都市」を推し進める施策の

1つとして,"市民生活にとけこんだみなと"があげられている。

このように,今後の神戸港の整備の方向.・して,効率のよいみなと,市民経済を戈えるみなと,市民に親しま

れるみなとが要請される。この方向に沿って,これから繋備が進む六甲アイランドだけでなく,既設埠頭につい

ても建設,管理の両面から見直しを邦こなう必要がある。

既設埠頭につぃては,現在,港湾機能のアップを図る再開発計画が検討中である。また,港にオ6いて無駄に飛

びかう船舶,貨物の動静にっいての情報を一括処理する情報管理システムを作成中であり,これによって船舶,

貨物の無駄な動きがなくなる。また,上屋などの施設をカラーコンディシ.ンにより,悳まれた際然の美しさに,

さらに人工の美を添え,人間環境都市にふさわしい市民からも親しまれる美しい港にしていく"カラー作戦"も

展開中である。

一方,これから整備を進める一大プロジニクトとして六印アイラント'があるが,最近の経済社会情勢の変化,

海運の状況変化に対応すべく,上記の方向に沿って捌価の見直しが進められている。基木的IUば,市民生活の基

盤となり,よりよい生活環境づくりに役立ち,世界と結び,米来を開く六甲アイランドとして,近代的な港湾施

設とすばらしい環境をもつ"まち"につくり上げることである。水際線についても,港湾施設のほかに,一部,

市民の親しむ水際を確保しく"人工なぎさ"を設けるなど,水際線利用に新しい工夫を考慮していく0 昭和52年

1月現在,「六甲アオランド利用計画委員会」が開催中であり,この委員会で利用計画の検討がなされ,近々,

六甲ブイランドの土地利用計画が策定される予定になっている。

六甲アイランドは面積555M と余ートアイランドを上まわる規模であり,市民のための,市民に役立つ人工島

であるためには,周囲の環境を惡化されるようなものであってはならない。ここに,環境影響評価が不可欠であ

り,現在,環境の現状把押調査粘よび影粋評価作業を実施中である。埋立による潮流への影粋については,埋立

10]



にようて潮流速度はむしろ早まり,港内の汚濁拡散は促進することが模型実験によって確かめられている。順

次,士地利用計画の策定が進むにつれ,この士地利用について,大気汚染そのほかの項目の環境影響評価を実施

することになっている。

また,既設埠頭,飛ートアイランドに加えて六甲アイランドの港湾施設が稼働してくれば,港湾発生交通量は

増加してくるが,ここに,港湾の物流機能をより発揮し,スムーズな貨物の流動を図り,かつ背後地の市街地道

路に負荷しないで交通を処理する方法として,内航海運と大阪湾湾岸道路がある。六甲アイランドでは,内貿専

用埠頭を整備することにより,発生交通を自動車輸送から内航海運に転換し,陸上への交通流出を防止する。神

戸港が市民の生活環境を悪化させず,より役立つ港湾として発展していくには,内航海運の促進とともに,大阪

湾湾岸道路の整備が急がれる。

末ートブイランド,六甲アイランドで住機能が整備されてくれば,住民,また港湾で働く人々の足としての新

交通システムが考えられる。求ートアイランドについては,都心の三宮とを結ぶ新交通システムが昭和52年度か

ら事業計画に基づいて建設される。

港は,元来,都市の活動と相互に関連し合いながら発展してきたものである。港の整備計画にあたっても,都

市活動との関連性をぬきにしては考えられない。まさに,神戸港の今後は「都市と港湾」の課題をいかに解決す

るかによる。港湾都市である神戸の発展は,神戸港の将来にかかっている。

2.1.概要

大阪湾の海岸事業の歴史を振りかえってみると,それはまた,災害の歴史とも言えるだろう。昭和9年の室戸

台風,19年,20年の台風,25年のジェーン台風,そして36年の第2室戸台風,こ.れらは皆,高潮による大きな被

害を大阪湾にもたらした。そして,これらの災害を契機として海岸施設の計画がたてられ,災害を契機として計

画の見直しが行なわれ,そして事業が推進されてきた。このことは,大阪湾に限ったことではないかも知れない

が,大阪湾の場合,次のような理由で,高潮や津波による被害を受けやすい地域だと言われている。また事実,

古くは続日本紀,大日本史に記録されているものを始めとし,幾度となく高潮,津波等による被害を経験してき

てぃる。そしてこれは,大阪湾が長軸の長さ60kmの楕円形をなす湾であり,その湾口が台風の進路にあたる1何

西に向うて開いていること,人口の集中している地域が湾奥部にあり,淀川,大和川,神崎川などの三角洲とい

う低湿地にあり,しかも,近代にはいり,産業の発展に伴う地下水のくみ上げによる地盤沈下が生じ,「ゼロメ

トル地帯」化しているところも多いことなどがその主な理由である。このような経過を経て,伊勢湾台風級の

超大型台風が第1室戸台風の経路を満潮時に来襲するケースを想定し,これに対処し得る恒久的な防潮施設の計

画が,昭和40年に着手され,現在もその整備が進められている。現在,海岸事業ついては海岸事業5ケ年・計画に

基づいて整備が進められることになって邦り,昭和5]年度からは第2次5 ケ年計画がスタートしている。この副・

画では,基本目標を「国土保全のための海岸保全施設の計画的な整備」と「豊かで潤いのある海岸環境の整備」

とに邦き,全国の防護を要する海岸約15,oookmについて現在までの整備率(事業費換算)約22%を約30%に高

めることを目標としている。大阪湾については,伊勢湾台風級の最大級台風に対処しうるよう整備を進めること

を前提として,関東大震災級の地震に備えての耐震構造化の推進,沈下補正等の地盤沈下対策,老朽化対策等を

重点とした整備が引き続き進められている。また,海岸環境の整備についてみると,これは海岸利用に関する多

様な要請の高まりに応えるべく昭和40年代後半に海岸事業として採択され,今回の5ケ年計画でも重点、課題とさ

れているが,須磨,淡輪両海岸で養浜と背後緑地造成等による海水浴場の整備が引き続き進められ,白砂青松の

砂浜の復元が図られることとなる。

ここでは,これらの海岸事業の代表例として,大阪港の高潮対策事業と神戸港須磨海岸の環境整備事業を取り

上げ,簡単に紹介することとしたい。

2.2.大阪港一高潮対策事業

岸



2.2.1.最近の高潮対策事業

戦後本格的に始められた大阪港の高潮対策事業は,昭和25年のジューン台風粘よぴ昭和36年の第2室戸台風に

よる災禍,あるいは昭和30年代の地盤沈下対策を契機として急ビ"チで進められ,昭和40年には第2室戸台風級

の高潮に耐えうる一応の整備をととのえた。

その後,昭和42年に至り,それまで運輸省,建設省,大阪府・市等で検討していた大阪湾高潮対策恒久計画を

策定した。この計画の整備方針は,日本に上陸した最大の台風である伊勢湾台風級が,大阪湾の最悪コースとみ

られる室戸台風コースを通過すると想定したときに起る高潮に対処しようとするもので,市内河川下流部に邦け

る防潮水門方式採用(河川管理者施行)に対応した高潮対策計画であり,関東大震災級の地震に対処できる耐震

補強もあわせて実施することとした。高潮対策の計画諸元は次のと邦りである。

台風期朔望平均満潮位潮位偏差基凖計画潮位

十 3.oom=0.P.+5.20m0. P .+2.20m

計画堤防高基準計画潮位せき上打上波高等

十 0.50~2.90m = 0. P .+5.70~8.10m0.P.+5.20m

この計画諸元にもとづいて昭和43年度を初年度とする高潮対策事業新5ケ年計画を作成,市内河川防潮水門下

流の堤防かさ上補強を重点的に施行したが,昭和45年度からは第1次海岸事業5ケ年計画として約120億円を投

資,事業の計画的促進をはかった。現在,昭和50年度事業を実施して,本諸元による高潮防ぎょのための施設は

ほぽ整備されている。

また,地盤沈下は昭和35年をピークとして昭和40年ごろまでつづいたが,工業用水へのきりかえと,工水法,

表6.7 大阪港高潮対策事業の変遷 (単位:千円)

計 画 ↓F

阪

年度

21~22

事 業
地盤沈下

対策事業
特別高潮

対策事業
堅急3ケ年

芸十 而i

補足計画

高潮対策事業

新5ケ年計画
第 1 γ
海鄭事
5ケ年計画

(単年度事業)

第 2 次
海岸事業
5力年計画(案)

22~25

25~37

9,946

堤

943,606

34~35

106,70om2 を

地盤嵩上

防 1

8,300,000

35~36

内

排水施設 1

20,9部' ooom2 を

地盤嵩上
27,467m

37~39

44,667

1,7船,800

如~42

940,700

水

441m

44,667

4 ケ所

9,451,500

43~44

フ,233m

789,300

43,140m

6,583,300

3,787,500

714,000

45~49

50

7

3,165,000

事業賀

基

N,091m

3,040,400

フ,141m

2,602,500

11,963.000

51~55

1式
a0ケ所)
1,293,100

76,]00

3,380,000

2,360m

4 ケ所

211.900

26,70om

]],HO,500

10,060,000

614,500

4

4,067m

3,074,600

基

57 900

その他
地盤樹上
橋梁嵩上
等実施

24,893m

9,9B,000

2

2,653m

1,262,600

基

144,200

4.1基

706,500

280m

151,400

519m

209,600

3,328m

535,200

1,4印m

418.300

1.9基

205,500

5,9基

147,000

358m

146,000
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建水法,市条例等による沈下水汲みあげ規制によって,昭和43年以降はほとんど邦さまっている。しかし,港湾

地帯では過去の地盤かさあげの影響等による沈下がまた徐々に進行しているので,事業実施にあたっては,昭和

60年までの沈下量を見込んで施行している

2.2.2.今後の対策

大阪港の今後の防災対策としては,引き続き前記計画諸元による整備に加えて,今後の社会情勢の変化,すな

わち,水防団そのほかの高令化による体力減退,週休2日制の普及およぴ宿直制廃止等に伴う防潮施設の管理低

下を補い,さらに強化しようとの考えから,第2次海岸事業5 力年計画(昭和51~55年度)、して次の整備方針

^

^..
'.^^

ら.Φ

^

如M"

^

昭和50年度、(高潮)事業^

^港湾及ぴ海岸管理者所管堤幼

者所管堤防■■曇河川

日 昭和45~49年度施工水門

田 昭手n50年度座工水

. .岸管理者所管水門

0 河川管理者所管水門

注)数字は計面防湖堤高【0.P表示)位: m

潮対策事集新5力年計面(S43~44)

大阪港

図6.8 大阪港昭和43~50年皮事業力所図
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をとっている。

①継続事業として,ー'部米繋備簡所の堤防かさあげ・耐震補強を実施して,在来地区の堤防を完備させ

る。

含港運のために設けられた多数の防潮師.(現在水門・陸こう等402基)について,雀力化・集中管理体制

確立のための改良t6よび津波対策を行なう。

な北,計画実施にあたうては,港湾利則との調整と環境保全との調和に留意するものとするが,火阪港の環境

整備につぃては主に港湾整備5 ケ年計画の環境築備事業で行なうことにしている(表6.1,図6.8参照)。

2.3.神戸港一須磨海岸環境整備事業

2.3.1.計画概要

神戸港の西端に位置する須磨海岸は,背後に六甲山系の鉢伏,鉄拐1_[1カミせまり,遠くに紀淡海峡を望む,昔か

ら詩歌にもう九われた白砂青松の地である。

しかし昭和20年代後半から砂浜の侵食が始まり,昭和43年ごろには,砂浜の幅は平均35m程度と戦前に比べて

約半分まで減少した。この問突堤を新設することによって,侵食を防止するための対策が実施されたが,最近で

はこの突堤だけでは防災上の機能を十分に果さなくなってきた。また生活水凖の向上とともに自然環境,生活環

境を重視し,レクリェーシ"ン需要に対処することも必要となってきたため,養浜と緑化を主体とする人工海浜

の造成を計画した。この計画は昭和48年度から実施している海岸環境整備事業で,現在の砂浜を10omに拡大し

前面は海水浴場のための砂浜,背後に遊歩道,緑地帯を設け四季を通じて市民の憩の場を提供するものである

(図 6.9,6.10参照)。
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マー0.80

消波ブロック、
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マーフ.00

図6.11 突堤標

海浜の規模,侵食防止施設の配置,構造な

HHWL

HWL CDL+1.70

0.101.00 0.10
CDL+3.70

▼+3.20^ 0.604.70
^マ+2.00

ー+2・70 三^亊+150
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どは海岸の調査,模型実験,現地実験の結果

によって決定した。突堤は海岸線に直角に配

置し,1プロックの間隔は,利用上,景観上

から約50om とし,構造は海水浴場としての

利用,安全を考慮して,セルラープロ、"クの

沈設堤とした。誰岸堤は海水浴場としての面

積確保のため,計画水際線から約150m の位
」

.

置に設け,構造はケーソン式混成堤である

(図 6.11,6.12参照)。
、 、 '」
ノ

第1期計画は須磨港から約lkmの間であ ▽一3.50
ノ
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犬
るが,今後この成果と経験を生かして,さら ノr

に西へ延長する計画である。 マー5.00

2.3.2.工事概要
図6.12 齡岸堤標準断面図

須磨港からーの谷に至る約2.2kmの須磨

海岸は7月1日から8月中旬まで海水浴場として(昭和51年度利用者130万人)また,10月初旬から翌年5月初

旬までは海苔の養殖場として利用されるため,τ事のできる期間は非常に短い。したがって極力工期を短縮する

必要上から突堤,籬岸堤に使用するセルラープロ"クやケーソンは海上上事期間以前に製作する場合が多い。ま

た,海岸の底質は中細砂,礫混り砂で構成されてぃるため地雛改良の必要はなく,突堤,籬鮮堤とも施工後の沈

下はほとんど認められない。

養浜工事の施工方法はいくつかの工法が

ぢぇられるが,須磨海岸では,パージアン

ローグーによって士運船から砂を吸い上

十,フローターパオプを通して所定の位置

に吹き上げ,陸上部分はプルドーザーで整

地し,水中部分は測深を充こないながら撒

砂を続け,所定の断面に什上げる(写真6

5 参照)。

昭和51年度までに投入した砂の量は工事

に着手してから 85,ooom3 となり,現在養

浜の効果が現われてきたが,侵食防止施設

"水質の保全,大阪湾全体の水質との関係
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等,海岸環境整備事業を達成するうぇで今
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フ.

1.1.最近10年間におけるダム建設の歩み

昭和40年代は経済の高度成長,人口の増加に伴い,治水,かんがい,上水道,工業用水,水力発電等各分野に

粘いてダムの必要性が高まり,次々と大型のダムが建設されていった。士木学会関西支部管内にあっては,官公

庁,電源開発(株),関西電力(株)などにより着々とダム建設が進められてきたが,現在までに竣功または工事中

の主なるダムを列挙すると表1.1のと邦りである。ダムタイプ別に見ると,重力式コンクリートダムとしては,

ダム 電力.

番号水系名

九頭竜jl
ノノ

表1.1

ノノ

名川

九頭竜川

野川日

真 名川
十 津川新宮川

り

ノノ

士木学会関西支部管内のダム(高さ60m以上のダム)

ノノ

呑△

リ

S 32 5

S 42 3

S 49 6

工事 q・,

ノノ

ノノ

ノノ

北山川

リ

ノノ

日置川

有田川

紀の川

ガ

ノノ

ノノ

F.N.P

F . P

F . N .1

F . N . P

A. P

リ

的

大和川

i/

堤高
(皿)

淀川

b

堤長
(m)

旭

ガ

GA

R

ノノ

堤体積
(m3)

リ

ノノ

ノノ

加古川

川

揖保川

由良川

円山川

ノノ

F . P

A.P.W

F.W.1.P

井

源閉

井

設

F :洪水調節, N :不特定用水,1:工業用水, W :上水道, A :かんがい, P :水力発電

h

P

A . P

F.N.W

F.N.W

A.W

P . W

F.A.P.1

F . P

P

P

P . A

S 39.10

S44.4

S 45 4

S 45 3

丁事中
S49.4

工事中
ノノ

ノノ

西電

西電

S49.3

S33.4

S 36.3

S49.3

ノノ

歌山

U

竣年ム名

リ
治
知
陀
名
田
原
良
良々

宇
愛
宇
猪
山
黒
引
由
多

^
3
^
^
9
1
4
9
7
^
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3
1
事
2
5
7
7
9
0
事

3
4
5
 
3
3
3
3
3
4

S
S
S
I
S
S
S
S
S
S
I

県
発
県
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発
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開

U

ガ

υ

0

ノノ

源

福
電
福
建
電

関

G
 
R
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G
 
G
 
A
 
A
 
A

j
j
j
j
1

者業事

0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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大滝ダム(建設省)のように高さ 10om に達するものもある。

竣功したグムとしては,二川グム(和歌山県),広野ダム(福井県),室生ダム(水資源開発公団)がある。

永源寺グム(農林省)はコンクリートダムの一部をロックプイルタイプにした複合型のダムである。室生ダムは

レアー方式で打設されたダムであり,利水計画にオ6いては奈良県への分水が取り入れられてぃる。つぎにアーチ

タイプのダムとしては,建設省が九頭竜川水系真名川に建設中の真名川ダムは高さ 127.5mにも及ぶ。竣功した

ダムとしては,大迫ダム(農林省),高山グム,青蓮寺グム(以上,水資源開発公団)がある。高山グムはアー

チ重力式タイプの多目的グムで,淀川水系名張川の最下流に位置し,上流の青蓮寺ダム,室生ダムとあわせて有

機的に統合操作することによって,洪水調節や利水に大きな効果を発邦している。一方,近年良好なタ'ムサイト

が少なくなり軟弱な基礎岩盤上にもグムを築造しなければならなくなってきたことや,土質工学の進歩,設計施

工に関する知識・経験の蓄積等があいまって各地で大型のロックフィルグムが建設されるようになうてきた。関

西支部管内でも高さ 128mの九頭竜ダム(電源開発)を始め,瀬戸グム,喜撰山グム,黒川グム,多々良木ダム

(以上,関西電力)など大規模なロックプ

イルグムが建設されており,このうち,九

頭竜ダム,喜撰山ダム,黒川グム,多々良

九頭竜川木ダムは竣功している(図 7.1,表7

1.2.ダム建設に関する最近の情勢 福井

昭和30年代の後半から続いてきた経済成 円山
ド

長も,石油シ,ツク以来,従前の高度成長
沙 ノ＼

^

から安定成長へ移行するところとなり,こ (

＼ /琵れに伴って飛躍的に増大傾向をたどってき
フ、た水需要も近年ようやく鈍化の傾向を見せ ⑳夙

f 、、

始めてぃる。しかし,東京,大阪等の大都 ノ

⑳イ⑳
＼、f市では水の需要と供給の間にすでに大きな ノ
⑳

＼ 19アンバランスを生じてオ6り,計画中のダム
＼...J.ー゛

ぢ孟、を含めても開発水量が追いつかず,一度渇
⑰大陬大大和川水になるとたちまち水ききんに見まわれる 重

⑱ 4/、1 1
^

状態にある。そしてこのような潜在的水不
＼ .ー^.^

足状態は,大都市部から周辺都へ拡大する

⑭y',⑤傾向にある。また,工業用水についても,
＼、右

地下水の過度な汲上げによる地盤沈下が各
⑦地で起ってオ6り,これらの用水確保のため 和歌山

⑬タ'ム建設が急がれるところである。ー・方, 新宮川

治水面からは最近度々見られるように,熨
日川

常降雨により,各地で計画高水流量を越え

る洪水が発生して邦り,治水面からのダム 上木学会関西支都D管内のタ'ム図7

建設の促進が叫ぱれている現状である。さ

らに,石油シ"ツク以来,これまで火力に席を譲っていた水力発竃が再登場して来ている。このように治水,利

水,発電ともグム建設の促進が切望される現状にある反面,周辺上地利用の高度化が進むにつれて近年特にクロ

ーズアップされてきた問題として,各種開発行為と環境との調和をいかに図るべきかという問題がある。グム建

設に伴う環境問題としては,ダム周辺地域の生活環境の変化に対する対策,動植物・水質等自然環境の保護,エ

事中における振動・騒音等工事公害の防止対策等が挙げられる。これらの問題については各方面で鋭意取り組ま

れてぃるところであり,例えば水没地域の生活環境を整備することを目的とした水源地域対策特別措置法が昭和

49年に成立した。グム周辺の自然環境保全については,貴重な自然を極力保存したり,生態系への影響を把握す
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るため環境調査を実施する一方,設計施工に当うても自然景観との調和に配慮し,グム周辺の修景緑化に努めて

いる。さらに工事中の騒音等についても,機種の選定や施工方法の検討等積極的な取り組みがなされているとこ

ろである。

1.3.最近の電源開発

高度経済成長のもとで,新鋭火力を中心に行われた電源開発も,石油危機により環境問題とも関連して,原子

力の積極的開発へと移行しつつある。原子力は,大客量化による経済性の向上,火力燃料賓の高騰によってすで

に火力の経済性とは逆転したと言われている。しかし,電源立地難により開発の遅延をきたしてオ6り,今後の景

気回復によっては,電力危機が再び問題化することが予想される。火力については,原子力の到来により今後は

ベース供給力からミドル供給力へと質的変換が行われるものと考えられる。水力に関しては,国産エネルギーで

ある一般水力の開発は再評価により積極的開発の方向にあるが,供給力としての評価は低下の傾向にある,一方

揚水発電はピーク供給力としてすぐれていることから一定の割合で開発が続けられるであろう。

ー]09-

総論で述べたように,最近10年間に完成または工事中のダムは,事業主体も多数にわたり,グムタイプも種々

に及ぶが,紙面の都合上割愛し,以下これらのうち,代表的な例をとり上げ,最近のダム建設技術上の特異点の

一端を紹介することにする。
^
蓮寺ダム2.1

青蓮寺ダムは,水資源開発公団により建設された高さ82mのアーチダムであり,淀川水系青蓮寺川に位置す

る。グムは洪水調節,かんがい用水の補給,水道用水の供給,発電を村う多同的グムである。ダムの建設は地元

ならびに関係者の協力により,過去に類例のない順調な経過をたどり,現地に乗り込んでから5ケ年あまりの歳

月でもって,昭和45年4月竣功したものである。

2.1.1.放物線不等厚アーチの採用(写真1

2.各ダム

従来アーチダムの中心角としては,Ⅱ0~120゜の

ものが最も雫ましい値とされてきたが,これはダム

の応力に着目した場合であうて,タ'ムの破壊例から

も基礎岩盤を含めて,均衡のとれた安全性をもつア

ーチダムを設副'するには,ブーチスラストの方向を

もっと1」.1側に向けることが望ましいと穹えられるよ

うになってきた。アーチ中心角を小さくとって,フ
1

ラットなアーチダムを設計する際問題となるのは形

状がビームに近くなり,クラウン付近の曲げモーメ

写、1.1 青蓮寺タ'ムントが増火するため,アーチのクラウン下流側の引

張応力が増大することである。この問題に対しては,アーチクラウン付近の曲線半径を小さくすることによっ

て,前述のようにアーチ中心角を小さくとってもダムの応ノJ上問題のないダム形状を求めることができる。青蓮

寺ダムはダムサイト下流側で左右岸とも山が逃げて北り,うすぃ尾根がオ6北むね対称に突き出してぃる。従っ

てこの対称に突き出した尾根を利用してアーチをかけ,基礎の厚みを十分にとるため中心角を75゜にとり,良好

な応力分布を示すグム形状を比較的短時間で設計することができる放物線アーチを採用することにしたものであ

る。アーチクラウン片持ちばりの厚さとしては,これまでの各アーチダムの設計実例によって,天端で4.om,

基底で13.om,その間は直線的に変化するものを採用した。しかし,この厚さをそのままアパットメントの厚さ

とした場合,側方片持ちばりは上流側へ大きくオーバーハングすることになり,グムの下流側下部標高の部分

に,アーチアパットメント沿いの引張り応力が増大する心配があること,オ6よびダムコンクリートの打込み上や

の 紹介



や困難性があるなどの問題を生ずるので上流側オーパーハングの幅だけ上下流面側にそれぞれ増厚した不等厚ア

ーチにして上記の問題を解決し,さらにダムと岩盤との接触部の応力度を低下させるようにしている。電子計算

機が発達する以前はこのような複雑なアーチ形状について応力計算するには,多大の時間を要したので実際のア

ーチグムの設計では形状変更がむづかしく事実上採用できなかったが,その後電子計算機の普及により,任意の

形状のアーチを採用したアーチダムの応力計算が可能となってきたものである。なオ6,計算による応力値を模型

実験によりチェックし,万全を期した。実験はこれまでのアーチダムの実験と同じく,クラウン片持ちぱりの上

流側底の鉛直応力,クラウン下流側の下部標高に邦ける水平応力,サイド片持ちぱり下流側の上部標高に北ける

鉛直応力のほか,従来の円弧アーチに比して中心角が小さく,しかも大きなフィレットを有し,岩盤による拘束

力の大きい下流標高の岩盤付近の応力に主眼を置いて応力の測定を行ってぃる。

2.1.2.コンクリート運搬設備にぺルトコンベア方式を採用

ペルトコンペアを使用して,生コンクリートを運搬することは,ダム現場に邦いて直接ダム本体の一部を打設

した例はあるが,バンカー線設備として使用した実績は国内はもとより外国でも例はなかった。従ってべルトコ

ンベア使用による問題点について慎重に検討し,サオクルタオムを満足するものとしてその諸元を決定した。ベ

ルトコンベアの組立て兆よぴ諸元を図1.2 に示すが,コンベアの動作順序を略述すると次のと邦りである。パケ

ツト接地位置より手前で待機し,生コンクリートをコンベアに供給するためべルトを駆動し,パッチーープラン

ト積込み場バッチ表示盤より取り出した信号でコンペア運転室操作盤に3パッチ表示がつぃたとき,コンクリー

トホッパーを開き,受入れホッパーを経て供給する。コンクリートがコンベア先端部所定位置まできたときに停

止させる。ケープルクレーンが所定位置にバケットを接地した後,前進,停止させる。パケットにコンクリート

を供給し,完了するとコンベアをパケット位置より3m後退させる。駆動装置として,コンベアは,減速機付ク

ラッチプレーキモーターを使用している。すなわち,コンクリートの供給時はサイクルタイムに従い運転するた

め,全負荷状態での起動回数がひんぱんとなる。このため,クラッチプレーキを取りつけ,駆動部は常時運転

し,クラッチ邦よびプレーキを着脱して最ノ1゛艮の起動トルク邦よび制動トルクで従動部のみを作動させる方式を

採用している。走行式ぺルトコンペア方式は全工事期間中順調に稼動したが,今後の問題点、としては,コンクリ

トの分籬をより少なくすることが課題である。パンカー線設備の1つの方法として,運搬距籬が短い場合,さ

らに開発される方式と考えられる。

2.1.3.ケープルクレーンの走行路に傾斜式走行路を採用

走行路を既設のダムと同様,水平走行路にした場合,掘削量が多くなり,橋梁部分も長くなって,基礎工事費
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がかさむので,傾斜走行路を採用したものである。このアイデアは,スオスのグランデキセンダムに邦いて,20

t ケープルクレーン(オタリア;チュレッチイ・・クンフブニー製)に採用されていたものから得たものである

が,国内では初めてのことで,傾斜角度,安全装置などにつぃて,特に走行路形状による各部への影響,変化邦よ

ぴ安全装置として,ワオヤロープ切断時の非常用制動装置につぃて慎重に検討された。走行路はラセン式とし,

前輪軌条の勾配は地形の山なりに合致させて%勾配とした。移動塔の走行方式はワイヤロープ巻取り式とした。

斜面走行時の安全性を考慮して,速度制御にはスラスターによる CB方式を採用した。移動塔の安全装置につぃ

ては,万一走行索切断の場合でも移動塔が走りださぬよう軌条制動装置を取り付けた。軌条制動にはいくつかの

方法があるが,確実性,実用性,経済性を検討し,軌条捕捉装置を取り付けた。主要諸元は図1.3 に示すと邦

りである。傾斜式走行路を使用しての問題点は,移動塔の非常用プレーキの誤動H乍(クラッチが軸受の油膜不足

のため伝達軸が回転し作動していたもので,ク'りスアップすることで解決)とハンガーの強度不足(巻上げ索,

横行索のあ充りがひどいため強度不足となり,全組改造することにより解決)があったが,構造上邦よび安全性

については通常のクレーンと同様に使用でき,作業面の支障はなく順調に稼動した。

'王^、

^、.._'^^
^、、、、、^ー

'^,'ーた蓋墾処熊、"'.ι修影,、.ψ
,'"^^盲'盲、1-1嬰争^^▲、""^知,喧武竺哩慢i、'く

2.1.4.水質保全対策

ダム建設に伴う河川水質の変化として,工事中,骨材製造過程で流出する濁水問題邦よぴ完成後の放流水の水

温低下がある。これらは現在各地に羚いて問題となっているところであるが,青蓮寺ダムでは,工事中の濁水処

理として,沈殿池を造成して薬品による強制沈殿を行い,上澄水を河川に放流して下流に悪影響をぢ.えないよう

に配慮している。また水温低下対策としては,利水放流設備(発電と共用施設で,途中, Y分岐管により発電所

と利水専用バルプに分岐)として,表面取水方式を採用し,完成後の放流水の水温低下を防止するよう配慮され

ている。

2.2.真名川ダム

真名川ダムは建設省が九頭竜川水系に建設する初めての特定多目的グムであり,建設省と電源開発(株)との

共同ダムである九頭竜ダム,オ6よぴ県営笹生川ダムとあわせ,九頭竜川水系に邦ける河川の総合開発の一翼を担

うもので,洪水調節,不特定用水の補給邦よぴ発電が目的である。

本事業は昭和40年9月の奥越豪雨を契機にして急拠昭和42年度より建設事業に着手した。その後,昭和43年12

月補償基準の妥結とともに工事は本格化し,昭和47年9月コンクリート打設開始,昭和51年6月には本体コンク
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集水面
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堤
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九頭竜川水系真名川

左岸福井県大野市下若牛子
オ三Jキ': ノノノノ

223.7km2

中央越流型非対称放物絲
不等厚アーチ式コンク,"1 ートタ'ム

127.5皿

リートエ事はほぽ完成し,12月より一部湛水を開始した。

真名川ダムは堤高127.5mのフーチ式グムで,完成時点に充いては,建設省直轄施上の完成グムのうち最も堤

高の高いダムであり,フーチダムとしても黒部,奈川渡,高根第1,矢木沢,ーツ瀬につぐ第6番月に高いダム

となる。堤体の諸元を表1.2 に示す(写真1.2,フ.3 参照)。

アーチダム本体の形状で特に重要なことは,ダムスラストを可能なかぎり山の深部に向けて基礎岩盤の安全性

を増すことである。このためにはア

ーチ中心角を小さくすればよい。川
岐ケ'

俣ダム設計当時の研究により中心角

700程度でスラストが最も山の深部 ノノ

に向うことが判明した。

また中'角を小さくすればアーチ

グムはフラット化し,クラウン付近

の曲げモーメントが大きくなり,下
゛

流面に大きな水平引張応力が生じ

る。これに対してはクラウン部分伝 ノ

.迂""小さな曲率半径を採用することによ
kユ

り曲げモーメントが小さくなること
、

、

゛

が明らかにされた。すなわちアーチ

形状として,アーチクラウンで曲率
写真7.2 ポ仏打誰概,广昭和51仟.81D

半径が小さく,プバットメント付近

で曲率半径の大きい曲線として放物

線アーチの採削が検討された。放物

線は数字的にも取扱いが容易で設副

の簡素化が実現し,欠作グム,裾花

ダム,言蓮寺ダム,豊平峡ダム,川

治ダム等で採川されてきた。また,

特に円弧の組合せを削いると向側山
.

腹の鉛直断面が上流側にオーパーハ
^

ングした形となり,これを消すよう

な設計をするのに苦労させられるの
嘩

であるが,放物線のリiド部分の岫
遼

率半径が大きいことによって,この .

オーバーハンク'が大きくならずに容

易に好ましいダム形状を得ることが

趣'＼できた。
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設計例では,アーチクラウンからアパットメントまでなめらかにダム厚

が変化するように設副されているが,真名川ダムでは図1.4に示すよ

うにグム寸法が大きいのでアーチ中央部で,アーチ中心角の%だけ等厚

部を設けてダムコンクリート量の節減をはかることとした。真名川グム

の場合,このような等厚部を設けても応力分布は十分満足すべきもので

ある。

また,真名川グムは貯水池操作上,洪水期には上部の約50mが空虚と

なるので,その耐震設計につぃて特に配慮した。すなわち空虚時下流か

ら上流へ向う地震に対してダムのセルフクロージング効果をもたせるた

め,下流側へのオーバーハング量を堤高の約12%と大きい設計にした。

図 7.5 に断面図を示す。
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ダム軸
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なオ6,オーパーハング量を大きくすれば,木体打設剛閻中,自重により片持ばりの上流面に引張応力が大きく

なるが,真名川ダムの場合,自重による上流面に生じる引張応力は7kg/cm2まで許容できると判断した。

そのほか,下流面アバ"トメント沿いの引張応力を低減させるために,側方片持ばり中心線の上流側へのオー

バーハング量を小さくした。これはダム施τ上も有利であった。

アー Fグムの応ノJは副・算と模型実験を併用して求めるのが普通である。すなわち,きわめて楕巧なTrial-Load

A加lysiS の計算結果と模劉実暇の実測の挙動と合致しない部分がある。その主たる要因は,計算では基礎岩盤

を半無限弾性体として吠礎の変形を算出しくぃること,片持ばり嬰素のねじれを無視しているのでこれに対して

は模型実験じより補う必要が丁る反面,模型実験では自重や温度荷電を含めることが凩難なので計算で補う必

要がある

たわみの最大値は,ト、"プブーチクラウン部分で実験偵]08.7nvm,計算値101.8m/mであり,また,上部標

高アパットメント付近で上流側に若干たわむ傾向がある。

実験結果による応力値につぃて,常時満水位の自重加算による主応ノJを示すと図1.6,図1.1のとオδりであ

り,最大引張応力は下流而 EL.262m,アーチクラウン基礎に発生している一18.8kg/cm2 である。この引張応

力につぃてはクラックが発先しても二次的な安定が得られやすく,これまでの他ダムの実例からみて問題がない

ものと判断した。また,左右垰アバットメントに発生している岩盤に平行な引張応力一9.9~10kg/cm2 について

は,ほかのグムではクラックが発小してぃないが,良質のコンクリートを打設し,鑑ノ釜クーリングを十分に行っ

た。
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最大圧縮1む力は下流面 EL.30om,左牒アパット〆ントに発生している 68.5kg/cm2 であり,アーチクラウ

ン部では上流面 Eι.3如m の 67.]kg/cm2 である。

ダム骨材は原石山よりの砕石を利用し,最大寸法は 150m/m を使用し,91日同標強度 350kg/cm2 に対し平

均強度 429kg/C皿2 で変動係数 6.北g/cm2 ときわめて良好な紀果であった。

また,ダムの基礎岩盤には石灰岩部分もあり湧水箇所が存在したので,カーテングラウトについては:深さ 80

m,総延長約50.ooom,平均注入量25kg/mと漏水に万全を期している。

2.3.多々良木ダム

多々良木ダムは,士質しゃ水材料が手近に得難いことから,表面アスフプルトしゃ水壁型のロックフィルダム

とし,発電所が完成した時点で発電に必要な最少限の水(1・号機通水時点で約如0万m3,2・号機通水時点で約

650万m3 の有効容量)を貯えるために,ダムを上,下2段に分けて施工する工法をとった。すなわち,1段目が

できあがった時点で水を貯めながら残された2段日初厄工することによって,貯水開始を約]0ケ月早める計画を
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たてた。実績では計画ど邦り昭和47年12月からいわゆる中間たん水を開始したが,翌昭和48年は運悪く渇水年で

計画量を約500万m3下回る結果となったためかなり憂慮された。しかし翌昭和49年の豊水によって,結果的には

計画より3 ケ月早い昭和50年3月に全必要量の貯水を完了することができた。図1.8,オ6よぴ表1.3 に,グム

邦よぴ調整池の規模を示す。

亀ダムの設計に際して特に乱如}

留意したのは,つぎの3点

についてであった。

①深さ12mに邦よぷ河

床砂れき層の処置

②早期運用を計るため

の中間たん水の可否

③アスフプノレト.コン

クリートの配合設計

①については,砂れき層の

除去範囲邦よび変形性が多少

250

変動することを想定しても,ダムの変位と応

力に与える影響は無視できることから,ダム

の基礎として特に難点、は認められないと考え

Z抑

られたが,より慎重を期して上流端からダム

の敷幅の約拓を除去することにした。

②については,2段施工が堤体挙動に与え多々良木ダム

150

N . W. L .濯8,'甘゛N.W.L.濯8,..
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EL.168,^

る影響と中間たん水中の洪水処理対策との両

面から検討された。その結果によると,ダム

高 64.5m のうち上部約10m程度を継足す場

合には,前者の堤体挙動に与える影響(通常

τ法との差異)はほとんど認められないこと

から,後者の洪水処理対策の面から中間たん

水位と1段施工完了時のダム高が決まる格好

になうた。すなわち中間たん水中の洪水処理
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は,水位の関係からすべて底部排水バルプ

(g=1.5m, W.L.=205m , Q=32血3/sec)によって行なわざるを得ないので,想定される降雨波形にもとづ

く出水がすでに制限水位 EL.205mに達している調整池に流入した場合に,吐けきれないものをサーチ¥ージさ

せることで処理するものとし,このサーチーージ水位、EL.214皿にさらに4 mの余裕高をとった EL.218mを

中間たん水中のしゃ水機能をもつグム高とした。
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③については,しゃ水壁用の密粒度アスフブルトコンクリートに要求される特性として,透フk性が低く,耐久

性に富み,破壊ひずみが大きく,かつ高温時に充ける斜面安定度の高いことが望まれる。しかし,アスフ,ルト

量が8影以上の領域では前二者はとくに問題とならないので,後二者の兼合いと現場での施工性を勘案して表

1.4 に示す配合とした。表中には,参考までに粗粒度,開粒度邦よびアスブフルト・マスチ"クの配合を併記

した。

表7.5 ダムオ6よび調整池の規模2.4.瀬戸ダム

瀬戸ダムの主要な諸元は表1.5 のとi6りである。

ダムサイトの地質は中生代の頁岩を主体とし層状に砂

岩を挾んでいる。コア部では下部約%が砂岩,それよ

り上部は頁岩が主体である。砂岩・部分は邦邦むね新鮮

かつ堅硬である力:,頁岩部分はやや軟質である。

瀬戸ダムの設計,施工上留意した2,3の事項につ

いてその概要を説明する。

①ゾーニンク'

瀬戸タ'ムは図7.9 に示すゾーニングになっ

ている。

コア部は頁岩を主体とし一部に砂岩を挾む風化

残留土を盛立てる。プイルターはタ'ムを構成す

る材料間の急変を避けるため細粗に2分し,ロ

ツク採取時に出る細粒ロックを用いる。ロック

nl

ダム才6よ
び調呼池

In 3

n13

口 H W L 舗0.α抑
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式

さ市コ」

堤頂巾

堤頂長

堤体積

流城面積

たん水面積

満水位

利剛水深

村効貯水量

総貯水量

型

規

EL.835.鰍}

EL.^^

模

中央士質しゃ水壁型
ロックプイノレタ'ム

]10.5 111

Ⅱ.o m

346.o m

3,820 × 103 m3

調整池

堤頂擢高舗38m

部は口"ク材を構成する材'利が砂岩、,頁岩邦よびそれらの万馴の3種類からなっているため,これらの適

正配置を期して,従来のグムに比してかなりきめ細いゾーニングとした。基本的には物性値邦よび耐久性

のよい良好な砂岩を外側に極力多量に盛立て貞料は内側1'配置する設計とした。このようにきめの細1小い

設計は必ずそれをフォローする施〔が要求气れるので施[管理じは十分意を用いてぃる

2 コア厚さ

コアの厚さは最下部で水圧約Ⅱom に対し37mでこの比が0.33で比較的薄い設訓'とした。これは地形の

関係と良質なコアが得られるため可能となった。このため盛立施工に最も下間のかかるコアの体積が少な

くなり経済的な設計となった。

③角変ジーンプ式洪水吐の採刑

洪水吐の減勢池付近の地形は急峻で水流方向を河心力向と一致させるのか非常に困蝋.であった。このため

洪水流をいったんディフレクターに当て妬度の方向変換をさせた後スキージーンフさせるという特殊なタ

イプのものとした水理実験では非常に良い結果を得ている。
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瀬戸ダムの盛立が緒についたばかりの昭和51年6月5日米国アイダホ州スネーク川に築造されていたティート

ンダムが湛水中突如決壊した。この事故の推定原因としては基礎邦よび堤体と岩盤との接合部の処理不十分等が

報道されてぃる。瀬戸ダムでは当初から入念な基礎処理が計画されていたが,この事故を契機にさらに安全性を

高めるため,左右両岸とも,比較的風化の進んでいる上部約%の部分にグラウト坑を設け,完成後の監査坑を兼

ねさせることとした。

3.1.最近の電力需要と電源開発

3.1.1.概 要

昭和43年7月13日,千里の丘陵に槌音高く,大阪万国博覧会電力館の起工式が,関西官界,財界の首脳列席の

もとに盛大にとり行われた。この年より国際収支も好転し,その後の4年問にGNPは年平均10劣強の実質増を示

し,これを支える電力は,年平均12.6%という驚異的な伸びを示し続けたのである。この未曽有の需要の伸びに

対応するために,大規模,急ピッチの電源開発が,新鋭火力を中心に続けられ,この5年間に合計約500万KW

の開発が行われたが,この中には,将来の主力電源と目される原子力の美浜発電所,純揚水の喜畏山発電所が含

まれている。

ところが,昭和48年10月3日に襲来した米曽有の石油危機が世界経済を不況の嵐の中に巻き込み,特に典型的

な非産油国であるわが国経済には,深刻な打撃を与えた。この結果,需要の伸びは急激に鈍化したものの,高度

経済成長の副産物である環境問題とあいまって,その後の電源開発の方針に大きな影響を与えたのである。これ

を要約するならば,国家的には,国産エネルギーである水力の再評価であり,電力供給の立場からは,備蓄可能

の原子力の積極的開禿である。この石油危機後,関西電力管内で開発された電源は,合計約572万KWであり,こ

のうち,水力138万KW,原子力248万KW が含まれている。

3.1.2.需要の推移

3. 発電施 の 紹介

年度最大電力推移
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需要の伸びは,表1.6 に示すと北り,最大電力に邦いて昭和42年より昭和51年までの9年問にⅡ6.2夕五であ

り,年間平均で9.6彫という値を示している。また需要電力量は,この最大電力の伸ぴに対応して,昭和42年か

ら昭和50年までの8年間に79.フタづの伸びを示し,これは年平均で7.8彫の伸びを示している。

しかし,昭和48年の石油危機以前についてみると,最大電力は,6年間で年平均13.0彫の伸びを示して邦り,

これに対して,石油危機後の昭和49年には,オ6りからの不況を反映して逆に 4.3 彫の落ち込みとなった。続いて

昭和50年には若干の回復を示したが,僅かに2.フタづの伸びにとどまった。昭和51年には7.4gづに回復したが,この

3年間の平均は,石油危機以前の13.0夕づに比べて,2.8彫という結果となっている。もうとも需要が伸びたのは,

昭和45年の17.2劣であるが,この需要の伸びと,環境問題の激化による電源立地難が顕現化して,昭和娼年ごろ

の電力危機が問題となり,供給力確保が至上命令とされていたのである。

ただ,昭和51年の電力の伸び 7.4夕づは予想をかなり上廻るものであり,今後の景気の回復状況にようては,4

~5年後の電力危機が再び問題となる情勢である。

3.1.3.供給力の開発

この需要の推移に対応する供給力の開発を,昭和43年より現在までにわたって見てみると表1.6のと戈りであ

り,この間に開発された供給力は,],0釘万3,00OKWで,全設備出力は,昭和42年の8Ⅱ万9,00OKWに対して,

昭和51年末には,1,846万8.00OKWに達し,9年間の伸びは124.2夕づ,年平均で13.8彫となっている。

このうち,水力(揚水は除く)の開発は,10発電所 50万5,00OKWで,この間の全開発量の4.6夕づに相当する0

この開発の内容は,高度経済成長を支えてた高効率大客量の新鋭火力に対応するビーク供給力として増設水力が

あげられ,木曽川の木曽発電所(Ⅱ万6,00OKW),新丸山発電所(6万3,00OKW),庄川の新成出発電所(5

万8,20OKW),新椿原発電所(6 万3,10OKW)がこれに相当する。また,時代の流れを反映して,多目的ダム

への発電参加として,水資源開発公団高山ダムの高山発電所(6,00OKW),農林省永源寺ダムの永源寺発電所

(4,20OKW),富山県利賀川ダムの利賀川第一(1万5,40OKW)及び同第二(3万1,70OKW)発電所がある。

管内最後の大貯水池式といわれる神通川の下小鳥発電所(14万2,00OKW)は,石油危機直前の昭和48年5月運転

開始し,石油危機に際し,国産工才ルギーの価値を遺俄なく発揮した。ほかに由良川の和知発電所(5,70OKW)

がある。

枯渇する水力に対して,大規模出力でビークを供給する高落差大規模純揚水は,水申技術の著しい発展によっ

て,この柳間に華々しく登場する。まず,下部ダムとして建設省天ケ瀬ダムを利用する喜撰山発電所(46万6,

00OKW)が,昭和45年1月に完成,続いて,兵庫岬dヒ部に上下両ダムを新設する奥多々良木発電所 a21万2,000

KW)が,昭和50年6月に完成し,純揚水の総出力は 167万8,00OKW に達し,この間の全開発量の]5.4 夕6に相

当してぃる。また,この間の全水力開発量は,218万3,00OKW,この間の全開発量の20彫に達した。

高度経済成長の主役である火力の開発は,18機537万2,00OKWに達したが,この中には,電力危機に緊急、に対

応するためのガスタービン6機36万KWがあるので,大容量火力は,12機501万KW である。火力の開発の特長は

機器の大容量化であり,昭和43年までに開発された大容量機は,昭和39年の姫路第二第3号機(32万5,00OKW),

昭和42年の姫路第二第4号機(45万KW)等があるが,昭和43年以降,続々と大容量機の開発が進められた。す

なわち,妬万KW機として海南第1号機(昭和45年5月),海南第2号機(昭和45年9月),高砂第1号機(昭和

46年9月),高砂第2号機(昭和46年10月)があり,60万KW機として,海南第4,3号機(昭和48年6月,昭

和49年4月),姫路第二第5,6号機(昭和48年]0,Ⅱ月)がある。火力の全開発量に対する割合は,58夕6に達

し,文字通り,この期間の主役であったといえる。一方,原子力についてみると,昭和45年,美浜第 1号機(34

万KW)が万博会場に管内初の原子の灯をともして以来,昭和47年美浜第2 (50万KW),昭和49年高浜第1

(82万6,00OKW),昭和50年同第2 (82万6,00OKW),昭和51年美浜第3 (82万6,00OKW)と続々と開発が続

き,合計331万8,00OKW,この間の全開発量の30.5夕づに達し,将来の主力電源としての地位を着々と固めつつぁ

る特に大容量化による経済性の向上,火力燃料費の高騰によってすでに火力の経済性とは逆転したといわれて

邦り,その立地難の解決が,日本経済の将来を左右するというても過言ではなかろう。

3.2.水力発所の紹介

3.2.1.奥多々良木水力発電所



奥多々良木発電所は,関西電力が増大する電力需要に対処する経済的ビーク供給力として建設した,最大出力
1,212MW の循環式純揚水発電所である。

当発電所は兵庫県中央部の瀬戸内海に注ぐ市川と日本海に注ぐ円山川との分水嶺付近の落差を利用して,市川

最上流部に高さ98m の中央土質しゃ水壁型ロックフィルダム(上部「黒川ダム」)を,円山川支流多々良木川に

高さ 64.5mの表面しゃ水壁型ロックフィルダム(下部「多々良木ダム」)を築造し,それぞれ有効貯水容量21,

360×103m3,17.390×]03m3 の調整池を設け,この間を延長約 3.8kmの水路2条で結ぴ,その中間の地下に設

けた発電所に単機出力303MWの発電機4台を設置し,最大出力 1,212MWを得るものである(図1.10参照)。

A・A断面 B・B断面

.ー'゜"^、
C・C断面

.

下部調整池

H. W. L228

L.W. L199.5

D・D断面

、

フ.5
放水路サージタンク

.'.

゛

..

図1.10 NO.1 水路断面図

]号機は昭和49年6月に,最終の4号機は昭和50年6月に運転開始した。汽発電所の建設上の特長は次のとオδ

りである。

①当発電所は最大出力にて12.8時間運転分の池容量をもつ週間調整型の循環式純揚水兆電所である。

②上部ダムはダム軸を上流側に幾分湾曲きせるとともに,コアを上流側にやや傾斜させて,コアー部の鉄

定増大をはかる一方,ロックゾーン全域にわたって振動口ーラによる締固めを行ないグムの変形の軽減を

はかった。

③取.放水口とも呑口天井部に渦防止板を設けることによって,最低貯水位時の呑口水深を極めて小さく

することを可能とした。

④水圧鉄管路の斜坑部は全長にわたって内水圧のー・部を岩盤に分担させる設計とし,そのてん充コンク'

トに膨張コンクリートを使用することにより従来必須とされたグラウチングを省略し,」二程短縮,鉄鴛

の品質保全に大きな効果をあげた。

⑤地下発電所空洞の設計,施工面に岩盤力学の手法を導入することにようて,工事を安全かつ経済的に行

つナ、。

⑥上.下サージタンクとも2台の飛ンプ水車に共用させて経済化をはかうた。

⑦下部ダムは良質な士質コアー材が手近に得にくいことから表面アスブプルトしゃ水壁型ロックフィルタ'

ムとし,かつ早期たん水をはかる必要からダムを2段に分けて施工し,中間たん水を可能とした。

⑧発電電動機は単機容量320MVAと大容量である。

⑨大容量(310MW)の末ンプ水車に2分割ランナーを採用し,輸送上の隣路を克服した。
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⑩ 50OMV主変圧器は2台の発電電動機に接続する方式とし,設備の経済化をはかった。

⑪地下主変圧器室屋外と開閉所間に50OMVのOFケーブを採用した。

3.2.2.奥吉野水力発電所

奥吉野発電所は奈良県十津川村の北部に関西電力が現在建設中のもので,発電出力 1,206MW の循環式純揚水

発電所である。この計画は,新宮川水系旭川とその中流部に流入している瀬戸谷川の高低差約530m を最大限に

利用するもので,瀬戸谷川に高さⅡ0.5m の中央士質しゃ水壁型ロックフィルダム(上部「瀬戸タ'ム」)を,旭

川に高さ 86.1皿のドーム型アーチダム(下部「旭グム」)を築造し,有効貯水容量がそれぞれ16,850×103m3,

15,920×103m3の調整池を設け,この間を総延長約1.7kmの水路2条で結び,その中問の地下発電所に単機出力

20IMWの発電機6 台を設置し,最大出力1,206MWを得るものである(図1.11参照)。工事は昭和45年・に調査,

計画に着手し,昭和50年4月に木格的着工を行い,昭和53卸.7月に 1号機を運転開始し,以後6 号機(昭和郭年

5月)まで順次運転開始の予定である

H.W.L^.(麒)

L W.」926.イX抑

EL8佑.{X抑

EL舗3.^

販水口
49.4m

1号導水^84.07'

奥吉野発電所は大規模かつ高落差のため,技術的に高度の水進が饗求されるが,そのうらの2,3を紹介する

と次のようである。

住) 80kg/mm2 級高張力鋼(HT-8のの水圧鉄管への採用

水圧鉄管の規模の一指標として PD値(内圧 P (m) X内径 D (m)〕があるが,奧吉野発電所は現在わが国

で最大の値となっており,このため水圧鉄管に HT 80 を採用する設計とした。水圧鉄管への HT-80 の採川

は当発電所が初めてではないが,管胴本体の厚さが応力の一部を周辺岩盤に負担させてもなおかつ50mm程度に

なるため,設計施工には格段の慎重さでのぞまねばならない。

② 3叉球分岐の採用

水圧鉄管の規模が大きくなると必然的に分岐管の規模も大きくなってくる。当発電所では1条の水圧鉄管で3

台の水車発電機(揚水時は飛ンプ発動機)を分担させるため大規模分岐管が必要である。

当初の計画では, Y分岐2個で3台に分岐する計画であったが,その後の技術の進歩により3又球分岐の製作

が可能となり,士木工事費は大幅に減少させることができた。この球分岐の内径は7mで,球殻の板厚はHT-

80材で 59mm に達する。鉄管との取付部は巨大な補強環で補強してオ6り,特に本管との取付部の補強環はほぽ
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68CmX35Cm の断面をもつ内径 4.3mの大円環で,これを現場熔接することは非常に困難であうた。このため幾

多の研究の結果, HT-80相当鍛鋼材を用いることにより,輸送限界いっぱいで一体製作が可能となうた。

侶)大規模地下発電所の設計・施工

当発電所の地下空洞の大きさは,機器レイアウト等の工夫により極力縮小化したが,それでもな邦わが国屈指

のものである。地下発電所地点の地質は,頁岩と頁岩を主体とする砂岩との互層からなっている発電所の最終

位置は,ポーリング,試掘坑などによる地質調査の結果,破砕帯を避け決定した。

設計,施工上の特長をあげると次のと邦りである。

①作業坑の能率的な配置と地質調査機能の付与

②理論解析の発展と施工中邦よび完成後の測定

③天井アーチ設計の合理化

④周辺岩盤の補強工法の確立

このうち④項の具体策として

岩盤PC工法の採用,合計約 6,700本,総延長 80,ooomの実施

発電所中央部の岩盤ストラットの残置

乞行った。

3.3.原子力発電所の紹介

わが国の原子力発電は,昭和41年に日本原子力発電(株)の東海発電所がはじめて発電を開始して以来本格的な

原子力発電時代へはいった。昭和51年12月米現在,表1.1のとオδり 13基742万8千KWが稼動してオ6り,15基

],336万3千KWが建設中または計画中である。

関西地区にオ6いても,日本原子力発電(株)の敦賀発電所が昭和45年に発電を開始したのを皮切りに,相次いで

原子力発電所が完成し,昭和51年12月末現在の総設備容量は6基367万5千KWで,わが国の原子力発電設備の

約50%を関西地区で占めている。

原子力発電所の土木工事は,火力発電所のそれと類似する工事が多く,敷地造成,港湾設備,取・放水設備な

どがある。また,原子力発電所特有の士木工学的問題としては,地盤検討や耐皮設計オ6よび廃棄物の処理・処分

などがある。さらに原子力発電所の立地難を解消する方法として,山をくり抜いた空洞に発電設備を設ける地下

発電所方式や,海浜または沖合に築島して発電設備を設けたり,大型台船に発電設備を積込んで浮上させる海上

発電所方式の研究を進めている。

ここでは,高浜発電所,大飯発電所の士木工事について特長のある事項を述べてみる。

高浜発電所の取水路工事3.3.1

高浜発電所では,1,2・号機合計]65万2千KWの発電に必要な冷却用海水を,若狭湾から発電所へ導入するの

に,長さ568mの取水路を設けた。海水の一部は,原子炉仮想事故時にも安全に供給できるようAクラス(建築基

準法に定める設計震度の3倍の震度)の耐震構造を要求されたが,取水路全部をAクラスの耐震楢造にすると,

工事規模が膨大になるので,取水路の底部に4m2 の原子炉冷却用海水路を別系統として設け,この部分だけを

Aクラスの耐震擶造とし,107m3/seC もの大量の海水を要する復水器冷却用海水路は,普通の震度に耐える台形

開きょ構造とすることにより,経済的な設計とした。

大飯発電所の防波堤・護岸工事3.3.2

大飯発電所は若狄湾に面しており,日本海からの厳しい海象をまともに受けるので,大規模な防波堤・護岸工

事となった。防波堤や護岸は,敷地造成工事の工程を左右する非常に重要なものであり,特に防波堤は,他の構

造物に先がけて極力短期間に完成させる必要があった。そのため,工期,材料調達,作業場,作業船舶など種々

の条件を勘案し,鋼板コルゲートセル堤(中詰はプVパックドコンクリート)を採用することにより所期の目的

を達成した。

3.4.火力発電所の紹介

3.4.1.火ノJ発電将来の展望

わが国の火力発電所は,昭和20年代後半から1ヨ本経済の伸張とともに,いわゆる新鋭火力の建設が始められ,
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現在では,単機容量印OMW,蒸気条件255kg/cm2,541~568゜Cの超臨界圧機が聞発され,多奈川第2火力では

木機が用いられてぃる。しかし,原子力発電の増大とともに,火力はべース供給力からしだいにミドル供給力と

しての役割に転換することが考えられるので,将来は大容量の超臨界圧機よりはむしろ,30OMWクラスのミドル

供給機へと質的変換がなされるものと考えられる。

一方,火力発電所にとって最も必要とされるものは公害対策である。温・排水対策としては,深層放水・有孔

斜堤.気泡拡散等の対策がとられ,大気汚染対策としては,使用燃料の良質化,すなわち,重原油の低硫黄化,

ナフサ, ING (ιiquid Natural Gas)の使用とともに,排煙脱硫装置の付加によってSOXの低下を計っている。

一方, NOXに対しては,燃焼速度の低下による対処が行なわれているが,今後は排煙脱硝装置の付加が検討され

ることとなろう。

3.4.2.多奈川第2 発電所

多奈川舞稔発電所は,大阪府泉南郡岬町多奈川に関西電力が造成した約40万m2の用地を用い,60OMW2台総

出力 1,20OMW の火力発電所である。昭和50年8月に着工し,昭和52年5月1号機の運転開始を予定している。

この発電所建設に邦ける主な土木工事は,次のとオ6りである。

①敷地造成工事

発電所敷地約如万m2のうち,埋立面積は約H万m2,埋立土量約 160万m3 であるが,ケーソンを主体とする

護岸線(延長約1,]50m),オ6よび埋立の大半は事前に完了していた。

②取水口1.事

取水口は幅 40m,奥行45m,約40m3/seC を取水し前面には力ーテンウォール式深層取水設備を設けてある。

は)放水路工事

放水路は 2 連余"クスラーメン構造で,1水路で 1 ユニット分約20m3/seCを流す。高さ3.砺m,1塙3.1m,延

長は約 40om である。

④放水口工事

陸上部延長80m,海水部延長51.7m,出口幅34.3m,出口部に打孔斜堤を設置し,温・排水の拡散を副る。

侮)揚油機橋工亊

タンカー接岸用として,5,ooot 級2バースを敷地東北隅に設置した。

⑥燃判タンク基礎工事

3万kι重原池タンク6基の基礎工事は,地盤改良工法をとらず0.P.-22m付近に存在する洪積層まで杭を打

ち,その上にコンクリートスラプを設けてタンク基礎とした。

3.5 変電所士木工事の紹介

昭和30年から昭和40年代前¥にみられる経済の高度成長は,電力需要面でも年率10兜をこえる旺盛な伸長を示

し,必然的に電源の大型化と,立地面からくる遠隔化にともなって,従来の275KVを上限とする主幹系統では対

1忘ができなくなり,これら既設設備を包含する 50OKV 送変電網の建設構想が44年にはいって具体化された。す

なわち図7.12 に示すと邦り,南は和歌山の紀ノ川から京阪神沿岸需要帯の後背を経て,西は西播にいたる超々

高圧 50OKV 外輪線と,猪名川をこうしとする拠点、変電所群の建設がそれである。

この送・変電系統は昭和5]作末をもって,一応の完成をみたのであるが,引続き工事中の北摂・信貴両変電所

も含めて,これからの50年代はこれら外輪系統の拡充と,日本海側,太平洋側両臨海地区に計画されている火・

原子力電源,あるいはビーク負荷対応の揚・水電源などから前記拠点変電所への受入施設,あるいは地域供給施設

への新増設が活発化するものと予想される。

この超々高圧 50OKV 系統の施設の用地規模は,送電線下幅で 30m (地役権設定),鉄塔間隔約 40om/基,

その敷地数百m2/基,あるいは変電所にいたっては10~20万m2/所の広大な面積を必要とし,地勢的要因もあっ

て,いきおいり_1問部に立地しなけれぱならないので,士木工事規模も巨大かつ複雑化し,設備コストの効率化要

請もあってあらゆる面で徹底的な合理化が追求されている。ここでは土木的に興味のある50OKV系変電所士木設

備,特に敷地造成面について最近の傾向を記載する。

50OKV系統の変電所は,前述のと邦り山間部に立地し,地上施設の大型化からいき邦い土木構造物,特に敷地
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盤の高耐力性が要求される。一方,土地開発にともなう法規制上の制約も考慮に入れなけれぱならないので,い

わゆる通常の造成法では,変電所としての条件が満足できない。従って下記理由から地上諸機器,建物などの基

礎支持方式を従来の杭方式から,直接支持方式(ペタ基礎)が採用できる造成法,すなわち敷地盤そのものを木

格的な土構造物とする工法に転換し,省資源・大型重機施工・省力化ならびに工期短縮等の合理化を図らなけれ

ぱならない。

(直接基礎支持力方式用敷地造成法採用の理由)

①盛士高さが10~20皿以上の場合,杭基礎方式ではきわめて不経済。

②杭基礎では盛土の長期沈下面からみて,不等沈下などで杭そのものに予想外の悪影響か生ずる。

③また,碍子型機器にみられるトップヘビー機器群の支持方式としては耐震上,極めて不利。

④通常盛土では高盛土盤・長大斜面等の安定性に問題が多い。

⑤現地発生士をすべて土構造物として利用すれば,省資源対策となる。

⑥土質工学の発達から,層別巻出し転圧工法で,十分な管理を行えば,安定性,耐力性のある上構造物が

得られる。

⑦大型重機施工の活用によるメリットが大きい。

⑧近畿の地層では,士性面からみて大半の地点が新上法採翔可能と判断される。

この新造成法の採用を昭和45年西京都変電所から始めてすでに7圷,その間20ケ所に及ぶ地点開発を行った

が,それぞれの時点で,以前施工地点の効果確認を重ね,施上ならびに管理方法の改善が行われてきた。その結

果現在までに不等沈下,のり面の流蝕ならびに崩壊等の原因による地上描造物群への不都合は皆無である。

なオδ,引続き耐優性状等,外部不確定要因による安定性の向上を図るため,盛土盤上の起振実験,あるいは代

表地点に設けた地震計記録等からいっそうの改善と合理化を進めつつぁる現状である。

3.6 これからの電源開発

ゼロ成長か,高度成長かの議論が,石油供給の目途がついた昭和49年ごろより,国内の谷所でたたかわされ

た。いま,低成長で世論が一致したというにはあまりにも変動要素,不確定要素が多すぎるが,少なくとも電ノJ

の開発に関するかぎり,昭和50年より昭和郭年までの最大電力の伸びは年平均 7.0%という数字が目標となっく

いる。

関西電力の昭和51年度施設計画によると,昭和55年.における最大確ノJは 2,075万KW,需要電力量は,約890億

KWE と想定されて邦り,最大電力に関して見れば,昭和50年夏から5年間で514万KWの増大が見込まれる。

この需要に対して,昭和55年夏までに運転聞始が期待される全供給力は,491万KWであり,その内訳は,水力

15万4,60OKW (3.りめ,揚水 120万6,00OKW (24.6マづ),火力120万KW (24.4夕づ),原子力 235万KW (47.9夕づ)

となって邦り,ここでも,今後5年間の開発の主役が原子力であることをはっきりと物語っている。

今後の電源開発の主力は,ベース電源として原子力,ビーク電源として揚・水という考え力もあり,原子力,揚

水の組み合せによる理想的な電源構成が,日本の経済成長を支えて行くものと期待される。

なオδ,石油価格の高騰と燃聿拓寉保に関するナシ,ナルセキユリティの立場・から,純国鄭エネ,レギーである水力

についても相当の配慮が払われて戈り,残り少ない包蔵水力についても,地昧な努力が靴けられているのであ

る。
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8.水

1.1.淀川水系における水資源開発基本計画の全部変更

昭和30年代以降,わが国に邦ける産業経済の発展邦よび国民生活の向上に伴う,上水道用水,工業用水などの

都市用水の需要の増大は著しいものがあり,このためダム建設等による広域的な水資源開発の強力な推進が要請

されるところとなり,昭和36年,水資源開発促進法邦よび水資源閉発公団法,いわゆる水資源2 法が制定される

に至った。

水資源開発促進法の目的とするところは,産業の開発または発展浦よび都市人口の増加に伴い用水を必要とす

る地域に対する水の供給を確保するための水資源の総合的な開発邦よび利水の合理化の促進を図ることであり同

法に基づき,政府は利根川,淀川,筑後川,木曽川,吉野川の5水系を水資源開発水系として指定している。以

下に近畿圏の水源として重要な淀川水系の水資源開発について述べる。

水資源2法の制定に伴い,昭和37年度から水資源開発公団が発足,大阪に関西支社が設けられるとともに,「淀

川水系に邦ける水資源開発基本計画」が決定された。

この基本計画は,淀川水系の水資源開発を目的に決定されたもので,その後,3回にわたり部分改訂された

が,昭和47年9月に淀川水系に各種用水を依存する大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・三重の6 府県の利水につい

資

淀川水系における水資源開発基本計画

ノ、

て,需要の見と邦し邦よび供給の面より検

討'が加えられ,全面改訂された。これが「淀

川水系に充ける水資源開発基本計画の全部

変更」と呼ばれるものである(表8.1参照)。

改訂の内容は,昭和55年の6府県の淀川

に対する新規水需要を水道用水42.7m3/se

C,工業用フK23.om3/seC農業用水1.7m3/sec

の合計67.4m3/seCと予計想した 1,のである。

この需要に応ずる対策として,室生ダム1

6m3/sec,一庫ダム 2.5m3/seCのほか,新

たに日吉ダム3.7m3/sec,比奈知ダム1.5m3

/seC を建設し,琵琶湖開発で,40m3/sec

を昭和55年目標で閉発するとされている。

また,同全面改訂はさらに昭和51年1月に

布目ダム 1.1m3/sec (奈良県・布目jlD の

建設追加により部分改訂されているが,同

計画に邦ける各府県・各用途別需要量想定

を表8.2,また各事業別開発水量を示す

と表8.3 のと粘りである。

近畿地方に邦ける最大の水系である淀川

閣議決定
年月日

表8.1 淀川水系に邦ける水資源開発

基本計画改訂経紳

昭和年月
フ.4

37.8

目標年度
を昭和55
年度とす
る。

昭和年月日
37.4.30

37.8.20

府

39.10.16

41.フ.19

刀丈

番号

第12号

第31・号

39.10.19

41.フ.22

43.6.18

内

水系指定

基本計画決定(高
山ダム,長柄可動
堰)

一部変更(青蓮寺
ダムの追加)

一部変更(正蓮寺
川利水,室生ダム
の追加,高山ダム
の工期延長)

一部変更(一庫グ
ムの追加,高山ダ
ム,正蓮寺川利水
の事業費改訂)

全部変更(水需給
計画の決定,室生
ダム.一庫ダム.琵
琶湖開発,日吉ダ
ム,比奈知グム)

一部変更(布目グ
ムの追加)

第39号

第28号

47.9.19

43.6.20

備考

51.1.13

第17号

47.9.21
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利水圏に粘ける供給施設の概要紹介

等を兼ねて「淀川水系に邦ける水源

開発基本計画」(昭和51年1月13日

閣議決定)より,その施設建設計画

部分を抜粋記載すると次のと邦りで

ある。

.1.1.室生ダム建設事業

名称室生グム

事業目的このダムは,洪水調

節,不特定かんがい等

の用に供する機能を右

するものであるが,こ

の事業により奈良県へ

分水を行ない,奈良県

の水道用水を確保する

ものとする。

事業主体水資源開発公団

河川名宇陀川

新規利水容量約6,450千m3

(有効貯水容量

約14,300千m3)

予定工期昭和40年度から昭和

48年度まで

1.1.2.一庫ダム建設事業

名称一庫ダム

事業日的このタ'ムは,洪水調

節,不特定かんがい等

の用に供する機能を有

するものであるが,こ

の事業により,大阪府

オ6よび兵庫県の水道用

水を確保するものとす

る。

事業主体水資源開発公団

河川名猪名川

新規利水容量約H,800千m3

(有効貯水容量

約30,800千m3)

予定工期昭和43年度から昭和

50年度まで

1.1.3.琵琶湖開発事業

名称琵晉湖開発

事業目的琵笹湖総合開発計画

の一環として実施する

表8.2 各府県各用途別需要量想定一覧表(水量単位;m3ノ託C)

"袈嘱蛯隠秘野鶚儒畷~ゑ準1"却嬬醗此樹彪

水

滋

575.0

99.0 ボ

0.2

13.4

2.9

( 2.4)

0.3

2.8

29.9

フ.9

1.8

42.フ16.5

琵琶湖周辺都市

名張・上野他

京都府営他

大阪府営・市営他

兵庫県営・阪神水道他

奈良県営・市営他

172.0 未

6.フ

2.8

9.5

( 3.フ)

0.5

].1

15.2

6.2

23.0

1.5

不特定かんがい
発電
治水

注]昭和45年度まで手当済の水量は前回基本計画に基づく高山グム,長
柄可動堰改築,青蓮寺ダム,正蓮寺川利水の事業による開発である。
2()書きは琵琶湖からの取水量である。
3水道用水邦よび工業用水の水量は年間平均取水量をあらわしてい
る。

4農業用水の水量はかんがい期間の平均取水量をあらわしている。

彦恨・湖南他

名張・上野

京都府営

大阪府営、・市営他

神戸・尼崎他

1.8

1.8

(30.の

0.2

1.5

1.フ

27.8

琵笹湖周辺

名張

大和高原地区

で、山ダム圖夕洪,不,水,発マ37.8.17)"'

長柄可動堰都(上4 15,工5.85) 10.0

青薄寺ダム、 不,農,水,発名張0・1(39.10.16)洪,

室生ダム洪,不,水 奈良].6

正蓮寸川利水水(上4.86,工3.64) 8.5

タ'ム
洪,不,水(43.6.18)

表8.3

67.4

淀川水系の水資源開発事業

目 "1醗糧悔弥卸鼬鯉ル"事業名

琵笹湖開発治,都

185.0 米

1113/sec
上水 5.0

日

(47.9

比奈知
(47.9

布目
(51.

ヨゞ

洪水調節,洪
水道用水,k

農・一農業用水,
都・一都市用7k

タ'ム

.19)
タ'ム

.19)
タ'ム

1.13)

昭和51年1月現在

億円
115.6

洪,不,都

註()内の数字は基本計画決定日
*初瀬水路分を除く

8.0

億円
46.2

洪,不,都

73.6

1.1洪,不,都

昭
35~44

*81.5

8.0 37~38

1.フ
39~45

25.3

*24.5 40~48

2.5

51.6

40.0

定 50~

88.6

3.フ

38.5 40~46

43~50
33.4
予定

43~55
予定

46~53
定
予定
47~52
定
予定
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この事業は,洪水防除の用に資するものであるが,この事業により,大阪府,兵庫県等の水道用水

邦よび工業用水を確保するものとする。

な粘,この事業の実施にあたっては,琵晉湖の水位変動に伴う水産業等に粘よぽす影響について

十分配慮するものとする。

事業主体水資源開発公団

なオδ,この事業は建設大臣が現在施行中のものを承継するものである。

河川名琵琶湖粘よぴ淀川

利水のための基本的事項

利用低水位は琵琶湖水位一].5m,新規に開発する水量は毎秒約40m3とする。

ただし,琵琶湖総合開発計画の各事業の施行ならびに補償等については,非常渇水時の処置に万

全を期し得るよう措置するものとする。

予定工期昭和43年度から昭和55年度まで

1.1.4.日吉ダム建設事業

名称日吉ダム

事業目的このダムは,洪水調節,不特定かんがい等の用に供する機能を有するものであるが,この事業に

より,京都府,大阪府等の水道用水等を確保するものとする。

事業主体水資源開発公団

河川名桂川

新規利水容量約6,400千m3(有効貯水容量約58,000千m3)

予定工期昭和46年度から昭和聡年度まで

1.1.5.比奈知グム建設事業

名称比奈知ダム

事業目的このグムは,洪水調節,不特定かんがい等の用に供する機能を有するものであるが,この事業に
より,三重県等の水道用水邦よぴ工業用水を確保するものとする。

事業主体水資源開発公団

河川名名張川

新規利水容量約7,000千m3(有効貯水容量約18,400千m3)

予定工期昭和47年度から昭和52年度まで

1.1.6.布日ダム建設事業

名称布目ダム

事業目的このグムは,決水調節の機能を有するものであるが,この事業により奈良県等の都市用水を確保

するものとする。

事業主体水資源開発公団

河川名布目川

新規利ノk容量約10,000千m3(有効貯水容量約15,800千m3)

予定工期昭和50年度から

な16,上記 1.1.1.から 1.1.6.までの事業費は,洪水調節,不特定かんがい等に係る分をあわせて,約

]、400億円と見込まれる。

1.2.水資源開発基本計画に基づく水資源開発施設の概要

1.2.1.高山ダム

昭和28年9月の台風13号による出水北よぴ昭和34年9月の伊勢湾台風による出水は淀川水系の木津川に邦いて

従来の計画高水流量を著しく超過し,従来の洪水調節計画の再検討を促した。その結果洪水調節,発電,水道充

よぴ農業用水の補給を行う多目的ダムとして,昭和35年度から実施計画調査が行なわれ,昭和37年には水資源開

発基本計画に組み込まれた。
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ダムの建設目的は,洪水調節,不特定がんがい,水道用水邦よぴ発電であり,水道用水については,阪神地区

の諸都市の上水道用水として,最大5.om3/seCの取水を可能にするものである。

昭和41年Ⅱ月ダム本体コンクリート打設を開始,昭和4年8月打設完了,昭和"年8月管理事務所が発足し

た。総事業費は,Ⅱ8億円であった。

1.2.2.長柄可動堰

本事業は,淀川下流左岸の毛馬洗堰から大阪市内河川維持用水として大川に放流している渇水時70.om3/seCの

水を対魚とし,これを河口の千満潮に応じて最大100.om3/seCから最少40.om3/seCの間で調節し,平均60.om3/

SeCの放流によって従来と伺様の浄化能力を保持させ,これにようて生ずる節減量10.om3/seC を暫定的に上水道,

工業用水に使用することとする。上記の大川への放流調節をするために,毛馬洗堰の下流にある長柄可動堰を嵩

上げして,調節容量を確保し,それに伴う水位上昇区間で河川維持上必要な河川工事を行うのが本事業の内容で

ある。これにより従来の淀川水利用に支障を与えることなく当面の水需要に応ずるものであり,河川下流部に邦け

る水資源開発の一手法,特に河川維持用水の転換を伴う水資源開発として興味深いものがある(写真8.1参照)。

昭和37年12月に着工し,昭和39年4月に事業賓約8億円で完了した。

1.2.3.正蓮マiリ11利7k

木事業は,正蓮寺川の河川維持用水8.5m3/sceを都「Ⅱ用水に転川するため,毛賜から海老江に至る小津川の埋

立てを行い,さらに高見町地先に揚水機場を新設して,淀川感潮都から代替水を最大22m3/seC分水しく,正蓮

寺川,六軒球川の河川浄化機能の維持を図るとともに,従来中津川に依存して取水されていた約2.4m3/sce16よ

ぴ,ほかιゴ厄設認可済の0.6m3/sec,あわせて約3.om3/seCの[業用水に対しては,新たに取水樋門と導水路を

設けて,取水機能の緋持を図るものである(写真8.2参照)

本事業も河川下流部に北ける河川維持用水の転換を伴う水資源開発事業の典・剛"して興味深いものがある

本事業は,昭和42年10月、〔事に着手し,昭和47年3月企事業が完成した。

1.2.4.青蓮寺タ'ム

青蓮寺グム計画に関する調査は,昭和28年度から実施されてきたが,昭和39年Ⅱ月水資源開発公団青蓮寺ダム

建設所発足と同時に工事に着手したもので,その建設目的は,洪水調節,不特定かんがい用水,かんがい用水,

水道用水邦よぴ発電であり,水道用水については,名張市の上水道として 0.19m3/seC を,阪神地区の水道用水

として河川を利用して 2.3m3/seC を供給するものである。

昭和42年H月,グム本体コンクリート打設を開始し,昭和4年,打設を完了,昭和45年7月,管理事務所が発

足した。

写真8.1 長柄可動 1似
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1.2.5.室生グム

室生ダムは淀川上流部の宇陀川の中流部,奈良県宇陀郡室生村地先に建設されたもので,本事業は室小.グム建

設事業(主務大臣,建設大臣)と初瀬水路建設事業(主務大臣,厚ql.大臣)とに分けられる。

室生ダム建設事業の基本計画は昭和41年7月22日閣議決定後告示されたものであるが,実施方針の指示までに

はかなりの曲折があった。すなわち,初瀬水路により大和平野への分水(最大1.6m3/sec)をすることにつぃて,

宇陀川下流沿岸地域住民の根強い反対があった。しかし河川管理者(建設大臣)を介して三重県・奈良県両知事

の話し合い,オ6よび下流住民の理解と協力を得てこの分水という難問題の解決をみて,昭和44年5月2日に実施

方針の指示があり,水資源開発事業の着手となったものである。

当初工期は,昭和40年度から46年度までであったが,昭和49年12月ポまでと変更になり,事業費についても

52.5億円から,97.5億円(室生グム81.5億円,初瀬水路16.0億円)に増額された。昭和49年.4 見に竣'し,管理

所の発足となった。

本事業は,淀川流域に邦ける最初の大規模な分水事業という難問題を解決した点に邦いて,今後の広域利水事

業の1つの範となるものであろう。

1.2.6.昆琶湖開発

都市用水の需要の急増に対処するため,淀川の水資源開売グy急務が川・ばれるとともに,当然わが国最大の湖で

ある琵琶湖の開発に大きな関心が,寄せられるようになった。しかし,艶笹湖は,面積約680km2,貯水量約275

億m3で,滋賀県面禎の約%を占め,周辺地域にオ6ける住民のノを活や産業活動と密接に結ぴつぃて邦り,恵まれ

た景観は,近畿圏に充けるレクリェーシ"ン基地として,その保全が強く要請され,また水質の保全,水資源開

発による湖水位低下に対する,十分な配慮が必要である。このため,琵征湖の開発は治水,利水をはじめ,自然

の保全邦よび周辺地域の開発を体とした総合開発事業として推進されることになり,昭和47年6月には,「琵

琵湖総合開発計画特別措置法が制定され六これに基づき,同年12月には,18事業,総事業費約4,266億円よ

りなる琵琶湖総合閉発計画が決定された。

このうち「琵琶湖治水粘よび水資源開発」事業は,水資源開発公団が実施することになり,水資源開発公団の

事業名では「琵看湖開発事業と呼ばれて邦り,その事業内容は,表8.4 に示すと邦りであり,事業費は約720

億円と概算され昭和43年度から55年度までの予定工期となって邦り,ひう迫する淀川水系に充ける最大の水資源

開発として,その早期完成が切望されている。

なオ6,琵琶湖総合開発計画について,昭和51年3月26日,大津地方裁判所民事部に艶琶湖,淀川汚染に反対

する大阪府民会議」代表をはじめ,近畿一円の住民1,184名が,国,滋賀県,大阪府,水資源開発公団を被告と

して「琵笹湖総合開発計画工事差止請求」を提訴した。これは琵琶湖総合開発に基づいて実施する滋賀県の湖南
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中部流城下水道浄化センター建設工事,水資

源開発公団が実施する瀬田川洗堰の改築,湖

岸堤粘よぴ管理用道路の新築,南湖邦よぴ瀬

田川の浚洪の各工事,オδよぴ国,大阪府の負

担金邦よぴいっさいの協力行為の差止めを求

めるもので,その理由として,原告らは本件

各工事により琵智湖の水質汚濁が進み,原告

らの健康をむしぱむとともに,景観の破壊,

水質汚濁は原告らが自然環境から享受してい

る精神的利益,生活利益を侵害するとしてい

る。

具体的には,本件各工事は「琵琵湖総合開

発特別措置法」により権利義務を制限する実

質的意味の立法を計画決定という行政手続きのみで,決定できるとしている点で憲法違反,また開発行政権の濫
用,環境アセスメントの欠陥という点でも違法としている。これに対して被告は訴えの却下を求める本案前の申

立を行なうとともに,全面的に反論を行なっている。

また昭和51年9月14日には六戸町漁業協同組合ほかが,国邦よび水資源開発公団を被告として,東京地方裁判
所に同じく工事差止請求を提訴しいる。これは琵琶湖総合開発により,琵琶湖に充ける鮎苗の取得が不可能とな
り,全国における鮎漁業が減少するという,いわゆる間接被害を問題としたものである。これにっいても被告は
全面的に反論を行なっている。

区

表8.4 琵琶湖治水,水資源開発事業内容

分事業主体 事業内

琵吾湖治水

オδよぴ

水資源開発

水資源開発

団ノ、、

湖岸堤充よぴ管理用道路

(延長約50km)

内水排除施設

瀬田川の浚深

瀬田川洗堰の改築

補償対策

(水道・工業用水道・農業用水

施設・港湾・水産施設・水産

物減産補償等)

その他

2.1.大阪府の水資源問題

大阪府下の上水道の普及率は,東京都に次いで全国で第2位で,使用量も人口の増加と生活様式の高度化など
により著しく増大している。例えば,昭和50年の1日の最大給水量は 4,650千m3,1人 1日最大給水量は 563ι
に達し,昭和40年に比較し 1日最大給水量で1.5倍,]人 1日最大給水量では 1.2 倍に増大している。水源別供
給量を昭和50年度の日最大給水量でみると淀川に 86.8彫,地下水に 8.0昭,府内河川そのほかに 5.2゜6を依存
している。

一方工業用水にっいてみるならぱ,工業用水の使用量は著しい産業経済の発展に伴い年々増大し,昭和49年に

は昭和40年の2.7倍の日量約 750万m3 に達している。しかし工業生産(製造品出荷額) 1億円当りの純淡水の

使用量は,25m3 で昭和40年の41劣に減少している。また工業用水の効率化利用のパロメーターである回収率

は,昭和40年には29夕6であったが,昭和49年には76夕6となり,用水の有効利用が図られてきている。

将来の水需給にっいて昭和51年6月に推定したところによると,まず上水道にっいては,都市への人口集中を

極力抑制する方針のもとに推計を行なっても昭和65年には 915万人に達し,これら人口の増加,生活水準の向

上,生活様式の高度化,核家族化,,さらに都市の発展等の諸要因を勘案すると,上水道で日量 7,400千凱3 に達

するものと思れる。

また工業用水については,用地用水,公害等の資源的環境的制約条件を考慮して,非都市型業種(化学,孑1

油,鉄鋼等)の新増設を極力抑制し,都市型業種(一般機械,電気機器,出版等)への転換を図るものとし,冷

却,温度調節等の回収可能な水は限度まで回収利用を図り,水の有効利用に努めるとして日量 23,930千m3 に

達するものと思われる。

これに対し供給面で見ると安威川ダム等により府内河川の開発は極力はかるものとしても,水賦存量自体が少

ないため,多くを期待することは困難であり,また地下水についてはさらに規制の拡大強化をはかる必要に迫ら

2 大阪府における水資源開発
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れているため,その大半は淀川等に依存せざるを得ず,都市用水の淀川への依存量は昭和65年には8,800千m3/日

a02.9m3/sec)になる。このため,淀川水系に北ける水資源開発が予定通り進められることにしても水資源の

不足は明らかである。一方,今後の淀川水系に邦ける開発にも限度があり,特に琵琶湖開発後に北いては,多く

の開発を期待することはきわめて困難である。このようなことから将来の水需給の解決をはかるためには,紀ノ

川等,他水系を含めた広域利水の促進をはかるとともに,下水処理水邦よびビル雑用水の再利用,工業用水の回

収率の向上等,水の有効利用を図ることが必要であるとしている。

2.2.大阪府の上水道

2.2.1.大阪府営水道

水源不足に悩む大阪府下の市町に用水供給を行なうことを目的として昭和15年に開始された大阪府営水道は,

第2次世界大戦により大きな影響を受けたが,着々と事業を伸ぱしてきた。現在,淀川を水源とする庭窪浄水場

系,村野浄水場系の2系統で28市7町に給水して充り村野浄水場系については第5次に引き続き,第6次拡張事

業を実施中である。

第5次拡張事業は,昭和40年度から47年度の計画で目標年次を昭和50年度とし,日量最大給水量 1,450千m3

給水対象市町を28市7町として事業を実施したが,その後の水需要が著しいため,さらに昭和47年度から55年度

の9年間継続事業として,目標年次を56年度とし日量最大給水量200万m3 とし,水道施設の整備を行なうもの

である。この事業で注目に値いするものは,村野階層浄水場である。これは,従来平面的に建設されていた浄水

施設を階層化し立体式にしたもので,地上施設は横72.3mX縦88.8mX高さ31.1mであるが,この施設内に,沈

殿池5.55mX20.5mX9.9m32池を始め,砂ろ過池,オゾン接触池,活性炭ろ過池,浄水池等をすべて収容した

ものであり,浄水池を立体化したため,敷地面積が狭くてすみ,都市化された地域での環境条件に適応する。ま

た機器兆よぴ連絡配管がすべて層内に収容できるため点検,修理が容易である点などの画期的な利点を有してぃ

る。

2.2.2.大阪市営水道

大阪市の水道は明治28年Ⅱ月に創設された。その後,市勢の発展に伴い,第2次拡張事業により大正3年に柴

島浄水場を新設し,以来数回の拡張事業を実施してきたが,戦後の急速な水需要の増加に対処するため,昭和33

年,第6回拡張事業によって庭窪浄水場を,さらに昭和43年に第8回拡張事業によって豊野浄水場を新設してぃ

る。

これは計画]日最大量を2,182千m3とするもので枚方市楠葉地先の淀川左岸で取水し,豊野浄水場に送り城東

配水場より市内中・東部に給水するものである。しかし,給水需要はなオ6,増加の傾向にあったので引き続き昭

和"年度から第9 回拡張事業を進め,豊野系で昭和妬年7月に 50千m3,柴島系で昭和47年7月に]08千m3 さ

らに昭和48年7月に90千m3の一部通水により,現在大阪市の 1日標準給水能力は2,430千m3となっている。

2.3.大阪府下の工業用水道

2.3.1.大阪府営工業用水道

戦後,大阪府下に充いては工業用水の需要の増加とともに,北摂邦よび東大阪地区に充いては工業用地下水の

汲上げによる地盤沈下が激化した。このため大阪府に邦いては産業基盤整備として第1次,第2次工業用水道

を,地盤沈下対策として第3次北よび第4次工業用水道を建設し,さらに第5次工業用水道を建設中である。第

1次工業用水道は庭窪浄水道から,臨海工業地帯,守口,門真,東大阪,堺各市の工場に対し,昭和37年5月か

ら日量55千m3 を計画給水量として給水している。第2次工業用水道は大庭浄水場から臨海工業地帯の工場へ給

水するもので,昭和37年度に工事に着手し,昭和45年3月に完成し,計画給水量は日量400千m3である。

北摂地域羚よび東大阪地域に邦ける地盤沈下を防止するため,北摂地域については昭和40年10月に,東大阪地

域については昭和U年6月に,工業用水法に基づく地下水の汲上げ規制が行なわれた。大阪府はこの地域に対し

工業用地下水の代替水を供給するため,まず昭和39年度から第3次工業用水道に着手し,日量 400千m3供給を

目標として三島浄水場を新たに設置し昭和45年3月に完成した。東大阪地域邦よぴ堺地域を対象とする第4次工

業用水道は昭和40年度より着手し,大庭浄水場より日量200千m3供給するもので,昭和45年3月に完成した。

さらに現在,泉州地区の地盤沈下対策として泉州地区の工場に対し,地下水の代替水日量40千m3 を供給する
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目的で第5次工業用水道を昭和51年度より4ケ年計画で実施中である。

2.3.2.大阪市営工業用水道

大阪市では地盤沈下防止対策として,昭和26年3月から代替水を供給する目的で工業用水道の建設に着手し,

昭和29年にはじめて此花区,福島区を対鯨に日量 52,50om3 の給水をはじめた。

その後,昭和31年の工業用水法制定に伴ない,4次にわたる拡張が実施された結果,昭和42年度には1日標準

給水能力575.50om3となり,昭和43年12月をもって地下水の汲上げが禁止されたのを最後に,工業用水道への転

換を完了した。この結果,早期に規制を受けていた西大阪地区では近年地盤沈下量は著しく鈍化した。

なオδ,大阪南港邦よぴ堺港の造成地域に対する工業用水道(1日給水能力200千m3,工期昭和35年度から39年

度)の建設のため,昭和35年10月,府・市共同で大阪臨海工業用水道企業団を設立し,昭和40年度に完成した。

3.1.兵庫県の水資源問題

兵庫県下の上水道の普及率は94.1影で全国第5位であるが,市部の98.0夕づに比して,郡部は74.5免と低率で
この原因は地理的諸条件によるものであるが,末給水区域の解消への努力邦よぴ生活水準の向上等による水需要

の伸びは著しいものであり,たとえば,昭和40年には県全体で給水人口3,565,000人,1人 1日最大給水量354ι

であったものが,昭和47年にはそれぞれ4,553,000万人,405 ιに増加している。

一方,阪神邦よび播磨臨海工業地帯をささえる工業用水の需要も大きく,取水量ペースで県全体で昭和40年に

は日 1,820千m3 であったものが,昭和47年には 2,500千m3 に増大している。しかし,製造品出荷額1億円当り

の純淡水使用は昭和40年には 91m3 であったものが,昭和47年には 51m3 に減少している。

兵庫県のマスタープランである県総合開発計画によれば昭和60年の総人口は約 560万人,工業出荷額は9兆

フ,900億円(昭和妬年価格)になるものと見込まれている。この人口,出荷額に見合う水需要量は生活用水につ

いては,昭和40~47年の1人当り使用水量の実績値から,、〔業用水については,同様に単位出荷額当りの使用量

実績に将来の回収率の向上と新規立地の産業を非用水型にすることとして推定すると,生活用水で日量3,700千

m3,工業用水で日量3,500千m3,都市用水合計で日量7,200千m3 となり,昭和47年に比して約 1.7倍と大幅に

増加することが予想される。

そして県内を阪神(臨海・近交円,播磨(東播,中播,西播),但馬,丹波,淡路の5つのプロックに分けて

みると,阪神,播磨地域が全体の90光以上を占めることとなり,これらの地域を中心として水需給のひう迫がー

段と加わるものと予想される。

このため,琵琶湖開発,庫ダム,東播用水,糀屋ダム,青野ダム,権現グム,神谷ダムなど現在実施してい

る水資源開発を見込んでも,日量 1,850千m3 を新しく開発する必要があるが,今後は需要に応じた供給計画と

いうよりも水供給量から需要を抑制していくことを考えなければならず,兵庫県では水資源の確保を計画的に行

なうための基本方針として,①水利用の合理化,②水資源開発の促進,③水の広域的運用を3本の柱として考え

ている。

3.2.兵庫県の上水道

3.2.1.阪神水道企業団

昭和Ⅱ年7月,阪神臨海地区に対する水道用水供給事業を経営することを目的として阪神水道企業団が設立さ

れた。その供給区域は現在の尼崎市,西宮市,芦屋市,神戸市の4市にまたがっている。

企業団は第1期工事として淀川に水源を求め,昭和12年度から16年度まで5ケ年計画で実施し,50万人分の施

設を完成した。その後施設増強工事を昭和23年度から3ケ年継続で,また第2期工事を昭和25年度から31年度に

わたり実施し,100万人給水施設の完成をみた。その後第3期工事として昭和33年度からフケ年継続で実施し,

昭和39年度には 1日最大供給能力 568千m3 を確保した。しかし,関係4市の動向から引続き第4期工事とし

て,昭和39年度から46年度まで8 ケ年継続施工による拡張計画を実施し,1日最大 1,000千m3 の供給能力の確
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保を行なうとともに,さらに阪神間に邦ける将来の人口増と産業発展に見合う水資源開発(将来拡張工事計画を

含む)の調査を行なっている。

3.2.2.猪名川広域水道

本事業は淀川水系猪名川に北いて,水資源開発公団が,昭和43年10月より施行中である一庫ダムから都市用水

の配分を受け,浄水のうえ,日量164,10om3を関係市町に供給することを目的として,兵庫県企業庁公営事業と

して実施されてぃるものである。給水対象市町は尼崎市,伊丹市,宝塚市,川西市,猪名川町の4市1町であ

り,通水予定年度は昭和55年度,総事業費198億円の予定である。

3.2.3.東播広域フk道

本事業は農林省が加古川水系に邦いて施行している「東播用水土地改良事業」に共同事業として参加し,その

ダム計画による都市用水の配分を受け,浄水のうえ,日量277千m3を関係市町に供給することを目的として,企

業庁公営事業として実施されるものである。給水対魚市町は,神戸市,明石市,加古川市,高砂市,小野市,

田市等の7市7町であり,通水予定年度は昭和55年度,総事業費は約637億円の予定である。その水源は,加古

川の支川3ケ所に北いて建設される。川代ダム,大川瀬ダム,呑吐ダムの三ダムであり,それぞれ導水路で連

絡,有機的に活用を図るものである。

3.2.4.西播広域水道

本事業は兵庫県西播地方の姫路市,夢前町等の1市5町に,神谷ダム,黒川ダム,オδよぴ長池を水源として浄

水のうえ,日量 224千m3 を供給することを目的として企業庁公営事業として実施されるもので,通水予定年度

は昭和53年度,総事業費 472億円の予定である。

3.2.5.北摂広域水道

本事業は三田市周辺地区に,武庫川に建設中の青野ダムを水源として,日量90千m3 を供給することを目的と

して計画中のものである。青野ダムの目的は洪水調節,流水の正常な機能の維持,都市用水の補給である。

都市用水の内容は三田市邦よぴ北摂,北神ニュータウン地区の上水道用水として広野地点に邦いて92千m3/日

の取水を可能ならしめるものである。

3.2.6.西宮市営北部水道事業

西宮北部地区に粘ける抜本的な水道事業として北部水道事業が計画されたもので,その概要は水源として地域

内を流れる船坂川に丸山ダムを築造し 1日最大給水量27千m3計画給水人口75,000人の水道布設を行うもので,

西宮市営事業として昭和48年度より工事中のものである。

3.2.1.姫路市営水道

姫路市の昭和48年度の水道普及は100%であり,播磨工業地帯の中核として飛躍的な発展に伴う人口増加によ

り都市用水の需要の増加が著しい。このため市川総合開発事業として計画された生野タ'ムに参加し,姫路市の士

水道用水確保が図られた。生野ダムは朝来郡生野町竹原野地先に洪水調節,不特定かんがい,都市用水の確保を

目的として建設され,昭和48年3月31日に竣工した。都市用水としては,播磨工業地帯に対する都市用水として

利水容量10,200千m3を利用して 1日190千m3/seCを補給するもので,このうち姫路市上水道用水としては75千m3

ノ日,工業用水として,115千m3/日補給するものである。

3.2.8.宝塚市営水道

宝塚市に充いては第5期拡張変更事業の水源計画として川下川ダムを建設中であり,昭和51年度に完成予定で

ある。川下川ダムは武庫川水系川下川に建設されているものであり,中心コア型ロックフィルダムで,堤高48m

計画取水量は 20千m3/日である。

3.2.9.家島町水道事業(海水淡水化事業)

瀬戸内海に浮かぶ人口紗J1万人の飾磨郡家島町は,4つの簡易水道により給水を実施しているが,雨量が少な

く地形,地勢上,河川も流量が少なく,水源の枯渇が目立ち赤穂市より日量 60om3 の水を船が運搬していた。

そこで安定した水源確保を行なうため雜島振興事業の一環として,昭和48~50年度に邦いて水源に造水能力

1千m3/日(淡水化コスト 520円/m3)の規模の海水淡水化装置を設置する「簡易水道改良増補計画」が昭和50

年5月に完成した。本事業は海水淡水化を実用化した点で注目に値するものである。
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3.3.兵庫県の工業用水道

3.3.1.揖保川工業用水道

姫路市臨海西部に工業用水を供給すべく,昭和14年播州工業用水供給事業が策定され,姫路市下流部に水源

地,末ンプ場が設置され引き続き揖保川河水統制事業として,揖保川支川引原川にダムを築造すべく昭和16年事

業に着手したが,時代の激変に直面し昭和22年事業を中止した。昭和28年に至り,揖保川総合開発事業として再

出発し,洪水調節,かんがい用水補給,発電充よび工業用水供給を目的とした引原ダムの築造に着手し昭和33年

に日量291,20om3の給水を開始した。これが揖保川第1工業用水道と呼ぱれるものである。

また,同地域の用水需要の増加に対処するため,日量如千m3 の工業用水の開発を目的として昭和U年に揖保

川第2工業用水道事業に着手し,昭和46年3月に完成した。これは揖保川水系の姫路市余部区上川原~上余部間

に集水埋きょを布設し,地下水を取水するものである。

3.3.2.市川工業用水道

姫路市臨海中部に日量 140千m3 の工業用水を供給する目的で,第1期工事として昭和37年4月に着手し昭和

39年6月に完成,同月16日から一部給水を開始した。

その後第2次工事として昭和42年度から6ケ年計画で市川総合開発事業により開発された生野ダムを水源とし

て拡張を図り,さらに関西電力が建設する奥多々良木揚水発電所の上部池である黒川グムを水源として日量30千

m3 の増量を図り,現在,既給水分も含めて日量 140千m3 の工業用水が確保されている。

3.3.3.加古川工業用水道

加古川工業用水道事業は東播磨工業地帯に末端給水量200千m3 の工業用水を供給すべく昭和33年度に調査を

開始し,昭和35年度から国庫補助対象事業に採択され,昭和36年4月から建設に着手したものである。その後工

事の進展にともない昭和41年5月から一部給水を開始したが,昭和44年度末に建設工事が完成し,昭和45年4月

より全面給水の運ぴとなうた。な充,発展途上にある播磨地区の用水需要に対処するため昭和"年から1期事業

に引続き 2期事業(300千m3/日)に着手して邦り,その水源となる権現ダム(加古川より豊水時に揚水する河

道外貯留ダム)の築造の早期完成に傾注している。

な,δ,本事業の水源は加古川の表流水であるが,渇水期には水量が不足するため,豊水期に余剰水を平荘ダム

邦よぴ権現ダムに揚水し,渇水期に補給するいわゆる河道外貯留ダムで水源確保を行なって邦り,工業用水開発

用の河道外貯留ダムとしては全国有数の規模をほこるものである。

3.3.4.西脇工業用水道

西脇市邦よぴその周辺地域の内陸工業団地に邦ける将来の水需要に対処するため農林省直轄事業として進めら

れている加古川西部土地改良事業によって建設される糀屋ダムに共同で参加することにより日量30千m3の工業

用水を確保しょうとするもので,昭和46年から国庫補助事業に採択され昭和54年度に完成する予定である。

3.3.5.市営工業用水道粘よび計画中の工業用水道

兵庫県に邦いては,神戸市工業用水道(第1期邦よび第2期),尼崎市工業用水道(第1期,第2期邦よぴ第

3期),西宮市工業用水道(第1期邦よび第2期),伊丹市工業用水道,高砂市工業用水道等が完成して充り,

これらの施設能力は 899千m3 に達している。

また,播磨地区に阪神臨海工業水道が,猪名川流域下水道の処理水を水源として約 658千m3 を阪神臨海地区

に,さらに播磨臨海工業用水道が加古川流域下水道の処理水を水源として約 447千m3 を播磨臨海地区に供給す

ることが構想され,計画検討中である。

4.1.京府の水資源問題

京都府は淀川中流部に位置する府南部と由良川流域に位置する府北部とに大別されるが,ここでは水問題が深

刻化しつつある府南部地域を中心として述べる。

京都府における水資源開発



淀川中流部に充いて河川水に依存している水道用水は,昭和妬年で8.57m3/seCである。その水源としては,京

都市が琵吾湖疏水の既得水利権量23.65m3/seCのうち7.フ7m3ノ託C,宇治川に0.42m3/sec,あわせて 8.19m3/sec,

宇治市ほか1市2町に対して用水供給を行なっている京都府が天ケ瀬ダムに0.3m3/sec,田辺町などが木津川に

0.08m3/seC を依存してぃる。これらの水源により昭和48年度に充いては上水道普及率は96.5%で 1,850,563人

に,1人1日最大給水量514ιを供給している。

このように水道用水.工業用水の水需要量が多い京都市周辺は琵琵湖疏水があるうえ地下水が豊富であるた

め,従来利水上の大きな問題はなかった。

しかし,人口の増加,産業の発展の著しい乙訓地域など桂川沿岸に充いては工業用水との相互千渉による地下

水位の低下がみられる。このため上水にっいても地下水への水源転換が必要となり,今後河川水への依存度はい
つそう高まるものと予想される。

昭和46年から55年までの新規河川水需要量は8.73m3/seCとみこまれる。この内訳は京都市が5.19m3/sec,宇治
川沿岸が 1.71m3/sec,木津川沿岸が0.64m3/sec,桂川沿岸が1.19m3/seCである。これら水道用水の新規需要に

対処して,当面琵琵湖疏水の既得水利権量23.65m3/8eCの用水配分の調整,天ケ瀬ダムの水源確保,新規の水源
開発ならぴに京都府山城水道,第2山城水道の建設,拡張,桂川沿岸の利水施設の整備などが必要となってくる0

一方工業用水にっいてみれば,昭和45年に邦ける工業用水の使用量は約 5]0千m3ノ日であり,水源別では河川

水23%,地下水51劣,水道13夕づとなって邦り,地下水の使用比率が高い。

工業用水の用途をみると,製品処理水や洗浄用水など汚染する用水の比率が低下し,冷却水や温調水など水温

を利用する用水の比率の増大がみられ,それぞれ35哨,500づを占めている。淀川中流部はほかの内陸部に比較す

ると汚染する用水の比率が高く,また用水原単位も高い。これは工業用水使用量のうち染色を主とする繊維工業

が約20%,化学工業が約40%を占めてぃることなどによるものと思われる。また回収率がH.フ%と低い数値を示

してぃるが,これは工業用水の水源の50彫程度を地下水に依存していること,中小企業が主体の産業構造となっ

てぃること,汚染度の高い業種構造となうていることなどによるものと考えられる。

淀川中流部に邦ける水利用は水量的には下流の利水にたいした支障を与えないが,水利用の増加に伴う下水の

増加は淀川の水質を悪化させ,下流の用水に重大な影響を与える。すなわち,淀川の水問題に焔いて,淀川中流
部の水利用は量よりも質の問題が重要であり,再利用を含めた下水処理対策の推進が必要である。

4.2.京都府の上水道

4.2.1.京都市営水道

京都市の上水道は明治45年に蹴上浄水場を建設して以来,数次Kわたる拡張計画をあいっいで実施してきた

が,給水量の増加は著しいため,昭和37年より第7期拡張工事を実施した。計画の概要は昭和50年に北いて予想
される給水人口1,430千人を目標として 1日最大給水量750千m3,1人1日最大給水量 524ιの給水量を確保する
ため,右京区山ノ内浄水場,東山区山科に新山科浄水場を新設し,これに伴い導水管敷設,配水幹線,配水施設

の増設のほか,地下水を水源とする梅津予備水源などを建設するものである。

昭和47年からは,昭和55年に邦ける計画1日最大給水量 1,050千m3 を目標として第8期拡張工事を立案し実

施してきたが,昭和48年末ごろからの経済変動に伴い目標年度を昭和60年に変更し実施中である。本事業は松ケ

崎浄水場に兆いて急速系150千m3/日の施設の建設,山ノ内浄水場に邦いて,ろ過速度の向上のための整伽,新

山科浄水場に邦いて施設の拡張等が主要な事業となっている。

また,特殊処理施設として琵琶湖の水質汚濁に対処するため現有浄水施設の拡充計画と洗浄排水オ6よび沈殿池

排水の処理設備を設置する。

すなわち,異臭問題,末リ塩化ビフェニール(PCB),重金属等,水質汚濁の多様化への対処として活性炭

やオゾンによる処理施設を設置するとともに,水質汚濁防止法による公共用水域へ排水する汚水の水質規制が強

化されたことに伴い,排水処理施設を各浄水場に設置することにしている。

4.2.2.府営山城水道事業

山城水道は昭和32年に着工された天ケ瀬ダムを利用して水道水源を確保し,増加する人口,水需要に対処する

ため,宇治市,城陽市,久美山町,八幡町の2市2町の水道事業に対して用水供給事業を府で引き受けて行なち



こととして発足したものである。

創設事業は昭和36年度に着工,昭和42年度に竣工した。取水施設や浄水場の用地などには,将来1.2m3/seCま

で取水,浄水が可能となるように一部先行投資を含めて実施するなど,将来の需要増加について十分配慮されて

いる。

その後,昭和43年度から第1期拡張事業を行ない,同47年度には第2期拡張事業に着手し,昭和51年度に完成

予定であるが,これにより給水人口233,000千人,]日最大給水量96千m3 の能力となる。

4.2.3.府営第2 山城水道事業

第2山城水道は大規模な宅地開発事業が予定されている木津川西部に邦ける水道需要の増大に対処して木津川

に安定した水源を求めるともに,田辺町,木津町,精華町に水道用水を供給するため発足したものである。

創設事業は取水量0.3m3/sec,1日最大給水量24千m3,給水人口 6万人として昭和46年度に着手したが,そ

の後インフレと不況によって宅地開発事業は急速な進展をみせていないが,これから3町の人口は徐々に増加し

て羚り,昭和52年10月には給水開始の運びとなっている。

5.1.滋賀県の水源資問題

近江盆地に邦ける人口は昭和45年の国勢調査によれば約89万人で同46年には90万人を突破し,現在はほぽ100

万人に達している。このような人口の増加,都市化の進展に伴って水道施設も整備され,普及率は昭和35年に32

彰から昭和45年には78%(給水人口702.000人)と年々向上しているが,全国平均水準の81彫には達していない。

これは農村地帯で集落が散在し,しかも清澄で豊富な地下水に恵まれた湖東地方に邦ける水道普及の立ち遅れな

ど地域的なアンパランスによるものと考えられる。上水道の水源別をみると琵琵湖依存量が約69彫,河川表流水

取水が約20%,地下水がⅡ彫であるが,琵琶湖総合開発計画で琵琶湖を水源とする広城水道計画が進められて邦

り,琵晉湖依存量はさらに増加するものと予想される。

また工業用水についてみるならば,昭和37年度には淡水使用量は日量 496,70om3 であり,昭和46年度時日量

904,ooom3と1.8倍に増大している。しかし,この間工業出荷額は 1,242億円より6,605億円まで約5倍に増大し

て北り,原単位でみるならば昭和37年の約%に減少している。このように滋賀県内の工業用水の総合原単位は年

々著しい低下を示しているが,淀川流域全地区平均に比べて非常に高い値を示している。これは琵晉湖をひかえ

て充り,地下水も豊富であることなど水源に恵まれたことによるものである。

一方将来の上水道需要は昭和60年には給水人口で1,139,000千人,1日 1人最大給水量で614ι,日最大給水量

で700千m3に達すると予想されている。この地城で使用される各種用水は,ほとんど琵笹湖に環元されると考え

られるので,淀川水系の水利用計画に対しては量的には問題とならないが,用水使用量を増大させることは,下

流地域住民の貴重な水道水源である琵晉湖・淀川の水質を汚濁させる原因となるので,各種排水につぃての規制

の強化を図るとともに,処理施設の整備など水質保全対策事業が必要であろう。

5.2.滋賀県の上水道

5.2.1.琵笹湖総合開発計画と水道

琵畜湖総合開発計画に兆いては,湖水位の低下による影響に対処するとともに,公衆衛生の向上と生活環境の

改善を図るため,水道の水源を琵晉湖に依存すべき地域について,広域的な水道用水供給事業邦よび水道事業を

実施することとしている。

水道用水供給事業は滋賀県企業庁が大津・南部・中部・彦根・長浜・高浜の6地区に邦いて日量約280千m3を

供給するものである。

一方,水道事業は市町邦よび企業団営であり,対象市町は,給水人口 926.710人であり給水量は水道用水供給

事業により配水を受ける約280千m3のほか,既存水源約220千m3の合計約500千m3である。な邦水道用水供給事

業邦よぴ水道事業についてその概略を以下に紹介する。

滋賀県における水資源開発



5.2.2.大津市営水道

大津市営水道は第1次拡張工事で市内を対象として,終戦後の国有水道施設工事で駐留軍施設地区を中心とし

て,第2次拡張工事で滋賀地区を対象として,第3次拡建工事で山の手方向を対象として,第4次拡張工事で膳所

郭よぴ坂本地区を対象として,さらに第5次拡張工事で昭和43年度から49年度までの工期で給水人口]4万人,1日

最大給水量98.660m3 を目標として施設の拡充を図ってきた。また,昭和42年4月に合併した黒田町の上水道と

大津市の雄琴簡易水道を統合するため北部上水道事業を昭和56年を計画年次として実施中である。これらの地区

は昭和49年の国鉄湖西線の開通に伴い大規模な住宅団地が計画され,早急な上水道施設整備が要望されている。

5.2.3.長浜水道企業団

長浜水道企業団は長浜市,近江町,虎姫町の1市2町を対象とする広域水道事業として昭和38年12月に設立さ

れ,昭和43年には当初計画の全事業を完成した。その後,当地域に粘ける予想外の普及率の向上と1人当り使用

水量の増加により,目標年次を昭和65年とした全体拡張事業計画を作成し,このうち琵琶湖総合開発計画事業に

あわせ,目標年次を昭和56年とした第1期拡張事業信ナ画給水人口78,000人,計画 1人 1日最大給水量360ι,計

画1日最大給水量 29,080m3)を昭和51年度より施工中である。

5.2.4.南部用水供給事業

本事業は守山市,栗東町,野洲町,中主町,石部町邦よび甲西町の琵琶湖南部地方の1市5町に琵冠湖総合開

発事業の一環として上水道供給事業と工業用水給水事業を滋賀県企業庁公営事業としてあわせて実施するもので

ある。

水源は琵琶湖より取水し,湖畔の浄水場で沈殿処理を行なったのち配水するもので,上水道の同標年次は昭和

57年であり計画給水量は 81千m3ノ日である。

5.2.5.中部用水供給事業

本事業は八日市市,近江八幌市,能登川町,安士町,五箇荘町,蒲生町,永源寺町,竜王町,日野町の琵琶湖

中部の2市7町を対象として実施する企業庁公営の水道用水供給事業である。当地域の上水道は水源を地下水や

伏流水に依存しているが,水需要の増大により地下水は枯渇して取水は困難になりつつあり,本事業は琵奇湖よ

り取水し処理の後送水するものである。

5.3.滋賀県の工業用水道

5.3.1.琵看湖総合開発計画と工業用水道

琵琶湖総合開発計画に邦いては無秩序な工業立地を防止し,環境のよい工業地域の形成を計画的に進めるため

琵老湖を水源とする工業用水道を敷設することとしている。[業用水道は彦根1期,彦根2期,南部オδよび中部

の4地区に充いて給水量日量約20万m3 を供給することとしている。

5.3.2.南部用水供給事業

すでに述べたように上水道供給事業と工業用上事業をあわせて実施されるもので,[業用水道の計画目標年次

は昭和58年で計画給水量 98,860m3ノ日である。水源は琵琶湖より 100千m3/日,野洲川の取水は野洲川総合開発

事業として行なわれる青士ダム(琵琶湖総合開発計画の一事業)より補給を受けるものである。

青士ダムの建設目的は洪水調節,不特定用水,上水道用水充よび工業用水である。

上水道用水は甲賀町,水口町,甲南町邦よび士山町への上水道用水として 45,50om3/日取水を可能ならしめる

ものである。

また,τ業用水は甲西町の湖南工業用水として 6,30om3/日の取水を可能ならしめるものである。

6.1.奈良県の水資源問題

奈良県1こ邦いては県営水道供給事業をはじめ水道事業が9市18町2村に普及してオ6り,簡易水道は 158施設が

設置されている。

6 奈良県における水資源開発
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水道の普及率は昭和40年の73.2夕づから昭和45年に給.2夕づ,昭和49年には88.3夕づ,給水人口939,000人と上昇して

充り,全国平均を上回っている。しかも,大都市1こ隣接する大和平野地域では人口が急増し,普及率の向上とあ

いまって給水量が増大している。また奈良盆地は降雨が少なく河川の流量も少ないことから各市町村の自己水源

(大半は地下水)の供給能力にも限界が生じ始めた。こうした状況にかんがみ,大和平野地域の25市町村を対象

に,広域的な水道用水の供給を図るため吉野川分水による 1.om3/seCと淀川水系宇陀川の室生ダムからの宇陀川

分水1.6m3/seCを水源として昭和42年に県営水道用水供給事業が発足した。

また工業用水についてみるならば昭和49年には釘.324m3ノ日の工業用水が使用されている。業種卿Hこは繊維

工業が約25彫を占めるものの,多量の用水を使用する工場がなく,内陸型,非用水型企業であり,工業出荷額1

億円当りの淡水使用量は 14.8m3ノ日で全国的にみても低い。

一方,将来の上水道用水需要は昭和60年には給水人口 125万人で1人1日最大給水量508Z で1日最大給水量

635千m3が見込まれてぃる。大和平野地域に粘いては先に述べた吉野川分水充よび宇陀川分水によって現在充足

されているが,さらに将来の対応策として現在建設省直轄事業として施工中の大滝ダムに参加し,その建設の促

進に努めている。また需要増の著しい奈良市では県営水道からの受水とともに不足分にっいては,一部先行投資

ずみの淀川水系木津川からの奈良市自然流下導水事業の水源として布目ダムの推進に努めている。

しかし大滝タ'ム,布目ダムいずれも紀ノ川水系,淀川水系からの分水であり,巨額の投資が必要であり,今後

の水需給計画のなかで用水間の調整や下水処理水の再利用による節水等,水利用の合理化,高度化を図る必要が

あろう。大和高原地域や五条吉野地域については今後開発される小規模の他用途のダムや新規ダムに依存すると

ともに県内の用水調整によって対処しなければならない。

6.2.奈良県の上水道

6.2.1.奈良県営水道用水供給事業

昭和39年の渇水を契機に宿願の吉野川分水と宇陀川分水の両水源確保の見通しがっき,県は水不足に悩む大和

平野の市町村に対し,広城的な県営水道事業によって用水補給を行なう方針を決定した。これにより県人口の約

80%を占める大和平野25市町村へ給水する広域水道として,昭和42年4月から建設工事を開始した。そして建設

事業開始から3年後,まず水需要がひっ迫してぃる大和高田市羚よぴ橿原市に給水を開始した。その後,給水対

象区域は拡大され昭和50年7月現在,奈良市ほか16市町村に対し給水事業を行なっている。水源の創設事業は吉野

川分水邦よび宇陀川分水の2.6m3/seCであったが,第1次拡張事業として昭和47年から昭和62年度を計画目標年

度とし,大滝ダムから分水される3.5m3/seCを水源として奈良市ほか24市町村に給水する事業を実施中である0

なオδ,水源施設の概要は次のと充りである。

(D 十津川・紀ノ川総合開発事業

昭和22年政府は復興計画の一環として食糧増産を図るため,十津川・紀ノ川総合開発計画を策定した。昭和26

年12月に計画決定をみたこの事業は,奈良・和歌山両県のかんがい用水の補給と水資源の高度な利用をはかるた

め,吉野川上流に津風呂,大迫の両グムを,十津川に猿谷ダムを築造し,それぞれ導水ずい道を貫いて大和平野

邦よぴ吉野川に分水しようとするものである。奈良県へはⅡm3/seCの水を分水し,うち毎秒10m3は10.80ohaの

水田を潤すとともに,残りlm3/seCは大和平野の上水道水源として利用されている。昭和25年奈良.和歌山両

県知事の間に前述の基本方式にっいての合意が成立するにともない,昭和32年猿谷グム,昭和36年津風呂ダム,

昭和49年に大迫ダムと順吹完成した。

(2)室生グム

すでに述べたようにこの室生グムは,水資源開発公団にようて実施され,淀川流域の洪水調節を行なうととも

に毎秒最大 1.6m3の宇陀川の水が5.5kmの水道専用導水水道(初瀬水路)をと北って大和へ分水されている0

6.2.2.紀ノ川総合開発事業(大滝ダム)

昭和34年9月の伊勢湾台風により,紀ノ川流域は大きな被害を受けた。そこで昭和40年紀ノ川水系工事実施基

木計画の決定蜘よび昭和49年3月の同計画変更により,上流に大滝ダムを建設することになり,建設省直轄施工

ダムとして建設が進められている。

大滝タ'ムは奈良県吉野郡川上村地先に多目的グムとして建設されるもので,その目的は洪水調節,都市用水補

-140



給邦よび発電である。

都市用水は奈良県営水道,和歌山県営水道邦よぴ和歌山市営水道への水道用水として 6.49m3/sec,和歌山市

工業用水として0.51m3/seC を供給するものである。

大滝ダムは重力式コンクリートダムで,堤高10om,総貯水容量8,400万m3,有効貯水容量7.600万m3である。

6.2.3.奈良市営水道

奈良市営水道は大正Ⅱ年9月30日に創設事業が竣工した。その後,総水量の増大に伴い,数次の拡張を行ない

木津浄水場等の施設を増強した。

市域の拡張とともに新たに西部地区の開発が進み昭和36年木津浄水場の増強を中心とした第2期拡張第1次事

業を共こし能力を高めた。奈良市は昭和28年ごろから自然流下方式によって導水する水源構想を打ち出し,この

水源を奈良市の東部山田を流れる布目,白砂川にもとめる検討をし,昭和39年3月導水事業のため第3期第2次

事業の認可を受け,大規模な水道施設することとなった。その後も大規模な宅地開発等による上水の需要増加は
著しいものがあったため,昭和43年3月にはさらに第3期拡張第3次事業に着手した0

さらに木津川から取水する水利権邦よび昭和49年から奈良県営水道より受水する受水恊定を締結するなど水源
問題にっいて明るい見通しを得て,第3期拡張事業に引続いて昭和51年を目標とした第4期計画を策定するこ"

となった。

第4期拡張事業は計画給水人口30万人,日最大給水量15万m3 を目標とし,昭和46年4月より事業着手した0

工事の主なものは木津浄水場の改良邦よび増強,県営水道からの受水施設,市内各地域に兆ける配水施設の新設
等である。

6.2.4.天理市営水道

天理市に邦いては今後も水需要の増加が予想されるため昭和55年を目標とし,計画給水人口釘,000人,計画1

人1日最大給水量600ι,計画 1日最大52,20om3とする拡張計画を実施中であるが,その水源内訳は,奈良μ▲

営水道からの受水22,ooom3ノ日,自己水源30,20om3/日となうている。この自己水源確保の一部として,天理タ

ムの建設に参加をしてぃる。天理ダムは大和川水系布留川の天理市長滝町横川地先に多目的ダムとして建設され

るもので,その建設目的は洪水調節,不特定用水の確保,オ6よび都市用水の確保であるが,都市用水は]0,ooom3

ノ日を供給するものである。

6.2.5.桜井市営水道

桜井市では昭和邪年を目標とし,計画給水人口57.000人,計画1人1日最大給水量を 445ιとし,計画最大給
水量を 25,365m3 とする計画を実施中であるが,その水源内訳は県営水道からの受水10.ooom3ノ日,自己水源
]5,365m3/日となってぃる。この自己水源の一部として初瀬ダムの建設に参加している0

初瀬ダムは大和川水系大和川の桜井市初瀬町字川上地先に多目的グムとして建設されるもので,その建設目的
は洪水調節,流水の正常な機能の維持および都市用水の確保であり,都市用水の内容は桜井市初瀬地区の上水道

用水として基準地点(初瀬浄水場地点)に邦いて新らたに1.310m3/seCの取水を可能ならしめるものである。

1.1.和歌山県の水資源問題

昭和45年の水道普及率は,総人口 1,044,160 人に対し73夕6であり,全国平均に比較して若干低しヅづ,1H妓人

給水量 310,858m3/日,1人]日最大給水量は407ιに達している。地域呂1Ⅱこ見れば,人口,産業の集積の著しし、

紀北地域が使用量の半分以上を占め,つづいて田辺周辺地域,新宮周辺地域,右田周辺地域,御坊地城となうて

いる。

また,工業用水につぃてみるならぱ昭和妬年度で淡水使用量は 2,08],010m3ノ日で地域的には紀北地力が任倒

的に多い。

和歌山県の主要河川に北ける需要別用水状況は農業用水85.40ι,水道用水2.906,工業用水Ⅱ.7昭となってオ6
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り,その大半が農業用水として利用されているが,最近の急速な都市用水の需増はとくに紀ノ川・有田川を水源

とする地域で著しい。河川別の利用状況をみると紀ノ川,有田川,広川,会津川等は比較的高度な水利用が行な

われてぃるが,日高川,富田川,新宮川等の河川については自然的,社会的条件にも左右され未利用河川が多い。

紀伊山地は年問降雨量が4,ooomm以上もあるわが国でも最多雨地帯に属するため開発できる水資源を多く内蔵

して北り,今後広域的な水資源開発が期待されるところである。

フ.2.和歌山県の上水道

1.2.1.和歌山市営水道

和歌山市は紀ノ川の沖積地にあるため,地下水の水質が非常に悪くて,飲料に適さずまた住宅の密集により防

災上の点からも問題があり早くから水道布設の必要性が叫ぱれていた。大正5年からの調査により紀ノ川伏流水

を水源とすることとし,大正12年に工事に着手し大正15年に創設事業が完成した。

その後,数次の拡張計画を実施したが,和歌山市の著しい発展により上水に不足をきたしてきたため,昭和35

年から5 ケ年継続事業として第3期拡張工事に着手し,計画給水人口玲6,000人,1日最大給水量65千m3 とし

て,水源を紀ノ川の表流水に求めて着工したが,その後の著しい人口増加により途中4回の計画変更工事を行な

い,昭和"年に計画給水人口 266,000人1日最大給水量Ⅱ7千m3として完成した。

さらに給水量の伸びは非常に大きいため,第3期拡張工事実施中に次の第4期拡張工事を計画しなければなら

ない事態となり,昭和43年4月から工事に着手した。これは目標年度を昭和60年とし市内一円を給水区域とし

て,給水人口426,000人,1日最大給水量213千m3とするものである。この工事では浄水能力 121千m3/日の加納

浄水場を新設したが,その施設はすべて将来の拡張分を考慮、して設計されて邦り,第5期拡張時には現施設能力

の2倍にあたる242千m3ノ日の規模が予定されている。また施設の特徴としては原水濁度の急変に対処するため

スラッジ循環型高速沈殿池を採用し,施工充よび運転の簡素化を図るため無弁式全自動方式の急速ろ過池を採用,

また総合的な状況把握のため電子計算機を導入し,配水池などの制御監視のためデジタルサオクリックテレメー

ター方式を採用するなど技術的にも最新の設計となっている。

1.2.2.御坊市営水道

御坊市の上水道は地盤変動による塩分混入,昭和28年7月の和歌山大水害による井戸埋設,水質悪化等を契機

とし計画給水人口 17,670人,計画 1人 1日最大給入量150ιとして昭和29年に創設された。

その後,塩分の浸入が甚だしくなった臨海部の水源を廃止し,日高川の伏流水を水源とする等の工事のため第

1次16よび第2次拡張工事を続け昭和36年に完成した。さらにその後,市民生活の向上,市勢の発展に伴い,施

設全般の抜本的改善を図る必要が生じ,昭和47年第3次拡張計画を策定した。これは計画給水人口を35.700人と

し,計画1日最大給水量を600ιとするもので昭和50年5月主要施設の完成をみた。

フ.3.和歌山県の工業用水道

1.3.1.県営紀ノ川工業用水道

海南市は人口5万人,和歌".1市の南に隣接する都市であるが,水源に乏しくさらに昭和21年の南海地震による

地下水の枯渇により飲料・水はもとより,工業用水はその用をなさない状態となった。このため紀ノ川より水源を

求めて,県営工業用水道を計画するとともに市営上水道用水を含めて合併施工したもので,給水量20千m3ノ日で

昭和31年に着手,昭和34年に完成した。

フ.3.2.県営紀ノ川第2 工業用水道

北部臨海工業地帯開発事業の一環として造成された海南港埋立工業団地 a62万m2)に新たに進出してきた各

↓場邦よび用水不足になやむ既設の工場に対して工業用水を供給することを目的として計画されたものである。

紀ノ川の伏流水を水源として,給水量102,30om3ノ日で,昭和謁年に着手,昭和41年に完成した。

フ.3.3.県営有田川工業用水道

南海大地震により下津町一帯の地下水が枯渇し,塩害がはなはだしくなったため,民間企業が戦時中一部着工

していた工業用水道施設を譲り受け完成し,昭和31年より県営として運営を開始しているもので,水源は有田川

の伏流水とし第1期事業は給水量51千m3/日で昭和31年に完成した。

つづいて,有田川臨海工業用紬に供給する目的で有田川の汐止堰堤の築造改良等を行ない,昭和41年より給水
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量釘千m3ノ日で運営を開始した。

な16,農林省にオ6いて有田市,海南市等の2市4町にわたる果樹園のかんがい用水供給等を目的として有田川

用水事業が行なわれている。水源施設としては有田川上流花園村に花園グムを建設するものであるが,本事業は

工業用水道との共同事業であり 1.85m3/seC の工業用水の取水が計画されている。この事業は昭和45年度より調

査に着手し昭和,56年度に完了の予定である。

1.3.4.和歌山市営工業用水道

剣設事業は南海地震による地下水への塩分混入を契機として昭和29年5月に事業に着手し昭年33年に完成した

もので,河東工業用水道と呼ばれている。

水源はさく井邦よぴ紀ノ川表流水である。さらに臨海工業地帯として発展しつつある河西地区に供給すること

を目的として,第1期邦よぴ第2期拡張工事が昭和認年度から5 ケ年継続事業として実施され,155千m3ノ日の

送水を可能とする六十谷第1浄水場の設置等が行なわれた。これが河西工業用水道と呼ばれるものである。

その後さらに発展を続ける河西地区への供給を目的として230千m3/日の第3期拡張工事が昭和38年に着手

し,昭和42年に完成した。続いて第4期拡張工事が西浜・水軒地区への供給を目的として41千m3ノ日の第4期拡

張工事が昭和44年に着手,昭和47年に完成した。

8.1.福井県の水資源問題

昭和妬年に羚ける福井県の水道普及率は76.4%で,全国平均の81%に比べて多少低いが,劃巧70千人が上水

道,簡易水道,専用水道を使用してぃる。この使用量は 1日最大で202,40om3,1人1日最大給水量で3郭ιと

なうてぃる。地区卸Ⅱこみると人口が集中し,産業活動が活発な福井,坂井地区が県令体の給水人口能.3%を占め

ている。これらの水源としてはその90彬を地下水に依存している。

また,将来の上水道需要としては,昭和60年の人口を807,000人,普及率97.90づとして790,400人への供給を計

両し,1人1日最大給水量は573ιに増大すると予想され,1日最大給水量は 452,90om3と昭和45年度の約2.2倍

忙なると予想されている。

一方,τ業用水につぃては昭和45年にオ6いて淡水使用は 808.80om3ノ日である。同収率は地域的なパラヅキは

あるが全県では 16.8%ときわめて低く,令国平均の5206に比べ大きな開きがある。

業種別の用水使用量は福井県の基幹産業である繊維で淡水使用量が40.3影,これにつづいて化学が35.4%と

この両業種で75.フ%を占めてぃる。また地域的にみれば福井,武生,鯖江,敦賀など工業牛産活動の盛んな都市

域に水利用が集中し,この4 市の淡水補給量は525,50om3/日と全体の 78.]タ6に達している。

昭和妬年度の工業出荷額は 3,873億円であるが,昭和60年には 1兆6,390億円に増加し淡水需要量は2,338,100

m3ノ日と激増することが予想される。このうち同収率を 42.406に向上さすこととし,674,20om3が新たに必要な

淡水補給量と想定されている。

このように,福井県の水需要は特定地域への人口集中,牛活水準の向上,τ業生産の拡大,観光レクリェーシ

.ン地域の整備に伴い,昭和60仟.川^現況の充よそ2.]倍に達するこのため,各地区に戈ける水資源開発目標

を定め,新たな水源を計画的,先行的に開発することとし,特に地下水依存の現状を是正するため河川の表流水

の開発を重点的にとりあげることとし,昭和49年には「福井県水資源開発利用計画」を策定している0 これによ

れば,全県で昭和60年には上.ニ〔水全体で地下水14],80om3ノ日,表流水印8,ooom3ノ日の合計749,80om3ノ日を開

発する必要があり,特に福井,坂井地区で396.90om3ノ日とその約50彫が必要となる。このため県では,現在広

野ダムによる県営第]工業用水道,山ロダムによる坂井地区水道用水供給事業邦よび福井臨海工業用水道の建設

を進めてぃるが,さらに九頭竜川水系にダム2,取水堰1,足羽川水系にグム 1,日野川水系にグム 1,耳川水

系に取水堰1,北川水系にグム 1,佐分利川水系に取水堰1,の計ダム6,取水堰3の建設を予定している0

なオ6,福井.坂井平野に戈ける地下水位の低下邦よぴ地盤沈下は著しいものがあり,特に地盤沈下は昭和46年

福井県における水資源開発
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から49年の3ケ年間に最大25.4Cmの沈下が記録された地点がある。また地下水の塩水化が生じた区域もあり,

地下水の適正利用と管理は福井県の緊急課題となって邦り,「福井県公害防止条例」,「敦賀市環境保全条例」

等による規制等により,その努力が重ねられている。

8.2.福井県の上水道

8.2.1.福井市上水道

福井市の上水道は大正14年に計画給水人口10万人として創設されたが,その後,拡張を続け現在第4次拡張計

画を実施中である。計画目標年次は昭和53年度で計画給水人口 209,100人,1日最大給水量 156千m3ノ日で,昭

和郭年に完成予定である。水源は伏流水,地下水である0

8.2.2.県営坂井地区水道用水供給事業

竹田川流域の坂井郡三国町,芦原町,金津町,丸岡町,春江町オ6よび坂井町の6町では,上水道施設5施設,

簡易水道18施設カミあり,計画給水人口79,000人に対し 1日最火 23,10om3 を給水しているが,その水源はいずれ

も地下水で年々その水位は低下している現状である0

また同地城忙は昭和60年完成をめざし,福井新港臨海工業地帯邦よび住宅団地計画があり,昭和46年より港湾

整備に着手している。このため人口の急増が予想されているため,坂井地区水道用水供給事業が福井県企業庁に

より昭和50年度から郭年度までの計画で実施されている0

水源は竹田川に建設される県営山ロダムである。山ログムは坂井郡丸岡町上竹田地先に多目的ダムとして建設

されるもので,その建設目的は洪水調節,不特定用水,上水道用水の補給である0

このうち上水道用水にっいては坂井利玲町に対し新たに1日最大47,50om3 の上水道用水の取水を可能ならめ

るものである。

8.2.3.真名川ダム

真名川ダムは建設省が九頭竜川水系に建設する初めての建設省直轄の特定多目的ダムであり,既設の九頭竜ダ

ム,笹生川グムとあわせ,九頭竜川水系における河川の総合開発の翌キ担うもので,洪水調節,不特定用水の

補給および発電が目的である0

このうち不特定用水の補給は,真名川沿岸の既得用水の補給等,流水の正常な機能の維持と増進を図るもので,

弱小用水地区,発電分水にともなう河川維持用水の減少化,地下水位の低下問題等に大きな力を発揮するものと
田われる。真名川ダムより直接供給する上水道用水はないが,貞名川沿川の水資源の打効利用の面で画期的な事

業であるので,ここでその概要を紹介した0

グム型式はコンクリート式アーチダムで,堤高127.5m総貯水容量115,000千m3,イi効貯水容量95,000千m3で

ある。

8.3.福井県の工業用水道

県営第1工業用水道8.3.1

鯖江市邦よぴ隣接市町村に工業H」水 40千m3 1 を給水するため,昭和46年から50年まで県営第1」二業用水迫

事業が実施された。水源は日野川に建設される県営広野グムである。広野グムは南条郡今庄町広野地先に多目的
グムとして建設されるもので,その建設目的は洪水調節,不特定用水,工業用水の補給である。ダム型式は重力

式コンクリートグムで,堤高63.om,総貯水容量]1,300千m3,工業用水容量900千m3である。

8.3.2.県営福井臨海工業用水道

福井臨海工業地帯への工業用水供給を目的として昭和48年度より58年度の予定で県営福井臨海工業用水道事業

が実施されている。水源は九頭竜川表流水に求め,取水量150,50om3ノ日,給水量140,ooom3/日の予定で,昭和

53年4月より一部給水を開始し,全部給水は昭和59仟・を予定している。
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9.下

1.1.都市の環境改善旋設としての下水道

日本の近代的下水道は,古く明治時代にその起源を求めることができるが,昭和45年に改正される以前の下水

道法では,下水道整備の目的として,都市の健全な発達と公衆衛生の向上があげられて粘り,下水道は都市の生

活基盤施設としてとらえられているのみで,その設置も市町村固有の業務とされていた。そのため,道路,港湾

等の産業基盤施設に比べて,国の予算の中で占める割合が小さく,その結果,必然的に補助金行政に頼る市町村

での位置づけが低くなり,その整備普及は諸外国に比べても,またわが国のほかの都市施設に比べても著しく遅

れている。

1.2.水質汚濁防止施設としての下水道

昭和30年代後半からの高度経済成長政策の推進により,環境の汚染が加速度的に進行するに至り,環境行政の

進展が重要な施策となった。特に水質汚濁対策として,下水道の果たす役割りが注目を浴ぴるようになった。こ

のような新しい事態に対処するため,昭和45年12月に下水道法が改正され,これ以後下水道の性格が大きく変う

た。すなわち下水道法の目的として「公共用水域の水質保全に資することが加えられ,これを受けて流域別下

水道整備総合計画,流域下水道などに関する規定の整備が行われた。

一方,下水道の計画的整備は,昭和38年に生活環境整備緊急措置法の成立により,下水道整備5ケ年計画北よ

ぴ終末処理場整備5ケ年計画が策定されたことに始まるが,昭和42年には下水道行政の一元化がなされ,下水道

整備緊急措置法が成立し,同法に基づき下水道整備5ケ年計画が定められ,以後原則として,下水道の整備はこ

の5ケ年計画の枠内で実施されることになうた。この推移を表9.1に示すが,昭和45年の法改正以後の事業の

大規模化には目を見張るものがあり,昭和51年度予算にオ6ける事業規模は,建設省所管事業の中では道路事業托

次ぐものにまで発展した。

水

1.下水道の沿革

道

区分計画年次閣議決定総事業費

第]次

第 2 次

第 3 次

第 4 次

昭和年
38~42

42~46

46~50

51~55

昭和
38年

44.2.21

46.8.27

51.8.31

表9

表9.2 に昭和42年度と昭和50年皮の関西地区各府県の事業実施状況を示すが,事業実施都市数,事業費は

]0年足らずの間にそれぞれ約2オ6よび5倍になって北り,下水道事業の飛躍的な発展への跡がうかがわれる。

1.3.下水道事業の執行体制

このように拡大した下水道事業を,計画的かつ迅速に実施,全国的に下水道の整備を促進するためには,財源

の確保,高度の干水処理技術の開発の促進とともに,事業執行体制の整備が急務である。国に邦いては,昭和46

4.400

9,300

26,000

75,000

国の下水道整備5力年計画の推移

3,960

フ,799

20,280

54,550

600

3,600

12,500

310

500

800

2,100

300

1,000

4,000

(単位:億円)

調査費予備費

610
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年5月建設省に下水道部が設けられた。都道府県

でも,下水道課,下水道対策室,下水道係を設置

するところが増加し,組織は順次拡充されつつぁ

る。しかし,市町村にオ6いては,大都市では組織

も技術者数も充実しているが,近年新たに事業に

着手した都市や人口]0万人以下の都市ではきわめ

て執行体制が不備である。そこで国と地方公共団

体が一体となって,これに対処するために,詔

和47年Ⅱ月1日,下水道事業センター法に基づい

て,伺センターが設立された。下水道事業センタ

ーは,地方公共団体の要請により,下水道に関す

る技術的援助,根幹的施設の建設,下水道技術者

の養成ならびに技術の開発羚よび実用化等の業務

を行うものであるが,事業の拡大に伴って,昭和

50年にこれを拡充強化して,日本下水道事業団に

改組した。

1.4.今後の下水道の位置づけ

このように下水道事業は,ここ10年程の間に,

その法制面の整備,事業の拡大邦よび事業執行体

制の拡充強化が図られ,飛躍的発展の緒についた

段階にあるといえるが,下水道整備によって確保

される快適な居住環境を実現することは,今や都

市の市街地のみならず,農村の集落に邦いても要

雫されてぃるところであり,下水道の整備は国民

が健康で快適な生活を営んでいくための,ナシ,

ナルミニマムと認識すべき時期にいたうていると

いえよう

また一方では,下水道は水資源と深い関係を持

ち,水循環サイクルに邦ける構成要素として位置

づけられるもので,今後とも公共用水域の汚濁が

進行すれば,水資源確保の問題はますます困難の

度が深まることになり,下水道は水利用サイクル

の中でその重要性がいっそう増大することになる0

表9.2 府県別下水道事業執行状況(単位:百万円)

府

福井

1雫

公共下水道

都市下水路

特定公共下水道

公共下水道

都市下水路

特定公共下水道

公共下水道

都市下水路

特定公共下水道

公共下水道

都市下水路

特定公共下水道

名

滋賀

昭和蛇年度

事業費

都

昭和50年度

14,613

],765

912

98

101

28

大阪

事業費

276

23

下水道

8U

519

174

庫

公共下水道

都市下水路

特定公共下水道

628

274

奈良

9B

189

2.491

538

及状況普2.1.

昭和45年に下水道法が改正され,水質汚濁防止.施設として,その広域的な役割りか認められ,飛躍的に発展し

ようとしてぃるが,過去に戈ける資本蓄積の乏しさはいかんともし難く,公共下水道の整備普及の状況はきわめ

て低く,昭和51年3月現在の人口普及率は22.8%に過ぎない。関西地区の各府県に邦ける,人口普及率は大阪府

の51夕づを筆頭に,兵庫県37%,京都府33%,福井県16彫,奈良県Ⅱ%,滋賀県4%,和歌山県2%と続いてい

る。また指定都市に邦いては,大阪市の94.0彫を始めとして,神戸市63.4彫,京都市47.9%となって邦り,これ

ら指定都市を除く各府県の整備の状況はかなり低いことがわかる。

公共下水道

都市下水路

特定公典下水道

公共下水道

都市下水路

特定公共下水道

公共下水道

都市下水路

特定公共下水道

公共下水道

都市下水路

特定公共下水道

フ,904

603

730

27.899

953

384

和歌山

Ⅱ 5,663
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34

27,146

1.464

373
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参考として,関西地区の各府県の下水道の普及状況を表9.3に,処理場施設の計画と現況を表9.4に示す。

福井県 1 94,434 2,612 1 3,511 1 981 427,959 209,如9 部,8871 310,844 12934

(福井市,鯖江市,武生市,敦賀市,清水町,一国町)

滋賀県 56,464 2,233 2,205 395,876 124,374 22,8361 釘.082222222

(大津市,草津市,守山市,近江八幡市,栗東町,野洲町)

京都府]56,7061 ]3,080 1 13,069 1 5,106 1 5,062 1 1,8",7241 1,532,7541 622,8821 1,439,310 3

(京都市,福知山市,挺鶴市,宮津市,長岡京市,向日市,亀岡市,八幡町,大山崎町)

大阪府 142,5531 63,305 1 57,986 1 28,021 1 25,756 1 7,878,0341 6,884,4621 3,245,2141 6,6釘,187 68

(大阪市,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田「1i,泉大津市,高槻市,員塚市,守口市,枚方市,

荻木市,八尾市,寝屋川市,松原市,大東市,箕面市,柏原市,門真市,摂津市,東大阪市,四条畷

市,交野市,富田林市,藤井寺市,和泉市,河内長野市,狭111町一忠岡町,島木町,美原町,く稔剛下

水道組合,泉北環境整備施設組合,泉北丘陵団地)

兵庫県 1 200,フ71 35,769 30,380 12,003 11,100 3,9田,1181 3,331,258 1,193,524 3,404,049 40

(神戸市,姫路市,尼崎市,明石市,西宮市,芦屋山,伊丹市,豊岡市,加古川市,宅塚市,高砂市,

川西市,竜野市,赤穂市,氷上町,太子町,篠1、11町,明石挺子団地)

奈良県 64,7851 5,989 1 7,559 1 907 692.195 289,427 45,337 198,442862

(奈良市,大和高田市,大和郡山市,天肌市,橿原市,桜井1",生駒Ⅲ,榛原町,田原本町, →宅町,

三郷町,広陵香芝環境整備施設組合)

和歌山県 29,]47 3,614 1,294 103,2173,160335,878423 91 415,491

(和歌山市,高野町,白浜町,太地町')

表9.3 公共下水道 及状況

2.2.基本計画

2.2.1.排除方式

下水の排除方式には,分流式と合流式があり,その利害得失について従来議論されてきたところであるが,明

確な結論が得られていない。しかし,下水道の目的の1つに公共水域の汚濁防止が挙げられるようになった現

在,国の方鉢として,止むを得ない場合を除き,分流式を採用すること1^しているので,新しく下水道事業を始

める都市のほとんどが分流式を採用している。またすでに合流式を採用している都市でも一部計画を変更して,部

分的に分流式を採用する都市が多くなっている。昭和50年度にオ6ける分流式下水道採用都市は一部合流式を含め

て,令国で341都市,関西地区で56都市となっている。一方,合流式のみを採用している都市は,昭和45年のⅡ4都

市が昭和50年1、はほぽ半減して45都市となってオ6り,一部分流式下水道への転換が行われていることがわかる。

関西地区にオ6いても同様な状況にある(表9.5参照)。また合流式下水道で整備された区域では,現在,降雨

時の初期の下水を,既設の処理場へ計画汚水量の2~3倍まで送水し,それを越える下水は直接河川に放流して

いる。今後,下水道が整備され,汚水が完令に処肌される段階では,合流式下水道の雨天時放流水による公北用

水域の汚濁が問題となり,雨天時下水処理の必要性が高まるものと思われる。

2.2.2.雨水流出量算定方式

雨水流出量の算定は合理式か実験式かのどちらかにようている。一般に雨水流出量は,合瓔式では過大に,実

験式では過小に算出される傾向にあるといわれている。そして,そのいずれを採るかは議論の別かれるところ

で,いまだ明確な結論がでていない。各都市にオ6ける降雨の状況や地勢,士地の利用計画等を的確に把握しなけ

ホンフ
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表9.4

水

処理場名

市

津

福

町

都

舞

知

処

市

a

境

山

市

市街地
面積

(ha)

鶴

大

理

市

鳥羽ほか2

阪

市

福知山下水道処
理施設管理所

1,370

32

大

和

場

津

田

阪

津守ほかⅡ

中級高速散水炉床
ステッフ'エプレーション説三

吹

処

1,2如

東

施

泉

10,170

360

690

理

局級長時問エブレーション法

宝ほか2

磯

大

高級標凖活性汚泥法

方

庄

高級標準活性汚泥法
ステッフ'エプレーション裡ミ

津

市

之

法

口

18,410

フ,部4

1,470

2,696

1.002

3,080

市

中級高速エプレーシ,ン沈殿池

交野市

富田林市,狭山町
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の

田

雀ほ

上

方

b

画

汐

内

市

か2

泉北環境整備施設
組合

i可チ責

(ha)

守

泉北丘陵団地

神戸市

路市姫

北部ほか1

高級標準活性汚泥法

見

ク

郡

1コ

金

高

泉

東灘ほ

752

1,338

高級ステップエプレーシ,ン法

1,110

9,765

2.7H
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津

剛

石

北

か 13

2,604

463

中級高速撤水炉床法
中級高速エナレーシ"ン沈殿池
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区 分

昭和45年度
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ガ 47 U

全

リ

表9.5

114

48 ノノ

49 ガ

50 ノノ

ノノ

ノノ 50 ノノ

リ

表g.8

排

れば議論の余地はない。最近下水道事業の急、伸に伴い,安

全性を考慮、して合理式を採用する都市が多くなる傾向にあ

り,昭和50年までに下水道事業を実施している都市の約80

劣に相当する"5都市が合理式にようて雨水流出量を算定

してぃる。関西地区では,比較的下水道事業の先進都市が

多いことからか,合理式を採用している都市は62都市で,

合理式と実験式を併用している都市が比較的多く N都市あ

る(表9.6 参照)。

2.2.3.下水処理方式

昭和45年の下水道法の改正により,公共下水道は,終末処則

場を有するか,流域下水道に接続することが要件となり,また

公共用水域の汚濁防止が強く叫ぱれたこともあって,終末処理

場の整備が急ビッチで進められた。その結果,終末処理場の稼

動箇所は年ごとに増加し,表9.1に示すように,昭和50年皮

までの過去6年間で,都市数,処理場数とも約].4倍となって

いる。また処理程度も高級処理を行っているのが,令処理場の

約78%,処理水量にして約74夕6となり,残りは簡易処理もしく

は中級処理となっている。処理方式は標準活性汚泥法とその変

法が大部分を占め,高速散水炉床法と簡易沈殿法がわずか見ら

れるか,筒易沈殿法は経過措置で,いずれ活性汚泥法による

2 次処肌施設が付加されるものと思われる(表9.3, g.9 参

、、、 0

大都市地域の汚濁水域や固有水量が少なく,下水処理場から

の放流水が河川流量の大部分を占める水域にオ6いて,水質環境

基凖を達成,維持する1、は現状の2次処理の技術では困難で,

有機物を対録とした3次処理の必要性が叫ばれている。また,

処理程度

方式別都

年間下水処理量

(昭和50年度)

45

Ⅱ

16

市数

関

簡易処理

中級処理

高級処理

22

74.3

処理水量

12

N

Ⅱ

100,0

西

Ⅱ

4

3

5

932.592,402m 3

530,834.008

4,220,838,048

5,684.264,458

流

表9.6

4

断断那甜懐嚇懐綴判御

15

4

19

全国

関西

雨水量算定方式

(昭和51年3月末現在)
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21

26

53]

89

榊成比

琵琶湖等の湖沼,大阪湾,瀬戸内海等の閉鎖性水域に戈ける富

栄養化による水質汚濁対策'しての,窒素,燐等の栄養塩類の除去を目的とした3次処理に対しても関心ぶ高ま

りつつある。

2.3.管路施設

2.3.1.オオ料

下水管きょの材料としては陶管,遠心ノj鉄筋コンクリート管,現場打ちの鉄筋コンクリート1洛きょが網、,、ら

445

62

表9
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下水道終末処理場稼動状況

(昭和51年3月末現在)
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れ,通常内径380mm以下の小口径のものは陶管,内径400~

1,80ommの管きょには遠心力鉄筋コンクリート管,それ以上

大口径のものは現場打ち鉄筋コンクリート暗きょとされてい

た。しかし,近年道路交通事情の悪化に対処して,工期を短縮

する必要が生じ,大口径の管きょに対しても,遠心力鉄筋コン

クリート管を使用する傾向にあり,メーカーでもいろいろ研究

を重ね,昭和44年には内径3,ooommまでの製管が可能になっ

た。ただ大口径管の場合,道路交通機関の大型化,重量化に対

応するには,外圧強度が不足するので,管布設に当ってはその

基礎工に特に配慮する必要があった。しかし,これも製管時に

膨張セメントを添加することにより,実用上十分な外圧強度の

確保が可能になった。このような経緯の中で,昭和47年JIS

の改訂が行われ,内径2,ooomm以上3,ooommまで,20omm

刻みの寸法で規格が追加され,同時に内径1,ooomm以上の管

に対しては外圧強度により,1種管と2種管が定められた。ま

たその際,内径75~125mm管の規格が削除された。

小口径管の施工に際しても,工期の短縮を図って,陶管,遠

心力鉄筋コンクリートA型管に代って,現場で管の接合が容易

な遠心力鉄筋コンクリートB型管またはC型管が用いられるこ

とが多くなった。

陶管は遠心力鉄筋コントクリー管に比べて,管の長さが短か

表9.9

高級処理

標準活性汚泥法

く,しかも現場での布設時に熟練を心要とするので,取付管以外には用いられなくなりつつぁり,これに対処す

るために,管の長尺化,接合部の改良に努めているが,まだ試験的範囲を脱するまでにいたっていない0

また最近では,工事現場付近住民の権利意識が高まり,工事に伴って発生する騒音,振動を極力少くすること

が要求される。このため開削工法に代えて,推進工法を採用することが多くなったが,これに用いる遠心力鉄筋

コンクリート管にっいて,発注者の考え方により,管の種類が千差万別で,互換性に欠けていたので,日本下水

道協会じオ6いて規格制定の努力が重ねられた結果,昭和47年7月暫定規格が定まり,]年間の試用を経て,昭和

48年7月正式に規格化された。

さらに,化学工業の発達により,プラスチック製品が各種分野で則Vられているが,下水管にっいても,昭和

49勾斗こVたり,日本下水道協会では新しい下水管材料として,硬質塩化ビニル管と強化プラスチック複合管の規

格を制定した。前者は内径100~80omm,後者は内径600~1,350mmの規格である。硬質塩化ビニル管を公共下

水道用として使用してぃるのは,関西地区では,吹田市,茨木市,交野市等であり,強化プラスチック複合管は

その特徴を生かして,地盤の軟弱な現場や特に狹艦な現場等で試験的に用いられている段階であるが,新しい下

水管として今後の発展が予想、される。

2.3.2.力苞工法

一般「,下水管きょは道路内に埋設されるが,特例として河川や鉄軌道を横断して埋設されることがあり,
^

、^

のような箇所では,既設構造物の防護のため,従来より薬液注入工,地盤凍結工等の地盤改良や推進工法,シー

ルドエ法等の特殊工法が採用されてぃた。最近では,道路内での下水管埋設工事に邦いても,道路交通事情の悪

化,既設地下埋設物の保護,騒音.振動による周辺民家への被害の最小化を考慮して,開孔部をできるだけ少な

くするために,特殊工法を大幅に採用する傾向にある。特に幹線下水道の建設時には,そのほとんどをシールド

工法,セミシールドエ法もしくは推進工法によらざるを得なくなっている0

また水路内に下水管を埋設する場合,水路内に堆積している泥土を浚深して,良質土で置換する工法が採用さ

れてぃたが,浚深泥土の処分と良質士の購入の二重投資が強いられるうえに,最近では浚深泥土の処分地を確保

することが困難になり,ミニマックスエ法等を採用して,泥士をそのままの状態で固結させたあと,必要な作業

処理方式別処理場数

(昭和51年3月現在)

長時間エアレーシ"ン法

コンタクトスタビリセ'ーション法

純酸素ばう気法

活性汚泥法

高速工フレーション沈殿池

升ノ」、

級処理

モデオフブイドエブンーション法

標準活性汚泥法

高速散水炉床法

高速エアレーシ,ン沈殿池

升ノ!、

139

78

19

簡易処理

簡易沈殿法

255
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を行うことにより,実効を挙げている

現在施「_中の大規模下水管きょ築造T.事"しく,大阪11iのフミT.寺~弁天幹線処設[心がある(写真9.1参照)

これは,大阪市の中央部を南北に走る上町台地の東南斜而i地域の浸水を解消するためのτ事である。この地城の

雨水は4本の越流管によって平野川に自然放流されているが,・下野川上流部流城の都1"化により,平野川への流

出量が著しく増大して,河川の水位が上罪・するため,降雨時に水吐けが悪くなり,約12km2の地域ではすでに下

水管が惰備されているにもかかわらず,一部の低地で旬什・没水による被害が生じてぃるこれに対処するには,

越流管の吐口部に末ンプ場を股け,強制ぢ則くするのも 1つハノj法で'・る力:,平野川,寝屋川の流下能力,4 ケ所

の末ンプ場の維持管Nの園難性を壱'眉、して,在来の越流竹を迎染し,下流端に設けたポンプ場により流下能力の

大きい旧淀川へ強制排水する計画を樹て,水じ事に着千・した。ポ幹線の規模は,内径3,ooa~6.00〕mm,全延

長6,578mで,このほか若干の補助幹線カリ川わる令延長にわたっくシールド下法1こより施1することにしてい

るが,既設の地下埋設物の下部を横断するので,令般的ににかぶりが大きくなり,1'刷'地下鉄4・丹線の森之宮駅

の下部を横断するので,最深部ではその 1:かぶりは20mにも達する。最下流部より 1国勘こ着乎したが,昭和49年

1刃に圧気淋函τ.法による住坑'〔写斜こ杵予し,昭和5]何一IUこは処長1こして 2,10omの 1次援「二が進んでいる。最

難関箇所とΠされていた第2寝屋川t6よび地下鉄森之宮風の織断部も順調に通過した特に後夫については細心

の注意を包、つて施工したところ,地下鉄揣造物の沈下を最高4mmに留めることができた

2.4.ポンプ場,処理場施設

2.4.1.ガt ンプ場施設

余ンプ場の自動運転に関する技術が進歩して,設備の改雪が進んでいる。すなわち,汚水"ンフでは,台数,

吐出弁開度調整,回転数制御等により,飛ンプ井の一定水位変列艸舟での水量自動調藥が可能になっている。雨水

末ンプは立形余ンプを使用することにより,降雨時にホ'ンプの起動に饗する時間を短縮し,かつ自動関連取付機

器を少なくして,設備自動化にょるトラプルの軽減を図っている。またディーゼル機関は潤滑油系の独立自動回

路を設けたり,末ンプ充水回路を切籬したりして,降雨時には,末ンプを自動的に充水待機させておき,エンジ

ン起動指令のみで直ちに駆動させ,起動時間の短縮化は図っている。さらに遠隔制御技術の発達により,小規模

余ンプ場は近接する親宗ンプ場から遠隔制御して,無人化に努めている(写真g.2 参照)。

写真9 大阪市天下丁~弁天町幹線下水道(内径6,ooomm,深廟シールド)

fiyイ1!
▲
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末ンプ場では沈砂池に溜った砂,スクリーンに引っか力.つたスクリーン津を掻上げ,場外に搬出する竹珊1が必

要であるが,その際,"として,悳臭の允小.することがあり,これに対処するため,また美観士,沈砂池,ポンプ

室をー・休として建物内に収容する嘆伊仂ミ多くなっているこの際,換気設備に脱臭装置を取付ける必要が生じ,

脱臭方法がいろいろ調査検削'气れくいるが,現状では活性炭,イd'交換枯朗剛こよる吸着法が採用されている0

大規模末ンプ場の例として,1河記天主寺~介天幹線の下流端に設けられる弁天ポンフ場が動るその概安は,

主余ンプロ径2,10omm,揚程.23m,軸動力 3,40okWの、住形渦准末ンプ5 台,発電設備ガス々ービン駆動

出力12,50OKVAの発電機3台を上要設備とするもので,計画排水能ノJは毎秒50.42m3である。構造物の規模は

幅50m ,長さ 104m,深さ 33mで連続地中壁逆巻工法を採用し,昭和51作1月に着工したが,昭和52年1月には

外壁となる速続地中壁厚さ 1.2m,深'15]m)がほぽ完 fする f定で,昭利55仟・には通水すべく,現在鋭意〔

事を進めている。

2.4.2.水処凱.1厄設

関西地区に16ける最大規模の処理場は京都市の鳥判処N場で,計画処則水竜は IU I,225下m3で,数次にわた

る拡張上事の結果,昭和51年3月現在.の処邱能力は 1日615千m3となっくいる処理方式は標準活性汚泥法なら

びにステッフェブレーシ,ン法で,エプレーシ"ン時朋も8~10畊間とし,きわめて安定した処理効果の得られ

る施設としている(写真9.3 参照)。

大阪1打の計画処理水量は 1日2,960千m3で,昭和51年3月現在]日2,640千m3の処理蛸E/Jを打し,関西地区の

都1打では最大であるが,1b街地の大¥・が、F川な低湿地で,従来浸水対策にノJを注がねばならなかったこともあ

り,沈殿放流のみの施設能力が,587千m3となうている。 12ケ所の計画処即場はすべて稼動しているが,最大規

模のものは津守処理場で,その処理能力は363千m3である。

神戸市は,地勢の関係で処即区が分散し,昭和51年3月現作,稼動しくいる処理場はHケ所',111も多いが,

小規模なものが多く,山間の団地の処郡場が8ケ所もある。

写 g.2 大阪市平野町余ンプ場
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近与処理場用地の確保が困難となり,また周辺の環境を損うことへの配慮、もあって,処理施設に覆蓋を設け,

上剖を公園等ほかの公共施設として,利用する事例が多くなっているが,関西地区では神戸市が変うた試みとし

て,垂水処理場で処理施設の上部の一部に4階建の年金会館を設けて,地城住民の利用に供してぃる。

ま九市街地での広大な用地の確保が困難なことや,計画水量の予期せぬ増大に対処するために,用地の立体的

利用も検討'されている。大阪市では,昭和41年に稼動した今福処理場で,2階式最初沈殿池が建設きれたのを始

めとして,昭和43年には中浜処理場で,2階式最終沈殿池が,昭和47年には今福処理場で,上部エプレーシ,ン

タンク(水深6 m),下部最終沈殿池の2階建構造物を建設したが,さらに現在,津守処理場で,水深10mの深

槽エプレーシ,ンタンクと3階式最終沈殿池を建設中で,昭和53年の稼動を予定している。

処理効率を高め,施設の小型化を図って,純酸素ばっ気法がアメリカで開発され,日本でも採用している都市

もある。関西地区でも交野市郡津処理場で稼動しているほか,京都市吉祥院処理場で現在建設中である。

2.4.3.汚泥処理施設

一般に汚泥処理方式は,濃縮嫌気性消化一洗浄一脱水方式が採用されているが,大都市では京都市伏見,神

戸市垂水処理場のみが生脱水方式を採用している。消化槽の加温は,蒸気吹込みによるか,熱交換器を用いてい

る。かくはんは一部では機械かくはん方式を採用しているが,大部分はガスかくはん方式によっている。脱水機

は,大多数の処理場で真空炉過機を採用しているが,加圧脱水機も一部で採用されてぃるほか,遠心、分寵機もそ

の機能が改めて認識され,大阪市市岡,此花両処理場では真空炉過機から遠心分雜機への改造が進められてい

る。

脱水の前処理として,汚泥熱処理方式が開発され,関西地区では,宋北丘陵団地の呆北処理場,大阪11i住之江

処理場(一部)で採用されているが,臭気,分離液の処理等,解決すべき問題がまだ残されてぃる。

汚泥焼却炉も,関西地区で13処理場に設けられているが,比較的小規模のものが多く,1日]oot 以上の能力

を有するものは,京都市,大阪市のみである。炉の形式は,大部分が立型多段炉で,富田林市,狭山町金剛下水

道組合金剛処理場で流動層焼却炉(能力 1日15t),明石舞子団地の処理場で回転式乾燥焼却炉(能力 1日9t)

が採用されているに過ぎない。

2.4.4.汚泥処分

下水処理過程の最終生成物として,脱水ケーキもしくは焼却灰が完生する。火阪巾と堺11iは,これらを海血に

埋立処分を行うているが,関西地区の大多数の都市は陸上埋立処分を行'つてオ6り,そのほとんどが,汚泥処分地

の確保に苦しんでいるところである。今後,下水道の整備が進むにつれて,汚泥発牛量はますます増大し,処分

地の確保は一段と困難になり,下水道施設の運営に支障を来たす邦それも予想される。これに対処するには,

国,都道府県邦よび市町村が一体となうて,広域的な汚泥処分地を確保することが鼎まれるが,汚泥の菊効利川

を図ることにより,処分量の減少に努めることも必要である。大阪市では脱水ケーキの緑農地還元を図り,その

肥料効果,含有重金属類の植物への影響,堆肥化等の実験,研究を進め,その実用化に努めている。焼却灰につ

いても,埋立材や道路路床材として利用するため,その物丞酔予性の解明に努めている。

2.4.5.3次処理施設

関西地区各都市の3次処理に対する取組み方はまだ実験段階牝あり,2次処理された下水中に含まれている汚

濁物を,各種プロセス充よびその組合わせによって,どの程度除去し得るか,またその実用化の可能杜につい

て,技術的,経済的に調査,研究を進めている。現在行われている実験の主なものは,京都市鳥羽処理場で,昭

和50年より建設省と京都市が共伺で実施している,凝集沈殿,急速砂炉過,活性炭吸着,ブレーク宗イントクロ

リネーシ"ン法邦よび活性炭再生テスト,琵琶湖で昭和50年より下水道事業団が実施している,凝集沈殿,急速

砂炉過,活性炭吸着,流動床方式による硝化,脱窒邦よぴ凍結融解法,昭和48年より大阪市が津守処理場で行っ

ている,泡沫分離,生物接触酸化,凝集沈殿,急速砂枦過,活性炭吸着兆よぴ生物学的脱窒法がある。このほか

冊和49年より造水促進センターが泉北処理場で行っているもの,水処理メーカーが2,3の処理場で打っている

ものがある。

大阪市では,寝屋川水系の水質環境基凖の達成,維持を目的として,昭和52年より平野処理場にオ6いて,3次

処理施設の建設に着手することにして邦り,計画では日量100千m3の凝集沈殿,砂ル過施設を考えているが,当
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面,その'b針科.皮の砂加過施設から始めることにしている。

2.4.6.雨火IHf下水処即施設

合流バ下水道における雨天時下水の水質につぃては正確な資料が乏しく,建設省では昭和50仟より,12都市の

恊力を得くその調査を開始した。大阪市では,市中心部にある中之島宗ンプ場内1こ雨水沈殿池を設け,昭和50年

より,降N゛澁人水艮.,水質の関係,最適施設容量を求めるための調査を閉始した。中之島地区は,大阪市内河

川の堂島川,土佐堀川によって囲まれた而遜N5.5hヨの島で,他地区からの雨水,汚水の流人か令くない,最適調

査対象地一才る雨水沈殿池は幅3.5m,長さ20.15m,深さ6 mのもの6池で,降雨強度20mmの降雨に対し

て,30分の滞浤時問となるよう計画されてぃるが,現在2池が完成している。雨天時流入水量,水質および沈殿

池流1."水質を闘査するため,降雨,末ンプ運転状況,ホンプ吸込側オ6よび吐出側水位を自動記録すゐとともに,

降雨時には最低3分間隔で,流入水,沈殿池流出水を採取できる自動採水器を設置するなど,資料の解析に万全



を期している。

2.4.1.余ンプ場,処理場施設の施工法

宗ンプ場,処理場の建設に際して,周辺の環境を騒音,振動から守るため,無騒音,無振動工法を採用するこ

とが多くなってオ6り,鋼矢板打,杭打にはほとんどオーガーが併用されているが,それ以外では,鋼矢板打工法

に代えて,モルタル柱列杭工法や連続地中壁工法が,杭打工では,ペノト杭やりバース杭といった現場打杭工法

が採用される事例が多くなうている。

大阪府に邦いては昭和妬年の下水道法改正に先立ち,昭和38年度から大阪市の東部の衛星都市を集めて,流城

下水道方式によって下水道を整備することが計画され,昭和如年度から寝屋川北部流域に邦いて,昭和U年度か

ら同南部流域において事業が着手され九。

本来この地域は大部分が排水の悪い低湿.地であるが,最近の経済発展と急激な人口の都市集中のために急速に

市街化し,浸水被害と公共用水域の汚濁が深刻な問題となってきた。このような問題を解決するため北は下水道

の整備が必要であるが,市街地が市町村の境界を越えて連接して一面に広がうてしまうたこの地域で,市町村単

位に下水道整備を進めることは得策でないと考えられる。また,事業執行面に充いても1市の排水は他市の浸水

を招くこととなり,市町村間の計画調整に多大の労力と時間を浪費し,投資効果もきわめて低いものとなること

が予想された。

このような状況を勘案して,時の建設省下水道課では市町村の境界にとらわれないで河川流域を単位として下

水道を整備することを考え,その根幹的な施設である処理場,飛ンプ場邦よぴ幹線管きょを大阪府が施行し,各

市町村が粉のオ6のの公共下水道をこの幹線に接続していくという新しい方式を始めたものである

流域下水道
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その後も大都市周辺の農村が都市化していく傾向は

ますます激しいものがあり,人々の生活水準の向上と

産業の発展による流出汚濁負荷の増大は公共用水域の

汚濁にいっそう拍車をかけている。このため公共下水

道整備の促進と,さらに流域下水道の方式による下水

道整備の促進が叫ばれ,昭和51年度には全国で32都道

府県,54ケ所,関西地区では5府県14ケ所にオ6いて,

流域下水道事業を実施しているのである。さらに関西

地区では2ケ所が計画策定中である。

3.1.各府県の流域下水道事業の概要

3.1.1.各府県の計画と進捗状況

(D 大阪府

計画の概要を表9.1016よび図9.1に示す。昭和50

年度末の事業進捗状況は次の通りである。

(a)寝屋川流域(北部)

管きょ約31km,処理場有E力88,50om3ノ日,但し当初

の計画人口と計画水量は,流域内の現況からみて拡大

改定が必要となっている。

(b)寝屋川流域(南部)

管きょ劃ル0.3km,処理場能力]71,ooom3ノ日,当初の

計画水量について北部流域と同じ悩みを持っている。

(C)猪名川流域(大阪府分のみ)
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図9.1 大阪府が事業実施している流域下水道の区域
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管きょ約 19.1km,処理場能力 104,ooom3

ノ日,昭和42年度から兵庫県と合併施行をし

ている全国でただ1ケ所の2府県にわたる流

域下水遭で,処理場能力は兵庫県分をいれる

と 166,90om3ノ日となる。

(d)安威川流域

管きょ約]0.9km,処理場能力如,ooom3/1ヨ

(e)淀川右岸流城

管きょ約0.3km,処理場能力17,ooom3ノ日

(f)淀川左岸流域,大和川下流流域

ほとんど用地買収のみ。但し,大和川下流

南部流域狭山処理場は昭和54年度から30.000

mV日の処理を開始するべく工事中である

(2)京都府

計画の概要を表9.11に示す。亭業の進捗

状況は次の通りである。

(a)桂川右岸流域

昭和48年度から事業に着手したが,昭和53

年度には53,ooom3ノ日の汚水を処理すること

ができるよう鋭意施工中である。管きょは昭

和51年度で5.5kmを完了する予定である(写

9.4 参照)。

(b)木津川左岸流域

現在処理場用地の買収中で約%の取得がで

きている

(3)兵庫県

計血の概要を表θ.12に示す

(a)猪名川流域

処理場は大阪府分と合せて 166,90om3、ノ日

の処理能力であり,管きょは昭和49

年度末で18,7俳m (57.5劣)カミ完成

している

(b)武庫川流域

昭和44年度に着乎し,昭和51年10

月に 96,ooom3ノ日の供用を開始し

た。管きょは武庫川河川敷を利用し

た武庫川幹線の70%が完成している。

(C)加古川上流流域

着工の準備を進めている。

兵庫県としては,ほかに加古川下

流邦よぴ揖保川の各流域に計画を持

つているが,現在は環境アセスメン

トなどの調査を行なっている段階で

'＼、、流域名

1木津川左邦流域下水道桂川右岸流城下水道
区分＼~＼

表9.11 京都府流域下水道計画概要

区城面積

処理人口

事 業

幹線延長

処理場

費

5,088ha

処理水量

428千人

関係都市

約 600億円

約 16.8km

洛西浄化センター

事業主体

京都Ⅲ右京区,南区,
伏見区の各一部
向日市,長岡京市,
大111崎町

427千m3/日

2,118ha

144千人

約 250億円

綴喜浄化七ンター
(仮称)

;勺

都

15km

130千m3ノ日

八幅11"

Ⅲ辺岡

府 都 府

M城加'槌1加慌鄭沌1点"'
6,391.1ha5,961.、1ha区城面積

ある。

表9.12 兵肺県流域下水通計仙概斐

写真9.4

業賓

幹線延長

洛西浄化セ

1 ケ詞i処理場

処理.水景

624,500人

950億円

関係都市

_ノ タ

原爪処邪場

439,480m3日

伊丹巾
"西市
宇塚而
猪名川町

32,682m

理人口

事業主体

1.0]3,390人

1,850億円

武庫川処刊場

785,462m 3 モ1

jヒ崎小
壱百 1亙 1」
伊丹lh
宅塚巾

兵ポ Lよ

33.050m

-158

]1.910ha

470,000人

760{を円

兵.川{県

,13,30om

339,660m3/日

小野小,加西市
神戸1打,木市
西脇市,社町
滝野批1

兵. FI、.!,町、

京

施
設
の
内
容

京

処
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内
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(4)奈良県

計画の概要を表9.13に示す。

奈良県は昭和45年度から大和川上流流域

下水道の建設工事を進めているが,そのう

ちの第]次計画の第一浄化センターが昭和

49年6月から45.ooom3ノ日の処理を開始し

た(写 9.5参照)。

昭和51年度からさらに45,ooom3ノ日の水

処理施設を発注している。

管きょについては昭和51年度で4006の下

事が完了する予定である。

大和川上流流域は計画では3処理区に分

かれて邦り,残りの2処理区のうち現在は

第2期分として,大和川以南の大和高田ホ

等B市町村を対象とする区域の計画策定を

進めている。

第3次計画分は旧生駒郡を対象としてい

るが,第2次計画の進捗状況を勘案して進

めていく予定である。

(5)滋賀県

計画の概要を表9.13

に示す。

滋賀県は近畿の水ガメ

である琵笹湖の水質を保

令するために琵吾湖総合

閉発事業の一環として,

昭和46年度から琵吾湖湖

南中部流域下水道事業に

着予した目下処理.場用 禦自

地となる人て島の埋立て

造成と答きょを施工中で,

管きょは約Ⅱ.5km を完

成した。

県ではこのほかに,彦

根長浜,湖西,高島等の

流域下水道について調杏

計画中である。

(6)福井県

目下,九頭竜川流域下水道を検討中である。

(フ)和歌山県

流域名

区分

表9.13 奈良県,滋賀県流域下水道計画概要

区域面積

処理人口

事業費

大和川上流流域
(第一次計画)

幹線延長

処理場

23, oooha

処理水量

1,]40千人

700億円

1琵琶湖湖南中部流域
25.50oha

関係都市

浄化センター

850千m3ノ日

奈良市,大和郡山市,
天理市,橿原市,桜
井市,生駒市,安堵
村,川西村,三宅町
田原本町,香芝町,
広陵町

78km

事業、モ体

策

790千人

定中

149km

浄化センター

約1,020千m3ノ日

大津市,近江八幡市
八日市市,草津市,
守山市,栗東町,中
主町,野洲町,石部
町,甲西町,水口町,
甲賀町,甲南町,安
士町,蒲牛.町,日野
町,竜王町,五個荘
町,能登川町

滋賀県奈

159 -

良 岬

紀ノ川につぃて流域別下水道雜備総介副'画を箪定小であるが流域下水通の楸想、はな

3.1.2.主要な丁事の概聖

Q)管きょ

流域下水道管きょは幹線となるもので血る六ら,幹線道路に埋設されるものが多い このような道路はψ1然交

^,韻ミ

写真9.5 奈良県浄化セ ン
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通量も多いので,道路管理者や蕃察から占用や使用に関して非常に厳しい条件がつく。さらに沿道住民からは必

らず工事公害を心配してたくさんの要求が出てくる。このような問題に対処するために,工費はかさむが勢いシ

ールドエ法や推進工法が多用されることとなる。

大阪府安威川流域下水道岸部幹線の上流端約30om区間(g2500×2)は国鉄吹田操車場邦よぴ東海道本線(複

々線)の下を横断するもので,国鉄への委託施行であるが,泥水工法を採用してこのほど完成した。泥水工法は,

河川湖沼,海域などの水面下のシールド下水管工事に今後検討されるようになると思われる。

推進工法は最近1スパンの延長がしだいに長くなってきて邦り,また押込管径も大きくなってきている。

管きょ工事に伴なうて発生する厄介な問題は,周辺地域じ地盤沈下や井戸枯れ等の影響を与えることと,家屋

損傷等が発生した場合の補償問題とである。

ちなみに大阪府の流域下水道事業では昭和50年度に,9,962百万円(工事請負契約額)の工事を実施したか,

31件37,761千円の工事補償費(工事に起因して発生した家屋損傷に対する補償金)を支払った。これは大阪府が

個人と金銭による補償契約を行なったものである。家庭損傷の中でτ事請負業者の側で補償することが妥当と寺

えられるものは含まれていない

(2)余ンプ場

下水道の余ンプ場には汚水中継余ンプ場と,雨水放流末ンプ場があるが,関西地区の流域下水道の求ンプ場の

概要は表g.14の通りである

流域下水道

琵審湖湖南中部流域

寝

安

屋

淀川右

域

川

表9.14 流域下水道

大和川下流流域

流

川

雨水放流宗ンプ場

南大阪湾岸流城(北部)

流域

域

宗ンプ場工事の一例である大阪府安威川流域下水道穂桜余ンプ場は次のようなものである。

.計画雨水放流量 18.5m3/sec a400り 4台)

中継汚水墨 4郭m3/min (70og3台,10oog2台)

.ヒ木建築工事(全休分)τ費 1,430百万円(沈砂池は有蓋式)

工期末ンプ室昭和47年12月~昭和50年10村

沈砂池昭和48年3月~昭和51卸・3月

機械設備〔事(雨水宗ンプ 1400■ 1台,汚水オtンプフ00 '2 台,沈砂池機械)

(制フk扉,クレーン設備等)

τ費 1,102百万円

〔期昭和49年10月~昭和51作]0月

ポンプ場周辺地域の日照の確保のためには米ンプ場敷地を広くとるか,宗ンプ室の高さを下げなけれぱならな

V。市街地の中で隣接の物件を撤去してまでも十分な敷地を確保することは容易ではない。一方ポンプ室の高さ

を下げるためには,宗ンプを横型にしたり,ホンプ井の横にドライピットを作って宗ンプを据えることなどが新

えられるが,逆に広い敷地が必要となったり,工事費がかさむ。無既に宗ンプ室を低くすることは出水時に"ン

プ場が浸水する恐れがあり,事実地下式末ンプ場浸水の実例があるので,防災的見地から危険である。

末ンプ場敷地を広くするために飛ンフ場の周りを公園にすることが考えられるが,現在の都市計画行政では下

水道の末ンプ場のための公園という苫え方は容易ではないようで,さらにこれに補助金行政が繚んでくるので問

8 m3/sec
~53m3/sec

流城

18.5m3/sec
~81m3/sec

85m3/sec
~95m3/sec

18ケ所

72.1m3/sec

汚水中継ポンプ場

隶

33m3/min
~586m3/min

5 ケ所

10.m3/min
~570m3/min

2 ケ所

プ

69.5m3/min
~602m3/min

場計画

1ケ所

6 ケ所

汚水雨水
併設ケ所

28.8m3/min
~210m3/min

19ケ所

40m3/min
~52.5m3/min

4 ケ所

運転中
ケ所

17

6 ケ所

5

2 ケ所

備

9

4

考

ノノ

リ
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題は複雑になる。しかし今後は,公園も

下水道も一体となうた総合的な計画が必

要となるだろう。

汚水中継余ンプ場は一般に小規模であ

り,防災的な関連も比較的うすいので,

公園の中で地下式としたり,遠隔制御に

よる無人運転を考えたりしている。

(3)処理場

流域下水道の最も重要な施設は処理場

であるが,また最も住民の採悪する施設

であるので,各流域ともその施設にさま

ざまのくふうをこらしている各流域の

処理場計画の概要を表9.15,表9.16に

フ]又、す'0

処理場がその周辺住民に受け人れら

れるためには,1メージアップが必要

であるが,それには施設周辺に十分のス

ペースを置いて植樹芝生等

一鵬峡腎際総ly熊,"r1鯵魚、
鴻池

川俣

表9.行大阪府流域下水道処理場計画

如

中央

高槻

(当初計画) 17フ,000 (日平均)

(当初計画) 285,000 (日平均)
562,500 (日平均)610

450,000 450560 450,000 (日平均)

によって緑化をすることが

必要である。表9.16 でみ

ると奈良県浄化センターの

単位水量当り敷地面積がい

ちばん大きいが,この点に

関する県の意気込みがうか

がえる。

浄化センターの敷地内は

野球やテニスコートなどの

運動施設のほか,家族づれ

やクンレープで楽しめるフブ

ミリープールや自由広場な

どをつくり,浄化センクー

全体を緑の公園とーるよう

41

42

今池

狭山

大井

45

45

船

渚

原田

北部

530

46

374

46

46 ],280 844,妬0

48 560 630,000

291,000

193,000

210,000

522,000

91,"0

91,600

226.200

302,440

193,Π0

89,290

144,040

281,700

410

表9.16 京都府,兵庫県,奈良県,滋賀県流域下水道処理場計画

処理場

692

475

(日平均)
475

(日平均)
475

(日平均)
600

(日最大)

1.聡8

武

0.517

庫

計画決
定年度

大和川上流
浄化センター

0.321

に計画されている

その捻かの処理場でも海jギや埋ゞ/.て地に立地するものを除いてはほとんどが最初沈殿池やエナレーシ.ンタン

クを有蓋としてその屋上を公園化することを計画している。

周辺住民に納得してもらうためには施設のイi盖化は飛イントであるが,建設費がかさむ上照明換気などの維1予

管理賓も余分にかかり,施設内で働く職員の作業環境も憇くすることとなるので,今後に問題を残すかも知れな

い。

下水処理のうち水処理につぃてはどの処理場も活性汚泥法を採用している。敷地面積からみてオ6オ6むね標準法

と思われる。汚泥処理法は各処理場で異なっている。

大阪府の流域下水道処理場の汚泥処理法は主として消化,脱水,焼却法を採用しているが,一部では直接脱

水,焼却法粘び熱処理,脱水,焼却法を採用している。ほかに武庫川流域では直接脱水,焼却法を採用し,大和

川上流浄化センターが熱処理,加圧脱水,焼却法である。琵穫湖湖南中部浄化センターは消化,脱水,焼却法,

洛西浄化センターは直接脱水,焼却法である。

川

琵琶湖湖南中
部浄化センク

処理人口

(人)

0.402

44

0.405(日最大) 341,810
0.810(日最大) 510・000

0.672

洛西浄化
センタ

1,012,390

45

0.664

処理水量

(m3/日)

加古川上流

0.463

1,]40.000

47

0.686

綏喜浄化
センタ

785,462

一艦1蜘醸(Zノ人.日)(m2)

47

0.540

790,000

850,000

50

600~700
(日最大)

'128,000

1,020,000

50

420~750

(日最大)

約 600

470,000

427,000

310,000

水量当り
敷地面積
(m2/m3.日)

144' 000

339,600

586,000

620,000

559~750

(日最大)

倫盤勃

]30,000

0.395

640

(日最大)

559~750
(日最大)

0.689

180,000

0.608

140,000
(一部)

200,000

0.422



4.1.下水道に課せられた責務の明確化

現在.,都市の下水処理場は有機汚濁物質の除去を目的とした処理法を採用し,下水道法施行令に規定され六放

流水の基準は水素Xオン濃度,生物化学的酸素要求量,浮遊物質量オ6よび大腸菌群数の項目について定められて

いるほか,水質汚濁防止法の規定またはそれに基づく府県条伊Ⅱこよる排水基凖の項目によるとされている。後者

にっいては,本来下水処理場で除去できないものであり,このような法の規定は下水道の機能をあいまいにする

結果をもたらす。最近,閉鎖性水域の富栄養化対策としくの窒素,燐の除去の必要性が高くなってきているが,こ

れを下水通に義務付けることは,現在の下水処理場の能力では対処できないので,下水道の責務を大きく変える

ことになる。このような観点から,下水処理場の能力を再認識し,下水道の責務をより明確にする必要がある。

4.2.水質環境基準と下水道

各水域に設けられた,水質環境基準を達成するための現実的な手法としては,工場・排水規制の強化,下水道染

備の促進,河川流況の改善が挙げられる。現在2次処理までの下水処理は,市町村の下水道事業として定着して

いるが,それでは水質環境基準の達成,維持ができない場合,河川の流況改善によって達成するのか,下水の3

次処理によって対処するのかによって事業主体,すなわち費用負担の主体が異うてくる。また上下流の事業主休

間で処郡基準に差異が許される場合にも類似の問題が発生する。この問題については,通常の下水道事業の費用

負担の老え方とは別に,維持管理費を含めて負担のあり方を検討すべきで,環境基凖を設定し,流域別下水通察

備総合計画を策定する都道府県も,在来の下水道堺業と異った観点から,その負担を考えるときである。

4.3.維持管理費

下水道の目的に公共用水域の水質保全が加えられ,下水道の建設が急ピッチで進んでいるが,その建設財源の

大半は起債であり,これは定められた規定により,元利償逓の義窃がある。事業規模が大きくなれば,年間の償

還額もそれにつれて大きくなる。また下水道は建設が完了しても,道路,河川とは比較にならぬ多額の維持管理

贄を必要とする。しかも水質汚濁防止法や廃棄物処理法の適用1こよって厳しい規制を受け,これらの規制は,新

たな公害現象が発生するたびに,経質の増大は考慮されずに強化される。このように下水道の整備が進めば進む

ほど,維持管理費も多額となり,市町村の財政負担が大きくなる。国は下水道事業に関する基準財政需要額の卸

定にオ6いて,実情を正しく把握して,この点に配獺すべきであるが,一方,市町村に北いても,汚水に係る経費

に対して,適正な下水道使用料を考えないと,下水道事業が市町村の財政を圧迫することになる。

4.4.都市排水と下水道

朝訴行の排水は,下水道と都i价可川によって行われることが多く,これらの総合排水計画をたてる必要があり,

その中では,基本的には都市計画での土地利用計画と河川計画との整合が必要である。しかし現実には都1"化脱

録が先行し,都市計画では河川計画に対する配慮が払われず,上地利用が促進されている。一方都市計画で村11i

街化区域にオ6いては,下水道の計画を定めなければならないものとされて戈り,実際下水道に対する住民の要雫

も強く,その整備に努めているところである。しかし司蠏i河川の改修がきわめて困難なため,現状では都lb'の捌

水に関して新たな問題が生じている。すなわち,ー・つの都市河川の流域で,大きな降雨により河川が氾濫する充

それが化じた場合,下水道が整備されていない地域の水は自然に流1_"するのに対し,下水道が整偏持れた地域は

邦邦むね寸tンプ排水によるのが普通であり,末ンプの運転を停1ト'して,河川の氾湘を防止しなけれぱならなくな

り,下水道整備区域の方が浸水による被害が大きくなる。

急速に都市化した地域では,都市河川の現状からしく,地域開兆に当うては某本的に流出量を減少させる対策

が必要である。

4.5.その他

以上のほか,ホ'ンプ場,処里場・jl」地(特に流域下水通に関係する)の確保,流域下水通と関連公共下水這との

藥合性,他の事業との関連等下水道事業を進めるに際して解決しなければならない問題点、,さらに下水処理の高

度化に伴って,増大する汚泥の処理・処分,安定し処理水質を確保するための流入下水量の平均化,3次処理オ6

よび合流式下水道の雨天時下水処里の技術開発,下水処理場での操作の容易な計測装置の開発等,今後研究開発

すべき問題もまだまだ多いことを付記する。

4 後 の 問題点今



10.都市環境一市街地整備,公園・緑地一

士木工学がいわゆる M山tary engineeringに対する Civi1 印gineering であった時代にはその範ちゆうは現在

の自然科学の分野のほとんどを網羅する広い間口を有していたといっても過言ではあるまい。しかし,他の工学

体系が分雛独立していった現在では,その範囲はきわめて限られたものになったといえよう。本編でとりあげた

テーマに関して,いわゆる現代の土木工学が寄与しうる範囲はむしろその一部にかぎられていて,建築学,造園

学等の他の自然科学体系の占める比重の方が大きいかもしれない。

しかし,このテーマが,過去はいうに邦よばず現在でも,都市計画という範ちゆうでとらえられ,多くの土

木技術者がそれに従事してきたことはまぎれもない事実であり,その意味からしても土木工学はいまだにCivil

engineering でありつづけているといえまいか。如周年でとりあげなかったこのテーマを今回とりあげた意義も

そこにあるのであるが,今回50周年に当り近々の10年だけに言及するのみでは十分な理解を得ることはむつかし

いと考える。したがうて,本編では"関西の都市環境100年"という観点で考察することとしたい。また,先に述

べた理由からも,このテーマは工学的技術よりもPolicyに重点があると判断し,明治以来100有余年間について

記述することとする。

1. は じ めに

「市街地整備」につぃては,用途地域制等に基づく建築指導・規制のほか,道路,公園等の都市施設の整備並

ぴに土地区画整理等の市街地開発事業があるが,ここでは,「土地区画整理法」と「都市再開発法」の二法を軸

(図10.1参照)に,その制度的な流れに沿って,主要事業をとりあげながら,市街地整備の歴史をふりかえっ

てみることにする。

2.1.戦前における土地区画整理事業

まず,「士地区画整理法」の制度的流れをみると,古くは,明治30年,農業政策的見地より,「士地区画改良

に関する法律」が公布されている。これは,農耕地の増歩,作物の増収を図り,ひいては農業従事者の地租の軽

減を図るため制定されたもので,道路,畦畔の迂回屈曲を整理する耕地改良を促進させた。しかし,同法には登

記上の手続その他運用面の困難さがあったので,これを打開すべく,明治32年,旧「耕地整理法」が公布された。

明治42年,上記二法は,新「耕地整理法」の制定により吸収廃止されたが,この新「耕地整理法」は,第1条に

「土地ノ農業上ノ利用ヲ増進スル目的ヲ以テ」とあるように,あくまでも農耕地の整理統合を主眼として邦り,

土地区画整理としては,大正8年,旧「都市計画法」が公布され,その第12条に「宅地トシテノ利用ヲ増進スル

為士地区画整理ヲ施行スルコトヲ得」と士地区画整理事業についての規定が設けられ,ここで始めてその途が開

かれたわけである。と同時に,同条によると,実際的な運用面については,「耕地整理法」を準用するよう規定

されてぃて,宅地整理としては不十分な点も多かったが,一応,士地区画整理について明交化されたわけで,翌

大正9年1月,旧「都市計画法」が施行されると,各地で土地区画整理事業が開始された。

大阪市に浦いては,大正13年,阪南士地区画整理組合(当時は市外)が設立されたのを始めとして,大正末期

2.市街地整備
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より昭和初期にかけて,士地関係権利者が集まって続々と士地区画整理組合を設立し,それぞれの区域を定めて

事業が実施され,その数は95組合,施行計画面積は紗ル.3〕ohaに達した。今日,大阪市周辺部において区画が整

理されてぃるのは,ほとんどこの頃の組合施行の士地区画整恥事業によるものである。これらの組合施行土地区

画整理事業は,第2次世界大戦により中断のやむなきに至ったもの,戦後の荒廃した社会情勢のもとで事業続行

が困難となり組合を解散したもの,あるいは計画倒れに終っだものも少くはないが,大半は,戦前に事業を完了

した。

また,戦前の士地区画整理としては,市街地から航れた私鉄沿線の駅周辺に邦いて,新市街地開発を目的とし

た士地区画整理も行なわれている。阪急千里山,阪神野里などがそれである。

一方,戦前に邦ける公共団体施行の土地区画整理の例としては,大阪市施行の大阪駅前土地区画整理事業があ

る。本事業は,大阪駅前地区約10.7haの区域について,旧「都市計画法」第13条の規定に基づき,「耕地整理法」

を凖用して大阪巾が昭和10年,内務大臣の施行命令を受打,実施したものであるが,昭和15年,施行地区の北半

分を施行完了したものの,第2次世界大戦のため事業半ぱにして中止のやむなきに至った。このとき施行未了と

なった南半分が後述する大阪駅前地区市街地改造事業を実施している区域である。

この旧「都市計画法」と「耕地整理法」の二法の併用による欠陥は,戦後まもなく制定された戦災復興のため

の「特別都市計画法」(昭和21年)でほぽ解消され,さらに,昭和29年制定された「士地区画整理法」に受け継

がれ今日に至って邦り,現在なオ6士地区画整理事業一般に適用されている。

土地改良主
昭24

市街地理築物法
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市街地改造ま
昭36

耐火建築促遊'
詔27
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図10.1

都市再開発庄
昭弱

昭舶

市街地整備の法体系

住宅地区改良庄
昭闘

日本住宅公団法
昭卯

2.2.戦後における土地区画整理事業

戦後に邦ける士地区画整理事業としては,大別して3種類と老えられる。その1は,戦災地区の復興を目的と

した戦災復興士地区画整理事業であり,その2は,主要な公共施設の整備改善を目的とした都市改造士地区画整
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理事業であり,その3は,都市周辺部に邦ける市街地のスプロール化防止を目的とした宅地造成土地区画整理事

業である。

まず,その1の戦災復興士地区画整理事業について,大阪市を例にその経過を辿ってみる。第2次世界大戦に

より全国各地は多大の被害をうけた。大阪市も20数回に及ぶ空襲をうけ,市域の約%が焦士と化し町並が破壊さ

れた。昭和20年12月,政府は戦災地復興計画基本方針を閣議決定し,戦災復興計画の基礎となる土地整理事業は

急ぎ施行することとし,昭和21年,「特別都市計画法」を制定するとともに,全国に特別都市計画事業として戦

災復興土地区画整理事業の実施を決定した。大阪市に邦いても戦後いちはやく戦災地区を対象に復興都市計画事

業土地区画整理計画を樹立し,昭和21年9月,内閣の認可を受け,昭和22年2月,特別都市計画復興土地区画整

理事業として,行政庁の命により市長が施行することになった。

大阪市に邦けるこの戦災復興土地区画整理事業の当初計画区域は,被災地と計画上隣接する地区の一部を含め

た約6,Ⅱohaという広大なものであったが,その後区域変更を行ない,また,同区域を一般地区と港湾地帯に分

籬して,現在の施行区域面積は,一般戦災復興地区が約2,210ha,港湾地帯が約 1,320baの合計約3,530haとなっ

ている。

一般地区戦災復興事業については,昭和33年度をもって一応終りとし,翌34年度からは道路整備5力年計画の

一環の戦災復興関連都市改造事業として,昭和39年度からは都市改造事業として,さらに,昭和45年度からは公

共団体区画整理補助事業として継続実施され今日に至っている。仮換地の指定は昭和28年度までにすべて完了し

て邦り,このうち,約%については既に換地処分を終えている。

なオδ,港湾地帯区画整理事業は,もともと一般戦災復興事業として実施していたのであるが.昭和24年に行な

われた戦災復興事業全般忙つぃて再検討の際,一般戦災地区と分離して事業を進めることになり,昭和23年度よ

り,西部低地区復興事業として,別事業の大阪港修築事業とタイアップして事業を実施してきた。昭和25年秋,

ジェーン台風が阪神間に多大の被害を与えたため,大阪港修築事業は一部事業内容を分籬強化し,新たに港湾防

災事業を発足させた。従って,昭和25年度からは港湾修築事業,港湾防災事業及び港湾地帯整備事業の3事業が

一体となって実施され,伺39年度以降は港湾防災事業を港湾地帯整備事業に併合し,「土地区画整理法」に基づ

く保留地処分金を財源に港湾地帯区画整理事業として残事業量を検討,新しく実施計画を樹立し,事業を継続実

施し今日に至って北り,昭和53年度完了を予定してぃる。なオ6,昭和"年,港湾地柑区画整理事業の一環として

「千島計画」が発表されたが,これは施行地区内の一部(大阪市大正区千島町の東部,面積約17.7ha)に地下鉄

工事残土を利用して0.P.35mの高さの丘(昭和山)

を築造し,区合同庁舎,市民レクリェーシ,ン施

設,公団高層住宅群を配置し,環境浄化と防災拠点

を兼ねた本事業のシンポルゾーンとすることにした 苦砥
1■

ものである。また,大正区小林町付近では密集不良 J訂、燮

住宅の解消と区画整理事業の促進を図るため,住宅

地区改良事業との合併施行を昭和45年疫より実施し
ト、

ている。 y

次に,戦後に邦ける土地区画整理亊業のその2 ,

、^

は,都市改造士地区画整理事業であり,大阪市施行
竣、〔近い千島計画,右奥に見えるは昭和山写真10.1

の新大阪駅周辺士地区画整理事業などがこれにあた

る。

新大阪駅周辺土地区画整理事業は,国鉄東海道新幹線の建設に伴い,新大阪駅周辺の区城にオ6いて,同駅と都

心部を結ぶ都市計画道路御堂筋線をはじめとする重要な公共施設の整備を行ない,併せて駅周辺部一帯の適正な

士地利用を図るもので,本地区を京阪神各方面と有機的に連絡する接点、として,また,大阪の副都心として,そ

れにふさわしい市街地にするための都市改造を目的とlyて,組合による区画絡理施行済の区域の一部を含めた約

288haの地域を対象に実施しているものである。

この新大阪駅周辺のほか,他都市に邦いても多くの地区で,都市改造上地区画整理事業が実施されている。
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戦後に北ける土地区画整理事業のその3は,宅地造成土地区画整理事業である。これは,市街地周辺部の農地

が無秩序に宅地化されるのを防止するため,都市計画的見地から周辺部宅地造成事業を施行し,道路,公園,上

下水道などの公共施設の整備改善を行ない,宅地の利用増進を図り,健全な市街地を造成するためのもので,大

阪市では,東淀川区下新庄地区約Ⅱ.血a,同区豊里地区約125.6ha,同区豊里西地区約46.7ha及び住之江区西加

賀屋地区約10.2haの4地区があり,このうち,西加賀屋地区については,既に事業が完了している。

以上に述べたような各種の土地区画整理事業は各地でさかんに行われ,枚挙の暇がないが,現に実施されつつ

あるものとして例示するならぱ,東和歌山第 1地区33.5ha,同第2 地区32.2haなどをあげることができる。

2.3.市街地改造事業

「士地区画整理法」の第93条にある"宅地の立体化"の方法を発展させ,最終的には「都市再開発法」に発展

吸収された昭和36年制定の「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律」,いわゆる1'市街地改造法」

について述べてみる。

周知のと北り,「士地区画整理法」では,公共施設の用地を,買収・収用することなく"換地処分"によって

生み出すという特徴があるが,換地処分とは,従前の宅地及びその上に存する各権利について,所有者,借地権

者等に,それに代るべきものとして換地を指定し,従前の宅地の権利関係を事業により整備した宅地のうえに移

行させるという行政行為であり,換地は,新設,拡大された公共施設用地を除いた士地を各権利者に配分して与

えられるものなので,換地の面積は,従前の宅地に比べ総体的に減少し,この地積の減少は一般に"減歩"と称

されてぃる。しかし,大都市の都心部のごとく市街化が進み,宅地の細分化が極限にきているところでは,この

「土地区画整理法」による平面的な士地の交換分合方式では,減歩により公共施設用地を確保することは不可能

に近く,それに加えて,上物の建築物の改善までもカパーするものではないため,土地の集約的利用が不可能で

あり,都心部の平面的膨脹を防止できないという欠点があった。そこで,この点を補い,中心市街地の再開発に

即した新しい手法の要望に応えたのが「市街地改造法」である。本法の特色は,超過収用制度と現物補償制度に

ある。すなわち,公共施設用地のほか,その付近地を含めた一定範囲の地区について,施行者がその地区内の土

地,建物を買収又は収用することが可能となり,既存建物を除去することにより道路等の公共施設を確保し,残

地を整備すると共に同敷地に新たに高層建築物を
"

'薪建築し,この建築施設を関係権利者に優先譲渡又, 6''コ

,

冨'

は賃貸し,残部は公募により処分するという点に
ニ:エ

ある。このように,本法は市街化の進んだ地区を
1.

総合的に整備し,土地の高度利用及び都市の不燃
...1

鑓
^

化等を図ることにより,既成市街地の体質改善を .::tl^_1..:
、、、壮L、議 ^

行なオ6うとするものである。本法に基づく事業の

例としては,大阪市が施行中の大阪駅前市街地改

造事業がある。
'

大阪駅前市街地改造事業は,大阪駅,梅田新道 、ー"

及び桜橋を結ぶ区域約10.7haのうち,南半分約 、、'、 .
"

U ゛一又

6haの区域を整備するものである。北半分は戦前
写真10.2 大阪駅前市街地改造事業面目を一新しつ

既に土地区画整理事業により街路が整備され,現
つある大阪の表玄関

在高層ビルが立ち並んでいるが,これに比べて南

半分は道路も狭く雑然と家屋が密集して邦り,都市計画的にも好ましくない様相を呈していた。そこで,この地

区全体を大阪市の表玄関にふさわしい高層ビル街に改造し,上地利用の高度化,不燃化及び都市美の向上を期す

るため,南半分に都市計画道路5路線を築造すると共に,それらの道路によって分けられる4つの街区にそれぞ

れ1棟,合計4棟の高層ビルを建築しようとするものである。事業区域は第一,第二地区の2地区に分れるが,

すでに第一地区(第 1,2棟地区,2.9ha)については,昭和36年度より事業に着手し,昭和妬年4月に第 1棟

が完成して邦り,第2棟は昭和49年建築工事を着手,昭和51年Ⅱ月に完成し,第1棟に引き続きオープンしてい

-166-

兵
:
辻



る。第二地区(第3,4棟地区,3.血a)については,昭和51年12月第3棟の建築工事に着手して邦り,まナ

第4棟予定地については,権利買収等を継続実施して邦り,昭和56年度に事業完了の予定である。

この大阪駅前地区のほか,市街地改造事業の主なものとして,大阪市の谷町地区,神戸市の大橋地区,三宮

区浦よび六甲第1地区,姫路市の船場地区等があるが,その概要は表10.1のと浦りである。

事業名称

大阪駅前地区

市街地改造事業

(第 1~第2地区)

谷町地区

市街地改造事業

1事業主体 事業期間

表10.1

大橋地区

市街地改造事業

大阪市
S 36~56

(予定)

主要な市街地改造事業

三宮地区

市街地改造事業

大阪市

施行区域 6.oha

建築敷地 36,90om2

建物 4棟,延床面積 425,20om2

S 38~44

内

六甲第1地区

市街地改造事業

神戸市

施行区域 1.53ha

建築敷地 6,50om2

建物 4棟,延床面積 38,70om2

施行区域 2.05ha

建築敷地 8,360m2

建物 6棟,延床面積 36,205m2

施行区域 2.97ha

建築敷地 16,430m2

建物 3棟,延床面積 142,540m2

S37~40

船場地区

市街地改造事業

(第1~第3地区)

神戸市
S 41~52

(予定)

2.4.市街地再開発事業

「都市再開発法」は,昭和U年,先に述べた俗称「市街地改造法」と「防災建築街区造成法」の制度を整理統

合して制定されたもので,同時に両法は廃止された。「防災建築街区造成法」の前身は,昭和27年制定された

「耐火建築促進法」である。大正12年関東大震災があって以来,耐火建築の必要性が叫ぱれていたし,都市計画

的にも防火地域の設定等建築制限も加えられていたが,木造建築に比べて耐火建築は建築賓がかさむことから,

なかなか思うようには実現しなかうた。そこで,昭和27年,耐火建築物の建築を促進させると共に士地の高度利

用を図るため,「耐火建築促進法」が制定され,耐火建築物の必要地区に邦いては,国が建設費の補助をするとい

う補助制度を導人し,防火建築帯の造成の促進が図られた。さらに,これを発展させた「防災建築街区造成法」

が昭和36年に制定された。木法は,不燃防災化の対象となる地域を街区単位として,そこへ計画的に防災建築物

を建築することにより,都市の防災,士地の高度利用,環境の整備及ぴ都市機能の増進を図ろうとするものであ

つた。本法を適用した事業としては,大阪市に邦いては,阪神千船駅前地区,上六・下寺町地区(3ケ所),新

大阪駅地区,野田阪神地区の6防災建築街区,神戸市では,相生町第1,布三,元町6丁目第1,東山,湊川公

園南,湊川第1,中山手,三宮,元町,元町第1~元町第4の13防災建築街区,姫路市では,東二階町,西二階

町,姫路駅前第1,姫路駅前第2,御幸通,御幸第2の6防災建築街区,伊丹市では阪急伊丹駅前に邦いて,そ

れぞれ事業が実施されている。

以上のように,各地で「防災建築街区造成法」に基づき街区整備が実施され,一定の成果をあげたが,この法

律は,耐火建築物の建築に対し,あくまで助成するにとどまり,総合的な都市の再開発を推進するには,多少も

神戸市
S44.3~54

(予定)

特

・大阪市の表玄関

・都市計画道路整備

・公開空地整備

姫路市

施行区域 3.oha

建築敷地]3,160m2

建物 3棟,延床面積

施行区城 3.oha

建築敷地 10,ooom2

建物 7棟,延床面積

S37~47

・機械工具等の問屋街地区

の再開発

・都市計画道路整備

長

・神戸の西の副都心

・都市計画道路整備

・都心再開発

・都市計画道路整備

38,ooom2

・東神戸の拠点

・都市計画道路整備

・駅前広場整備

30,388m2

・国道2号線拡巾と沿線の

非戦災地区の再開発
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の足りない面があった。

一方,既成都市の再開発を推進するための面的整備手法としては,先に述べた士地区画整理事業と市街地改造

事業とがあうたが,前者は士地の高度利用の点から,後者は公共施設及び付近地の収用権に依存している点か

ら,中心巾街地の総合的な面的整備に対しては,十分活用できないうらみがあった。そこで,市街地の合理的で

健全な高度利用と都市機能の更新を図るための法律として,昭和"年,「防災建築街区造成法」と「市街地改造

法」を整理統合した「都市再開発法」が制定され,市街地再開発事業が生み出されたわけである。本事業は,権

利変換という新しい手法,すなわち,事業施行地区内にある建築物を除去し,敷地を整備し,街路,公園等の公

共施設を整備すると共に,新しい高層建築物を建築し,従前の土地所有者などに,整備された敷地の共有部分や

施設建築物の一部の区分所有権と,これに対応する地上権あるいは施設建築物の一部の借家権などを与・えるとい

う方法である。本法に基づく事業としては,吹田市の国鉄吹田駅前地区市街地再開発事業がある。

本事業は,国鉄吹田駅前地区約3.6haの区域に粘いて,駅舎の改築,駅i狗広場の整備,道路の整備等公共施設

の整備を図ると共に,大型店を含む商業施設の充実と,あわせて住宅をも建設しようとするものであり,昭和46

年,都市計画決定を行ない,以後事業を実施して邦り,昭和54年度完成を予定している。

この国鉄吹田駅前地区のほか,「都市再.開発法」に基づく市街地再開発事業の例としては,大阪府では,高槻

市の国鉄高槻駅前地区,大東市の住道駅前地区,箕面市の箕面駅前地区,寝屋川市の寝屋川市駅前地区,柏原市

の国分駅前地区,堺市の堺東駅前地区,高石市の高石駅東D地区等があり,兵庫県では,宝塚市の宝塚南口駅前

地区,尼崎市の塚口南地区,潮江第1地区,西宮市の夙川駅前第1地区等がある。これらの概要については,表

川.2のと邦りである。

「都市再開発法」は昭和50年,その一部が改正

された。改正の主な点は,既成市街地の再開発を

積極的に推進し,公園,緑地,街路等のオープン

スペースを十分に確保しつつ,中高層の耐火建築
'、二こ

物を建設し,あわせて職住近接を図り,公益性が .^

武奪高い大規模な事業の円滑な実施を図るための手法 气

.を、、ミ.

として,第2種市街地再開発事業の制度を創設 一
'、、、

し,市街地再開発事業を権利変換手続による第1
...

種と第2種とに区分したことと,主として権利吉

による計画的な再開発の実施を促進するためにilj

街地再開発促進区城北よび個人施行者の制度の創

設,それと高度利用地区の制度の改正等を行なっ 写真10.3 再聞発で装い1新らたな宝塚南Π駅前
たところにある。

この改正された「都市再開発法」に基づく第1種市街地再開兆亊業としては,京都市、ハ京都駅南口地区がある

本地区は,大正]2年・,国鉄京都駅の南口の開設と共に兆展してきたところであるが,設置山1時の裏口といった

性格から抜けきれないでぃた。しかし,昭和39年に東海道新幹線が朋通し,なオ6今回,高速鉄道鳥丸線オ6よび尿

都駅南北地下自由通路が建設整備されることにより,京都の玄関口としての役割は急激に高まうてきている。従

つて,こうした地域的都市機能の役割に対応し得.る都市施設を整備することにより,無計画,無秩げな開発を防

止し,良好な生活環境の保全と士地の合理的かつ健全な高度利用を図り,将来の京都市南部剛禿の拠点とするも

のである。昭和51年,都市計画決定をしたもので,昭和56年完成を予定している。

このほか,第1種市街地再開発事業としては,大阪市の上六地区がある(表10.3参照D 。

また,第2種市街地再開発事業としては,大阪市の阿倍野B1地区蜘よび阿倍野C1地区がある。

阿倍野B I, C 1地区は,約31.5haを全体構想とした阿倍野地区の一部であるが,この阿倍野地区は,大阪市

阿倍野区の西北端に位置し,国鉄,南海,近鉄,地下鉄等の鉄道が集まり,都市計画道路尼崎平野線と同長柄堺

線という幹線街路が交差する交通要衝,いわゆる天王寺ターミナルに近接している。木地区は,戦災をうけて邦

らず,大正時代前後の建物が多く残っている店舗,住宅等の混在する地区で,士地の利用形態は細分化され建物

、
ー
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事業名称

国鉄吹田駅前地区

市街地再開発事業

枚方市駅前地区

市街地再開発事業

停紅俐 事業期間

表1@.2

国鉄高槻駅前地区

市街地再開発事業

吹田市

中小都市にオ6ける市街地再開発事業

住道駅前地区

市街地再開発事業

箕面駅前地区

市街地再聞発事業

内

寝屋川市駅前地区

市街地再開発事業

大東市

国分駅前地区

市街地再開発事業

寝屋川市

貝塚駅前地区

市街地再開発事業

特

S47~58

(予定)

高石駅東D地区

市街地再開発事業

柏原市

・駅前広場整備

・表玄関づくり

長

S48~55

(予定)

施行区域 2.血a
街路 5路線,駅前広場 5,70om2
敷地5,50om2,3 棟,延床32,30om2
総事業費約200億円

堺束駅前地区

市街地再開発事業

組口
S45~52

(予定)

施行区域 1.6ha
街路 5路線,駅前広場 4,40om2
敷地 3,570m2,2 棟,延床21,ooom2

総事業賓約Ⅱ0億円

施行区域 4.02ha,街路 2路線
敷地 8,049m2,1棟,延床24,948m2
総事業費約21億円

宝塚南口駅前地区

市街地再閉発事業

(第]~第2地区)

・寝屋川,恩智川改修工事
に伴う再開発
・駅前広場整備(二層式)
・大型店を含む商業施設の
充実

堺東駅前S46~54 施行区域 0・4ha

開発組合(予定)総事業賓約70億円

塚口南地区

市街地再閉発事業

・駅前広場整備

・公共公益施設の建設

潮江第1

市街地両開兆事業

・駅前広場整備

夙川駅前第1

市街地再開発事業

・国道25号,165号線及び府
道堺大和高田線の交差部
改良
・駅前広場整備
・大型店を含む商業施設の
充実

・工場跡地

・表玄関整備

(注)第1種,第2種の種別は明示していない。

延床38,709m2

-1、..・、・,

・防災建築街区造成事業か
らの継続事業
大型店を含む商業施設の.

充実

・広城レク り工ーションゾ

・駅前広場整備

・駅周辺整備

・駅前広場整備
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・街路事業に伴う共同ビル
化

・土地区画整理事業との合
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枚方市 S45~50

2,4 棟,延床31,070m2
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事業名称

・・ 1
京都駅南口地区

]_ S47~55
第1種

ハ(予定)市街地再開発事業

上六市街上六地区
地再開発 S51~54第1種
'ロ(予定)市街地再開発事業

停紅俐 事業期間

・・1 -
阿倍野B1地区

第2種

市街地再開発事業

表10.3

-1 -
阿倍野C1地区

第2種

市街地再開発事業

大都市に邦ける市街地再開発事業

施行区域 2.2ha,建築敷地7,190m2

建物 1棟,延床面積 54,ooom2

交通広場 3,70om2,街路 11,10om2

が密集し,公共施設も不足して邦り,防災的観点からも環境の整備が必要とされてし寸こ。また,土地の高度利用

化及び本地区に潜在する求テンシャルの顕在化を図り,総合的な公共施設の体系を確立することによって,通勤

交通,自動車交通その他の集中マヒ状態を緩和し,大阪市全体の機能の回復と背後地である南大阪の発展のため

の核とすべき地区でもあり,再開発事業を実施する必要性がとくに高い地区である。本地区の再開発は,地区を

A, B, C, Dの4つの街区に分け,各街区の用途はそれぞれ特色を持たせると共に純化を図り,本地区を囲む

都市計画道路尼崎平野線,長柄堺線邦よび津守阿倍野線を拡巾整備し,地区内には準幹線道路邦よび公園を設け

て,都市機能の更新と住環境の整備を行な邦うとするものであり,本地区の一部すなわちB1地区邦よぴC1地

区を,昭和51年,第2種市街地再開発事業として都市計画決定したもので, B 1地区は都心的機能を, C1地区

は住宅を主体とした整備を図るもので,昭和57年度完成を目標としてぃる。

内

施行区城 1.2ha,建築敷地7,10om2
建物 1棟,延j耒面積 62,360m2

(駐車場含む)
広場1,30om2,住宅290戸(公団住宅)

施行区域 3.4ha,建築敷地10,60om2
建物 1棟,延床面積 88,印om2

(駐車場含む)
公園5,ooom2,街路830"1,住宅280戸

施行区域 3.8ha,建築敷地19,50om2

公園1,000金,街路1,2如"1,住宅680戸

特

・京都市南部開発の拠点

・南北地下自由通路整備

・横断地下道整備

・土地区画整理事業との同

時施行

・商業施設の近代化

3.1.公園略史

わが国に公園と名づけられるものが初めて設けられたのは,明治6年 a釘3)のことである。それ以前の江戸

期においては,公園と称せられるものこそなかったが,実質的に公園とほとんど変らないものが存在していたこ

とは事実である。すなわち,庶民の遊楽の場であうた名勝地や社寺境内地,奥州松平氏,徳川斉昭など為政者が

庶民の遊観慰楽のために設けた奥州白河の南湖や水戸の偕楽園などがこの例である。明治の新政府は欧化政策の

一環として,また,旧幕府関係邸地の有効利用等の観点から,前述のような土地を広く国民に開放すべく明治6

年太政官布告を発し,公園設定の事と候補地選定の事を各府県に命令した。

以来100有余年,公園の法制や建設思想は幾多の変遷を経て今日に至ったのであるが,その主な節々をあえて

時代区分として試みるならば,次のようになるだろう。

3.1.1.太政官布告

さきに述べたように,明治6年1月15日の太政官布告第16号は近代的な公園制度の出発点といえよう。その全

交をここに引用すると,次のと粘りである。

明治六年一月十五日

太政官布告第十六号

長

・南大阪の玄関口

・ターミナル周辺整備

・南大阪の玄関口

・ターミナル周辺整備

・再開発住宅制度導入

3.公園 . 緑地

府県へ

府ヲ始人民幅襲ノ地ニシテ古来ノ勝区名人ノ旧跡地等是迄群集遊観ノ場所(東京二於テハ金龍山浅草寺東叡
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山寛永寺境内ノ類京都二於デハハ坂社清水ノ境内嵐山ノ類総テ社寺境内除地城ハ公有地ノ類)ハ従前高外除地二

属セル分ハ永ク万人偕楽ノ地トシ公園卜可被相定二付府県二於テ右地所ヲ択ヒ其景況巨細取調図面相添へ大蔵省

へ可伺出来 , 甲^

・J 、
、^ ,゛

疉詔'
^゛
i

、

関西でこの布告によって公園となったものに,
、岐始 、 、

天の楕立公園,嵐山公園,円山公園,住吉公園, . 1

」

浜寺公園,奈良公園などがある。布告の交面から ゛

も読みとれるように,すでに社寺境内等として公
'

園的に利用されてぃた国有地を公園として制度化
昆, ー,.、

したものである。
'一●J..,ー^...局胴" 巳窪一、ー゛゛1ぱー

また,必ずしも国菊地ではなかったものもある γ
, 、.

が,この思想を受けつぃだものとして,多少時代

は下るが箕面公園,枚岡公園,明石公園,姫路公 、^ー、
゛^^

^'
゛

園,和歌山公園などがあり,いづれもその後数十
電、

写真10.4 洛西の名勝として名高い嵐山公園年の整備努力によって今日の姿となったものであ

る。 , ,..
'^

3.1.2.旧都市計画法 、'

の制定 "f 弩
'

^.ー゛"ゼ

^_
都市計画法の源流である )^.,

'⇔'号赴,"..:^航 、
雪"

東京市区改正条例が明治幻 ^
で 、'

年 a888)に公布され,大
、ー ,{ 、

J

、キ'、 ゛、 1連;.

正7年 a918),京都,大 十へ心
' ゛'

阪,神戸など他の5大市に
ν t

゛

」
四武ずD " ,0

も準用されるにいたった。 ゛、
司 ノ

にこ二」二^ ^

翌大正8年,これが吸収さ ゛^
'^ 鵡訂 '』,

"

れて旧都市計画法(大正8 b, T

写真10.5 昭和初期の風俗が懐かしい浜寺公園年~昭和43年)の制定公布

をみるにいたった。ここにオ6いて,都市の構築が ノ゛.'."'^、、、

'!」.、:一◆、ノノ'、't竜一ー・'4'
."'.^.':・近代的科学技術の基盤の上に立って,合理的,合
11捻」椴r,キゞ゛.見AI ,ゞけ,÷

月的に進められることになり,公園,緑地などの ^、、・."、.."、「一.".、
.

、^.◆...,ノ↓・,ー' W
計画,設定が行われるようになった。大正12年 、'イ,勺汽J九;ゞ"・..J、叉●t

a923)の関東大震災の災厄は都市計画事業を急 ー゛之竪゛ん、=叉,】八tセし.'、'.
"ぜ

速に促進せしめる契機となり,ことに公園,緑地 .
,.

〆』

関係にオ6いて,著しい進展がみられることになっ
"丁 4

たのである。すなわち,震災により都市に浦ける

公園,緑地の重要性が認識せられるに及んで,被 .゛,
",!'・'i"!'ー

災都市東京,横浜に数多くの新公園が計画された
'

のはいうに邦よばず,ほかの都市もそれにならっ ゛'

專,、、晝 iJ1゛ニコゞ.

て公園増設に努めるものが多くなった。
写真10.6 県立奈良公園若草山の春

昭和3年 a928)には,大阪市が都市計画にオ6

いて公園計画の一部を決定したのであるが,昭和8年 Q933),内務省により都市計画調査資料邦よび計画標

準二関スル件が通達され,その中で「公園計画標準が示され,他に京都市などの公園計画の決定をみるに至

つた。こうした基幹的な都市公園が計画されるようになっ大一方では,士地区画整理による地区的な小公園の設

置も,昭和4~5邱 a929~3の頃,大阪市に邦いて実施されたのをはじめとして,禅信己内務次官通達の「土地

区画整理設計標凖」 rよって,地区面積の3劣以上を児童公園として確保すべきことが明示されるに戈よんで,
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これがほとんど法律的効果を発揮し,ひいてはわ

が同都市公園の数が急激に増加するに至る。思想

的にこの時代区分に属する主なものとして,開設 轟、

圷代は若干舸後するものもあるが,二条児童公

園,船岡山公園,城北公園,毛馬桜宮公園,長居公
4文 ι

園,中之島公園,大阪城公園,天王寺公園がある。

3.1.3.防空緑地 ^

、、、、、
中国大陸に充ける戦雲が急を告げつつあった昭

和]2年(1937)には,防空緑地の指定等を内容と

する防空法が制定され,昭和15年 a94のには, '
旧都市計画法の一部改正により,都市計画の目的

明石城址に建設された明石公園写 10.1
として新たに「防空」が加えられた。その結果,

大都市や重要都市の周辺部に防九大緑地が洲現し

たのであるが,関西にオ6いても宝池,服部,鶴 ,

見,久宝寺,大泉各緑地が計画され,終戦時まで

にはほぽ用地の取得を完了していた敗戦後の混

乱期に断行された内作農創設特別措置法(昭和21

^年)による農地解放により,これら防空緑地の買

収済用地の大半は阿び農地として払戻され,すで

に施設整備に着手していた服部緑地が同法の適用

をまぬかれ,比鞍的早期の開設をみたほかは現在

にいたるもまだ完令に復旧するに至っていない。

今次大戦によって,都市公園がこうむうた影饗
水都大阪,都心部のオアシス中之島公園写 10.8

はこのようにデメリットも少からずあるが,前記

防空緑地がその目的をかえた都市公園として今H

篇々と整備されつつある姿を久ることができるよ

うに,戦争の忠わぬ副産物ということもできよう。

農地解放によって用地の大半を失ったこれらの

緑地の計画が雲散霧消することなく,今日な邦",

きつづけ,あるものは完成の日をみるに至ってい

ることは,けだし,都市計画という丁・法に負うと

こ入が大きいとし、うこ'もできまいか。

3.1.4.戦災復興

空襲によって灰じんに婦した主要都Ⅲの復旧は

国民的国家的要請であったが,2.で述べたよう

写 10.9 京都北郊宝池公園憩の森に,単に"旧に復す"にとどまらず発展的な思想

の下で,戦災復興士地区画整理事業が行われた。

都市計画として計画された公園,緑地も当然この事業と提携して挑進されたことはいうまでもない。都Ⅲ計画にオδ

いては,いつの時代区分をとりあげても,単一の時代区分の中のみで計画され完成したものはむしろ例夕Hこ属す

るといっても過言でなく,そうした観点、からみるならば,この時代とて例外ではありえない。戦前からの副価iが

ここに至って開花をみたもの,この時代に計画された公園力証見代に兆いて建設中のものなどさまざまであるが,

代表的なものとして挙げるならば,靱公園,手柄山中央公園などがある。

3.1.5.都市公園法の制定

昭和20年代,敗戦後の混乱が続いてぃた時代に,前記載災復興上地区画染肌卓業の国家的規模による挑逸によ

、
一



つて,復興市街地に多数の小公園が整備されていったのであるが,完成した公園を管理する体制はいまだ確立さ

れたものはなく,地方公共団体が個別に定めた管理体制によっていたのである。当時の社会情勢からしても,住

宅,学校等の公園の効用と無関係な施設が公園内に設けられ,公園の効用が著しく妨げられ,また,公園の壊滅

に至る事例もみられた。このような背景の下で,かねてからの懸案であうた都市公園法が昭和31年に制定をみ,

ここに公園管理体制が確立されるに至った。

しかしながら,都市に邦ける公園,緑地が都市環境という観点から認識され強力な支持を獲得するには,いま

なオδ10数年の年月を必要としたのであり,この時代に兆いては,都市公園法が掲げた市街地人口1人ヨリ3平方

米という整備目標に向って,ようやく30年代の後半から,都市公園の建設努力が高まっていったのである0

また一方,ス"ーツの隆盛化と国民体育大会の

開催にようて,ス宗ーツ施設を主とする運動公園

の建設が促進され,少くとも各県に1個所はこの

種の運動公園が実現することになった。

その代表的なものに福井運動公園,紀三井寺公

園などがあり,また,この時代区分に属する主な

ものとして,ほかに,甲山森林公園,須磨離宮公_
゛

園,武庫川公園,浜手緑地,城南緑地などが挙げ イ

られる。

3.1.6.↓1ι代ノ11.活環境の見11、:し

昭和如年代前半までは,絲済成長を支える光業

某雛の強化に重点を邦いた公共投資が上'され,

公園,緑地等の牛活関連社会資本の整備は従とされがちであった。

ようやく昭和47年に至って,都市公園整備緊急措置法が制定され,高度経済成長のひずみが顕在化したことに

よる生活環境の悪化の克服へと目が向けられることになる。もとより,この法徳の制定によって公園,緑地の兆

備に拍市がかかったとまでぃいうるものではなく,まだやっと出充メ、i、に住っ六にすぎないかもしれないが,現代

の公園が都市環境保全増進の土役の座をぢ・えられ

たといっても過言ではあるま、ハ。その意味から

も,その建設は単に土木技術が貢献しうる分野を

云々するよりは,まさに総合政策であり,復合技

術であるといいえよう。したがって,それは,緑

の都市空問という意味に邦いて,諄価されうる時

代となったのである。こうした時代の要請を受け

て建設されつつぁる主なものとして,県立文化セ

ンター希望ガ丘,淀川河川公園,千島公園,国営

飛鳥歴史公園,紀三井寺緑地,杉村公園などがあ

げられる。
写 10.11 滋賀県立文化公園希望ガ丘公園,緑地は,刎の意味では記念碑的竹質をも

つともいえる。千1'形,無形の歴史や文化財と結びついて,過去の歴史を未来に語りついでいく機能は,道路や橋

梁に比べても優るとも劣るものではあるまい。大阪府民のいこいの場として緑あふるる大緑地が,たとえぱ大泉

緑地のように,30数年前には防空緑地として高射砲陣地であったことを知る人は少いかも知れない。橿原神宮の

森が,昭和15年 a94のの紀元2600年記念事業として,広く一般の勤労奉仕により植林された史実を伝える人も

少なくなってぃくであろう。さりとても,それらが歴史そのものであった事実は不変であり,万博の名前を冠す

万国博・会記念公園をはじめ,和歌山国体の紀三井寺公園,福井国体の福井運動公園,国際文化会館のある宝池

公園,明治100年が契機となった甲山森林公園,明治末期の内国勧業博跡の天王寺公園など,いずれも歴史の記

念碑であるということもできよう。

写真1■.10 須磨離宮公園
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3.2.関西の主要な公園・緑地

前節では,明治以来]00有余年の公園,緑地に関する制座,施策等を,いささか強引ともいえるかもしれない

が,あえて時代区分することを試み,関西支部管内の主要なものを例示したのであるが,さきにのべたように,

公園,緑地を単一の時代区分の中に押し込めるこ、はきわめて困難な面をもっている。したがって,本節では,

これらの主なものをその所在府県別に掲赦し,その概要について簡単な説明を加えたい。表10.4がそれである。

な充,左欄の公園.緑地名につづく団体名は建設主体または管理者を,数字は現時点に北ける開設面積(単位へ

クタール)を, S37~43とあるのは主たる工事期間を, T7~とあるのは主たる工事の開始年または開設年をあ

らわす(Mは明治, Tは大正, Sは昭和を示す)。

公園・緑地

福井運動公園

福井県 33

S37~43

県立文化公園希望ガ丘

滋賀県 460

S43~49

事

昭和43年の国体の主会場として建設。陸上競技場,野球場,水泳場などをもつ総合運動公

園。福井市の南西に位置する奈良時代東大寺領荘園「鎮守荘」遺跡に建設された。総面積

中H.6へクタールを各種競技場がしめる。直径35メートルの大噴水がある。

2

表10.4

嵐山公園

京都府 10.6

M19~S27

関西の主要な公園・緑地

琵笹湖東部丘陵地の自然公園として建設された。文化ゾーン,野外活動ゾーン,ス余ーツ

ゾーンにわかれ,各種施設がある。自然と人問のふれあいを基調とした新時代にふさわし

い格調の高い交化公園である。

天橋立公園

京都府 13.9

M38~TN

関西の代表的景勝地として平安朝の昔から春の桜,秋の紅葉で著名であり,明治6年太政

官布告により公園となり整備された代表例である。亀山,中ノ島,臨川寺の3地区から成

る。明治39年開設

宝池公園

京都市

S23~

日本三景のーつとして名高い白砂青松の地。太政官布告による公園として整備され,明治

38年開設。宮津湾と阿殊海を分ける証々 4 キロメートルに及ぶ砂州の上に,フ,000本をこ

える松が生育している。

円山公園

京都市

M]9~

39

京都北郊宝池畔に,昭和17年都市計画決定された防空緑地を基幹とした総計画血積}20へ

クタールに粘よぶ大公園である。昭和37年国立京都国際会館が建設された。比叡、小を雫む

条勝の地に各種施設を配し,現在も整備を続けている。

8.フ

船岡山公園

京都市 5.フ

S7 ~

太政官布告による京都市最古の公園。明治22年市制施行'と共に本格的工事に着手し,小川

治兵衛により自然の丘陵を利用した廻遊式日本庭園を模した公園となうた。しだれ桜がイi

名

二条児童公園

京都市 0.9

S 9~

昭和6年,大徳寺より借地して公園として造成,現在に至る。平安京大内裏の北に当り御

苑に近かうたので,上侯貴族の散策地とされていた地である。円融天皇讓位の後,この山

に子の日の遊びが催され,その後応仁の乱等の陣地となることも多かった。小丘を利

用した史跡に富む公園。昭和42年史跡に指定。

淀川河川公園

建設省 70.6

S47~

平安京の太政官庁跡で,豊臣氏の聚楽第,徳川氏の千本屋敷となった後,刑務所が北かれ

ていた時期もあった。昭和の御大礼記念博覧会場としても使われたが,その跡地の一部が

公園として整備されたものである。

淀川改修工事によって生まれる広大な高水敷を公園化しようとするもので,治水利水に支

障を与えない範囲で自然の保全,再生に配慮しながら,野草広場,オ6よび運動施設,遊戯

場等を集約する施設広場を施ける方針で進められている。全体計画510.フヘクタール

記



住吉公園

大阪府

M6~

浜寺公園

大阪府

M6~

8.0

太政官布告によって設置された大阪府下で最も古い都市公園のーつである。近接して,海

の神様として知られる住吉大社がある。大正7年に大改造,昭和20年には戦争による荒廃

の復旧工事を行う。全体計画10.8へクタール。

太政官布告によって設置された白砂青松の海浜公園であったが,米軍キ、ンプに接収さ

れ,昭和33年返還。臨海工業地帯造成を期に拡張整備された。芝生大園地,大プール群,

交通遊園,2.000メートル漕艇場などがある。全体計画60.フヘクタール。

服部緑地

大阪府

S 16~

63.3

久宝寺緑地

大阪府 38.4

S42~

125.9

昭和16年防空緑地に指定され,昭和17~20年に大半の用地買収を行い,24年以降本格的な

整備を行った。樹林豊かな丘陵地に,池,回転花壇,プールをはじめとする各種運動施

設,全国から集めた民家集落などがある。全体計画142へクタール。

大泉緑地

大阪府

S39~

防空緑地として用地買収を進めたが,戦後「自作農創設特別措置法」により返還,昭和42

年に事業を再開した。運動施設,広場を主体としている。全体計画48.1へクタール。

60

面公園

大阪府

S40~

防空緑地として用地買収を進めたが,戦後「自作農創設特別措置法」により返還,昭和39

年に事業を再開し九。全国公募の入選作品などの斬新なアイディアを駆使し,森林を主体

とした公園として整備されつつぁる。全体計画123.フヘクタール。

枚岡公園

大阪府

S 13~

83.フ

明治40年に買収により設置された都市公園である。本公園は史蹟名勝指定地であり,主景

は滝,紅葉,新緑であり,生息している野生猿は天然記念物となっている。また,本地域

は野鳥,昆虫の宝庫であり,昭和28年には昆虫館を設置した。

力国博覧会記念公園

万博記念協会

253

S43~

43.4

演習林の移管邦よび当時の枚岡村からの寄附により設置した都市公園である。生駒山麓に

位置し,樹林の中に渓流が流れ,梅林はとくに有名である。また,生駒山上へのハイキン

グコースにもなって邦り,四季を通じ利用者が多い。

中之島公園

大阪市 9.5

M24~

大阪万国博を記念し,当時の日本庭園,エキスポランド遊園地等を母体に,その跡地の大

半を公園としたものである。樹林,芝生園地,球技場などの各種運動施設のほか,国立民

族学博物館,国立国際美術館等も建設され,大阪府下最大の緑につつまれた交化公園に生

まれ変りつつある。全体計画264へクタール。

鶴見緑地

大阪市

S42~

大阪市宮の最古の公園。大阪市のビジネスセンターの心臓部に位置し,サラリーマンの憩

の場となってぃる。昭和3年の大阪市の公園計画にもくみこまれた代表的な都市公園。全

体計画Ⅱへクタール。

天王寺公園

大1坂市 25.2

M42~

24.3

防空緑地として用地買収を進めたが,戦後「自作農創設特別措置法」により返還,昭和42

年に事業を再開。公共残土,廃棄物等による築山は大阪市最高標高である。区分園,乗馬

場,運動施設等をもつ総合公園として整備されつつある。全体計画161.9へクタール。

長居公園

大阪市

S 19~

明治37年の内国勧業博跡地を利用して起工され,昭和7年の大改造によって近代的都市公

園となった。天王寺動物園が敷地の%を占めるほか,植物園,美術館,図書館などがあ

る。中央の沈床花壇は造園学上も著名である。全体計画27.5へクタール。

62.6

大阪市南部の中心的な大総合公園。昭和3年の都市計画公園として計画され,紀元2600年

記念事業として着手されたが,戦争によって中止。昭和34年から本格的に整備され,郷土

の森,自然史博物館,植物園などがある。全体計画70.5へクタール。
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大阪城公園

大阪市 102.8

S 6~

千島公園

大阪市

S 51

豊太閣ゆかりの大阪城址を中心とした市内随一の都市公園。大正13年,軍用地2.3へクタ

ールを借地して発足し,昭和6年,御大礼を記念して開設された9.6へクタールが基礎に

なっている。旧陸軍,米軍の接収など幾多の変遷をへたのち,昭和40年代以降本格的に整

備されて,現在の姿になった。市民の森,博物館などがあり,万国博を記念してタイムカ

プセルが埋められている。全体計画105.5へクタール。

城北公園

大阪市

S 9~

10.8

大阪市西部臨港地帯にある。わが国最初の人工の丘,昭和山は地下鉄工事の残士170万立

方米を主体に造成されたもので,起伏に乏しい大阪市街に趣を添えている。港の見える丘

と俗称される防災拠点でもある。

靱公園

大阪市

S30~

9F

昭和3年の大阪市都市計画公園のーつとして計画され,昭和9年開設された。

250種8,000株に充よぶ菖蒲園が有名である。全体計画2].9へクタール。

毛馬桜の宮公園

大阪市 15.3

T11~

9.フ

中之島公園と並ぶ大阪市内ビジネスセンターのオアシス。戦後,米軍飛行場であったが,

戦災復興都市計画の第一弾としていちはやく整備された。 2,000本に邦よぶ各種のバラを

集めたパラ園が有名。

浜手緑地

姫路市

S44~

大阪都心を貫ぬく大川河畔。明治100年記念事業として,旧来の園域を飛躍的に拡大,中

之島公園から淀川につながる延長4.2 キロメートルのパーサイドパークとして整備されつ

つある。全体計画36.8へクタール。造幣局の通り抜けで有名な桜の名所でもある。

城南緑地

赤穂市

S42~

22.1

姫路市南部の臨海工業地帯と内陸市街地を遮断する巾 100メートル,東西10.5キロメート

ルの緩衝緑地である。全体計画 107.フヘクタール。

明石公園

兵庫県

T7~

30.6

赤穂市南部の臨海工業地帯の背後に東西3.5キロメートルにわたり計画された緩衝緑地で,

赤穂城址公園にも接している。野球場等,各種運動施設をそなえている。全体計画心.8へ

クターノレ。

甲山森林公園

兵庫県 57.6

S 43~49

54.8

明石城址。中心に位置する城郭2.フヘクタールの周囲に,戦後整備された運動施設などが

多い。陸上競技場,野球場,県立図書館,市立図書館がある。

武庫川公園尼崎市

西宮市 65.6

S 41~47

神功皇后の伝説が伝わる甲山麓に,明治100年記念森林公園事業と県政100年記念事業とし

て建設された。樹林地が多く施設は少いが,シンポルゾーン,モニュメント,噴水,野外

ステージなどが自然にとけこんでいる。全体計画75.4へクタール。

姫路公園

姫路市

S4]~

尼崎,西宮両市の市境を流れる武庫川の河川敷を利用して建設された。広い芝生広場,山

転車道,ローラスケート場などが整備され,スポーツその他に広く利用されている。

全体計画90.2へクタール。

手柄山中央公園

姫路市 36

S28~46

30.フ

白鷺城として有名な国宝姫路城を中心とした公園。

も整備を続行中である。全体計画55.2へクタール。

全国の空爆犠牲者の慰霊塔を中心に,陸上競技場,

,水族館などがある。全体計画42.フヘクタール。

プールなどの運動施設,文化センタ

動物園,市民野球場などがあり,現在



須磨離宮公園

神戸市 15

S30~42

国営飛鳥歴史公園

建設省Ⅱ.2

S46~

景勝須磨の浦を眼下に見下す高台にある。我国では,ユニークな欧風整形噴水と借景が特

色。元宮内省武庫雌宮であったが,戦後神戸市に移管。米軍接収解除後,昭和31年から造

成開始,また,皇太子御成婚記念事業としても整備された。全体計画面積102へクタール。

奈良公園

奈良県

M]3~

昭和45年,明日香村を中心とする飛鳥地方の歴史的風土邦よび文化財の保存活用を図るべ

く,4地区の計画を決定し着手された。主な施設は研修宿泊施設,展望広場,自由広場,

園路等であり,歴史探訪の公園として推進されている。全体計画47.1へクタール。

496.2

紀三井寺公園

和歌山県]4.6

S 37~4]

太政官布告により,明治13年14.6へクタールを開設。明治22年県立公園となり,以後,春

日山,若草山,東大寺等拡張整備を続けた。戦中戦後,一部区域を社寺R返還するなど変

遷をへて,今日に至る。全体計画645.5へクタール。史跡東大寺旧境内,同興福寺旧境内,

特別天然記念物春日山原始林などがある。

和歌山市名草山麓にある県下唯一の総合運動公園。陸上競技場,野球場,テニスコート,

球技場等が完備し,昭和46年には第26回国体が開かれたのをはじめ,各種競技大会の中心

施設として利用されている。

紀州徳川氏の居城跡。明治34年の閉設。明治45年に市立公園となり,昭和6年には史跡に

指定された。昭和23年から都市計画公園として本格的に整備された。

県立図書館,物産陳列場,動物園などもある。

西国33力所第3番の名剃紀三井寺の参道入口を始点とし,名草山麓紀三井寺公園を経て,

海南市の黒江湾に面した渇山荘にいたる 2.8キロメートルの緑道である。巾員は8メート

ル。小広場4力所をもっ。南海電鉄の路面線廃線敷を利用して建設された。

自然を利用した公園であったものを昭和妬年に民問篤志家から寄附をうけ,これを整備し
たもので,広場,吊橋,遊歩道,老人いこいの家,郷士資料館,青年の家などがある。

和歌1山公園

和歌山市

M34~

紀三井寺緑地

和歌山県 2.5

S 47~49

20.5

杉村公園

橋本1" 12.6

S 46~49

3.3.公園・緑地の現状と将来の展望

3.1.で述べたように,わが国で法律的に正弍に公園が設けられたのは,明治6年のことであった0 このこと
は欧米先進国と比してけっして遅すぎたわけではなく,彼地でもようやく公園が発達しようとしている時期であ
つた。パリのプローニューの森,ニューヨークのセントラルパークが兀成したのもこの頃のことである0 爾来100
年余り,今日の現状をみるに,彼我の格差の激しさに何人も驚きの念を禁じえないだろう0 表10.5 は,関西支部
管内の各府県都市部の水凖と欧米主要都市のそれを比較したものである。

都市公園法施行令は都市の住民1人当りの公園面積標準を市街地で3平方メートル,都市全体で6平方メート
ル以上としてぃるが,当而の目標はこの標準の達成であり,さらには,欧米の水準ヘ一歩でも近づくことにあ
る。そのために,緑の都市空間の増進をめざして,関係機関の傾注しっつぁる努力は注目すべきものがある0 大
都市圏の拡大に対応すべく,基幹的大公園が積極的に建設されっつぁり,またその中には,河川などの土木工作
物が多目的の来用工作物として利用を図られつつぁるものも少くない。

前者の代表的なものとして,大阪府の山田池公園(75へクタール),寝屋川公園(54へクタール),錦織公園
(65へクタール),兵庫県の播磨内陸中央公園(382へクタール),赤穂海浜公園(72へクタール),奈良県の
大渕池公園(25へクタール)など,後者の代表例として,建設省の淀川河川公園(5]0へクタール)を挙げるこ
とができる。さらにまた,歴史と交化財を後世に伝えるべく企画され建設されっつぁるものも数多く,難波呂公
園(大阪市7 ヘクタール),大仙公園(堺市81へクタール),飛鳥国営歴史公園(建設省47.1へクタール),大
和民俗公園(奈良県20へクタール)などをあげることができる。

いまや,公園.緑地が都市環境の担い手として主役の座につくときがきたのである。
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和歌山県都市部

阪府都市部

都 市泉

阪

賀県都市部

力

査年

注) D 人口は1966 (クラインガルテン墓園を含む)
2)ウィーンの森を含む

3)都市林緑地帯を加えると8000へクタール

4)セーヌ県全域(ブローニューの森を除く)
5)府県都市部とは都市計画区域をいう(政令市を除く)

3

4.おわりに

明治以来100年有余の関西の都市環境一市街地整備,公園・緑地について,その歴史,記録性に重点を粘いて

記述した。紙数の都合もあり,主として市街地整備についてのソフトゥエアの面で,ここにとりあげたもの以外

に新住宅市街地開発事業,防災街区,一団地の住宅施設などは割愛せざるをえなかった。公園緑地としての意義

深い墓園や時代の要請がとみに高まりつつぁる都市景観行政についても同様である。

また,広く関西支部管内に北ける業績について,できるだけ公平,客観的に情報の収集に努めたが,時間的制

約もあって十分意をつくせなかった点、も多い。今後機会があれぱ完全を期したいと思う。

邦わりに,多数資料等の御提供をいただいた関係機関各位に深甚なる謝意を表する。
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Ⅱ.士木と社会

期日・場所昭52.3.2.,好文クラプにて

出席者(敬称略,五十音順)

天野光三京都大学教授,工学部,関西支部幹事長

伊藤冨雄大阪大学教授,工学部,前関西支部長,司会

磯村隆文大阪市立大学教授,経済学部

金屋敷忠儀建設省近畿地方建設局河川部長

橋本正二鹿島建設株式会社専務取締役

南俊次日商岩井株式会社顧問,元関西支部長

1.座談会「土木と社会」

あいさつ

司会(伊藤)きょうは邦忙しいところを邦集りいただきましてありがとうございました0

ことしは,私どもの士木学会関西支部が創立50周年を迎えることになりますので,何か記念事業をしようとい

うことで,寄り寄り相談してまいりましたが,そのーつの大きな行事が本日の座談会でございます0

それで,この座談会のテーマですが,要するに過去50年を振り返るのはやめて翁こう,いまの時点に立うて,

今後10年あるいは遠い将来はどうなるかということにっいて,特にこのごろやかましくなってまいりました士木

事業と社会との関連に邦いて,ご高説を承ろうということになった次第でございます0 くだいて申しますと,オ6

そらく10年後,創立60周年のときにはまたいろいろな行事がございましょうが,そのときに50年のときには先輩
方がこう言って邦られた,という10年前の予言にでもなれぱ毛せだと存じてオ6りますので,どうかよろしく邦願

いをいたします。



安定成長下の土木事業

司会最初に,安定成長下に邦ける士木事業の将来はいかがであろうか,ということから始めさせていただき

たいと存じます。

高度成長の時期が終わりまして,安定成長と申しますか,低成長の時期に入り,経済成長率が昭和40年の初め

ごろは10%ぐらいでありましたのが,50年代の前半の予定では6%ぐらいに落ちるという見通しでございます。

そういたしますと,公共投資あるいは民間投資の額も,従来のような伸ぴ率ではとてもいけないのじゃないか

と考えられるわけで,そういう情勢下で,これから我々の事業はどうなるか,ということですが,この点に(き

まして,経済の専門寡として邦招きした磯村先生から口火を切うでいただきたいと思います。

磯村経済的な見通しは,政府の計画自身が50年代前半は実質成長率6彰をねらってる

わけで,実勢はどうかと言いますと,去年とことしは計画からみるとやや低い目に推移し

て邦ります。

高度成長の時代といまとの決定的な違いは何かというと,政策を選ぶ上で高度成長か安

定成長かという選び方をするのではなくて,客観的な条件が高度成長を許さないことにな

つてぃるわけです。ここで,私がいちばん問題だと思うていますのは,さまざまな社分情

勢というものの変化,これまでの高度成長の中ででき上ってしまった経済の仕組みから,

いまもし高度成長並みに経済を刺激しようとすると,昭和48年のような状態が甲い時期に起こってくる0 つまり

物価が急に上がり出すという体質になってしまっていることです。

一般には物価か景気かという議論が行われているのですけれども,そうじゃなくて,景気をある程度よくしよ

うと思えば,物価を押えねばならない。しかし,景気がある程度上昇すると,必ず物価が上がるということにな

つて邦りますので,景気か物価かじゃないんです。与えられた道は非常に狭い道で,ハンドルを片方に切りすぎ

ると不況のがけに落ちてしまうし,アクセルを踏みすぎるとインフレのがけにぶち当たうてしまう0 その反動で

不況の谷底へころがり落ちるという状況になって北りまして,とにかく経済のこれからの見通しというのは非常

にきぴしく考えるべきだと思っています。

ですから,ほんとうに物価を上げないである程度持続的に経済成長率を維持するには,年率6%ぐらいで経済

運営をしてゆくべきだと思いますが,そうすると,いろいろな面で,これまでの高度成長の体質のために,国内

的に困ったことが出てくるわけです。早い話が,公共事業のぺースはいままでの半分ぐらいに押えていうて,し

かも,それをノーマルだと考えなきゃいけないわけです。

天野安定成長も結構なんですけれども,極端な場合,かりにゼロ成長ということを者えますと,新規投資と

いうのは理屈の上ではゼロということですか。

磯村いえ,安定成長というのはゼロ成長ではないんです。

天野そうすると多少新規投資も可能性はあり得るわけですね。ところが,最近は環境問題に対する配旗を十

分しなきゃいけないので,たとえば道路をつくるにしても,両側に広い土地を買って緩衝帯をつくらなきゃいけ

ない。上下水道をつくるにしても,ごみ処理場,汚水処理場をつくるにしても,環境に対する投資がものすごく

かかうてくる。そうすると,低成長で限られた公共投資の財源が公害対策にも使われて,さらに事業の進行を遅

らせることになる。ところが,大阪の町なり近畿地方を見ますと,産業基盤としてだけでなくて,公園・下水道

.住宅など,市民の生活環境からみてやらなきゃいけないものが,まだいっぱいあると思、うんですけれども0

磯村ほ'くは,実質成長率5~6兜というのは決して悲観すべきものではないと思うんです。分母がこノしなに

大きい経済ですから,かっての小さい時だったら]0夕6であたりまえですけれども,こんなに図休が大きくなっ

て,それを毎年5~6彰上げてゆけるというのは,相当の経済規模だと思うんです。

天野日本は経済大国で目のかたきにされるような外貨保有があり,たしかに6%といっても決して小さいこ

とはないわけです。けれども,生活水準を欧米と比較して,現在の日本の1億1千万近い人々のほんとうに住み

やすい都市なり環境なりをつくってゆくために,はたして現在のような投資規模でいいんだろうか,欧米諸国に

比べると,ストックがきわめて貧弱なので,もっともっと整備が必要と思いますが。

磯村たしかに,物理的必要性というのはものすごくあるわけです。しかし,ーつの問題点は,ヨーロッパと



かアメリカのあれほどの蓄積というのは,100年以上かかっているということです。それをいま日本が10数年で

追いつけというのは無理なんで,これから時間をかけてやるべきです。ゼロでは困るんですけれども。しかしそ

れをいままでのテン飛でやると,ほかにいろいろ副作用が起きてきて,それ以上やれないことになるというのが

いまの議論なんです。

きぴしい公共投資の見通し

金屋敷従前の高度成長の時代には,経済成長の主な部分は民間投資なり民問の経済活

動が受け持うて来九わけですが,これからの成長率5~6彫ということは,住宅なり公共

事業といった資産のストックの増加に,資金配分を切り替えなければ,達成できないので

はないかと思いますが。

磯村充っしゃるように民間の設備投資が動かない以上,それで5~6彫の実質経済成

長率を維持しようと思えぱ,不足分は公共投資でやらねぱならないのは当然なのですが,

ただ,これも政治・経済の仕組みを見てますと,そう簡単に公共事業を重点的にやれるだ

ろうかという問題があるんです。

というのは,限られた財源の中でどの程度を公共事業に積み上げるかというコンセンサスができるかどうかで

す。もしも国民のコンセンサスが,目先消えていくような邦金の使い方をやめて,ストックをふやしていきまし

よう,公共事業をどんどんやりましょう,ということになればいいのですけれども,そうでなかったら,いまま

でど邦り,あれも,これもと,1δ金がでていきまして,財源は限られているので,公共事業をふやしていこうと

すると,国債発行しかないでしょう。国債発行もこれからやろうとするたぴに,野党の側からそれはやりすぎだ

という話が出ますし国債に頼りすぎるということは,事実経済的には必ずしもいい影響を与えませんからね0

金屋敷あれもやれ,これもやれという,従来の政治経済の仕組みをそのまま踏襲するのではなくて,むしろ

このような仕組を変えて行こうという呼ぴかけが必要なのではないでしょうか0

先ほど天野先生も言われましたが,日木の公共施設の整備水準は現在まだ非常に低い段階にあります0 例えば

市街地の遭路も歩道の完備していないものが多い情況です。これでは,私どもの生活環境として子孫に誇れるも

のではありません。

一方経済的にみますと,]億3千万トンの製鉄能力のある施設の稼働率が現在80彫程度に落ちこんで邦り,造

船,自動車,家電などをめぐる国際経済環境も極めてきびしい情況にあります。失業者のない安定した経済運営

をはかるためには,やはり住宅投資・公共投資等へ,財政投融資等も含めて,と申しますのは租税負担能力の問

題もありますので,資金の配分を切り替えて行かねばならないことは,はっきりしているのではないでしょうか0

物価に対する影粋も列島改造論の時のような民間投資と並列したプームでない限り,むしろそう大きなものに

はならないのではないでしょうか。フローの豊かさからストックの豊かさへの着実な転換を,という国民的コン

センサスをとりつける努力が,必要なのではないでしょうか。

設業の体質改善

司会

か。

実際に公共投資をこなし,また,会社の経営に責任をもってあたって邦られる橋本さんいかがでしょう

橋本邦っしゃるまでもなく,我寿大いに公共投資がふえることを待望するわけです

が,そう簡単にはいかない。結局いまの安定成長に対処するには,こういう機会にこそ,

企業そのものを安定成長にふさわしい体質に変えていくべきじゃないか。たとえていえ

ぱ,急速に成長した時代には,大工と言うてもろくにのこぎりも持てないような者が1万

円も給料を取るということで,ひどいことになってたわけです。ところが,いまや低成長

になったものですから,優秀なものだけしか給料が取れないという形になってきて北りま

す。

また,いまはこうぃう時代ですから,社員・労務者・機械,全部が余って邦ります。余ってる分は外地なりに
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はけ口を求めて,何とかもちこたえていこう,安定成長率5~6彫でふえていくのに,我々の方はゼロ成長に押

えて邦れぱ,何年かたてばいま余った分が北さまって来るんじゃないか。その間は余っているものを外地その他

で何とか埋めていこうという考えで,会社をやうていかなきゃならんと思ってるわけです。

南最近5年ぐらいの公共事業関係費の推移を私なりのデフレータを入れて考えてみますと,昭和47年を 100

にいたしまして,52年度予算はIHぐらいです。年率6%どころじゃなくて5年たってⅡ%しか上がっていない。

なかでも道路の場合,47年度がビークで,52年度は予算がほぼ1009づ認められても,な邦かつ47年の7割なんで

す。ですから,どこの会社も,人手も持ち機械も備えあるいは設備投資も十分やったけれども,仕事が来なくて

困るという状態が想定できるわけです。

また,今後の問題として,関西空港がかりにできてしまったときにどうなるかというと,その受入体制が何も

準備されていない。それと関係のありそうな個所に邦いてすら,現実には,関西空港を無視した計画でどんどん

事が進められているのは,どうかと思われます。

あれこれ考えますと,今後かなり大量の投資が期待されますが,全体で6%アップというのがはたしてそんな

に小さいものか,無経験のためあまり悲観しちゃいけないと思うとともに,現実があまりにも低すぎるから,あ

せりが出るんじゃないか,また一方で,今までの落ち込みは急速にアヅプして,取りもどすべきだという感じが

して充ります。

磯村いまの邦話で,47年から50年までというのは最も悪かった時代ですから,オδうしゃるように非常に大変

だったと思います。

そして,今後の見通しの上で大事なことは,先ほども邦話に出ましたように,金額の伸びは同じでも,士木工

事の内容が変わることでしょう。公共事業も,大型プロジェクトよりは下水とか公園とか,士木の専門家から見

るとチマチマした仕事がふえていくという感じがしますね。それが,経営の上でどんな効率性を発揮するかとい

う問題も含めて,慎重に考えていかれるべきだと思います。

金屋敷建設業界の体質改善についての今までの邦話には全く同感ですが,もうーつ,今までの建設業は受注

産業で,そのために,経済界に邦ける発言力も弱かったと思います。しかし,先程も申しましたように,これか

ら建設業は日本の経済運営の主要部分のーつにならなければならないと思いますので,業界なり各企業が日本の

経済なり財政問題に,もっと関心をもつべきではないのでしょうか。

海外工事への期待

司会先ほど橋本さんから,海外工事についてオ6話がございましたが,

たいと思います。

南日本人に与えられた唯一の資源は日本人の頭脳じゃないかと思うんです。食糧もな

ければエネルギーもなく資源もない。しかし,ミドルクラスの知能程度は世界一じゃない

かと考えるわけです。

たとえば,橋梁ですと,外国にないものを,外国にない材料と外国ではできない高度の

技術でつくうて,それを正当な価格で売っていくことが大切だろうと思うんです。最近も

ユーコンリパーで,地球最北端の長大橋といわれるものをグンビングしてとった伊1があり

ますけれども,こういうばかなことをしてはいけないと思います。

司会海外工事といえば,ヨーロッパの国々は,政府が非常に力を人れてあと押しをしている。ところが,日

本は残念ながら事情が全然違いまして,商社が第一線に立うて,ヨーロシパで政府のやっていることを肩がわり

してぃる,という問題もあるように伺って邦りますけれども,そんな点はいかがでしょうか。

橋本その点では少し動きが出てまいりまして,建設業団体連合会なんかで相当強力な手を打って,政府もみ

こしを上げかけてきているわけです。これは大いに期待すべきなんですけれども,何といいましても,日本人が

海外で仕事をするのに,水杯で出てゆくようじゃだめです。いまや,ヨーロッパへ行くんだって北海道へ行くの

と大して変わりないわけですから,その気持で行ってくれないと困るわけですけれども,なかなか行きたがらな

いのです。それで,海外τ事も,ちょうと遠い出張だと思ってやらなきゃいかんと指導してるわけですが,そう

この問題についてもうとご意見を伺い
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いうムードにだんだんなうてきました。

金屋敷海外へ出ていかなきゃならないのは当然のことだと思いますが,その場合考えなきゃならないこと

は,日本で通用するものの考え方を現地に押しつけてはならない,ということじゃないか。作ったものは,永久

に現地のストックとして生活環境を形成するのですから。

たとえぱ,構造物自体もそうですし,それに使われる材料なども現地でできたもの,その士地の文化にふさわ

しいものでなければならない,という感じがします。

それと,島国で育ってきた日本人が,日本の生活・文化しか知らず,それが世界中にまかり通ると錯覚しがち

ですが,それをまず直していかなきゃならない。特に教育の面でこういった考え方を強調する必要があるんじゃ

ないかと思います。

橋本それに関連して,向こうの建設請負の契約内容ですが,それが日本のとは相当違うと思わなきゃいけな

い。日本でも契約は重んじますけれども,それ以上に向こうは契約書の内容は1分1厘のすきもないし,また,

それが現実に守られてる。日本では,多少の変更はあたりまえじゃないかということでやりますけれども,そう

じゃない。

それからもっと総合的な意味でいうと,設計で決まって粘うて,このとオδりやれと言われてやるということだ

けじゃなしに,値段の点では代案がきくんです。こうしたらこの値段でできますよ,という提案をしてもかまわ

ないのです。これは非常にいいことで,知恵を出して,同じ目的のものがこれこれでできるじゃないか,という

ことが言えるように思うんです。

天野海外要員ということで橋本さんから邦話を伺ったんですけれども,その障害にな
.^

、、

つているものが三つあると思うんです。

ーつは,日本の英語教育がしゃべることを無視した教育しかやっていないということ。

もうーつは,終身雇用制かと思います。向こうはそうじゃないですから,たとえばべネ

ズエラでこんな仕事をしてきたといえば,それを他の会社がその人の能力として評価し

讐 て,いままで年2万ドルであったら,3万ドルでうちに来いというように,業績をすぐに

評価されるようなシステムです。日本の終身雇用制は非常にプラスの面もあり,外国でう

らやましがっている制度ではあるのですが,海外工事では,どちらかというと要員難の原因になると思います。

第三には,子供の教育の問題ですね。日本の教育制度,とくに入試制度が大きく足を引っぱうて,単身赴任と

いう形になるんじゃないか。

橋本天野先生の邦っしゃった第三の問題は,このごろの若い人はだいぶ改善されて来ました。というのは,

台湾に子供を連れていって,現地の学校へ通わせる。その子供は現地語がぺラペラなんです。問題はこっちに帰

つてくると全然だめなんで,勉強ができないわけです。そこでまた向こうに行きたがるわけです。向こうで現地

語で何でもやっていこうという意欲のある若い人が出てきたのは,いいことじゃないかと思うんです。

磯村初めのテーマに戻うて,10年先にどうなっているかと言いますと,早い話が,日本の士木業界は,国内

の需要だけでこれだけの人間を養うことはできないだろうと思います。しかも,つぶしてしまうのは技術水準か

らみても惜しい。そうすると外国へ行って仕事をせざるを得ない。

しかし,いまは過渡期ですから,言葉の問題,子供の問題,給料の問題,労働慣行の問題などがありますけれ

ども,これは体質改善というか,それぞれの企業なり技術者なりがひと汗もふた汗もかいて,やっていただかざ

るを得なくなります。これは10年たったらはっきりして来ると思います。

ただし,出て行く場合に状況に押されて出て行ったんでは,金屋敷さんが心配されるような問題が外国で起こ

つてくるわけです。だから,いかに質の高い海外進出をやっていくか,いか1こして向こうの人に信頼されるか,

という教育を先取りしてやらねばならないわけです。そうならざるを得ないんですから。

南そのことに関して建設省さんに今後やうていただきたいんですけれども,建設業局を作れということで

す。現在の建設業課程度の権能ではだめで,建設省というのは,通産省が自動車業界の面倒を見ているようなこ

とをしない役所なんです。もともと直轄で仕事をしたところから始まって,だんだん業界に仕事をまかせるよう

になってきた。建設省はあくまで甲の立場で,乙の立場を親切に面倒を見てくれと地建の局長さんに言ったう
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て,まず無理です。建設業課あるいは建設振興課のようなところで,そういう気持で邦る人もあるし,幹部にな

れば多少そういう配慮をする人もありますけれども,これをまず直していかないと,問題は解決しないんじゃな

いかと思います。

調和のある国づくり

司会つぎに,我々がこれから秩序と調和のある国づくり街づくりを進めるには,どうしたらよいであろう

か,という問題に話を進めたいと思います。

まず最初に私どもの反省として,いままで我々の事業は産業施設をいたずらに重んじて,人間の生活環境を軽

視して邦ったんではないかという反省,あるいは自然保護とか史跡の保存とかいうことが土木工事とかち合いま

して,そういうものとの調和も保っていかなきゃいかんという悩みもあるわけです。最初に磯村先生から,こう

いうことに関連して私どもに対するご注文をいただきたいと思います。

磯村高度成長時代に土木事業をしたことが悪いとは思わないんです。進んだものは進んだなりにーつの財産

だと思っています。

ただ,土木工事をいかに効率的にやるかという点では非常に進んだシステムができて,それが世界の最高水準

にあったことは疑いませんけれども,それをやる上で,それをやったあとで,どこへどんなことが起こるかと

か,あるいは自然とか文化財の保護がほとんど考えられないままに突っ走ったというのが,昭和45年ぐらいまで

のやり方じゃなかったか,という気がするのです。そのことのために,45年以降今日までどうなっているかとい

うと,あまりにもそこのけそこのけ北馬が通る式で進んでぃったので,士木関係の開発事業に対して,不信感が

起こってる時代だと思うんです。早い話が自然保存といったって,人間はある程度自然を人間に都合のよいよう

に改造して暮らしを立ててきたんですから,絶対さわるなということはありえないです。文化財にしましても,

非常に価値の高いものから,そうでないものもあって,ただ古いだけで残して邦けといってたら,この狭い国土

の中でどこもさわれなくなってしまいます。

しかし,自然保存というようなことが今日まであまりにも無視されてきたから,今度は振り子が逆の方向にゆ

れてぃる。だからそれぞれの関係者忙は,躍起になってようやく振り子がまん中にくるんだ,という意識がある

んじゃないでしょうか。これが,我々みたいな門外漢が見てぃるこれまでの開発のあり方じゃなかったかと思い

ます。

金屋敷いまの磯村先生のオ6話同感なんです。ただ,つけ加えて邦きたいと思いますのは,土木界が量的拡大

の第1次政策選択者じゃなかったということです。むしろ,日本の国の経済成長が急激で,それに対して提供す

べき公共施設,公共サービスが追いっいてこいという要求があって,それに追いつくことに土木界は必死になっ

てきたんじゃないか。それが結果として外から見ますと,土木界が量的拡大に懸命に第1次選択者としてやった

かのごとく見えるところに問題がある。だから,足らないものを追いかけるということだけでなくて,周辺の状

況に十分目を配ってぃく必要があったということが,現在士木界として反省をしなきゃならないことだという気

がするのです。

南私も万博のあった昭和45年,守口線で若干苦労しました。しかし,今は当事者でなくなったから気楽にな

つたのかもしれませんが,すでに住民パワ一による問題は峠を越したんではないか。それは,行き過ぎに対する

反省が向こうから出て来てぃる一方,仕事をやる方の土木のサイドで大いに反省をしまして,しかるべき対策を

犠牲を払ってでもやろうという姿勢になってまいりましたので,これでどうやら安定した方向にいくんじゃない

かと思、います。

これからの土木技術者の役割

司会いま充話が出ましたような貴重な体験を通じて,土木技術者は視野を広めなきゃいかん,もっと周辺の

ことにつぃても関心と素養がなきゃいかん,という意見もごぎいますが,そういうことについていかがでしょう

か。

金屋邦よそ公共施設は本来的に非常に多元的な機能を持っているもので,それらの機能の中に優先順位が
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アプリオリにあるというものではないと思います。ただ,社会的な条件に応じて優先順位が変動しているにすぎ

ない。たとえば,河川といえば洪水を排出するのが第一の要件で,ほかのものは犠牲になってもいいのかという

と,本来的にはそういうものじゃないんです。ただ,いま置かれてる情況がそうであったということにすぎない

わけです。

そうすると,これだけ世の中で価値観が多様化し,欲求が高度化してまいりますと,あらゆる機能に対する欲

求が出てまいりますから,それをバランスよく引き上げていくのが,これからの仕事じゃないでしょうか。たと

えぱ道路についても,自動車交通という側面からの機能の純化というのは必要ですけれども,同時に日曜日だけ

の歩行者天国でなくて,何とかプラッツとか,子供の遊ぴ場など,現在的な狭義の意味でのいわゆる道路からし

め出されたものをどこに求めるか,ということを同時に考えていかなきゃならないと思うんです。

そういったことから考えますと,土木というのは,自然改造のオーガナイジンク'・ステータスを占めているの

だ,みずからも技術をもってると同時に,オーガナイザーとして機能していかなきゃならない,ということを明

確に自覚すべきです。ですから,他の分野の人たちの言うことを聞いてやるというのでなしに,他の分野の人た

ちを積極的に戦列に参加させる立場をとるべきじゃないだろうかと思うのです。若い人たちにそういう教育をす

べきだという気がしているんです。

南戦列に参加させるという表現がいいかもしれませんね。そこには冗デオロギー論争はないんで,まじめに

異種の技術と技術がぶつかり合って邦互いに相手を認め合うということですね。

天野まさに同感なんですけれども,金屋敷さんが邦っしゃったことから,これからの士木技術者は何をすべ

きか,どういう人であるべきかということを考えてみますと,いままでの土木施設のプロジェクトについては,

デシジ"ン・メーカーは,市長なり国会に代表される国民であるのですけれども,実質的には,国とか自治体の

土木技術者が計画,立案,決定に非常に大きな役割りを果たして来たわけです。とすると,社会的経済的な要

素,景観あるいは文化財,そういったものも総合的に判断をして,これはこうすべきだという意思決定者に対す

る適切な助言のできるゼネラリスト,それは今後もやはり土木技術者の役割だと思います。だから,総合的な知

識に根ざした複合的な技術が,今後ますます我々にとって重要になってくる。それと,生態系あるいは社会心理

的な要素も,その分野の専門家のご意見を適切に取り入れられるような,弾力的に対応できる判断力というもの

が,我々にはどうしても必要になってくると思います。

南そこで,たとえば史跡保存といえば,士木屋の中に文化庁の専門家一ワイワオ組じゃない権威ある専門家

と話のできる人がおりますと,我々の日本語が通じやすいんです。ですから,土木屋としてーつの道に長じるだ

けでなくて,たとえば,土木屋だけれども,史跡保存についても理解力のある人間だという人が逐次でてくる必

要がある。現にそういう人が数は少いけれどあらわれて来てます。

天野士木というのは,民間施設よりも公共施設をつくる割合が非常に多く,その目的は公共の福祉を向上す

ることにあるわけです。ではその公共の福祉とは何かということになりますと,ものすごく範囲が広く,抽象的

で漠然としていますね。だから,市民なり国民がより豊かな生活を求める,それを実現するための技術,それか

土木,英語で言うとシビルエンジニアリングです。しかし,いったい社会がより豊かであるためには,我々は何

をしなきゃいけないか,まず士木技術者はそれがわかる人でなけれぱならない。これはものすごく難しいです

ね。

橋本そういうことを学生に大いに教えてほしいですね。大学でも専門としての土木工学を教えられると伺時

に,いろいろなことを広く学び理解する能力を持つように育てていただければと思うわけです。

伊藤(司会)私どもも,橋本さんの邦っしゃったとオ6りのことを頭に避いて教育して

るのですが,悩みは,近ごろの若いものはとにかくゼネラリストになりたがるわけです。

その惰うが楽なのでしょうか,上っ面のことだけやって,どえらいデシジ.ン・メーカー

のような偉そうなことをいうわけです。ぼくはしゃくにさわりまして,生意気なことを言

うな,まずーつのスペシーリストになれ,それをだんだん広げてゼネラリストになうて,

最後は橋本さんの邦っしゃったようになれと言うんですが,そうは言っても,実情を見ま

すと,足が地につかない浮わついた学生.の方が多いと思いますね。
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南先生の邦っしゃると粘りだと思うんです。なぜかといいますと,同じ土木の中だって歩んできた道が違う

と,土木屋同士で日本語が通じません。しかし,ーつの道を夢中になってやって来ますと,ほかの方の話が聞き

やすくなる。方法論はーつだと思うんです。

磯村ぽくも学校で学生を教えてますが,たとえば,我々の経済学部の学生が,必要があるからといって士木

のことを勉強するかというと,そうはいきません。だからそれはよくわかるのですけれども,ただ,士木の場合

で言えぱ,瀬戸内海に橋を架けるなんて大げさなことになりますと,海の問題,気魚の問題,経済・社会的な問

題,こうぃうものも総合的に評価しないといけない。だから,ああいうすごいことをやめるたには,ほんとうの

優秀な専門家が育たないとだめだと思うんですが,しかし同時に計画段階では,そういう影響について他の専門

家や関係者の声を謙虚に聞いて,なるほどこれはやめといた方がよいとか,全然別の方法でやった方がいいんだ

なという,ーつ前の段階がいるんじゃないかと思うのです。一人が神様みたいに何でもかんでも知れということ

は無理だと思うんです。

司会そうぃう仕組みと,そういうことをなし得る士木屋の頭の柔軟性ですね。

公害裁判の経験

司会っぎは,深刻になってる住民問題のことについて,ご意見を承りたいと思いますが,ご苦労なさった南

さんいかがでしょうか。

南私,阪神高速道路公団の理事をしていました時,守口線と国道43号線の上に架ける高架道路の尼崎部分と

の2か所で,相当きびしい住民運動を受けたわけですが,守口線の場合,あとで分裂しましたけれども,わりあ

いまとまって邦り,リーダーがしっかりして邦りました0

尼崎の場合は,いまでもそうでしょうけれども,非常にまとまりが悪い。ときどき極左派があらわれるかと思

うと,革新政党ないしはそのシンパ,あるいは何でもない人達もありますけれども,絶えず連中の集会で仲間割
れのけんかをしちゃうわけです。誰がどうまとめてくれるのかわからない。公団自身も対処の仕方が悪かったん

でしょうけれども,とうとう裁判になりまして,これに多大の費用と労力を費やすことになりました0 しかし,

あとになって考えてみますと,かえって裁判になってよかったと思われる点もあるわけです0

というのは,弁護士さん,といっても一流の弁護士さんですが,公害問題には甚だ弱いわけで,ほとんど知識
はゼロと言ってぃい。そういう人たちに技術的な説明をするのは大変なんです。道路計画から説き起こして,マ

スキー法だとか何だかんだで,午後3時からあくる朝の3時ごろまで2,3 回やりましたかね0 また,我々の味
方の弁護士に裁判官に出す書面を書いてもらうのも大変なんです。あだや邦ろそかなことでは書いてくれません

し,これはあやしいと思うたら絶対書きませんから。それほどの事柄を何十回何百回住民とけんけんごうごうの
中で話をしたところで,わかってくれるはずがないということを実感しました0

そして書面審査になりましたから,とにかく準備書面を出しますね。そうすると裁判官から要請があって,ま

た検討する。それを何度も繰返しやるわけです。この繰返しの過程で,少なくとも相互の弁護士の間には,冷静
な相互理解が生まれたように思います。それでも,原告側に理解してもらうのは大変むづかしいですが0

その頃にはまだ50年版のマスキー法も通って邦りませんでしたが,これがちゃんと決定文にうたわれているわ

けです。 50年版は絶対そうなるべきであるし,また国の要請としてもなるだろうと信じて兆りましたが,いまの53

年版は当時51年版と言って,これは当時なかなか難しいという議論もありましたが,とにかくこの50年版が決定
文にうたわれて,それが尼崎裁判所が環境庁に対して前向きの姿勢をとる大きな要因になったと思って充ります0
それから,相前後して解決していった鳥山にしろ,青葉台にしろ,途中はどうあれ,解決したときは, PPM

とかホーンの問題じゃなくて,当事者に対する敵ながらあうぱれであるとか,この人を信用しようとか,そのへ

んできまっているようです0

日米の住民参加方式

司会

磯村

磯村先生,アメリカのこういう問題について簡単にご紹介いただけませんか。

アメリカの場合は一言でぃいますと,パーティシペーシ"ンというのは避けて通れないのです。という
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よりもむしろ,いま地方公共団体なんかで直接大きな公共事業をやる責任あるプランナ{は,シチズンズ・パー

ティシペーシ"ン,あるいはパプリック・パーティシペーシ"ンということをいかに上手にやってゆくとかいう

ことで,力量を問われている時代なんです。どんないい計画でも,もしそれがトラプルに巻きこまれると,結

局,時間と金とを使ってどうにもこうにもならなくなるわけです。

住民参加のやり方はいろいろありまして,インポルプメントというのは,公聴会方式でPRを進めていって,

いろんな意見を聞いて環境アセスメントみたいなもののりポートを取って意見をまとめる方式で,審議会が主体

になってそれをやるのです。実効的なヒャリングをやるというやり方もあれば,直接新聞などに出して場合によ

つては住民投票をやったり,ニューヨーク市のように非常に進んだところでは,アドポケーツという代案を出す

専門家が北りまして,それを住民側が雇うわけです。ニューヨークなんか,それに予算をつけて邦ります。

日本の場合も,計画のあり方と広がりの問題などがありますけれども,これからは,まず住民との意志疎通を

相当手間をかけてやらないことには,事は進まないと思います。日本にあうたやり方がありますから,いろVろ

なやり方でいいと思うんですが,少なくとも住民との話し合いを十分して,これで納得が得られたのでなけれ

ば,工事をはじめてから裁判沙汰になったり,一部の住民といえども本気になって反対をし始めると,とんでも

ないことになるという経験はみんなしたわけですから,全体の意見を聞いていかねばならないということは避け

難いですね。

天野なぜ住民参加が必要かということで,ーつの例ですが, MITのマンハイム教授に昭和42年に充会いし

たときには,その方は,数式モデルによる交通計画,都市計画の第一人者でしたが,その方が45年に日本に来ら

れたので,いまどういうことをやって浦られるか聞いたんです。そしたら,いままでやっていた数学的な手法の

研究は全部やめたということで,何をしているかというと,意志決定をどうしてすれぱいいか,全然式なんか使

わずにやっているのです。なぜそういう 180度違った分野を邦やりになうてるのか聞きますと,アメリカでは,

土木事業をやろうとすれば必ずものすごい抵抗があうて,上木技術者になろうとする若い人がほとんどなくなっ

て来たというんです。いまの日本よりも10年前に,アメリカで同じことが起こっているわけです。

日本でも高速道路をつくろうと思えば反対,下水処理場でも反対,それではどう考えたらいいのか。犠牲者が

出ないようにすれぱ問題はないでしょうが,その場合に何が問題かというと,たとえば,道路には緩衝帯を広く

とればとるほどいいけれども,それだけ税金や利用者の負担が高くつくはずです。その場合,受忍限度をいった

い科学的にどう決めるかという問題,それから,受益者にこれだけ負担してもらわなきゃいけないというのを,

どのように科学的に評価するかという問題が残るわけです。

それに対して,科学的にこれでぃいとか,あるいはこうしなきゃならないという説明は決して簡単にはできな

い。ですから,どういう形で計画を決定するかということは,どのような住民参加の方式で合意を見出していく

か,という行政技術の問題だと思います。国民性や社会的風土が違うのですから,アメリカやヨーロッバの例を

そのまま真似しても駄目です。日本的な住民参加の方式をどのようにつくり出していくのか,というのが我々の

課題だと思います。

金屋敷さきほどの南さんのご体験はきわめて日本的で,よくやった,敵ながらあっぱれだというのは,日本

的士壊から出て来ることです。説得というプロセスが大切なので,南さんの充話は,典型的な日本的住民参加を

表わしていると思います。

しかし,日本人の考えの中に公共,パプリックについての正しい自覚が定着しない限り,住民参加もうまく機

能しないと思いますね。住民参加にはいろいろな方式がありますが,住民に計画をつくりなさいということだけ

が住民参加ではなく,いまの段階では,事前の検討を十分にやってよい計画をつくり,誠意をもって説得にあた

ることでしょう。

天野アメリカの例で,シチズンズ・コンフブνンス・システムとか,シチズンズ・フ'ードバック・システ

ム,西独ではORAK-ELシステムというのが定着しつつあると聞いています。たとえば受益する側の代表者,

あるいは反対側の代表者が,スタジオでそれぞれの意見を出し合い討論をする。それが家庭のテレビに放映され

てぃる。その家庭の中から,たとえば数百人を予かじめランダムに選んで邦いて,その話題に対する賛否がすぐ

に数字であらわれるとか,その中の特定の人にスタジオから電話をかけ,反対ならなぜ反対かを聞いて,その声
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をテレビで流すとか,あらゆる手を尽して,なるべく多くの住民の声を根気よく集約してゆこう,そういうステ

ツプの積み重ねをもとにして,土木事業の意志決定に導びいてゆこうという方法をとっている。これもーつの試

みで,時間はかかりますけれども,こんな方式を日本でやっみることも参考になるのではないでしょうか0

金屋敷いま言われた方式は,たとえば名古屋の都市高速で似たような方式を採用している。しかし,応答が

非常に多様なので,トータルでの答というのはなかなか日本の場合出てこないです。逆に狭い範囲の問題につい

ては,鋭敏なしかも集中した応答がありますね。

天野無関心な人の意見も引き出す何らかの方法を考えない限り,いつまで経っても反対の声ばかりという実

りのない対話の繰返しということでしょうね。

南結果的にみた場合に,熱烈なる味方が出ないわけです。無関心な味方しかいない0

土木事業執行上の問題点

司会羚話のように,日本人は外国人に比べて,公徳心というかコミュニティ・マインドに欠けているので,

いろいろ難しい問題があると思いますね。

橋本我々仕事をやる方ですけれども,実際問題として現場では,役所でさんざん苦労されたあとではありま

すけれども,我々の段階でもーつやり方を間違えたら,えらいことになるんです。やはり当事者が誠意をもって

住民と絶えず折衝にあたるということであれぱ,あとあといい結果を生むわけです。

ところで別の話ですが,現在ある所で,住宅街のまん中に相当大きな道路をっくろうとされているんです0 こ

れは,相当早くから区画整理方式でやろうと決定されているのですが,住宅街の中に充る住民からみれば,道路

なんかっくってもらわん方がいい,やかましくなるだけで,そのうえさらに,自分たちが受益者負担を出すとい

うのはとんでもない話だ,ということになりつつぁるのです。こういう場合,行政の側である程度環境に応じた

手直しを考え,誠意をもって当たうてぃただければ住民もわかるんじゃないか。それをーぺん決めたから変えら

れんという方針でこられるから,あくまで反対ということになるのではなしサかと思います。

南いままでの計画決定の方式は,住民参加とは言えないでしょうね。我々は,計画決定されたものは,大蔵

省の認めた予算を著しく超えないでやらなきゃならないという,思い詰めた状態で住民に説明を始めるわけで,

これではだめなんです。

私が裁判になってよかったと言うのは,たとえば,何万人の中の何十人でも,強力な一番いやがってる人,あ

るいは何か自分のためにしようとする人,こうした敵にあたる人だけを説得しようとするから無理なんです0

方に,黙ってる味方がいるんですが,強力な味方ではなく,だから味方はいるようないないようなもので,議員

さんは選挙がこわいから逃げてしまい,積極的な支援をしてくれない。先ほど裁判がよかったと言ったのは, 、^

ういう事態に対処できたと思うからです。

天野現在の日本の予算執行のやり方では事業主体は何としても計画を遂行しなきゃいけないという背水の立

場に立九されるわけで,それではほんとうの意味の住民参加はできない。ですから,たとえぱーつの試みが今度

の関西空港だと思、うのです。やるともやらんとも決めないで市民・府民のところで皆が話し合うて決めてくれと

いうことで,その時点では,事業をやる所は第三者です。

金屋敷我々土木技術者は,道路を何キロつくれ,それをつくらなきゃならないという社会的条件があったの

ですから,それに向かって一生懸命やって来た我々自身が,この道路をつくれば騒音の問題も出ると気がついて

いたとしても,それを解決する資金も権限も与えられていなかうたところに問題があるのです。だから我々はよい

計画をっくることに最も重点を置くべきであって,現実に起こうてる問題をどう解決するかということじゃない

だろうと思うんです。たとえば,阪神高速などで,遮音壁なんかつくうて邦られるが,ああいうものを我々がつく

らなきゃならなかうたことについて,猛然と我々自身からの反発があってしかるべきだという気がするんです0

だから,あと]0年たったら,我々はああいうものをつくらないですむような発言力を持つべきだと言いたいの

です。そうすれば必ず我々は説得できるし,住民とのトラプルはなくなうてくる。

天野そういうことをやらなきゃならないことはよくわかるけれども,それと裏腹に,環境問題を重視してや

うた場合,都市に住むということ,都市で生活するということは,たとえば税金や通行料という形で,市民にと
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つて高くつくということ,これは理解してもらわなきゃいけないと思います。逆にいえば,今までそれがなかっ

たことが大都市過密の大きな原因ではないかと思います。

南住民の意識にもいろいろあるわけで,その端的な例が,尼崎の43号線と大阪市の中央大通りです0 後者は

高速.平面あわせて20車線あり,これは排気ガスがものすごいんですが文句が出ないし,騒音問題すら起ってい

ないです。これはなぜかというと,沿線が高度に都市化され,ビルはみな防音できているし,夏にはクーラーが

入ってぃる。それで問題がないんです。尼崎は住居地域ではないかもしれないけれども,現実には住んでいる人

が邦るわけで,そういうところに同じやり方で乗り込むことにこそ,問題があると言わざるを得ません0

結ぴ

司会邦話いつまでも尽きないと思いますが,時間も参りましたので,最後にいままでの北話全部を通じまし

てっけ足すことがございましたら,ひとことづつご発言いただけませんでしょうか0

磯村きょうのテーマから言えば,土木の専門家として,新しい社会情況に応じて,開発計画をどのようにし

てぃけば,説得力のあるいい計画になるか,ということに議論が集中しまして,それはその通りだとは思います

けれども,門外漢から言えば,もう少し上の段階,根本的なものの考え方として,士木専門家がもっと積極的に

発言をされてもいいのではないか,と思、うことがたくさんあります。

たとえば,瀬戸内海に橋がほんとうに三つもいるんだろうかということ,つまり橋を架けると決まった以上,

邦れにまかしてくれというのは当然なんですが,そのもうーつ前の段階で,国家百年の計からみて橋三つはどう

なんだろうか,ということを土木専門家の立場から発言されると,非常に説得力があるだろうという気がするん

です。ぜひそうぃう基本的な問題にも,専門家として意見を発表していただけたらというのが,ほ'くの邦願いな

んです。

橋本士木というものは,我々のやうてることに,次元の違う問題がたくさん含まれているんです0 総合的に

やってる部分もあり,コンクリートあり,基礎あり,水力発電あり,河川の管理もあり,騒音問題もある0 そう

いうふうに次元の違うものをはうきり見きわめて,それぞれを整理して考えなきゃいかんのじゃないかという気

がするんです。

南環境アセスメントの法案ができかかっています。これは時代の要請であり,きわめて結構なことなんです

けれども,日本人の体質はそう簡単に変わりませんから,そういう法案をっくる場合には,日本人の体質にあっ

たもので,我々が犯した過ちを二度と起こさないようなものにすべきでしょう0

それから,スキンシップのある土木屋がどうしても必要なんです。現場でも,住民とのスキンシップの非吊に

巧みな人がいるものですが,その人がもの言うと相手が喜んで聞くんだから不思議です0 そういう人間がたいへ

ん必要とされる世の中になってきているということです。

金屋敷学会活動としてやってぃただきたいと思、うことなんですが,戦後の土木上学の中で非常に顕著なこと

は,たとえば国士計画Kオ6ける士木事業の投資効果あるいはその波及効果等の測定技術の開発,計量経済学との

谷間を埋めるというようなことは,かなり行われてきたわけです。また,地質学にっいては,第四期層の地質に

地質学者も非常に興味をもつようになり,土木の方のダム技術あるいは山岳道路 L事からの必要性とがあいまっ

て,谷間が埋められてきたと思うんです。

ところが,そのほかの分野の研究者との間で,学会活動としてあるいは学者の活動としては谷間を埋めること

をあまりやってぃないのではないでしょうか。もう少し積極的に谷問を埋めることをやうていってはどうかと思

うのです。

ただ幸いなことに,生態系の学者との間には,論争を通じて谷問を少しずつ埋めつつぁるという感じがしま

す。先ほど,戦列に参加してもらうという言い方をしましたけれども,建設的な意味で谷間を埋めることをやる

べきじゃないか。それは考古学とか,いろんな学問との間の谷間についても言えることで,これは個々人がやる

べきことでなく,学会だからできることだと思うんです。

天野私,いま士木学会の関西支部で幹事長をやらしてもらってオ6りますが,関西支部では研究委員会がいま

三っでございます。今年5月から新しく「都市施設の総合評価と意志決定」という研究委員会を発足させ,きょ

う住民参加ということについて邦話をいただいたようなテーマを,取り上げることになっています0 大学関係数
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名,地方自治体・国・私鉄・阪神公団,あるいは建設会社等から約20名の委員に参加していただき,それぞれ苦

労して邦られる実例について,その問題点の整理,今後どうあるべきかという方向づけを探ってみたいと思って

います。こうすればいいんだという答までは,決して簡単には出ないと思いますけれども,土木以外の専門家に

も参加していただいて,これから手がけていきたいと思っています。

司会きょうはたいへんいい北話を長時間にわたって拝聴できまして,ありがとうございました。浦かげさま

で,非常に実りある座談会で記念誌を飾らせていただけますことを心より御礼申し上げます。

(文責:土木学会関西支部)

当支部では,創立50周年を記念して,標記のテーマをかかげ,全国各地の会員から懸賞論文を募集した。その

結果,8編の応募があり,慎重に審査したところ,そのうちの3編を「入選」とし,それぞれに賞状と賞金を贈

ることになった。つぎに,審査委員各位の氏名を列挙して,深甚な謝意を表するとともに,さらに,入選作の要

旨を作者名の五十音順で掲載し,ご参考に供することにしたい。なオ6,この要旨の文責は当支部にあることを付

記する。

審査委員(敬称略,五十音順)

大成建設(株)大阪支店土木部長 康彦

成人京都大学教授,工学部

大阪府土木部総合計画課主幹 増雄

真三郎大阪市元助役,元関西支部長

潤関西電力(株)建設部長

2.懸賞論文「これからの土木技術者」

入選作 1

1.はじめに

これからの土木技術者はいかにあるべきかを考えるとき,個々の技術者としてだけでなく,日本という国の中

での土木技術者としての位置づけが必要である。この両者は相通ずる面もあるが,技術者の良心から見れば相反

することもあると思われる。

戦後30年の間に,無の時代から高度成長を経て経済力世界3位となり,さらに石油シ,ツク後の混乱ののち,

呪在の不況と言われながらも一応安定を得ている状態に至るまで,非常に激しい変化があった。この時代の変化

を乗り切れたのは,日本人全体の素質と活力が優れていたからであり,また努力があったからである0

一方,最近この歴史の功罪を反省し見直そうとする気運が高まってきたが,この30年間に,いろいろなひずみ

が蓄積し,そのいくつかは限界点、に近づいていると思われる。ひずみの典型は建前論議である。キレイゴトの建

舸論は,確かに耳ざわりが良く人間の願望をとらえていることが多いため,実現しそうのないことでも実現でき

るような幻想をいだかせてしまう。このことが,人々の不満を増長させ,無責任・無気力な人間を作り,悪平等

・逆差別を生んできたのだと思われる。例えば,大気汚染反対,自動車騒音反対と抗議する人々が自家用車を運

転し,下水処理場反対,ゴミ焼却場反対といってつくらせなかうた人々が,何年か経つと処理場の無いのは行政

の怠慢だと抗議する。このようなケースを我々は何度も経験したが,その不合理さに気付きながらも,手をこま

ねいていたことが多い。

要するに,個々人がその自由と権利のみを主張し,責任と義務を果たそうとしない風潮が横行し,一方では,

それに対する反省の時期を迎えているのが,現在であるといえる。

このような時に当たうて,我々日本の士木技術者は,国の将来に向かって大きく目を開き,いまなすべき事,

なし得る事を明確に区別し,き然とした態度と日本人としての誇り,国を愛する心を持たなければならず,さら

に,わが国の基盤を支える使命を忘れてはならない。

天津公宏神戸市立工業高専
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2.土木技術者の養成

低成長時代といわれるこの2年間,新卒者の就職情況はかなり悪く,優秀な若人が相当数所を得られずに北り,

計画的に事業を進めているはずの公的機関ですら,新卒者を受け入れていないところがある。したがって,国家

的見地に立って技術者を計画的に養成し,社会で受け入れられるようにしなけれぱならない。

技術者の養成について重要なのは,技術の修得を含めた広い意味での教育である。教育の場にあっては,教師

と生徒は,たがいに相手を尊重しながらも独立性をもち,真剣にそして厳しい態度で学ばなければならない。ま

た,アメリカ・ソ連あるいはアジアの国々での教育のあり方を参考にしながら,それらの国の人々を良い競争相

手として,自らの歩むべき道を正しく判断し,課せられた責任と義務を遂行できるような人間を育てる必要があ

る。

3.技術力の向上

現在,新幹線に対して色々な批判があるが,世界的に見れば,その技術は大きく評価されてぃる。これまで欧

米の技術に追いつくことに精一杯であったわが国にも,このような世界に誇る技術が生まれて来たのである。

さらに,青函トンネル・本四架橋など,国家的大プロジェクトが推進されているが,このような大事業は,高

度な解析技術や施工技術のみでなく,環境や景観などといった,人間と自然とのコミュニケーシ"ンにも及ぶ幅

広い技術を,我々に要求する。そのうえ,ここで結集された技術力は,次の時代の技術的発展に大きく寄与し,

巨大な土木構造物は後世への文化的遺産となるであろう。したがうて,このような大プロジェクトを通じて,我

々の技術力を高めることが肝要である。

4.協調・創造・リーダーシップ

土木技術者にとって特に重要なのは,協調の精神と豊かな創造力,それにすぐれたりーグーシップであると思

われる0 これらを身につける努力のできないものは,土木技術者として失格であり,落ちこぽれとなるも止むを

得ないであろう。

5.オδわりに

過密化した都市は,それ自身のいわゆる都市公害だけでなく,その周辺のスプロール化などをも含めて,多く

の問題を投げかけ,国土荒廃発生の一因ともなってぃる。したがって,これからの日本の国土計画の基本は人口

の分散にあると考えられるが,それを実行する我々士木技術者の責任は誠に重大である。ゆえに,我々は,そう

した使命を果し得る技術者となるよう日夜努力するとともに,またそれを生きがいとしなければならない。

入選作 2

1.人類の歴史

約1万年前から現代に至る「文明」といわれる時代に,人類は自然と戦い,ビラミッド・万里の長城・マヤや

インカの建造物など古代のものから,現在の代表的な構造物に至るまで,さきざまな土木構造物をつくって来

た0 そういう意味で,土木技術が文明を支え,人類1、平和と幸福と繁栄をもたらして来たことには,誰も疑問を

さしはさむ余地がないであろう。

また,人類の歴史をある見方でまとめると,次のようになる。すなわち,まず,物質の革新があって新材料が

でき,その後,技術革新が起こり,橋などのようなハードゥエアがつくられる。そうすると,人々がこれらのハ

ドゥエアに親しむことによって,それが情報として大脳に埋めこまれて,認識の革新を生じ,さらに,そうし

た認識が定着すると,人間の精神構造に変化があらわれ,いわゆる精神革新が起こる。このように,物質革新・

技術革新・認識革新・精神革新を繰り返しながら,人類は文明を築いて来たと思われる。

2.士木構造物の特徴

第一の特徴はマスターベーシ,ンができないということである。すなわち,電気とか機械関係のように試作品

をつくることは許されず,上木構造物をつくるという作業は,いわば,地球というキーンパスの上に,鉛筆で消

しゴムを使わずにデッサンするようなものであり,それだけに,マスタープランの作成には多次元的な思考を必

要とする。

いまーつの重大な特徴は,士木構造物は人間の価値観などというたソフトゥエアとかかわりを持つということ

阪神電鉄ぜ杓工務部土木課
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である。もち論,すぐれたハードゥエアをつくり,それを残していくことは,我々の子孫に対する最大のプνゼ

ントのーつであるが,しかしそのハードゥエアにしても,ただ「もの」として残すのではなく,科学の言葉とし

て,またその時代の文化を濃縮したものとして後世に伝えるのが,我々の使命である。例えば,ビラミッドの東

辺が地球の極軸に完全に平行であることなどは,当時の人々が我々に送うた科学上のメッセージであり,今後の

駅とかターミナルは,それを利用する人々がどれだけ満足してくれるか,ということを評価の基準にしてつくる

べきであうて,材料学的あるいは構造力学的にすぐれているかどうか,といったような基準のみで判定してはな

らないと思われる。

3.「交明後」の時代

従来の鉄道から新幹線へ移行するのに要した時間よりも,はるかに短い時間で,新交通システムとかりニャモ

ーターカーが実現すると思われる。したがって,さきに述べた物質革新から精神革新に至る一連の革新が,異常

なスビードで起こっているようであり,そうだとすれぱ,ある種のパニックが生じるであろう。それは最初はー

時的なもので,間もなく平衡状態にもどるが,さらに革新がエスカレートすると,人間は自分のつくった環境自

体に自らが当惑したり苦しんだりするようになる0

こうしたことを考えると,ここ 1万年近く続いた文明の時代に終止符が打たれ,近い将来,「文明後」とも呼

ぶべき新しい時代に突入するように思われる。それでは,文明と文明後の時代とは本質的にどこが違うかという

と,まず文明の時代は,熱エネルギーの変換を利用した,いわば熱力学第1法則の時代であり,この点がそれ以

前の時代に比して著しい特徴であるといえる。これに対して文明後の時代とは,熱エネルギーの変換によってた

まったものの捨て場と捨てる方法とを模索する時代,いいかえれば,増大するエントロビーをいかにして制御す

るか,が重大な課題であって,熱力学第2法則の時代であるといえるのである。

なオ6,エントロビーの話が出る時に,「マックスウェルの悪魔」という不可思議な動物がよく登場する。この

悪魔は,熱湯を氷にしたり,エントロビーの増大を逆転させる超能力を持つといわれている。

4.これからの土木技術者

上に述べたことの結論として,これからの士木技術者に課せられた命題は,次のようにまとめられる。そのー

つは,人間の価値観とか精神構造とかいったソフトゥエアによく適合したハードゥエアをデザインし,それを子

孫にプレゼントすることである。第二は,増大するエントロビーの捨て場と捨てる方法とを見出すことであり,

いいかえれば,新しいマックスウェルの惡魔となうて,これまでにつくられたものを整理管理し,捨てるべきも

の,例えば公害・過密化・交通問題などを巧妙に処理することである。

入選作 3

1.はじめに

そもそも,土木事業は人々の生活と経済の基盤を形成するものとして,大きな役割を果してきたが,戦後の急

速な経済の伸長とともに,社会資本のストックが一応の充足を示すようになると,人々の土木事業に対する見方

がしだいに変化し,その変化は「多様な二ーズ」及ぴ「個と公共」という課題を,我々に投げかけている。すな

わち,以前人々は,個人の犠牲を伴っても,道路の建設・改良,治水・利水,港湾の拡充その他を希望したが,

それらがある程度充足された昨今は,人間がより美食を求めるのと同様に,高度でかつ多様な二ーズを持つよう

になり,また,従来の土木工事の経過と分極化した二ーズに対応して,個と公共の関係がクローズアップされて

きた。

その結果,人々は過去の土木事業に批判的となり,そのマイナス面のみを糾弾するようになうたが,それはも

ち論好ましいことではない。しかしながら,これからの上木技術者が,過去の大きなストックを維持するととも

に,社会的二ーズとのギ¥ツプを解消し,さらに新規のスト"クを付加していくためには,種々問題があると思

われるので,それらについて私見を述べたい。

2.士木技術者とソフトゥエア

土木技術は,これまでに多くのものを創造し発展させて来たが,明治以来の長い歴史を持つ鉄道を例にとれ

ぱ,最近では,地下鉄の階段が深い,連絡通路が長くなる,うるさいなど,さまざまな不満が投げかけられ,こ

大阪市総合計画局企画部調査課
1土1
LE] 山ル 口j
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のことが,鉄道への新規投資に対して積極的な理解が得られない要因になっている。こうしたことから考える

と,岡並木氏がいって邦られるように,1、運ぷ側の論理から運ぱれる側の論理へ」の発想の転換が必要であり,

いいかえれば,ハードゥエアとソフトゥエアの調和が求められている,といえるであろう。またこれに関連し

て,景観について一言すれば,わが国の構造物が外国のそれに比べて,美しさ・温かさの点で劣っていたのは,

構造物が「眺められる」という視点、から出発したソフトゥエアへの配慮が乏しかったためと考えられる。

要するに,土木事業によって形成されるシステムの信頼性や親近感は,「運ばれる側」,「使う側」,「見る

側」の二ーズを考慮することによって向上するのであり,これらの二ーズに対応することが,ハードゥエアとソ

フトゥエアとの調和を図ることになるのである。したがって,これからの土木技術者は,こうした多様な二ーズ

をくみ上げて行く洞察力を持ち,ソフトゥエアの開拓に努力しなければならない。

3.「個と公共」の調和

今後新規のプロジェクトを実現して行くためには,個と公共という命題を避けて通ることはできないであろ

う。いうまでもなく,空港・高速道路・新幹線といった施設は,ある地域の人々にとっては,不愉快な「通過型」

施設の代表例であるが,しかし,これらのプロジェクトが公共のためにぜひ必要なことも否めない事実である。

個と公共との調和を図るには,例を空港にとれば,騒音・排ガスなど環境公害的なものに対しては,環境アセ

スメントによって,今後我々は全精力を傾けて対応すべきであり,また,決してゼロにはならないマイナス面を

補うには,積極的な提案を通じてプラス面を作り出していかねばならない。例えば,空港関連施設の地域への公

開,地元からの雇用推進,使用者・使用目的を定めない自由な建物・空間の提案などを積極的に行い,空港と周

囲とのかかわりを,なじみのある幅の広い関係へ,軟らかな,単一でない複合的な関係へと方向づける必要があ

り,そのためには,断ち切ってしまわない柔軟性というものが,これからの土木技術者に求められるといえる。

4.土木技術者と雑学

士木技術の進歩発展とともに,専門の分化が進み,スペシーリストが増加している。ところが,社会の二ーズ

が多様化しつつある現状を考えると,大規模なプロジェクトを実現するには,士木の各分野はもち論のこと,他

の工学・理学・経済・法律・医学・歴史・芸術など,あらゆる野分からのプロジェクトへの参画がぜひとも必要

である。したがって,これからの土木技術者には,協調性,学際的アプローチの必要性,広範かつ総合的な視野

が求められるのであって,この要請に応ずるには,旺盛な好奇心を持ち,よい意味での「雑学」の修得に心がけ

ねばならない。

5.士木技術の国際化

今後わが国で,調和のある国づくり・街づくりが進められて行けば,日本の士木事業とその技術は成熟に近づ

快適で使いやすいさまざまな交通機関が実現するであろうし,自然災害は自然のもつ特性の十分な理解に助き ,

けられて,その危険性が除去され,また,自然との協調をべースとして,各種の豊富なエネルギーの供給される

システムが完成されることであろう。そしてわが国では,社会資本が十分托スト、,クされ,高度に発達した文明

を享受することができると忠われる。

しかしながら,我々はこうして成熟した技術を,地球的レベルにまで拡大した村機的なシステムに提供できる

用意がなければならず,そのために国際的視野の拡大が要請されると思われる。

6.オ6わりに

土木技術者は,今曲り角に立って,今後の進むべき方向を模索しているように思われる。しかしながら,今後

我々は,上に述べたことを肝に銘じて,「親しまれる土木技術者」となることを目ざすとともに,これまでの財

産を守り,さらに新しい財産を創造するために,力強く前進して行きたいと思うのである。
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W.関西支部50年史

士木学会関西支部は,昭和2年に創立以来,最も古く最も活気のある支部として,また39年に関東支部が設立

されるまで,つねに最大の会員数を誇りつつ,生々として発展を続け,昭和52年にめでたく創立50周年を迎える

ことになった。ついては,ささやかな小史ではあるが,ここに,半世紀にわたる関西支部の輝かしい足跡を記録

にとどめて邦くことにしたい。しかしながら,50年の歳月はいかにも長く,創立当時の事情にくわしい先輩方も

数少なくなり,また戦前の資料が戦災によってほとんど焼失してしまったのは,まことに残念なことである。

2.1.はしがき

関西支部では,創立30周年,40周年を迎えるにあたって,それぞれ記念の座談会を開催し,諸先輩から創立以

来の思い出の数々をうかがってぃる。以下は,これら座談会の記事を経とし,支部に残る資料と近年の記録を紳

として,取りまとめたものである。

1. は し が

2.2.支部創設の経緯

大正の末ごろから,関西地区では,士木学会の支部を創設しようという声がしだいに高まり,これにこたえ

て,学会本部の役員会は,昭和2年10月31日,大阪市に関西支部を設置することを決議した。そこで,翌3年1

月28日,当支部は盛大な発会式をあげ,ここに土木学会最初の支部が誕生したわけである。

その当時,支部の創設にとくに尽力されたのは,内務省大阪士木出張所長の真田秀吉氏と南海電鉄重役の後藤

佐彦氏で,とりわけ後藤氏は,以前学会本部に関係して邦られた経験からして,関西に本部と同様な会合のない

ことを非常に残念に思われ,みずから各方面に奔走して,支部創設の必要性を説き,資金の調達に努力された。

その結果,当時の大阪市都市計画部長直木倫太郎,同土木部長岩田成実,新京阪電鉄専務松島寛三郎,オ6よぴ上

田寧,島重治氏らの協力を得て,27,000円という当時としては非常な大金を集めて,支部結成の経済的基礎を固

められたのである。この資金は,50年後の今日もなオ6,関西支部基金として本部に保管され,毎年その利子の還

付を受けている。

つぎに,特筆して邦きたいのは,創立当初に邦ける支部の気風についてである。すなわち,前記座談会の記録

によると,当時本部の会合では,役人臭・老人臭があまりにも強いので,われわれの支部は,平民的で若々しい

活気に満ちたものでありたいと願い,またそのようであったと,何人もの先輩が口をそろえていって邦られる。

さらに,そのためには若い人々に運営に当たってほしいという声も強いのである。このようないかにも関西とり

わけ大阪にふさわしい美風を,わが支部のよき伝統として,いつまでも引き継いで行きたいものである。

き

2 創立 50年小史

2.3.戦前・戦時

創設当初,支部の事務所は後記のように中央電気倶楽部に浦かれ,行事その他の経費は,前記基金の利子なら

びに会員各自の負担でまかなわれてぃた。役員の種類と任期は,支部長1年,幹事と幹事長は任期がなく,商議
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員2年となって邦り,現在と比べても,あまり変わりがない。な16,創設当時の主事は山本留次郎氏であった。

支部の範囲については,最初は京阪神3都市付近に在住の方々が集まれるという状態で,格別明確に規定され

てぃたわけではないようである。しかし,その後範囲が広がって,大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山北よ

ぴ岡山の2府5県を包含することになり,昭和16年,中国四国支部の創設とともに,岡山県が分雜している0

創設当初の行事は,毎月1回の会合と随時開かれる講演会とであうたが,昭和7,8年ごろになると,それら

の運営費がしだいに窮屈1こなって来た。そこで,本部に折衝したところ,当時の賛助会員の会費を支部に一部交

付しようという意向であったので,それまでの役員ならぴに山本主事らが,電鉄・建設会社等に加入方を勧誘さ

れ,その結果,再ぴ予算が豊かになって,委員会などを毎月2 回程度開けるようになうた。

つぃで,昭和10年代に入ると,支部の活動はますます活況を呈し,前記の委員会も,都市災害・道路・橋梁.

河川.港湾.鉄道・軌道・都市計画・水力発電・上下水道関係など多彩になり,毎月数回委員会を開いて調査研

究が続けられた。とくに,大阪市の安治川河底トンネルは,このような委員会の成果にもとずいて完成したもの

である。さらに昭和12年の春,中国の技師約20名からなる視察団を迎え,同年4月には,土木学会最初の第 1回

年次学術講演会が京都帝大で開催された。このほか,支部会員の要望にこたえて,通俗講演会・土木工学研究会

.見学会などもしばしぱ開かれていた。

このような盛況は戦争が激しさを加えてもな邦衰えず,昭和19年には,合計40回以上というこれまでにない多

数の会合が開かれてぃる。しかし残念なことに,20年3月,ついに戦火は当時事務所のあった中央電気倶楽部に

邦よび,その後間もなく終戦の日を迎えたのである。

後2.4.戦

終戦後の混乱した世情のもとでは,当支部が何年かの雌伏を余儀なくされたのも,まことにやむを得ないこと

で,会場の確保,印刷物の発行,通信連絡などの困難さは,今の若い人達にはとうてい想像もできないほどであ

つた。しかし,こうした苦難の中にあっても,昭和2],22年度に各}回の研究会,23年度に講演会が開かれてい

るのは,特筆に値することである。そのうえ,出席者の数は驚くほど多数に北よぴ,その熱心な聴講態度は,下

天の慈雨が地中にしみ込むさまを思い起こさせるものがあった。邦そらくは,戦中戦後に蓄積された知識欲と平

和国家建設の熱意とが,そうさせたのであろう。

昭和24年になると,当時の浦上幹事長・中川辰夫主事らは,岩崎支部長とともに,支部再建資金の調達に奔走

されたが,さらに,土木学会の総会ならびに第7 回年次学術講演会が,26年5月に大阪大学で開催されることに

決定するや,和田支部長を助けての上記ご両人の労苦は,まことに並々ならぬものとなった。その成果は,3.4

に示すように,24,25,26年度の収支が前年度に比べて激増している事実にも,如実に示されて邦り,上記の本

部行事を盛大に実施し得たのみでなく,その剰余金が以後の支部活動に大きな役割を果たしたのである。このー

事をもってしても,浦上幹事長と中川主事の功績は偉大なものであったが,さらに,後記のように,浦上氏が支

部の事務所を12年問も大阪市役所内に邦くことを許され,7年間幹事長を勤められたこと,ならびに中川氏がH

年から32年まで戦前・戦時・戦後を通じて,主事として尽力されたことを,ここに特記して邦きたい0

なオ6,昭和27年には,福井県が在住会員の要望によって当支部に編入されることになった。

2.5.支部の興隆

上に述べたような努力にもかかわらず,支部の収支は,26年度をビークとして減少の一途をたどり,昭和30年

度には,50万円の大台を割ることになった。そこで,32年度の稲垣支部長は,従来のように必要の都度援助を仰

ぐのは,手数もかかり不安定でもあるので,会員制を採用して,定常的な収入の増加をはかるのが肝要であると

考え,近藤幹事長とともに,その実現に全力を尽された。その成果と各方面のご理解,ならびに以後の役員各位

のご尽力にようて,32年度以降,支部の財政は目に見えて豊かとなり,ようやく経済的基盤が確立されたのであ

る。

このような基礎に立って,支部活動が隆盛に邦もむいたのは,昭和33年度以降のことである。とくに,その端

緒を開いた石原支部長の時代には,支部長・幹事長を中心に,わずか7名の幹事が額をあつめ東奔西走して,こ
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れまでに例を見ない多彩な行事が,つぎつぎと立案実施された。こうした努力は,その後も毎年たゆみなく続け

られ,ついに行事の質と数の点で,本部ならぴに全国各支部を驚嘆させるような,活気のある支部に成長して行

つたのである。また,38年には京都大学で,本部の総会邦よび第玲回年次学術講演会を盛大に行うこともできた

のである。

つぎに,この当時のこととして書き落すことができないのは,本部の組織・運営に関する当支部からの要望に

つぃてである。すなわち,昭和30年ごろから当支部では,関東支部を設けるとともに,会長・副会長・理事を全

国的な視野に立って選考すべきである,という意見がとくに高まり,以来ことあるごとに,本部に対して強力な

働きかけが続けられた。その結果,39年に関東支部が設置されるとともに,初めて正式に支部選出の理事が,40

年には西部支部から副会長が,そして43年度についに関西支部から石原会長が,それぞれ選任されることになっ

たのである。これらは,当時の本部関係者のご理解と支部役員の努力の賜物であって,ここ忙深甚の謝意を表す

るしだいである。

2.6.時代の変遷

昭和30年代の後半になって,わが国は経済の高度成長期に入り,その後引き続いて,国士開発・列島改造の声

が高まって来た。こうした世情を背景に,関西では,さらに万博の関連工事も加力り,士木事業は未曽有の活況

を呈するに至うた。しかし残念なことに,それも長くは続かず,万博開催の45年前後を境として,新幹線・高速

道路などの大工事がしだいに他の地区に移り,48年のオiルシ.ツクを待つことなく,栄光は関西の地を去った

ようである。このような時代の動きは,3.3.に示す支部の会員数が,46年をピークとしてその前後で増減した

事実にも,正直に現われている。

さらに,昭和如年代の中ごろになると,業界に邦ける学術水準の向上,他の関連学協会による講習会等の増

加,学術惰報のはんらんが目立ち始め,そのため,支部活動に再検討を加える必要性が,痛感されるようになっ

た。そこで,学会でなければできない調査研究を支部独自で行うことにし,48年度からそのための委員会を組織

し,年々2~4の委員会で鋭意研究が進められている。また,これらの委員会は期間を2年限りとし,それが終

れば,必ず講習会を開いてその成果を世に問うことになっている。したがって,重要な問題を次々に取り上げて

調査研究し,そのうえ,内容のすぐれた講習会を開くことができるようになったわけである。

また上記のほかに,昭和40年以降の目立った動きとしては,次のようなことが挙げられる。すなわち,支部創

立40周年と明治100年を記念した「関西の士木100年」の出版(43年),昭和45年度土木学会全国大会の開催,47年

度の「支部だより」の創刊,49年度から始まった副支部長制の採用などが挙げられるが,ここで特筆大書して邦

きたいのは,妬年3月に,現在の事務所を鮒入してそれに移転したことで,このとき初めて,当支部は事務所を

みずから所有することができたのである。それにつけても,42年度の河村支部長を始め,以後の役員各位のご尽

力を多としなければならない

支部長・副支部長・幹事長

支部長

秀吉

倫太郎

助太郎

昭和3年度

ノノ 4 ノノ

ノノ 5 ノノ

U 6 ガ

ノノフノノ

ノノ 8 ノノ

ノノ 9 ノノ

3 歴代の資料

幹事長

寛三郎

昭和10年度

ノノ 11 ノノ

ノノ 12 ノノ

リ 13 リ

ノノ 14 リ

リ 15 リ

ノノ 16 ノノ

U 1フノノ

支部長
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幹事長

彦
彦
彦
治
治
郎
郎
郎
吉

孝
孝
孝
基
基
太
太
太
直

崎
崎
崎
原
原
島
島
島
藤

島
島
島
荻
荻
大
大
大
兵

三
煕
義
彦
喜
雄
之
恭

専
敬
孝
並
正
敬
利

井
水
西
崎
留
野
本
藤

永
清
高
島
福
平
橋
佐

{

彦
彦
彦
夫
夫
夫
夫

佐
佐
佐
博
博
博
博

藤
藤
藤
藤
藤
藤
藤

後
後
後
近
近
近
近

治
彦
実

重
佐
成

田
木
本
藤
田
島

真
直
坂
島
後
岩
松



昭和18年度

リ 19 ノノ

リ 20 リ

リ 21 ノノ

ノノ 22 リ

リ 23 リ

ガ 24 リ

ノノ 25 ノノ

リ 26 リ

リ 27 が

U 28 リ

リ 29 リ

ノノ 30 リ

ノノ 31 ノノ

リ 32 リ

U 33 リ

ノノ 34 リ

ノノ 35 ノノ

ノノ 36 リ

リ 37 U

支部長

天野光

天野光

逸夫

嘉一郎

千秋

博夫

周蔵

忠次郎

雄治

重辰

平次郎

高四郎

角一郎

泰夫

誠 ニゞ

衞門

茂樹

藤次郎

(准員)学生会員特別会員賛助会員

事幹長

421

451

489

497

313

420

278

381

647

635

552

589

555

592

390

390

237

人

直吉

政治郎

政治郎

仲都

仲都

仲都

衞門

衞門

衞門

衞門

衞門

衞門

衞門

市三郎

市三郎

市三郎

一郎

郎

157

153

161

195

331

330

330

330

170

昭和38年度

υ 39 リ

リ 40 リ

ノノ 41 リ

ノノ 42 ノノ

ノノ 43 リ

// 44 ノノ

ノノ 45 ノノ

リ 46 リ

リ 47 U

ガ 48 リ

リ 49 リ

人 団体

支部長
(副支部長)

石田

山崎

玉井

小西

河村

米谷

野瀬

福山

田中

柳瀬

松尾

南

(水野

(森下

務所3.2.

昭和2年10月31日

リ 20年6月1日

郎

重俊

栄 ^

正儀

真三郎

茂

珠郎

新一郎

俊次

俊一)

卓也)

伊藤冨雄

千多留)

春雄)

和夫

親助)

次郎)

リ 32年7月15日

リ 33年12月10日

幹事長

新一郎

新一郎

新一郎

畠雄
.^
^

雄

雄

の変

中央電気倶楽部(北区堂島中2-9)内に置く。

中央電気倶楽部戦災焼失により大阪市復興局(現在大阪市士木局,大阪市北区南扇町7)

内に移転。

近畿地方建設局(西区土佐堀通2)内に移転。

合同庁舎の完成により近畿地方建設局とともに東区大手前之町大阪合伺庁舎第1号館内t

移転。

大阪建設会館(東区京橋3-7の内に移転。

天王寺ステーシ"ンビル(天王寺区堀越町Ⅱの内に移転。

大阪靴下会館(東成区中道元町1-M9)内に移転。

船場センタービル4号館409号室(東区船場中央2-2)を購入し移転,現在に至る。

升合

団体
1,268

1,262

1.216

1.323

1,435

1,283

1,188

1.047

832

関西支部
賛助員

リ 36年10月1日

リ 37年9月14日

リ 39年12月12日

リ 45年3月12日

-198-

ノノ

正会員

50 リ

U 51 リ

年度名誉会員

数の変

冨
冨

聖
博
彰正

清
清
男尚

田
田
藤

岡
岡
後

男
明
明

尚藤
田
田

後
室
室

人

三

三

元
野
藤
尾
納

竹
浜
近
赤
加

(
(

林
近
三
原
岩

(
(

口
崎

藤
藤
藤

近
近
近

214

木
藤
鈴
近

ニ
ニ

馨
勇
久
正
俊
勝

垣
原
口
藤
津
野

石
江
近
高
矢

会

高
高
橋
橋

藤
輪

兵
大
大
下
下
下
浦
浦
浦
浦
浦
浦
浦

藤
塩
塩
間
間
間
上
上
上
上
上
上
上

和
泉
武

田
谷
居

野
浦
稲

田
上

松
松
松
伊
伊
伊

小
小
米
米

尾
尾
尾
藤
藤
藤

西
西
谷
谷
栄
栄

4
5
6
8
9
2
3
4
5

ー
ー
ー
]
1
2
2
2
2

6
 
7
 
6
 
4
 
6
 
5
 
5
 
6
 
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3

玲
玲
玲
那
N
玲
玲
玲
5



支

6,803

5.393

5,666

6,134

6,128

549

57フ

633

646

715

706

706

862

865

1.076

出

円
6,429.44

フ,483.86

5,919.12

720

1,059

2,199

2,436

2,528

321

267

236

275

358

97フ

958

(廃止)

290

6,480.50

13.298.53

23,626.05

100,240.00

130,332.94

2,606

2,742

2,704

3,075

3,589

5,916

6.579.30

6,752.57

8,183.84

5,439.32

4,768.94

327

273

207

323

471

3,972

4,355

4,736

5,144

5,478

残

582

520

586

804

1,094

高

円
]4.52

337.04

559.80

5]

5.731

4,和5

4,740

5,090

5.172

3,560.98

9,728.20

18,576.05

96.フ70.00

95,216.00

1.617

1,591

1,フ76

1,831

2,195

注

10

1.092

1,187

1,099

1.000

983

数字は各年度末の会員数,昭和3~13年度は戦災により資料焼失のため不明,昭和17,20,

21年度は資料散逸のため不明,昭和33年度以降の合計には関西支部賛助員数を含まない。

3.4

83

97

104

5,020

94

101

100

108

108

収支決

2,070

2,342

2,470

2,825

3,067

年

939

850

780

887

796

126

131

132

153

154

度

昭和玲
N

15

117

123

132

142

]46

覧表

3,261

3,346

3.382

3.972

4,フフフ

収

742

164

172

178

189

190

569.96

874.46

317.52

2,183.59

1.233.83

入

円
6,443.96

フ,820.90

6,478.92

フ,149.26

フ,627.03

8,501.36

フ,622.91

6,002.フフ

144

5,174

5,657

5,951

6,268

6.5釘

186

256

270

27フ

292

(廃止)

2,919.52

3.570.33

5,050.00

3,470,00

35,116.94

4
4
4
4
6

5
6
6
6
6

6
6
6
6
6

6
6
5
5
5

5
5
5
5
4
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4
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3
3
3
3
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7
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3
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2
3
4
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4
4
4
4
4
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釘
釘
U
U
如
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Ⅱ
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玲
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鶚
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26

51.958,501

( 5,000.00のD

1,488,207.28
Q,261,000.0の1)

1,003,236.28

962,327

720,922

483,356

12,520.912

17,385,071

20,947,305

29,939,115
( 3,000,00の3)

25,288,893

37,932,568

( 5,000,00の1)

839,879

1,754,134

2.799,763

3,425,075

3,573,734

1,9釘,981

1.943,629

1,820,769

△2,974,673
(△5,000,00の2)

1,フ71,223
( 402,232)2)
( 769,072)D

1,120,194.00
( 930.375.0の1)

804,041.00

861,226

612.100

337.]92

4,867,732

6,236,574

13,614,47フ
( 6,029,519)D

9,535,368

Ⅱ,"8,385

2,195,065

3.456,410

5,160,075

8,984,951
(0)3)

10,釘9,961

14.025.933

(0),)

620,539

1,065,442

2,213,351

2,418,認5

3,172,617

11,366,291

11,538.910

11,744,088

23,188,754
( 8:400:000)2)
33,806,737
a3,4釘,117)2)
(フ,006,484)D

45

368,013.28
(330,625.0の1)

199,195.28

101,101

108,822

146,164

3,624,187

4,513,525

10,640,437
( 3,848.23の1)

4,967,236

9.691,835

-200-

]4,715,97フ

20.841.481

26,107,380

38,924,066
( 3,000,00の3)

36.108,854

219,340

688.692

586,412

1.006,740

401,117

50

9,378,310

9,595,281

9.923,319

26,163,427
(131400;000)2)
32,035,514
a3,078,885)の
( 6,237,412)D

51

注.昭和3~12年度は戦災より資料焼失のため不明,,)は本部の総会・年次学術講演会・全国大会

の関係,2)は事務所の購入移転関係,3)は委託研究関係の会計で,いずれも内数,残高は翌年

度への繰越金

1,243,545

1,723.049

2,974,040
(2,181,289)D

4,568,132

1,756,550
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4
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蛤
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社団
法人 土木学会関西支部
^
^

賛助者芳名録

神高速道路公団

本鉄道建設公団大阪支社

州四国連絡橋公団第一建設局

本国有鉄道大阪工事局

神水道企業団

本国有鉄道大阪鉄道管理局

本国有鉄道天王寺鉄道管理局

本国有鉄道福知山鉄道管理局

神外貿埠頭公団

大

村

石基

建

熊谷組大阪

藤工業繍大阪

水建設娩大阪

成建設鶴大阪

竹中士木大阪

松建設脱関西

間組大阪支店

田建設工業総大阪支店

井建設鯛大阪支

鴻 池

銭 局

本国土開発鶴大阪支店

タエ業制大阪支ジ

(昭和52年4月20日現在289団体)

阪

歌 山

別

上

業鯛大阪支

木

大 津

支

条

娩

支

業

阪支

畷

木側大

工

大

組大

士木

工事映

阪島

サワエ

木

阪支

務

建

店
店
店
店
店
店

支
支
支
支
支
支

設

店
組
組

鵬
佐
清
大
脱
西
鵬

店
鵬
鵬
脱
店
店
店
店
店
店
店
組
組

支
支
支
支

阪
阪
阪
阪

設
設
業

沼
井

大
大
大
火

妹
総
鶴
咽

建
建
工

中

設
設
設
設

士

浅
新

建
建
建
建

動
成
鉄
本
竹

建
田
島
産

日

イ

不
公
大
大
娩
鉄
戸
飛
日
ア
娩
映
娩

ア

局
局

日
フ

設
設

建
建

店
鵬
店
店
店

三
繍
娩

奥
白

方
湾

鵬
娩
鵬
鹿

地
港

畿
三

近
第

本
組
礎

府
部
部
県
部

店
組
組
組
組
妹
店
組

支

支
支
支

設
阪

阪
阪
阪

大
西

大
人
大
村
本
川

咽
航
鵬

建
鵬

森

設
設
設

設

今

建
建
建
松
森
浅
末
建

友
豊
急

柄

住
大
東
鵬
鵬
鵬
快
大
真
鵬

阪
日

阪
興
大

木
木

阪
日

土
士

市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市

県
県

井
県

庫
良

大
兵
奈
福
和

阪
都
戸
田
泉

大
京
神
池
和
泉
談
貝
柏
四
高
西
松
箕

木
塚
原

設
組
組
店

石
脇
原
面

林
村

大
奥

青

本
日

日
日
阪



村建設鵬大阪支

神崎組大阪支

本建設工業

田建設鵬大阪支

日本士木鵬大阪支

倉建設繍大阪支

東建設鵬大阪支

本鋼管工事総大阪事業所

神土木工業

福田組大阪支

藤 本

増岡組大阪支

大阪支菱建設

大阪支本建設

鵬大阪支作建設工

工務田山

河工事鵬大阪支

日

鉄

林道路脱大

島道路娩大

亜道路工業鵬

本鋪道鰯大

田道路鵬大

成道路鵬関

盤工業鵬大

本道路繍大

田道路鵬大

渡辺組大

建化 工

川道路

下

谷道路

紀建設

急道路

鋪装工業鵬

根

不

レ

本生命保険

阪セ

本セメン

新日本製鐵化学

気化学工

宇部興産

動

動

産

産

阪支

阪支

大阪支店

相

メント鵬

ト鵬大阪支店

工業鶴大阪営業所

業鰯大阪支店

鵬大阪支店

大阪アサノコ

大阪宇部コンク

阪生コン

西小野田レ

協 生

高砂コンクリ

ツノレガ生コンクリート

互 会

阪支

業

ト制ンクリ

リートエ業映

ト鵬クリ

コン制ミ

制コ ン

トエ業鵬

工業映大阪工場

阪支

オリエンタノレコンクリート

ビー.エス・コンクリート

北海道ビー・エス・コンク

極東工業鵬

興和コンクリート

国際コンク

中央ビー・エス・コ

日本鋼弦コンクリ

日本ビー・エス・

ビ .シ

富ニヒビー・エス

阪支

大阪支

大阪支

阪支

大阪支

阪支

タ 道路鵬
リ

ム管鵬

ンクリ

リ

業

近畿コン

阿コ、似亘コン

日本ヒュ

日本プレス コ

旭コ ンク

映安部工

神 戸

昭和コンクリ

治 水

帝国ヒュ

トエ業映リ

トエ業鵬

大阪営業所

ト鵬大阪支店

トエ業鵬

所大阪営業所

映料材

トエ業鵬大阪営業所

朗業工

ム管鵬大阪工場

建設鶴

建設工業

建設工業

建設娩

総合開発

建設鵬

鵬大阪支店

娩大阪支店

ト鵬大阪支店リ

阪支店大

大阪営業所映

ト鵬リ

トエ業鵬ンクリ

ト総大阪営業所

コンクリート朗

橋梁鵬

・コンクリート鶴大阪支店

大阪支店

鶴
総
制
脱
社

宅
所

不
住
地

和
和

ラ

近
ク
星
星
日

店
店
娩
店
店
店
店

大
日

大
映

電

鵬
店
組
店
店
店
店
店
店

勝
繍
栗
佐
新
徳
日

大
関
西

五
佐

組
店

店
店

来
大

妹
鶴
業

店
店

阪
繍
鵬
総
三
村
矢
鵬
横

店
店
社
店
店
店
店
総
店
鶴
店
店
店

支
支
支
支
支
支

支
支
支
支

阪
阪
西
阪
阪
阪

阪
道
阪
阪
阪

大
大
大
大

鶴
鋪
映
娩
鵬

一
一

ク
ク

京

、
、
ソ

大
鹿
東
日
前
大
常
日
福
映
旭
北
木
熊
世
東
東
総
フ

店
店
店
店

洋
伯
亜
洋
土
築

東
東
国
若

映
大
映
大



日本テトラ求ツド鵬大阪営業所

足立石灰工業娩大阪事務所

信建設工業娩大阪支店

化学工業娩ガイ

本油脂航大阪営業所

渥化学工業鵬大阪支店

力鵬大阪営業所本シー

ゾリス物産総大阪営業所

化学鵬大阪営業所

製作所大阪支

製作所大阪営業

化

阪

本

本

本鉄塔工業

士

田工

桜井鉄

田機械工

野安

上工業

館ドック

化

成

火

薬

川防蝕

大阪

中央復建コンサルタンツ映

総新日本技術コンサルタント

繍升大 和 設

東洋技研コンサルタント制

娩日建設計土木業務所

日本技術開発映大阪支社

制オオバ大阪支店

鯛オリエンタルコンサルタンツ大阪支社

朗建設技術研究所大阪支社

鵬修成建設コンサルタント

パシフィックコンサルタンツ化"大阪支社

咽橋梁コンサルタント大阪営業所

升 鵬協 和 設

国際航業鵬大阪支店

セントラルコンサルタント鵬大阪支店

全日本コンサルタント鵬

第 建設設計映

アリング娩大阪支社内外エン ジニ

日本アイ・ビー・エム鵬大阪営業本部
第三営業所

鵬日本構造橋梁研究所大阪支社

鵬日本水道コンサルタント大阪支所

日本電子計算繍大阪支店

前田設計娩大阪支店

工業

銃砲

大阪支

友電気

周

鋼

工業娩

防水

橋

車

業繍大

工所大

業朗大

船

鵬大

鵬大

工業映特殊

波熱

鋼線

製

阪営業

阪支店

川

脱

営業所

光

阪支店

設社

線事業部

錬映

工業航

鵬鋼

阪営業所

渠

阪営業

戸事務

船

船

大阪営日本鉄工鯛

所

業所

製鋼戸

製鐵鵬堺製鐡

金属工業

管鵬大阪営業

製鐡朗大阪営業所

松

立

製

鐡金属

鐵建

石川島播磨重工業鵬大阪基本計画室

鬮片 鉄 所Ⅱ」 工

航 鉄構事業本部川崎重工業

工所本

工所井

娩機田 工

工所本鉄春

日立造船鵬技術研究所

橋 娩梁尾

菱重工業映神戸造船所

鵬宮地鉄工所大阪支社
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